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規 則

新潟市漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成１７年１０月２７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２４２号

新潟市漁港管理条例施行規則の一部を改正する

規則

新潟市漁港管理条例施行規則（昭和４６年新潟市規則第

４号）の一部を次のように改正する。

第１０条中「別記第９号様式」の次に「又は別記第９号

様式の２」を加える。

別記第９号様式の次に次の１様式を加える。
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の取扱要領の全部を改正する要領の制定に

ついて ……………………………………………１３３

人事行政の運営状況
人事行政の運営状況の公表 ………………………１３３
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別記第９号様式の２（第１０条関係）

入 出 港 届（国際航海従事船舶用）

GENERAL DECLARATION

到着
Arrival

出発
Departure

１ 船舶の名称，種類及び信号符字
Name，Type and Call Sign of ship

２ 到着港／出発港
Port of arrival/departure

３ 到着日時／出発日時
Date-time of arrival/departure

４ 船舶の国籍
Nationality of ship

５ 船長の氏名
Name of Master

６ 前寄港地／次寄港地
Port arrived from/Port of destination

７ 船籍港，登録年月日※及び船舶番号
Certificate of registry（Port ; Date※ ; Number）

８ 船舶の代理人の氏名又は名称及び住所
Name and address of ship's agent

船舶の運航者の氏名又は名称及び住所
Name and address of ship's Operator

９ 総トン数
Gross tonnage

１０純トン数
Net tonnage

１１港における船舶の位置（停泊地）
Position of the ship in the port（berth or station）

１２航海に関する簡潔な細目（寄港地及び寄港予定地。積載されたままの貨物が荷揚げされる予定の港に下線を付す。）
Brief particulars of voyage（previous and subsequent ports of call ; underline where remaining cargo will be discharged）

１３貨物に関する簡潔な記述
Brief description of the cargo

１４乗組員の数（船長を含む。）
Number of crew（incl．master）

１５旅客の数
Number of passengers

１６備考
Remarks

添付書類の枚数※
Attached document※

（Indicate number of copies）

１７積荷目録
Cargo Declaration

１８船用品目録
Ship's Stores Declaration

１９乗組員名簿
Crew List

２０旅客名簿
Passenger List

２１日付及び船長又は委任を受けた代理人若しくは船舶の職員による著名
Date and signature by master，authorized agent or officer

２２乗組員携帯品申告書
Crew's Effects Declaration

２３検疫明告書
Maritime Declaration of Health

当局記入欄 For official use
２４ 内航船舶

注１ ※の付されている項目については，記入不要。
２ 傷病者を緊急の治療のために上陸させる目的で寄港し，直ちに出発する意図を有する船舶については，８欄のう
ち「舶舶の運航者の氏名又は名称及び住所」の記入不要。
３ ２４欄には，内航船舶に該当する場合のみチェックを付すこと。

Note １ It is not necessary to fill in the item marked“※”
２ With regard to ships calling at ports in order to put ashore sick or injured persons for emergency medical
treatment and intending to leave gain immediately，it is not necessary to fill in“Name and address of ship's
Operator"of the column“８”
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「
１１条１項５号
及び３項
１２条２項及び
３項
１３条２項及び
４項

変電設備

発電設備

蓄電池設備

�
�
�
�
�
�
�

である旨の標
識

」

を

「
８条の３ １
項及び３項
１１条１項５号
及び３項
１２条２項及び
３項
１３条２項及び
４項

燃料電池発電設備

変電設備

発電設備

蓄電池設備

�
�
��
�
��
�
�

である旨
の標識

」

に，

「
用 途 構 造

種別

階別

床面積

㎡

用 途

消防用設備等の概要

消火設備 警報設備 避難設備

階

階

階

階

階

階

階

計
」

「
用 途 構 造

種別

階別

床面積

㎡

用途

消防用設備等の概要 特殊消防用
設備等の
概 要消火設備 警報設備 避難設備

消火活動
上必要な
施 設

階

階

階

階

階

階

階

計
」

附 則

この規則は，平成１７年１１月１日から施行する。

新潟市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成１７年１０月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２４３号

新潟市火災予防条例施行規則の一部を改正

する規則

新潟市火災予防条例施行規則（昭和３７年新潟市規則第

２５号）の一部を次のように改正する。

第２条中「第１１条第１項第５号，条例第１１条第３項」

を「第８条の３第１項及び第３項において準用する条例

第１１条第１項第５号，条例第１１条第１項第５号，条例第

１１条第３項」に，「第３１条の２第１号，条例第３３条第２項

において準用する条例第３１条の２第１号，条例第３４条第

５号」を「第３１条の２第２項第１号，条例第３３条第３項

において準用する条例第３１条の２第２項第１号，条例第

３４条第２項第１号」に改める。

別表中

「３１条の２ １号」を「３１条の２ ２項１号」に，「３３条

２項」を「３３条３項」に，「３４条５号」を「３４条２項１号」

に改める。

別記様式第１号（裏）中

を

に改める。

別記様式第１号の２を次のように改める。
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「
消 防 用
設 備 等

」
を
「
消防用設備等又は
特殊消防用設備等

」

「
発 電 設 備

変 電 設 備

蓄電池設備

設置届出書

」

を

「
燃料電池発電設備

発 電 設 備

変 電 設 備

蓄 電 池 設 備

設置届出書

」

に，

「
消 防 用
設 備 等

」
を
「
消防用設備等又は
特殊消防用設備等

」

「
消防用設備等の概要

」
を
「
消 防 用 設 備 等 又 は
特殊消防用設備等の概要

」

「
消 防 用 設 備
等 の 概 要

」
を
「
消 防 用 設 備 等 又 は
特殊消防用設備等の概要

」

別記様式第２号中

に改める。

別記様式第３号中

に改め，同様式備考４中「定格容量の欄には」の次に「，

燃料電池発電設備」を加える。

別記様式第９号中

に改める。

別記様式第１４号中

に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第２条

の改正規定（「第３１条の２第１号，条例第３３条第２項にお

いて準用する条例第３１条の２第１号，条例第３４条第５

号」を「第３１条の２第２項第１号，条例第３３条第３項に

おいて準用する条例第３１条の２第２項第１号，条例第３４

条第２項第１号」に改める部分に限る。）及び別表の改正

規定（「３１条の２ １号」を「３１条の２ ２項１号」に，

「３３条２項」を「３３条３項」に，「３４条５号」を「３４条２

項１号」に改める部分に限る。）は，平成１７年１２月１日か

ら施行する。

訓 令

防
火
対
象
物
棟
別
概
要
追
加
書
類

防 火 対 象 物 棟 別 概 要 （ 第 号 ）

用
途

構
造

種
別

階
別

床
面
積 ㎡

用
途

消
防
用
設
備
等
の
概
要

特
殊
消
防
用

設
備
等
の

概
要

消
火
設
備
警
報
設
備
避
難
設
備
消
火
活
動

上
必
要
な

施
設

階 階 階 階 階 階

計

防 火 対 象 物 棟 別 概 要 （ 第 号 ）

用
途

構
造

種
別

階
別

床
面
積 ㎡

用
途

消
防
用
設
備
等
の
概
要

特
殊
消
防
用

設
備
等
の

概
要

消
火
設
備
警
報
設
備
避
難
設
備
消
火
活
動

上
必
要
な

施
設

階 階 階 階 階 階

計

別
記
様
式
第
１
号
の
２
（
第
３
条
関
係
）
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「
巻支所総務課

」

「
巻支所 巻支所総務課長

」

「
巻支所

」

「
巻支所

」

「
巻支所

」

新潟市庁用自動車の管理及び運営に関する規程の一部

を改正する規程を次のように定める。

平成１７年１０月４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第３３号

新潟市庁用自動車の管理及び運営に関する規程

の一部を改正する規程

新潟市庁用自動車の管理及び運営に関する規程（昭和

４３年新潟市訓令第１６号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「別表第１（第２条及び第８条関係）」を

「別表第１（第２条，第８条関係）」に改め，同表に次の

ように加える。

別表第２中之口支所の項の次に次のように加える。

別表第３中之口支所の項の次に次のように加える。

別表第４�の表中之口支所の項の次に次のように加え
る。

別表第４�の表に次のように加える。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

告 示

新潟市告示第４０５号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので，同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 亀田西町第３区町内会

２ 変 更 事 項 団体の名称及び事務所の所在地

（省 略）

代表者の氏名 （省 略）

及び住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１３年４月１５日（代表者変更）

平成１６年４月１１日（代表者変更）

平成１６年５月１０日（代表者変更）

平成１７年３月２１日（所在地，住所，

名称変更）

４ 変更の理由 総会の議決による代表者の変更

合併による事務所の所在地、代表

者の住所、団体の名称の変更

新潟市告示第４０６号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので，同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 亀田第四区町内会

２ 変 更 事 項 団体の名称及び事務所の所在地

（省 略）

代表者の氏名 （省 略）

及び住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１５年４月６日（代表者変更）

平成１７年３月２１日（所在地、住所

変更）

平成１７年４月１０日（名称変更）

４ 変更の理由 総会の議決による団体の名称、代

表者の変更

合併による事務所の所在地、代表

者の住所の変更

新潟市告示第４０７号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので，同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 亀田第７区町内会

２ 変 更 事 項 団体の名称及び事務所の所在地

（省 略）

代表者の氏名 （省 略）

及び住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１２年４月１日（代表者変更）

平成１４年４月１日（代表者変更）

平成１６年４月１日（代表者変更）

平成１７年３月２１日（所在地、住所

変更）

平成１７年４月２４日（名称変更）

４ 変更の理由 総会の議決による団体の名称、代

表者の変更

合併による事務所の所在地、代表
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者の住所の変更

新潟市告示第４０８号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので，同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 亀田第２０区町内会

２ 変 更 事 項 団体の名称及び事務所の所在地

（省 略）

代表者の住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１７年３月２１日（所在地、住所

変更）

平成１７年４月１日（名称変更）

４ 変更の理由 総会の議決による団体の名称の変

更

合併による事務所の所在地、代表

者の住所の変更

新潟市告示第４０９号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので，同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 亀田第２３区町内会

２ 変 更 事 項 団体の名称及び事務所の所在地

（省 略）

代表者の住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１７年３月２１日（所在地、住所

変更）

平成１７年３月２６日（名称変更）

４ 変更の理由 総会の議決による団体の名称の変

更

合併による事務所の所在地、代表

者の住所の変更

新潟市告示第４１０号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので，同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 亀田第２６区町内会

２ 変 更 事 項 団体の名称及び事務所の所在地

（省 略）

代表者の氏名 （省 略）

及び住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１２年４月１日（代表者変更）

平成１７年３月２１日（所在地、住所

変更）

平成１７年４月１日（名称、代表者

変更）

４ 変更の理由 総会の議決による団体の名称、代

表者の変更

合併による事務所の所在地、代表

者の住所の変更

新潟市告示第４１１号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので，同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 亀田手代山４０区町内会

２ 変 更 事 項 団体の名称及び事務所の所在地

（省 略）

代表者の氏名 （省 略）

及び住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１２年２月６日（代表者変更）

平成１４年２月３日（代表者変更）

平成１５年１１月４日（住居表示）

平成１７年２月６日（名称、代表者

変更）

平成１７年３月２１日（所在地、住所

変更）

４ 変更の理由 総会の議決による団体の名称、代

表者の変更

合併による事務所の所在地、代表

者の住所変更

新潟市告示第４１２号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので，同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 茅野山第４１区自治会

２ 変 更 事 項 事務所の所在地 （省 略）

代表者の氏名 （省 略）

及び住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１３年１月１日（代表者変更）

平成１５年１月１日（代表者変更）

平成１５年１１月４日（住居表示）

平成１７年１月１日（代表者変更）
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路 線 名
起 点

重要な経過地
終 点

西 南 ２ －
２２８ 号 線

新潟市五十嵐中島五
丁目２５６７番３地先

新潟市五十嵐中島
五丁目２６４７番５地
先

新潟市五十嵐中島五
丁目２５７２番１地先

西 １ －
１５１ 号 線

新潟市五十嵐二の
町７６４９番５地先 新潟市五十嵐二の

町７４９２番９５地先新潟市五十嵐一の
町６３７９番５０地先

西 １ －
１５２ 号 線

新潟市五十嵐二の
町７４９２番９４地先 新潟市五十嵐二の

町７４９２番１６４地先新潟市五十嵐二の
町７４９２番１５２地先

西 １ －
１５３ 号 線

新潟市五十嵐二の
町７４９２番２１５地先 新潟市五十嵐二の

町７４９２番１７９地先新潟市五十嵐二の
町７４９２番９１地先

西 １ －
１５４ 号 線

新潟市五十嵐二の
町７４９２番１０７地先 新潟市五十嵐二の

町７４９２番１１４地先新潟市五十嵐二の
町７４９２番１２１地先

西 １ －
１５５ 号 線

新潟市五十嵐二の
町７４９２番１２８地先 新潟市五十嵐二の

町７４９２番１４６地先新潟市五十嵐二の
町７４９２番１４９地先

西 １ －
１５６ 号 線

新潟市五十嵐東二
丁目６３７１番１地先

新潟市上新栄町六
丁 目６３６８番２１３地
先

新潟市上新栄町六
丁目６３７０番１１６地先

西 １ －
１５７ 号 線

新潟市上新栄町六
丁目６３７０番１１０地先

新潟市上新栄町六
丁 目６３７０番１１０地
先

新潟市上新栄町六
丁目６３７０番１１０地先

西 １ －
１５８ 号 線

新潟市上新栄町六
丁目６３６８番２１３地先

新潟市上新栄町六
丁 目６３７０番１８４地
先

新潟市上新栄町六
丁目６３７０番１１３地先

西 １ －
１５９ 号 線

新潟市上新栄町六
丁目６３６８番２１３地先

新潟市上新栄町六
丁 目６３７０番１８４地
先

新潟市上新栄町六
丁目６３７０番１８４地先

西 ４ －
１６８ 号 線

新潟市坂井東四丁
目２８２番４地先 新潟市坂井東四丁

目２８１番２地先新潟市坂井東四丁
目２８５番５地先

西 ４ －
１６９ 号 線

新潟市坂井東四丁
目１８２６番２地先 新潟市坂井東四丁

目１８０８番７地先新潟市坂井東四丁
目１８０６番６地先

西 ５ －
２６４ 号 線

新潟市小針五丁目
６７４番１地先 新潟市小針五丁目

６７４番６地先新潟市小針五丁目
７１９番９地先

西 ５ －
２６５ 号 線

新潟市小針四丁目
３５番１地先 新潟市小針四丁目

３５番２地先新潟市小針四丁目
３５番２地先

西 ５ －
２６６ 号 線

新潟市小針四丁目
３５番１地先 新潟市小針四丁目

３５番２地先新潟市小針四丁目
３５番２地先

西 ６ －
５ ６ 号 線

新潟市新田字浜野
９５１番１地先 新潟市新田字玄的

７１６番２地先新潟市新田字玄的
７１５番地先

南 ３ －
１１５ 号 線

新潟市上所一丁目
１１３４番３１地先 新潟市上所一丁目

１１３４番８６地先新潟市上所一丁目
１１３４番８９地先

南 ６ －
１８９ 号 線

新潟市紫竹山四丁
目５４６番２８地先 新潟市紫竹山四丁

目５１５番３１地先新潟市紫竹山四丁
目５５２番５地先

南 ６ －
１９０ 号 線

新潟市紫竹山四丁
目５１５番２２地先 新潟市紫竹山四丁

目５１５番３２地先新潟市紫竹山四丁
目５１５番３６地先

南 ６ －
１９１ 号 線

新潟市山二ツ二丁
目１１３９番１３地先 新潟市山二ツ二丁

目１１３９番１０地先新潟市山二ツ二丁
目１１３９番７地先

南 ７ －
４ ０ 号 線

新潟市清五郎字川
西４２４番４地先 新潟市清五郎字川

西４０８番２地先新潟市清五郎字川
東２６０番地先

南 ７ －
２２０ 号 線

新潟市清五郎字川
西３６１番１地先 新潟市清五郎字川

西３６５番２地先新潟市清五郎字川
西３６０番地先

南 ７ －
３５８ 号 線

新潟市太右エ門新田
字大曽根１５０番２地先

新潟市太右エ門新
田字大曽根１５０番
６地先

新潟市久蔵興野字
下郷地２３４番２地先

平成１７年３月２１日（住所変更）

４ 変更の理由 総会の議決による代表者の変更

合併による事務所の所在地、代表

者の住所の変更

新潟市告示第４１３号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので，同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 新潟市亀田新明町第４８区町内会

２ 変 更 事 項 団体の名称及び事務所の所在地

（省 略）

代表者の住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１７年３月２１日（名称、所在地、

住所変更）

４ 変更の理由 総会の議決による団体の名称の変

更

合併による事務所の所在地、代表

者の住所の変更

新潟市告示第４１４号

市道路線の認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に

基づき，市道路線を次のように認定する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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南 ７ －
３５９ 号 線

新潟市鍋潟新田字
川前１２番地先 新潟市鍋潟新田字

川前１４番地先新潟市鍋潟新田字
川前１５番地先

南 ９ －
４ ４ 号 線

新潟市酒屋町字川
前１２８番丑地先 新潟市酒屋町字川

前１５０番地先新潟市酒屋町字屋
敷付１７０番１地先

東 １ －
１８８ 号 線

新潟市根室新町９
番１２地先 新潟市根室新町９

番１地先新潟市根室新町９
番１４地先

東 ３ －
６２２ 号 線

新潟市河渡庚２１７
番地先 新潟市河渡庚２００

番地先新潟市河渡庚１８９
番地先

東 ３ －
６２３ 号 線

新潟市河渡庚２１１
番地先 新潟市河渡庚２０１

番地先新潟市河渡庚１８９
番地先

東 ３ －
６２４ 号 線

新潟市河渡庚２０３
番地先 新潟市河渡庚２０２

番地先新潟市河渡庚２０２
番地先

東 ３ －
６２５ 号 線

新潟市河渡庚１９５
番地先 新潟市河渡庚１９６

番地先新潟市河渡庚１９６
番地先

東 ３ －
６２６ 号 線

新潟市津島屋五丁
目７番４地先 新潟市津島屋五丁

目９番４地先新潟市津島屋五丁
目９番４地先

東 ４ －
１２８ 号 線

新潟市竹尾三丁目
２５４番２地先 新潟市竹尾三丁目

２５４番１０地先新潟市竹尾三丁目
２５４番１７地先

東 ５ －
２１７ 号 線

新潟市下場字北側
６８番１１地先 新潟市下場字北側

６８番１５地先新潟市下場字北側
６８番１６地先

東 ５ －
２１８ 号 線

新潟市上木戸一丁
目６番２地先 新潟市上木戸一丁

目６番１０地先新潟市上木戸一丁
目６番１２地先

東 ５ －
２１９ 号 線

新潟市逢谷内四丁
目５４番２１地先 新潟市逢谷内四丁

目５４番２９地先新潟市逢谷内四丁
目５４番１９地先

東 ５ －
２２０ 号 線

新潟市柳ケ丘１３７
番８１地先 新潟市柳ケ丘１３７

番８８地先新潟市柳ケ丘１３７
番７３地先

東 ７ －
２８７ 号 線

新潟市石山六丁目
２０９１番地先 新潟市石山六丁目

２０９５番地先新潟市石山六丁目
２０８４番１地先

東 ９ －
１５０ 号 線

新潟市北山字前山
３７８番地先 新潟市北山字前山

４０４番地先新潟市北山字前山
３８３番地先

東 ９ －
１５１ 号 線

新潟市北山字前山
４０７番地先 新潟市北山字前山

４４８番地先新潟市北山字前山
４０２番地先

北 ２ －
６ ２ 号 線

新潟市太郎代字柏
木山１５０２番１地先 新潟市太郎代字柏

木山１５０１番３地先新潟市太郎代字柏
木山１４８３番１２地先

北 ２ －
１１４ 号 線

新潟市太郎代字水
汲潟５４５番７地先 新潟市太郎代字馬

見山４７４番１地先新潟市太郎代字馬
見山４３８番１９地先

北 ８ －
６ ７ 号 線

新潟市すみれ野三
丁目８０５番１１地先 新潟市すみれ野三

丁目８００番１７地先新潟市すみれ野三
丁目８０５番１８地先

北 ８ －
６ ８ 号 線

新潟市すみれ野三
丁目８００番９地先 新潟市すみれ野三

丁目８００番２７地先新潟市すみれ野三
丁目８０４番２０地先

黒 埼 １ －
１６９ 号 線

新潟市新田字丸潟
７１３番２地先 新潟市黒鳥字高分

１２３６番１地先新潟市黒鳥字本田
５０１２番地先

黒 埼 １ －
４３１ 号 線

新潟市黒鳥字下天
保６１８３番２地先 新潟市黒鳥字下天

保６１３５番２地先新潟市黒鳥字下天
保５９１４番４地先

黒 埼 １ －
４３２ 号 線

新潟市黒鳥字川根
潟４５４１番１地先 新潟市黒鳥字川根

潟４６１６番４地先新潟市黒鳥字川根
潟４８０５番１地先

黒 埼 １ －
４３３ 号 線

新潟市山田字堤付
２３１０番５地先 新潟市山田字堤付

２３０７番３１７地先新潟市山田字堤付
２３０７番３８７地先

黒 埼 １ －
４３４ 号 線

新潟市善久字中善
久９９６番６地先 新潟市善久字中善

久９９６番９地先新潟市善久字中善
久９９６番１１地先

新 津 １ －
４３０ 号 線

新潟市善道字埋堀
５０１番地先 新潟市善道字埋堀

５３８番地先新潟市善道字埋堀
５１９番地先

新 津 １ －
４３１ 号 線

新潟市古田字裏田
郷１０２５番２地先 新潟市新津字山谷

北５１８０番地先新潟市新津字山谷
北５１７６番地先

新 津 １ －
５９５ 号 線

新潟市北潟字長沼
１６６番１２地先 新潟市北潟字長沼

１６６番２７地先新潟市北潟字長沼
１６６番１７地先

新 津 １ －
５９６ 号 線

新潟市北潟字長沼
１８７番地先 新潟市北潟字長沼

１６６番１地先新潟市北潟字長沼
１６６番１２地先

新 津 １ －
５９７ 号 線

新潟市新津字山谷
北５１６６番１地先 新潟市新津字山谷

北５１６５番１地先新潟市善道字潟端
５５５番地先

新 津 １ －
５９８ 号 線

新潟市善道字埋堀
４６８番１地先 新潟市善道字埋堀

４７３番地先新潟市善道字埋堀
４８８番１地先

新 津 ２ －
８３２ 号 線

新潟市荻島二丁目
２８４番３地先 新潟市荻島二丁目

２８３番３地先新潟市荻島二丁目
２８３番８地先

新 津 ２ －
８３３ 号 線

新潟市荻島二丁目
３３７番３地先 新潟市荻島二丁目

３３５番４地先新潟市荻島二丁目
２８４番８地先

新 津 ２ －
８３４ 号 線

新潟市新津福島字
屋敷付７２番１地先 新潟市新津福島字

苗代付４３番２地先新潟市川口字甲１９
７番地先

豊 栄 １ －
７５２ 号 線

新潟市横井字城山
甲４９４６番３地先 新潟市横井字大境

１１４３番１地先新潟市横井字名山
甲４５８６番１地先

豊 栄 １ －
７５３ 号 線

新潟市太田字城山
甲４９４９番５地先

新潟市横井字城山
前中道外１１５２番２
地先

新潟市太田字法花鳥
屋甲４６９９番４地先
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豊 栄 １ －
８６６ 号 線

新潟市横井字大境
道下１０９３番地先 新潟市横井字大境

道下１１１９番地先新潟市横井字大境
道下１１２２番１地先

豊 栄 １ －
８６７ 号 線

新潟市横井字天神
川向１０７２番地先 新潟市横井字天神

川向１０５３番地先新潟市横井字天神
川向１０５２番２地先

豊 栄 １ －
８６８ 号 線

新潟市横井字大境
道下１１２１番２地先 新潟市横井字大境

道下１１２４番１地先新潟市横井字大境
道下１１２１番３地先

豊 栄 １ －
８６９ 号 線

新潟市横井字大境
道下１０９２番２地先 新潟市横井字大境

道下１０９３番地先新潟市横井字大境
道下１０９４番２地先

豊 栄 １ －
８７０ 号 線

新潟市横井字天神
川向１０３３番地先 新潟市横井字天神

川向１０５４番２地先新潟市横井字天神
川向１０３２番地先

亀 田 １ －
１５４ 号 線

新潟市亀田水道町五
丁目３７６７番１０地先

新潟市亀田水道町
五丁目２４２７番２地
先

新潟市亀田水道町
四丁目２４５１番地先

亀 田 １ －
５５５ 号 線

新潟市亀田四ツ興野
一丁目５５３番１４地先

新潟市亀田四ツ興
野一丁目５５３番３２
地先

新潟市亀田四ツ興野
一丁目５５４番７地先

亀 田 １ －
５５６ 号 線

新潟市亀田向陽一
丁目１３６８番地先 新潟市亀田向陽一

丁目１４１０番１地先新潟市亀田向陽一
丁目１３９３番１地先

亀 田 １ －
５５７ 号 線

新潟市亀田向陽一
丁目１４１０番１地先 新潟市亀田向陽一

丁目１４０３番１地先新潟市亀田向陽一
丁目１３９５番１地先

亀 田 １ －
５５８ 号 線

新潟市亀田向陽三
丁目２２３５番３地先 新潟市亀田向陽三

丁目２２０２番２地先新潟市亀田向陽三
丁目２１９２番１地先

亀 田 １ －
５５９ 号 線

新潟市亀田向陽三
丁目２２５７番地先 新潟市亀田向陽三

丁目２２０８番地先新潟市亀田向陽三
丁目２１９１番１地先

亀 田 １ －
５６０ 号 線

新潟市亀田向陽三
丁目２２５２番地先 新潟市亀田向陽三

丁目２２１３番地先新潟市亀田向陽三
丁目２１８７番１地先

亀 田 １ －
５６１ 号 線

新潟市亀田向陽三
丁目２２４９番地先 新潟市亀田向陽三

丁目２２１６番地先新潟市亀田向陽三
丁目２１８６番１地先

亀 田 １ －
５６２ 号 線

新潟市亀田向陽三
丁目２２３８番地先 新潟市亀田向陽三

丁目２２１７番地先新潟市亀田向陽三
丁目２１８２番２地先

亀 田 １ －
５６３ 号 線

新潟市亀田向陽三
丁目２１８２番２地先 新潟市亀田向陽三

丁目２１８７番１地先新潟市亀田向陽三
丁目２１９１番１地先

亀 田 １ －
５６４ 号 線

新潟市亀田向陽三
丁目２１８７番１地先 新潟市亀田向陽三

丁目２１８７番１地先新潟市亀田向陽三
丁目２１８７番１地先

亀 田 １ －
５６５ 号 線

新潟市大字袋津字
三條岡４０６８番地先 新潟市大字袋津字

三條岡４０６０番地先新潟市大字袋津字
三條岡４０４８番地先

亀 田 １ －
５６６ 号 線

新潟市大字袋津字
三條岡４１０２番地先 新潟市大字袋津字

三條岡４０６７番地先新潟市大字袋津字
三條岡４０６８番地先

亀 田 １ －
５６７ 号 線

新潟市大字袋津字
三條岡４０６７番地先 新潟市大字袋津字

三條岡４０６３番地先新潟市大字袋津字
三條岡４０７６番地先

亀 田 １ －
５６８ 号 線

新潟市大字袋津字
三條岡４０７０番地先 新潟市大字袋津字

三條岡４０７２番地先新潟市大字袋津字
三條岡４０９３番地先

亀 田 １ －
５６９ 号 線

新潟市大字袋津字
三條岡４１２０番地先 新潟市大字袋津字

三條岡４０９３番地先新潟市大字袋津字
三條岡４０５９番地先

亀 田 １ －
５７０ 号 線

新潟市大字袋津字三
條岡４１２７番１地先 新潟市大字袋津字

三條岡４１１１番地先新潟市大字袋津字三
條岡４１２７番１地先

岩 室 １ －
２４９ 号 線

新潟市和納字稲場
３６７６番２地先 新潟市和納字稲場

３６６９番地先新潟市和納字稲場
３６６６番２地先

路 線 名
起 点

重要な経過地
終 点

南 ７ －
４ ０ 号 線

新潟市清五郎字川
西３９１番１地先 新潟市清五郎字川

西４０６番１地先新潟市清五郎字川
東２６０番地先

南 ７ －
２２０ 号 線

新潟市清五郎字川
西３８７番１地先 新潟市清五郎字川

西３４５番地先新潟市清五郎字川
西３６０番地先

南 ７ －
３４０ 号 線

新潟市清五郎字川
西３８８番３地先 新潟市清五郎字川

西３８８番３地先新潟市清五郎字川
西３８７番２地先

北 ２ －
６ ２ 号 線

新潟市太郎代字柏
木山１５０２番１地先 新潟市太郎代字柏

木山１５０２番７地先新潟市太郎代字柏
木山１５０１番地先

北 ６ －
９９３ 号 線

新潟市白勢町字中
谷内５６６番地先 新潟市白勢町字中

谷内５８３番１地先新潟市白勢町字中
谷内５８８番地先

黒 埼 １ －
１６９ 号 線

新潟市黒鳥字本田
５０１２番地先 新潟市黒鳥字高分

１２３６番１地先新潟市黒鳥字天保
１８６６番地先

新 津 １ －
４３０ 号 線

新潟市善道字埋堀
５１９番地先 新潟市善道字潟端

５７６番１地先新潟市善道字潟端
５６５番地先

新 津 １ －
４３１ 号 線

新潟市善道字埋堀
４８８番１地先 新潟市新津字山谷

北５１６０番地先新潟市古田字裏田
郷１０２５番４地先

新潟市告示第４１５号

市道路線の廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき，次の路線を廃止する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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豊 栄 １ －
７５２ 号 線

新潟市太田字城山
甲４９４６番１地先 新潟市横井字大境

１１４３番１地先新潟市太田字城山
甲４６８３番地先

豊 栄 １ －
７５３ 号 線

新潟市太田字城山
甲４９５０番１地先

新潟市横井字城山
前中道外１１５２番２
地先

新潟市太田字法花鳥
屋甲４７００番２地先

横 越 １ －
１７１ 号 線

新潟市横越上町五
丁目５４３番地先 新潟市横越上町五

丁目５４７番地先新潟市横越上町五
丁目５５１番地先

亀 田 １ －
１５４ 号 線

新潟市亀田水道町
五丁目３７６６番地先

新潟市亀田水道町
五丁目２４３０番１地
先

新潟市大字砂崩字
真浦１１９番地先

岩 室 １ －
２４９ 号 線

新潟市和納字稲場
３６７４番地先 新潟市和納字稲場

３６６９番地先新潟市和納字稲場
３６６６番地先

西 川 １ －
４０１ 号 線

新潟市真田字上焼
１３０番地先 新潟市真田字浦田

１３５番１地先新潟市真田字浦田
１５３番地先

西 川 １ －
４０２ 号 線

巻町大字割前字入
稲場１４５５番地先 新潟市真田字浦田

１０７番地先新潟市真田字浦田
９７番地先

西 川 １ －
４０３ 号 線

新潟市真田字浦田
４１番地先 新潟市真田字浦田

８８番地先新潟市真田字浦田
８３番地先

路線名 区 間
敷 地 の

幅員（m）延長（m）

西南２－
２２８号線

新潟市五十嵐中島五丁目２５
６７番３地先 ４．０

～７．０
９０．０新潟市五十嵐中島五丁目２５

７２番１地先

西 １ －
１５１号線

新潟市五十嵐二の町７６４９番
５地先 ５．９

～１０．５
２６８．０新潟市五十嵐一の町６３７９番

５０地先

西 １ －
１５２号線

新潟市五十嵐二の町７４９２番
９４地先 ４．０

～６．１
２２７．５新潟市五十嵐二の町７４９２番

１５２地先

西 １ －
１５３号線

新潟市五十嵐二の町７４９２番
２１５地先 ４．０ ３３．５新潟市五十嵐二の町７４９２番
９１地先

西 １ －
１５４号線

新潟市五十嵐二の町７４９２番
１０７地先 ４．０

～５．１
１９５．０新潟市五十嵐二の町７４９２番

１２１地先

西 １ －
１５５号線

新潟市五十嵐二の町７４９２番
１２８地先 ４．０

～５．１
１３４．５新潟市五十嵐二の町７４９２番

１４９地先

西 １ －
１５６号線

新潟市五十嵐東二丁目６３７１
番１地先 ６．０

～１１．３
４１３．４新潟市上新栄町六丁目６３７０

番１１６地先

西 １ －
１５７号線

新潟市上新栄町六丁目６３７０
番１１０地先 ９．０

～１３．０
４３．２新潟市上新栄町六丁目６３７０

番１１０地先

西 １ －
１５８号線

新潟市上新栄町六丁目６３６８
番２１３地先 ６．０

～１０．３
１０５．２新潟市上新栄町六丁目６３７０

番１１３地先

西 １ －
１５９号線

新潟市上新栄町六丁目６３６８
番２１３地先 ６．０

～１０．３
１０１．５新潟市上新栄町六丁目６３７０

番１８４地先

西 ４ －
１６８号線

新潟市坂井東四丁目２８２番
４地先 ４．０

～１０．４
１１０．０新潟市坂井東四丁目２８５番

５地先

西 ４ －
１６９号線

新潟市坂井東四丁目１８２６番
２地先 ４．０

～１０．２
１０９．５新潟市坂井東四丁目１８０６番

６地先

西 ５ －
２６４号線

新潟市小針五丁目６７４番１
地先 ４．０

～６．９
１４９．０新潟市小針五丁目７１９番９

地先

西 ６ －
５６号 線

新潟市新田字浜野９５１番１
地先 ４．０ １１５．６新潟市新田字玄的７１５番地
先

南 ６ －
１８９号線

新潟市紫竹山四丁目５４６番
２８地先 ６．２

～７．０
１９０．０新潟市紫竹山四丁目５５２番

５地先

南 ６ －
１９０号線

新潟市紫竹山四丁目５１５番
２２地先 ６．０

～１０．３
１６３．９新潟市紫竹山四丁目５１５番

３６地先

南 ６ －
１９１号線

新潟市山二ツ二丁目１１３９番
１３地先 ６．０

～１１．５
７３．９新潟市山二ツ二丁目１１３９番

７地先

南 ７ －
４０号 線

新潟市清五郎字川西４２４番
４地先 ４．５

～３４．７
３７８．８新潟市清五郎字川東２６０番

地先

南 ７ －
２２０号線

新潟市清五郎字川西３６１番
１地先 ４．２

～５．２
３４８．１新潟市清五郎字川西３６０番

地先

南 ７ －
３５８号線

新潟市太右エ門新田字大曽
根１５０番２地先 ４．４

～５．９
１５０．５新潟市久蔵興野字下郷地２３

４番２地先

南 ７ －
３５９号線

新潟市鍋潟新田字川前１２番
地先 ４．５ ５０．０新潟市鍋潟新田字川前１５番
地先

東 １ －
１８８号線

新潟市根室新町９番１２地先６．０
～１０．３

９９．２
新潟市根室新町９番１４地先

東 ３ －
６２６号線

新潟市津島屋五丁目７番４
地先 ４．０

～７．４
１４．５新潟市津島屋五丁目９番４

地先

新潟市告示第４１６号

市道区域の決定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づき，市道区域を次のように決定する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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東 ４ －
１２８号線

新潟市竹尾三丁目２５４番２
地先 ６．０

～１０．３
１３０．５新潟市竹尾三丁目２５４番１７

地先

東 ５ －
２１７号線

新潟市下場字北側６８番１１地
先 ６．０

～１０．３
１６３．５新潟市下場字北側６８番１６地

先

東 ５ －
２１８号線

新潟市上木戸一丁目６番２
地先 ６．０

～１０．３
１３６．３新潟市上木戸一丁目６番１２

地先

東 ５ －
２１９号線

新潟市逢谷内四丁目５４番２１
地先 ６．０

～８．１
１４０．８新潟市逢谷内四丁目５４番１９

地先

東 ５ －
２２０号線

新潟市柳ケ丘１３７番８１地先 ５．１
～１０．３

９２．５
新潟市柳ケ丘１３７番７３地先

東 ７ －
２８７号線

新潟市石山六丁目２０９１番地
先 ４．０ ９０．０新潟市石山六丁目２０８４番１
地先

東 ９ －
１５０号線

新潟市北山字前山３７８番地
先 ５．５ ７８．０新潟市北山字前山３８３番地
先

東 ９ －
１５１号線

新潟市北山字前山４０７番地
先 ４．０ ７８．０新潟市北山字前山４０２番地
先

北 ２ －
６２号 線

新潟市太郎代字柏木山１５０２
番１地先 ３．１

～５．７
７４．０新潟市太郎代字柏木山１４８３

番１２地先

北 ８ －
６７号 線

新潟市すみれ野三丁目８０５
番１１地先 ６．０

～１０．２
５１．６新潟市すみれ野三丁目８０５

番１８地先

北 ８ －
６８号 線

新潟市すみれ野三丁目８００
番９地先 ６．０

～１０．３
９３．０新潟市すみれ野三丁目８０４

番２０地先

黒埼１－
１６９号線

新潟市新田字丸潟７１３番２
地先 ４．０ １，２０２．６新潟市黒鳥字本田５０１２番地
先

黒埼１－
４３１号線

新潟市黒鳥字下天保６１８３番
２地先 ４．０ ９２２．９新潟市黒鳥字下天保５９１４番
４地先

黒埼１－
４３２号線

新潟市黒鳥字川根潟４５４１番
１地先 ４．５

～７．５
７５７．６新潟市黒鳥字川根潟４８０５番

１地先

黒埼１－
４３４号線

新潟市善久字中善久９９６番
６地先 ６．０

～１３．１
８３．８新潟市善久字中善久９９６番

１１地先

新津１－
４３０号線

新潟市善道字埋堀５０１番地
先 ３．０

～３．２
２５２．８新潟市善道字埋堀５１９番地

先

新津１－
４３１号線

新潟市古田字裏田郷１０２５番
２地先 ２．２

～３．４
８４５．７新潟市新津字山谷北５１７６番

地先

新津１－
５９５号線

新潟市北潟字長沼１６６番１２
地先 ６．０ １４３．６新潟市北潟字長沼１６６番１７
地先

新津１－
５９６号線

新潟市北潟字長沼１８７番地
先 ６．０ １８１．７新潟市北潟字長沼１６６番１２
地先

新津１－
５９７号線

新潟市新津字山谷北５１６６番
１地先 １２．０

～１５．５
３０．３新潟市善道字潟端５５５番地

先

新津１－
５９８号線

新潟市善道字埋堀４６８番１
地先 ３．５

～４．０
３７１．９新潟市善道字埋堀４８８番１

地先

新津２－
８３２号線

新潟市荻島二丁目２８４番３
地先 ５．４

～６．４
１１５．８新潟市荻島二丁目２８３番８

地先

新津２－
８３３号線

新潟市荻島二丁目３３７番３
地先 ８．１

～８．７
１６５．３新潟市荻島二丁目２８４番８

地先

新津２－
８３４号線

新潟市新津福島字屋敷付７２
番１地先 ３．２

～１１．９
５４９．０

新潟市川口字甲１９７番地先

豊栄１－
７５２号線

新潟市横井字城山甲４９４６番
３地先 ３．０

～１５．０
６５８．２新潟市横井字名山甲４５８６番

１地先

豊栄１－
７５３号線

新潟市太田字城山甲４９４９番
５地先 ３．０

～１４．０
６６０．１新潟市太田字法花鳥屋甲４６

９９番４地先

豊栄１－
８６６号線

新潟市横井字大境道下１０９３
番地先 ３．５

～３．６
１１６．０新潟市横井字大境道下１１２２

番１地先

豊栄１－
８６７号線

新潟市横井字天神川向１０７２
番地先 ３．５ １０５．０新潟市横井字天神川向１０５２
番２地先

豊栄１－
８６８号線

新潟市横井字大境道下１１２１
番２地先 ３．５ ２９．０新潟市横井字大境道下１１２１
番３地先

豊栄１－
８６９号線

新潟市横井字大境道下１０９２
番２地先 ５．０ ３４．０新潟市横井字大境道下１０９４
番２地先

豊栄１－
８７０号線

新潟市横井字天神川向１０３３
番地先 ３．５ ２２．０新潟市横井字天神川向１０３２
番地先

亀田１－
１５４号線

新潟市亀田水道町五丁目３７
６７番１０地先 ２．６

～６．１
３４３．２新潟市亀田水道町四丁目２４

５１番地先

亀田１－
５５５号線

新潟市亀田四ツ興野一丁目
５５３番１４地先 ６．０ ９８．７新潟市亀田四ツ興野一丁目
５５４番７地先

亀田１－
５５６号線

新潟市亀田向陽一丁目１３６８
番地先 ６．０ １４７．２新潟市亀田向陽一丁目１３９３
番１地先

亀田１－
５５７号線

新潟市亀田向陽一丁目１４１０
番１地先 ６．０ １０７．２新潟市亀田向陽一丁目１３９５
番１地先

亀田１－
５５８号線

新潟市亀田向陽三丁目２２３５
番３地先 ６．０

～９．０
３７３．４新潟市亀田向陽三丁目２１９２

番１地先
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亀田１－
５５９号線

新潟市亀田向陽三丁目２２５７
番地先 ６．０ １５７．４新潟市亀田向陽三丁目２１９１
番１地先

亀田１－
５６０号線

新潟市亀田向陽三丁目２２５２
番地先 ６．０ １５２．７新潟市亀田向陽三丁目２１８７
番１地先

亀田１－
５６１号線

新潟市亀田向陽三丁目２２４９
番地先 ６．０ １４４．３新潟市亀田向陽三丁目２１８６
番１地先

亀田１－
５６２号線

新潟市亀田向陽三丁目２２３８
番地先 ６．０ １３２．１新潟市亀田向陽三丁目２１８２
番２地先

亀田１－
５６３号線

新潟市亀田向陽三丁目２１８２
番２地先 ６．０ １２７．１新潟市亀田向陽三丁目２１９１
番１地先

亀田１－
５６４号線

新潟市亀田向陽三丁目２１８７
番１地先 ８．０ ２８．３新潟市亀田向陽三丁目２１８７
番１地先

亀田１－
５６５号線

新潟市大字袋津字三條岡４０
６８番地先 ６．９ １５６．０新潟市大字袋津字三條岡４０
４８番地先

亀田１－
５６６号線

新潟市大字袋津字三條岡４１
０２番地先 ６．０ １０７．４新潟市大字袋津字三條岡４０
６８番地先

亀田１－
５６７号線

新潟市大字袋津字三條岡４０
６７番地先 ６．０ １１５．３新潟市大字袋津字三條岡４０
７６番地先

亀田１－
５６８号線

新潟市大字袋津字三條岡４０
７０番地先 ６．０ １１５．３新潟市大字袋津字三條岡４０
９３番地先

亀田１－
５６９号線

新潟市大字袋津字三條岡４１
２０番地先 ６．０ １０７．４新潟市大字袋津字三條岡４０
５９番地先

亀田１－
５７０号線

新潟市大字袋津字三條岡４１
２７番１地先 ６．０ １５６．０新潟市大字袋津字三條岡４１
２７番１地先

岩室１－
２４９号線

新潟市和納字稲場３６７６番２
地先 ２．０

～３．５
１０１．０新潟市和納字稲場３６６６番２

地先

路 線 名 区 間 供用開始
年 月 日

西 南 ２ －
２２８号 線

新潟市五十嵐中島五丁目２５６７番３地先
新潟市五十嵐中島五丁目２５７２番１地先

平成１７年
１０月１日

西 １ －
１５１号 線

新潟市五十嵐二の町７６４９番５地先
新潟市五十嵐一の町６３７９番５０地先

西 １ －
１５２号 線

新潟市五十嵐二の町７４９２番９４地先
新潟市五十嵐二の町７４９２番１５２地先

西 １ －
１５３号 線

新潟市五十嵐二の町７４９２番２１５地先
新潟市五十嵐二の町７４９２番９１地先

西 １ －
１５４号 線

新潟市五十嵐二の町７４９２番１０７地先
新潟市五十嵐二の町７４９２番１２１地先

西 １ －
１５５号 線

新潟市五十嵐二の町７４９２番１２８地先
新潟市五十嵐二の町７４９２番１４９地先

西 １ －
１５６号 線

新潟市五十嵐東二丁目６３７１番１地先
新潟市上新栄町六丁目６３７０番１１６地先

西 １ －
１５７号 線

新潟市上新栄町六丁目６３７０番１１０地先
新潟市上新栄町六丁目６３７０番１１０地先

西 １ －
１５８号 線

新潟市上新栄町六丁目６３６８番２１３地先
新潟市上新栄町六丁目６３７０番１１３地先

西 １ －
１５９号 線

新潟市上新栄町六丁目６３６８番２１３地先
新潟市上新栄町六丁目６３７０番１８４地先

西 ４ －
１６８号 線

新潟市坂井東四丁目２８２番４地先
新潟市坂井東四丁目２８５番５地先

西 ４ －
１６９号 線

新潟市坂井東四丁目１８２６番２地先
新潟市坂井東四丁目１８０６番６地先

西 ５ －
２６４号 線

新潟市小針五丁目６７４番１地先
新潟市小針五丁目７１９番９地先

西 ６ －
５６ 号 線

新潟市新田字浜野９５１番１地先
新潟市新田字玄的７１５番地先

南 ６ －
１８９号 線

新潟市紫竹山四丁目５４６番２８地先
新潟市紫竹山四丁目５５２番５地先

南 ６ －
１９０号 線

新潟市紫竹山四丁目５１５番２２地先
新潟市紫竹山四丁目５１５番３６地先

南 ６ －
１９１号 線

新潟市山二ツ二丁目１１３９番１３地先
新潟市山二ツ二丁目１１３９番７地先

南 ７ －
４０ 号 線

新潟市清五郎字川西４２４番４地先
新潟市清五郎字川東２６０番地先

南 ７ －
２２０号 線

新潟市清五郎字川西３６１番１地先
新潟市清五郎字川西３６０番地先

南 ７ －
３５８号 線

新潟市太右エ門新田字大曽根１５０番２地先
新潟市久蔵興野字下郷地２３４番２地先

南 ７ －
３５９号 線

新潟市鍋潟新田字川前１２番地先
新潟市鍋潟新田字川前１５番地先

東 １ －
１８８号 線

新潟市根室新町９番１２地先
新潟市根室新町９番１４地先

東 ３ －
６２６号 線

新潟市津島屋五丁目７番４地先
新潟市津島屋五丁目９番４地先

東 ４ －
１２８号 線

新潟市竹尾三丁目２５４番２地先
新潟市竹尾三丁目２５４番１７地先

東 ５ －
２１７号 線

新潟市下場字北側６８番１１地先
新潟市下場字北側６８番１６地先

東 ５ －
２１８号 線

新潟市上木戸一丁目６番２地先
新潟市上木戸一丁目６番１２地先

東 ５ －
２１９号 線

新潟市逢谷内四丁目５４番２１地先
新潟市逢谷内四丁目５４番１９地先

東 ５ －
２２０号 線

新潟市柳ケ丘１３７番８１地先
新潟市柳ケ丘１３７番７３地先

東 ７ －
２８７号 線

新潟市石山六丁目２０９１番地先
新潟市石山六丁目２０８４番１地先

東 ９ －
１５０号 線

新潟市北山字前山３７８番地先
新潟市北山字前山３８３番地先

東 ９ －
１５１号 線

新潟市北山字前山４０７番地先
新潟市北山字前山４０２番地先

北 ２ －
６２ 号 線

新潟市太郎代字柏木山１５０２番１地先
新潟市太郎代字柏木山１４８３番１２地先

北 ８ －
６７ 号 線

新潟市すみれ野三丁目８０５番１１地先
新潟市すみれ野三丁目８０５番１８地先

北 ８ －
６８ 号 線

新潟市すみれ野三丁目８００番９地先
新潟市すみれ野三丁目８０４番２０地先

黒 埼 １ －
１６９号 線

新潟市新田字丸潟７１３番２地先
新潟市黒鳥字本田５０１２番地先

黒 埼 １ －
４３１号 線

新潟市黒鳥字下天保６１８３番２地先
新潟市黒鳥字下天保５９１４番４地先

黒 埼 １ －
４３２号 線

新潟市黒鳥字川根潟４５４１番１地先
新潟市黒鳥字川根潟４８０５番１地先

黒 埼 １ －
４３４号 線

新潟市善久字中善久９９６番６地先
新潟市善久字中善久９９６番１１地先

新潟市告示第４１７号

市道路線の供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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新 津 １ －
４３０号 線

新潟市善道字埋堀５０１番地先
新潟市善道字埋堀５１９番地先

新 津 １ －
４３１号 線

新潟市古田字裏田郷１０２５番２地先
新潟市新津字山谷北５１７６番地先

新 津 １ －
５９５号 線

新潟市北潟字長沼１６６番１２地先
新潟市北潟字長沼１６６番１７地先

新 津 １ －
５９６号 線

新潟市北潟字長沼１８７番地先
新潟市北潟字長沼１６６番１２地先

新 津 １ －
５９７号 線

新潟市新津字山谷北５１６６番１地先
新潟市善道字潟端５５５番地先

新 津 １ －
５９８号 線

新潟市善道字埋堀４６８番１地先
新潟市善道字埋堀４８８番１地先

新 津 ２ －
８３２号 線

新潟市荻島二丁目２８４番３地先
新潟市荻島二丁目２８３番８地先

新 津 ２ －
８３３号 線

新潟市荻島二丁目３３７番３地先
新潟市荻島二丁目２８４番８地先

新 津 ２ －
８３４号 線

新潟市新津福島字屋敷付７２番１地先
新潟市川口字甲１９７番地先

豊 栄 １ －
７５２号 線

新潟市横井字城山甲４９４６番３地先
新潟市横井字名山甲４５８６番１地先

豊 栄 １ －
７５３号 線

新潟市太田字城山甲４９４９番５地先
新潟市太田字法花鳥屋甲４６９９番４地先

豊 栄 １ －
８６６号 線

新潟市横井字大境道下１０９３番地先
新潟市横井字大境道下１１２２番１地先

豊 栄 １ －
８６７号 線

新潟市横井字天神川向１０７２番地先
新潟市横井字天神川向１０５２番２地先

豊 栄 １ －
８６８号 線

新潟市横井字大境道下１１２１番２地先
新潟市横井字大境道下１１２１番３地先

豊 栄 １ －
８６９号 線

新潟市横井字大境道下１０９２番２地先
新潟市横井字大境道下１０９４番２地先

豊 栄 １ －
８７０号 線

新潟市横井字天神川向１０３３番地先
新潟市横井字天神川向１０３２番地先

亀 田 １ －
１５４号 線

新潟市亀田水道町五丁目３７６７番１０地先
新潟市亀田水道町四丁目２４５１番地先

亀 田 １ －
５５５号 線

新潟市亀田四ツ興野一丁目５５３番１４地先
新潟市亀田四ツ興野一丁目５５４番７地先

亀 田 １ －
５５６号 線

新潟市亀田向陽一丁目１３６８番地先
新潟市亀田向陽一丁目１３９３番１地先

亀 田 １ －
５５７号 線

新潟市亀田向陽一丁目１４１０番１地先
新潟市亀田向陽一丁目１３９５番１地先

亀 田 １ －
５５８号 線

新潟市亀田向陽三丁目２２３５番３地先
新潟市亀田向陽三丁目２１９２番１地先

亀 田 １ －
５５９号 線

新潟市亀田向陽三丁目２２５７番地先
新潟市亀田向陽三丁目２１９１番１地先

亀 田 １ －
５６０号 線

新潟市亀田向陽三丁目２２５２番地先
新潟市亀田向陽三丁目２１８７番１地先

亀 田 １ －
５６１号 線

新潟市亀田向陽三丁目２２４９番地先
新潟市亀田向陽三丁目２１８６番１地先

亀 田 １ －
５６２号 線

新潟市亀田向陽三丁目２２３８番地先
新潟市亀田向陽三丁目２１８２番２地先

亀 田 １ －
５６３号 線

新潟市亀田向陽三丁目２１８２番２地先
新潟市亀田向陽三丁目２１９１番１地先

亀 田 １ －
５６４号 線

新潟市亀田向陽三丁目２１８７番１地先
新潟市亀田向陽三丁目２１８７番１地先

亀 田 １ －
５６５号 線

新潟市大字袋津字三條岡４０６８番地先
新潟市大字袋津字三條岡４０４８番地先

亀 田 １ －
５６６号 線

新潟市大字袋津字三條岡４１０２番地先
新潟市大字袋津字三條岡４０６８番地先

亀 田 １ －
５６７号 線

新潟市大字袋津字三條岡４０６７番地先
新潟市大字袋津字三條岡４０７６番地先

亀 田 １ －
５６８号 線

新潟市大字袋津字三條岡４０７０番地先
新潟市大字袋津字三條岡４０９３番地先

亀 田 １ －
５６９号 線

新潟市大字袋津字三條岡４１２０番地先
新潟市大字袋津字三條岡４０５９番地先

亀 田 １ －
５７０号 線

新潟市大字袋津字三條岡４１２７番１地先
新潟市大字袋津字三條岡４１２７番１地先

岩 室 １ －
２４９号 線

新潟市和納字稲場３６７６番２地先
新潟市和納字稲場３６６６番２地先

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

下 興 野
中 野 線

新潟市川口字甲３８３番地
先から 前 ３．８

～８．５ ５４５．０

新潟市福島字屋敷付６９
番地先まで 後 １２．０

～３０．０ ４４９．０

新潟市告示第４１８号

市道区域の変更について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づき，市道区域を次のように変更する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月 １日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４１９号

予算の要領について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規

定により平成１７年度新潟市一般会計及び企業会計の各補

正予算の要領を次のとおり告示します。

平成１７年１０月３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

平成１７年１１月１５日 第７５３号 15新 潟 市 公 報



市長専決処分について

下記事件について地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分したの

で報告し，承認を得たい。

記

専決第１０号 平成１７年度新潟市水道事業会計補正予算（第１号）専決処分書

専決第１１号 平成１７年度新潟市一般会計補正予算（第２号）専決処分書

平成１７年度新潟市水道事業会計補正予算（第１号）専決処分書

（総 則）

第１条 平成１７年度新潟市水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 平成１７年度新潟市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のと

おり補正する。

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額７，３８５，０８０千円は，」を「資本的

収入額が資本的支出額に対して不足する額７，３７９，１９９千円は，」に，「及び建設改良積立金２８１，１４８千円で」を「及び

建設改良積立金２７５，２６７千円で」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 事 業 費 １５，８９４，４２８ △ ７，４４０ １５，８８６，９８８

第２項 営 業 外 費 用 ２，２３９，２１６ △ ７，４４０ ２，２３１，７７６

収 入 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 資 本 的 収 入 ３，６０５，１９４ ２０７，０００ ３，８１２，１９４

第１項 企 業 債 １，９７０，０００ ２０７，０００ ２，１７７，０００

支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 資 本 的 支 出 １０，９９０，２７４ ２０１，１１９ １１，１９１，３９３

第２項 企 業 債 償 還 金 ２，５２９，１０２ ２０１，１１９ ２，７３０，２２１
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新潟市告示第４２０号

予算の要領について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規

定により平成１７年度新潟市一般会計，特別会計及び企業

会計の各補正予算の要領を次のとおり告示します。

平成１７年１０月３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

（企業債）

第４条 予算第７条に定めた起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法に次の１項を加える。

上記地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分する。

平成１７年度新潟市一般会計補正予算（第２号）専決処分書

平成１７年度新潟市の一般会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５０，７２１千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２８７，３３３，８８７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。

上記地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分する。

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

公 営 企 業 借 換 債 ４５，５００

年５．０％
以 内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

証書借入又は債券発行

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 ３２，７７７，０９３ ２５０，７２１ ３３，０２７，８１４

４ 選 挙 費 ３２３，９０２ ２５０，７２１ ５７４，６２３

歳 出 合 計 ２８７，０８３，１６６ ２５０，７２１ ２８７，３３３，８８７

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１６ 県 支 出 金 ７，９０４，４３４ ２５０，７２１ ８，１５５，１５５

３ 委 託 金 １，３２５，２９４ ２５０，７２１ １，５７６，０１５

歳 入 合 計 ２８７，０８３，１６６ ２５０，７２１ ２８７，３３３，８８７
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平成１７年度新潟市一般会計補正予算（第３号）

平成１７年度新潟市の一般会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，６０９，４２９千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２９６，９４３，３１６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表

歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の追加，変更は，「第２表 地方債補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 市 税 １０５，４４０，０８３ １，３６７，９４３ １０６，８０８，０２６

１ 市 民 税 ４０，３５１，１１９ ５４０，０４５ ４０，８９１，１６４

２ 固 定 資 産 税 ４９，１９９，３５２ ７４１，７８１ ４９，９４１，１３３

３ 軽 自 動 車 税 １，０５０，１４２ １，０６７ １，０５１，２０９

４ 市 た ば こ 税 ５，０８７，８３０ ８３，４００ ５，１７１，２３０

７ 入 湯 税 ２９，９２５ １，６５０ ３１，５７５

２ 地 方 譲 与 税 ５，８８５，６００ １８６，０００ ６，０７１，６００

１ 所 得 譲 与 税 ２，７４１，１００ ４７，５００ ２，７８８，６００

２ 自動車重量譲与税 ２，２９９，７００ １００，０００ ２，３９９，７００

３ 地 方 道 路 譲 与 税 ７７５，６００ ３８，５００ ８１４，１００

３ 利 子 割 交 付 金 ３９１，７００ ６，７００ ３９８，４００

１ 利 子 割 交 付 金 ３９１，７００ ６，７００ ３９８，４００

４ 配 当 割 交 付 金 １１８，７００ １，７００ １２０，４００

１ 配 当 割 交 付 金 １１８，７００ １，７００ １２０，４００

５ 株式等譲渡所得割
交 付 金

６１，１００ １１ ６１，１１１

１ 株式等譲渡所得割
交 付 金 ６１，１００ １１ ６１，１１１

６ 地方消費税交付金 ７，４９７，１００ １１９，３８０ ７，６１６，４８０

１ 地方消費税交付金 ７，４９７，１００ １１９，３８０ ７，６１６，４８０

７ ゴ ル フ 場 利 用 税
交 付 金

１７，３００ ８，７００ ２６，０００

１ ゴ ル フ 場 利 用 税
交 付 金 １７，３００ ８，７００ ２６，０００

８ 自動車取得税交付金 １，３９７，６００ ６２，０００ １，４５９，６００

１ 自動車取得税交付金 １，３９７，６００ ６２，０００ １，４５９，６００

１０ 地 方 交 付 税 ４６，６００，０００ １，７２５，４６９ ４８，３２５，４６９

１ 地 方 交 付 税 ４６，６００，０００ １，７２５，４６９ ４８，３２５，４６９

１１ 交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

１８３，０００ ２，８００ １８５，８００

１ 交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金 １８３，０００ ２，８００ １８５，８００
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１３ 分担金及び負担金 ５，０１７，５７１ １１１，１２９ ５，１２８，７００

１ 負 担 金 ４，３５７，８１７ １１１，１２９ ４，４６８，９４６

１４ 使用料及び手数料 ６，８８０，９８５ ５８，０７１ ６，９３９，０５６

１ 使 用 料 ４，５３４，７３１ １１，３９６ ４，５４６，１２７

２ 手 数 料 ２，３４６，２５４ ４６，６７５ ２，３９２，９２９

１５ 国 庫 支 出 金 ２５，９６４，３３７ ７７６，３６０ ２６，７４０，６９７

１ 国 庫 負 担 金 １９，０３１，６８９ ２３３，７７８ １９，２６５，４６７

２ 国 庫 補 助 金 ６，７１６，５７５ ５３７，８２９ ７，２５４，４０４

３ 委 託 金 ２１６，０７３ ４，７５３ ２２０，８２６

１６ 県 支 出 金 ８，１５５，１５５ ３１６，６０８ ８，４７１，７６３

１ 県 負 担 金 ３，６１７，１２４ １０２，８７０ ３，７１９，９９４

２ 県 補 助 金 ２，１５２，２１６ １８２，７８７ ２，３３５，００３

３ 委 託 金 １，５７６，０１５ ３０，９５１ １，６０６，９６６

１７ 財 産 収 入 ７２６，６００ ２３，５９１ ７５０，１９１

１ 財 産 運 用 収 入 １６４，２０２ ３，１２４ １６７，３２６

２ 財 産 売 払 収 入 ５６２，３９８ ２０，４６７ ５８２，８６５

１９ 繰 入 金 ８，１４４，０５７ ３，４５６，８６７ １１，６００，９２４

１ 他 会 計 繰 入 金 ２，１３５，１９６ ４５６，８６７ ２，５９２，０６３

２ 基 金 繰 入 金 ６，００８，８６１ ３，０００，０００ ９，００８，８６１

２１ 諸 収 入 １８，５１０，０７９ ７２８，７４１
△ １７７，０４１ １９，０６１，７７９

１ 延 滞 金 ・ 加 算 金
及 び 過 料 １１４，４５０ ２００ １１４，６５０

２ 貸 付 金 元 利 収 入 １７，２１０，３７８ １８８，１７４ １７，３９８，５５２

３ 受 託 事 業 収 入 ６２５，７７２ ７，３５４
△ １７７，０４１ ４５６，０８５

４ 雑 入 ５５９，４７９ ５３３，０１３ １，０９２，４９２

２２ 市 債 ３９，４４６，７４２ １，３３３，９００
△ ４９９，５００ ４０，２８１，１４２

１ 市 債 ３９，４４６，７４２ １，３３３，９００
△ ４９９，５００ ４０，２８１，１４２

歳 入 合 計 ２８７，３３３，８８７ １０，２８５，９７０
△ ６７６，５４１ ２９６，９４３，３１６
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歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 議 会 費 １，２７４，４０１ １９，２０８ １，２９３，６０９

１ 議 会 費 １，２７４，４０１ １９，２０８ １，２９３，６０９

２ 総 務 費 ３３，０２７，８１４ ２，１７７，１２５ ３５，２０４，９３９

１ 総 務 管 理 費 ２８，８５２，９４７ ２，１５０，１６１ ３１，００３，１０８

２ 徴 税 費 ２，３４５，３１６ １３，７３６ ２，３５９，０５２

３ 戸籍住民基本台帳費 ６７８，６３４ ３，８３３ ６８２，４６７

５ 統 計 調 査 費 ４２７，２３２ ９，３９５ ４３６，６２７

３ 民 生 費 ６７，７８４，９５９ １，０７４，４５８ ６８，８５９，４１７

１ 社 会 福 祉 費 ８，１３６，２９９ ６８，２０６ ８，２０４，５０５

２ 児 童 福 祉 費 ２１，０３２，９１４ ３４９，５１６ ２１，３８２，４３０

３ 障 害 福 祉 費 ８，８０８，８０９ １２９，２７５ ８，９３８，０８４

４ 生 活 保 護 費 １２，４６８，９０８ ９１，６３７ １２，５６０，５４５

５ 老 人 福 祉 費 １７，２３７，３６１ ４３５，８２４ １７，６７３，１８５

４ 衛 生 費 ２３，２１２，３２１ ３，９７０，４４９
△ ２９０，１１９ ２６，８９２，６５１

１ 保 健 衛 生 費 １０，８８２，７４０ ３，１０６，８８４
△ ５，２２７ １３，９８４，３９７

２ 清 掃 費 １２，３２９，５８１ ８６３，５６５
△ ２８４，８９２ １２，９０８，２５４

６ 農 林 水 産 業 費 １０，０６３，８７０ ４７１，８９７ １０，５３５，７６７

１ 農 業 費 ６，２１２，４６３ ２０６，３９４ ６，４１８，８５７

２ 農 地 費 ３，４８８，５０９ １９３，０１５ ３，６８１，５２４

３ 水 産 業 費 ３６２，８９８ ７２，４８８ ４３５，３８６

７ 商 工 費 １３，３８７，５７４ ５４，６７４ １３，４４２，２４８

１ 商 業 費 １１，５５４，５９０ ５４，６７４ １１，６０９，２６４

８ 土 木 費 ４８，４３８，１３４ ６８４，４９１
△ ５６２，９００ ４８，５５９，７２５

２ 道 路 橋 梁 費 １１，８７１，７８６ ２６９，１７３ １２，１４０，９５９

４ 都 市 計 画 費 ２８，０２５，７０６ ３４３，０２５ ２８，３６８，７３１

５ 公 園 緑 地 費 ４，０１５，６９４ ７０，４６８
△ ５６２，９００ ３，５２３，２６２

６ 都市排水応急対策費 １，０７４，６９０ １，８２５ １，０７６，５１５

９ 消 防 費 １０，０３０，０８６ １９１，０１４
△ １７７，０４１ １０，０４４，０５９

１ 消 防 費 １０，０３０，０８６ １９１，０１４
△ １７７，０４１ １０，０４４，０５９

１０ 教 育 費 ３２，３８５，７８１ ３４１，６５０ ３２，７２７，４３１

１ 教 育 総 務 費 ４，９３６，９３０ ５８，７１５ ４，９９５，６４５

２ 小 学 校 費 ８，４７８，６４４ ７５，２０４ ８，５５３，８４８

３ 中 学 校 費 ４，０２７，０９３ ３７，６４３ ４，０６４，７３６

７ 生 涯 学 習 費 ５，６８４，２５３ ７６，６７４ ５，７６０，９２７
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８ 保 健 給 食 費 ３，１７５，４１７ ５８，４４７ ３，２３３，８６４

９ 体 育 費 ３，７７３，１８５ ３４，９６７ ３，８０８，１５２

１１ 公 債 費 ４０，８３２，５８６ ８１４，５５２ ４１，６４７，１３８

１ 公 債 費 ４０，８３２，５８６ ８１４，５５２ ４１，６４７，１３８

１２ 諸 支 出 金 ５，８０３，３１１ ８００，０００ ６，６０３，３１１

３ 一時借入金返済金 ８００，０００ ８００，０００

１４ 災 害 復 旧 費 ３９，９７１ ３９，９７１

１ 土木施設災害復旧費 ３９，９７１ ３９，９７１

歳 出 合 計 ２８７，３３３，８８７ １０，６３９，４８９
△１，０３０，０６０ ２９６，９４３，３１６

２ 変 更 （単位 千円）

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限度額 起債の
方 法 利 率 償還の方法 限度額 起債の

方 法 利 率 償還の方法

ごみ処理施設整備事業費 ４９９，５００

普通
貸借
又は
債券
発行

年５．０％以内
（ただし，利
率見直し方式
で借入れる場
合で，政府資
金及び公営企
業金融公庫資
金について利
率の見直しを
行った後にお
いては，当該
見直し後の利
率）

借入れの年から据置期
間を含み３０年以内に元
利均等又は元金均等若
しくは不均等の方法に
より，毎年度１期又は
２期に償還する。ただ
し，財政の都合により
据置期間中であっても
繰上償還し，償還年限
を短縮し，又は低利債
に借り換えることがで
きる。

７２３，７００

普通
貸借
又は
債券
発行

年５．０％以内
（ただし，利
率見直し方式
で借入れる場
合で，政府資
金及び公営企
業金融公庫資
金について利
率の見直しを
行った後にお
いては，当該
見直し後の利
率）

借入れの年から据置期
間を含み３０年以内に元
利均等又は元金均等若
しくは不均等の方法に
より，毎年度１期又は
２期に償還する。ただ
し，財政の都合により
据置期間中であっても
繰上償還し，償還年限
を短縮し，又は低利債
に借り換えることがで
きる。

県営土地改良事業費負担金 ３７５，９００ ４８１，７００

漁港整備事業費 ３５，１００ ４１，８００

道路橋梁整備事業費 ３，１６０，６００ ３，３１９，０００

街 路 事 業 費 ３，２７５，２００ ３，４１６，９００

公園緑地整備事業費 １，５９５，４００ １，０９５，９００

消防施設整備事業費 ３５７，６００ ３７３，６００

減 税 補 て ん 費 １，４５９，０００ １，４９２，３００

臨時財政対策費 ８，１７３，０００ ８，５１８，０００

第２表 地方債補正

１ 追 加 （単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

老人憩の家建設事業費 ９９，６００

普 通 貸 借
又 は
債 券 発 行

年５．０％
以内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み３０年以内
に元利均等又は元金均等若しくは不均等
の方法により，毎年度１期又は２期に償
還する。ただし，財政の都合により据置
期間中であっても繰上償還し，償還年限
を短縮し，又は低利債に借り換えること
ができる。

（仮称）越前浜市民農園整備事業費 ３２，６００

（仮称）ほたるの里交流館建設事業費 ３３，７００

急 傾 斜 地 整 備 事 業 費 １，８００

城山運動公園整備事業費 １０９，２００
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平成１７年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算（第１号）

平成１７年度新潟市の国民健康保険事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，０５５，３５１千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ６２，３３８，７８６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表

歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 国 民 健 康 保 険 税 １３１，９５９ ３８７，０５１ ５１９，０１０

１ 国 民 健 康 保 険 税 １３１，９５９ ３８７，０５１ ５１９，０１０

３ 使用料及び手数料 ２，５９０ ４５ ２，６３５

１ 手 数 料 ２，５９０ ４５ ２，６３５

４ 国 庫 支 出 金 １７，７８８，２７０ ６０５，９７１ １８，３９４，２４１

１ 国 庫 負 担 金 １３，９９９，１９５ ３９７，０８４ １４，３９６，２７９

２ 国 庫 補 助 金 ３，７８９，０７５ ２０８，８８７ ３，９９７，９６２

５ 療養給付費交付金 １３，０９１，４３５ ３３０，０３９ １３，４２１，４７４

１ 療養給付費交付金 １３，０９１，４３５ ３３０，０３９ １３，４２１，４７４

６ 県 支 出 金 ２，１８１，５２８ １０９，６９１ ２，２９１，２１９

１ 県 負 担 金 ２５５，１５４ ９，８５８ ２６５，０１２

２ 県 補 助 金 １，９２６，３７４ ９９，８３３ ２，０２６，２０７

８ 共 同 事 業 交 付 金 １，２９６，８９０ ４５，３５４ １，３４２，２４４

１ 共 同 事 業 交 付 金 １，２９６，８９０ ４５，３５４ １，３４２，２４４

１０ 繰 入 金 ６，００５，６１１ １２９，８７２
△ ５２，０１２ ６，０８３，４７１

１ 他 会 計 繰 入 金 ４，１９７，８３５ ９９，６３９
△ ５２，０１２ ４，２４５，４６２

２ 基 金 繰 入 金 １，８０７，７７６ ３０，２３３ １，８３８，００９

１１ 繰 越 金 １ １，４９８，５８３ １，４９８，５８４

１ 繰 越 金 １ １，４９８，５８３ １，４９８，５８４

１２ 諸 収 入 １０１，４９５ ７５７ １０２，２５２

１ 延 滞 金 ・ 加 算 金
及 び 過 料 １７，８３４ ２５１ １８，０８５

２ 雑 入 ８３，６６１ ５０６ ８４，１６７

歳 入 合 計 ５９，２８３，４３５ ３，１０７，３６３
△ ５２，０１２ ６２，３３８，７８６
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歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 １，３８７，３６９ ３１，０６９ １，４１８，４３８

１ 総 務 管 理 費 １，３８３，４８５ ３１，０６９ １，４１４，５５４

２ 保 険 給 付 費 ４０，３１９，９４３ １，１５０，３９８ ４１，４７０，３４１

１ 療 養 諸 費 ３５，８４８，３１６ １，０３７，４８０ ３６，８８５，７９６

２ 高 額 療 養 費 ３，９９７，０２５ １０３，９１６ ４，１００，９４１

３ 移 送 費 ２ ２ ４

４ 出 産 育 児 諸 費 ２４４，８００ ４，５００ ２４９，３００

５ 葬 祭 諸 費 ２２９，８００ ４，５００ ２３４，３００

３ 老 人 保 健 拠 出 金 １２，４９３，２２１ ２１３，８２１ １２，７０７，０４２

１ 老 人 保 健 拠 出 金 １２，４９３，２２１ ２１３，８２１ １２，７０７，０４２

４ 介 護 納 付 金 ３，８３６，４５３ ８１，５３４ ３，９１７，９８７

１ 介 護 納 付 金 ３，８３６，４５３ ８１，５３４ ３，９１７，９８７

５ 共 同 事 業 拠 出 金 １，０２０，６０９ ３９，４３７ １，０６０，０４６

１ 共 同 事 業 拠 出 金 １，０２０，６０９ ３９，４３７ １，０６０，０４６

６ 保 健 事 業 費 １６６，７１８ ３，３１２ １７０，０３０

１ 保 健 事 業 費 １６６，７１８ ３，３１２ １７０，０３０

８ 諸 支 出 金 ５６，５４７ １，５３５，７８０ １，５９２，３２７

１ 償還金及び還付加算金 ５６，５４７ １，５３５，７８０ １，５９２，３２７

歳 出 合 計 ５９，２８３，４３５ ３，０５５，３５１ ６２，３３８，７８６
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平成１７年度新潟市下水道事業会計補正予算（第２号）

平成１７年度新潟市の下水道事業会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１８，１９９千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

６０，５４０，２８３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表

歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は，「第２表 地方債補正」による。

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 下 水 道 事 業 費 ３８，０２３，５２６ ４３２，１５４ ３８，４５５，６８０

１ 管 理 費 ８，０６６，２３９ ２７，１８７ ８，０９３，４２６

２ 事 業 費 ２９，９５７，２８７ ４０４，９６７ ３０，３６２，２５４

３ 公 債 費 ２１，９７６，１９４ ８６，０４５ ２２，０６２，２３９

１ 公 債 費 ２１，９７６，１９４ ８６，０４５ ２２，０６２，２３９

歳 出 合 計 ６０，０２２，０８４ ５１８，１９９ ６０，５４０，２８３

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 分担金及び負担金 ７０６，６２９ ４，４６４ ７１１，０９３

２ 負 担 金 ６８２，９２５ ４，４６４ ６８７，３８９

２ 使用料及び手数料 １１，０７２，８６１ ４，８４３ １１，０７７，７０４

１ 使 用 料 １１，０７２，６８３ ４，８２３ １１，０７７，５０６

２ 手 数 料 １７８ ２０ １９８

３ 国 庫 支 出 金 １２，６１１，４５５ １１８，０００ １２，７２９，４５５

１ 国 庫 補 助 金 １２，６１１，４５５ １１８，０００ １２，７２９，４５５

５ 繰 入 金 １９，０２４，４７７ １２，０４５ １９，０３６，５２２

１ 他 会 計 繰 入 金 １９，０２４，４７７ １２，０４５ １９，０３６，５２２

７ 諸 収 入 ６１４，５８９ ４３，４４７ ６５８，０３６

３ 雑 入 ３７５，５８８ ４３，４４７ ４１９，０３５

８ 市 債 １５，９５６，６００ ３３５，４００ １６，２９２，０００

１ 市 債 １５，９５６，６００ ３３５，４００ １６，２９２，０００

歳 入 合 計 ６０，０２２，０８４ ５１８，１９９ ６０，５４０，２８３
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第２表 地方債補正

１ 変 更 （単位 千円）

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限度額 起債の
方 法 利 率 償還の方法 限度額 起債の

方 法 利 率 償還の方法

公共下水道建設費 １４，４２８，８００
普通
貸借
又は
債券
発行

年５．０％以内
（ただし，利
率見直し方式
で借入れる場
合で，政府資
金及び公営企
業金融公庫資
金について利
率の見直しを
行った後にお
いては，当該
見直し後の利
率）

借入れの年から据置期
間を含み３０年以内に元
利均等又は元金均等若
しくは不均等の方法に
より，毎年度１期又は
２期に償還する。ただ
し，財政の都合により
据置期間中であっても
繰上償還し，償還年限
を短縮し，又は低利債
に借り換えることがで
きる。

１４，６４５，４００
普通
貸借
又は
債券
発行

年５．０％以内
（ただし，利
率見直し方式
で借入れる場
合で，政府資
金及び公営企
業金融公庫資
金について利
率の見直しを
行った後にお
いては，当該
見直し後の利
率）

借入れの年から据置期
間を含み３０年以内に元
利均等又は元金均等若
しくは不均等の方法に
より，毎年度１期又は
２期に償還する。ただ
し，財政の都合により
据置期間中であっても
繰上償還し，償還年限
を短縮し，又は低利債
に借り換えることがで
きる。

流域下水道建設費 ８５４，９００ ９７３，７００
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平成１７年度新潟市土地取得事業会計補正予算（第２号）

平成１７年度新潟市の土地取得事業会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４５６，８６７千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

６，０８４，８０６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表

歳入歳出予算補正」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，

限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 財 産 収 入 ４，５９８，６４４ ３１１，６６７ ４，９１０，３１１

１ 財 産 売 払 収 入 ４，５９８，６４３ ３１１，６６７ ４，９１０，３１０

５ 市 債 １４５，２００ １４５，２００

１ 市 債 １４５，２００ １４５，２００

歳 入 合 計 ５，６２７，９３９ ４５６，８６７ ６，０８４，８０６

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 土 地 取 得 事 業 費 ２，１３５，１９６ ４５６，８６７ ２，５９２，０６３

１ 事 業 費 ２，１３５，１９６ ４５６，８６７ ２，５９２，０６３

歳 出 合 計 ５，６２７，９３９ ４５６，８６７ ６，０８４，８０６

第２表 地方債

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

公共用地先行取得事業費 １４５，２００

年５．０％
以 内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

普通貸借又は債券発行
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平成１７年度新潟市老人保健事業会計補正予算（第２号）

平成１７年度新潟市の老人保健事業会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４８４，７２４千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ６５，９５０，８１９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表

歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 支 払 基 金 交 付 金 ３７，５４３，３７０ ８５８，４８９ ３８，４０１，８５９

１ 支 払 基 金 交 付 金 ３７，５４３，３７０ ８５８，４８９ ３８，４０１，８５９

２ 国 庫 支 出 金 １８，１５３，０５９ ４３６，６３０ １８，５８９，６８９

１ 国 庫 負 担 金 １８，１３３，５８９ ４３５，２１９ １８，５６８，８０８

２ 国 庫 補 助 金 １９，４７０ １，４１１ ２０，８８１

３ 県 支 出 金 ４，４２８，４９０ ９５，９０７ ４，５２４，３９７

１ 県 負 担 金 ４，４２８，４９０ ９５，９０７ ４，５２４，３９７

４ 繰 入 金 ４，２８８，９４８ △ ７２２ ４，２８８，２２６

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ４，２８８，９４８ △ ７２２ ４，２８８，２２６

６ 諸 収 入 ５２，２２７ ９４，４２０ １４６，６４７

２ 雑 入 ５２，２２５ ９４，４２０ １４６，６４５

歳 入 合 計 ６４，４６６，０９５ １，４８５，４４６
△ ７２２ ６５，９５０，８１９

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 １９１，９７６ ３，５３９ １９５，５１５

１ 総 務 管 理 費 １９１，９７６ ３，５３９ １９５，５１５

２ 医 療 諸 費 ６４，１８３，０７３ １，４８１，１８５ ６５，６６４，２５８

１ 医 療 諸 費 ６４，１８３，０７３ １，４８１，１８５ ６５，６６４，２５８

歳 出 合 計 ６４，４６６，０９５ １，４８４，７２４ ６５，９５０，８１９
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平成１７年度新潟市介護保険事業会計補正予算（第１号）

平成１７年度新潟市の介護保険事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０１６，９８１千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４４，８３１，３９５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表

歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 介 護 保 険 料 ７，０１４，３０８ １５４，０７７ ７，１６８，３８５

１ 介 護 保 険 料 ７，０１４，３０８ １５４，０７７ ７，１６８，３８５

３ 国 庫 支 出 金 １０，５８９，５０８ ２９４，７０７ １０，８８４，２１５

１ 国 庫 負 担 金 ８，４８６，５６５ １９０，４１７ ８，６７６，９８２

２ 国 庫 補 助 金 ２，１０２，９４３ １０４，２９０ ２，２０７，２３３

４ 県 支 出 金 ５，３０４，１０５ １３７，２０６ ５，４４１，３１１

１ 県 負 担 金 ５，３０４，１０５ １３７，２０６ ５，４４１，３１１

５ 支 払 基 金 交 付 金 １３，５７８，５０５ ３２７，７６４ １３，９０６，２６９

１ 支 払 基 金 交 付 金 １３，５７８，５０５ ３２７，７６４ １３，９０６，２６９

６ 繰 入 金 ６，４２７，６１７ １８，８８４ ６，４４６，５０１

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ６，４２７，６１７ １８，８８４ ６，４４６，５０１

９ 諸 収 入 ２，５２４ ８４，３４３ ８６，８６７

２ 雑 入 ２，５２３ ８４，３４３ ８６，８６６

歳 入 合 計 ４３，８１４，４１４ １，０１６，９８１ ４４，８３１，３９５
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歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 １，１２７，０３８ ２５，５４６ １，１５２，５８４

１ 総 務 管 理 費 ７３０，２６８ １５，３６６ ７４５，６３４

２ 徴 収 費 ７２，７８８ ２，５６８ ７５，３５６

３ 介 護 認 定 調 査 ・
審 査 会 費 ３２３，９８２ ７，６１２ ３３１，５９４

２ 保 険 給 付 費 ４２，４３２，８２６ ９８９，７８１ ４３，４２２，６０７

１ 介護サービス等諸費 ４１，２６４，６８７ ９６８，９２６ ４２，２３３，６１３

２ 支援サービス等諸費 ８２４，２６６ １３，９８１ ８３８，２４７

３ そ の 他 諸 費 ６０，５０９ １，３３０ ６１，８３９

４ 高 額 介 護
サ ー ビ ス 等 費 ２８３，３６４ ５，５４４ ２８８，９０８

３ 財 政 安 定 化
基 金 拠 出 金 ３７，４６３ １，６５４ ３９，１１７

１ 財 政 安 定 化
基 金 拠 出 金 ３７，４６３ １，６５４ ３９，１１７

歳 出 合 計 ４３，８１４，４１４ １，０１６，９８１ ４４，８３１，３９５
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平成１７年度新潟市旧巻町病院事業等清算事業会計予算

平成１７年度新潟市の旧巻町病院事業等清算事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４，５２７，３２４千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ３，０００，０００

１ 他 会 計 繰 入 金 ３，０００，０００

２ 諸 収 入 １，５２７，３２４

１ 雑 入 １，５２７，３２４

歳 入 合 計 ４，５２７，３２４

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 病 院 事 業 等 清 算 費 ２３４，０６７

１ 病 院 事 業 等 清 算 費 ２３４，０６７

２ 公 債 費 １，９２３，２５７

１ 公 債 費 １，９２３，２５７

３ 諸 支 出 金 ２，３７０，０００

１ 一 時 借 入 金 返 済 金 ２，３７０，０００

歳 出 合 計 ４，５２７，３２４
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平成１７年度新潟市病院事業会計補正予算（第１号）

（総 則）

第１条 平成１７年度新潟市病院事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 平成１７年度新潟市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正する。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第３条 予算第９条第１号に定めた金額を次のように改める。

収 入 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 市民病院事業収益 １５，３２４，２６１ ２０，９４２ １５，３４５，２０３

第２項 医 業 外 収 益 １，５３１，５２０ ２０，９４２ １，５５２，４６２

支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 市民病院事業費用 １５，３２４，２６１ ２０，９４２ １５，３４５，２０３

第１項 医 業 費 用 １４，８８６，７３１ ２０，９４２ １４，９０７，６７３

（単位 千円）

科 目 補 正 前 補 正 後

� 職 員 給 与 費 ８，０６６，７５１ ８，０８７，６０１
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平成１７年度新潟市水道事業会計補正予算（第２号）

（総 則）

第１条 平成１７年度新潟市水道事業会計の補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成１７年度新潟市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第１号「給水戸数 ２８４，６００戸」を「給

水戸数 ２９４，７００戸」に，同条第２号「年間総配水量 １０９，１５５，０００� １日平均配水量 ２９９，０００�」を「年間総
配水量 １１０，９２１，０００� １日平均配水量 ３０３，８００�」に改める。

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額７，３７９，１９９千円は，」を「資本的

収入額が資本的支出額に対して不足する額７，５５７，０３３千円は，」に，「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整

額３８１，４５７千円，」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額３８７，７４８千円，」に，「当年度損益勘定留保資

金５，１７２，２６４千円，」を「当年度損益勘定留保資金５，２７９，２９８千円，」に，「及び建設改良積立金２７５，２６７千円で」を

「及び建設改良積立金３３９，７７６千円で」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 事 業 収 益 １５，９９３，４１７ ２４５，７０６ １６，２３９，１２３

第１項 営 業 収 益 １５，５８９，８０７ ２４４，０２３ １５，８３３，８３０

第２項 営 業 外 収 益 ４０３，６０８ １，６８３ ４０５，２９１

支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 事 業 費 １５，８８６，９８８ ３４１，８６７ １６，２２８，８５５

第１項 営 業 費 用 １３，６２９，３６２ ２３７，５８３ １３，８６６，９４５

第２項 営 業 外 費 用 ２，２３１，７７６ １０３，４４４ ２，３３５，２２０

第３項 特 別 損 失 ２０，８５０ ８４０ ２１，６９０

収 入 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 資 本 的 収 入 ３，８１２，１９４ １０８，０００ ３，９２０，１９４

第１項 企 業 債 ２，１７７，０００ １００，０００ ２，２７７，０００

第２項 国 庫 補 助 金 ９２，８４２ ８，０００ １００，８４２

支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 資 本 的 支 出 １１，１９１，３９３ ２８５，８３４ １１，４７７，２２７

第１項 建 設 改 良 費 ８，４６１，１７２ １３２，０８５ ８，５９３，２５７

第２項 企 業 債 償 還 金 ２，７３０，２２１ １５３，７４９ ２，８８３，９７０
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（企業債）

第５条 予算第７条に定めた起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法に次の２項を加える。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 予算第１０条第１号に定めた金額を次のように改める。

（たな卸資産購入限度額）

第７条 予算第１１条に定めた金額を次のように改める。

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

巻地区浄水施設整備事業 ２３，０００

証書借入又は債券発行

年５．０％
以 内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

巻地区配水管整備事業 ７７，０００

（単位 千円）

科 目 補 正 前 補 正 後

� 職 員 給 与 費 ３，７３０，８８１ ３，７７０，３７２

（単位 千円）

科 目 補 正 前 補 正 後

た な 卸 資 産 購 入 限 度 額 １３６，５００ １３７，０２５
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新潟市告示第４２１号

決算の要領について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６項の規

定により平成１６年度新潟市企業会計，新津市企業会計，

白根市企業会計，豊栄市企業会計，小須戸町企業会計，

横越町企業会計，亀田町企業会計，岩室村企業会計，西

川町企業会計及び中之口村潟東村企業会計の決算の要領

を次のとおり告示します。

平成１７年１０月３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

平成１７年度新潟市一般会計補正予算（第４号）

平成１７年度新潟市の一般会計補正予算（第４号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２，０００千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２９６，９５５，３１６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表

歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 市 税 １０６，８０８，０２６ １２，０００ １０６，８２０，０２６

１ 市 民 税 ４０，８９１，１６４ １２，０００ ４０，９０３，１６４

歳 入 合 計 ２９６，９４３，３１６ １２，０００ ２９６，９５５，３１６

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 ３５，２０４，９３９ １２，０００ ３５，２１６，９３９

１ 総 務 管 理 費 ３１，００３，１０８ １２，０００ ３１，０１５，１０８

歳 出 合 計 ２９６，９４３，３１６ １２，０００ ２９６，９５５，３１６
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支
出 区

分

予
算

額

決
算
額

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備

費
支

出
額

流
用

増
減
額

地
方
公
営
企

業
法
第２
４条

第
３
項
の
規

定
に
よ
る
支

出
額

小
計

地
方
公
営
企

業
法
第２
６条

第
２
項
の
規

定
に
よ
る
繰

越
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

第
１
款

市
民
病
院
事
業
費
用

１５
，２０
４，
５３
１，
００
０
△
２０
１，
３８
８，
００
０

１５
，００
３，
１４
３，
００
０

１５
，００
３，
１４
３，
００
０
１４
，６６
３，
５０
４，
６８
６

３３
９，
６３
８，
３１
４（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
２８
７，
５８
５，
９３
５円
）

第
１
項

医
業

費
用

１４
，９２
５，
８８
０，
００
０
△
２０
１，
３８
８，
００
０

△１
４３
，９０
７，
００
０

１４
，５８
０，
５８
５，
００
０

１４
，５８
０，
５８
５，
００
０
１４
，２５
８，
１３
６，
５５
０

３２
２，
４４
８，
４５
０（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
２８
７，
３５
４，
８８
８円
）

第
２
項

医
業
外
費
用

１９
２，
１５
１，
００
０

１９
２，
１５
１，
００
０

１９
２，
１５
１，
００
０

１７
５，
９６
１，
５７
４

１６
，１８
９，
４２
６

第
３
項

特
別

損
失

８５
，５０
０，
００
０

１４
３，
９０
７，
００
０

２２
９，
４０
７，
００
０

２２
９，
４０
７，
００
０

２２
９，
４０
６，
５６
２

４３
８（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

２３
１，
０４
７円
）

第
４
項

予
備

費
１，
００
０，
００
０

１，
００
０，
００
０

１，
００
０，
００
０

０
１，
００
０，
００
０

第
２
款

大
山
台
診
療
所
事
業
費
用

２０
５，
５７
８，
００
０
△
１０
，５４
７，
００
０

１９
５，
０３
１，
００
０

１９
５，
０３
１，
００
０

１６
９，
９７
１，
１９
０

２５
，０５
９，
８１
０（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
２，
０３
９，
００
１円
）

第
１
項

医
業

費
用

１９
７，
４８
６，
００
０
△
１０
，５４
７，
００
０

１８
６，
９３
９，
００
０

１８
６，
９３
９，
００
０

１６
２，
２９
４，
８０
４

２４
，６４
４，
１９
６（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
２，
０３
７，
１３
９円
）

第
２
項

医
業
外
費
用

７，
４９
１，
００
０

７，
４９
１，
００
０

７，
４９
１，
００
０

７，
４９
０，
９３
３

６７
第
３
項

特
別

損
失

３０
１，
００
０

３０
１，
００
０

３０
１，
００
０

１８
５，
４５
３

１１
５，
５４
７（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１，
８６
２円
）

第
４
項

予
備

費
３０
０，
００
０

３０
０，
００
０

３０
０，
００
０

０
３０
０，
００
０

Ⅰ
平
成
１６
年
度
新
潟
市
病
院
事
業
決
算
報
告
書

１
．
収
益
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

地
方
公
営
企
業
法
第２
４条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
支

出
額
に
係
る
財
源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

第
１
款

市
民
病
院
事
業
収
益
１５
，２
０４
，５
３１
，０
００

△
２０
１
，３
８８
，０
００

１５
，０
０３
，１
４３
，０
００
１４
，７
６４
，５
２５
，８
３３

△
２３
８
，６
１７
，１
６７
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
１７
，３
１４
，８
５５
円
）

第
１
項

医
業

収
益
１３
，６
５２
，７
４３
，０
００

△
２０
１
，３
８８
，０
００

１３
，４
５１
，３
５５
，０
００
１３
，１
５３
，６
８３
，８
４９

△
２９
７
，６
７１
，１
５１
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
１１
，３
８３
，２
７２
円
）

第
２
項

医
業
外
収
益

１
，５
２９
，７
８８
，０
００

１
，５
２９
，７
８８
，０
００

１
，５
３８
，１
４２
，５
８８

８
，３
５４
，５
８８
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
５
，７
８７
，３
０３
円
）

第
３
項

特
別

利
益

２２
，０
００
，０
００

２２
，０
００
，０
００

７２
，６
９９
，３
９６

５０
，６
９９
，３
９６
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１４
４
，２
８０
円
）

第
２
款

大
山
台
診
療
所
事
業
収
益

２０
５
，５
７８
，０
００

△
１０
，５
４７
，０
００

１９
５
，０
３１
，０
００

１６
９
，９
７１
，１
９０

△
２５
，０
５９
，８
１０
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

３６
０
，６
２８
円
）

第
１
項

医
業

収
益

１０
７
，４
９１
，０
００

△
１０
，５
４７
，０
００

１０
７
，４
９１
，０
００

６０
，４
８７
，８
９８

△
４７
，０
０３
，１
０２
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

３５
５
，１
９４
円
）

第
２
項

医
業
外
収
益

９７
，７
８６
，０
００

８７
，２
３９
，０
００

１０
９
，４
４７
，７
０３

２２
，２
０８
，７
０３
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

４
，１
９０
円
）

第
３
項

特
別

利
益

３０
１
，０
００

３０
１
，０
００

３５
，５
８９

△
２６
５
，４
１１
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１
，２
４４
円
）
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２
．
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
小

計

地
方
公
営
企
業

法
第
２６
条
の
規

定
に
よ
る
繰
越

額
に
係
る
財
源

充
当
額

継
続
費
逓
次
繰

越
額
に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

市
民
病
院
資
本
的
収
入
１
，２
８４
，３
３７
，０
００

△
６９
０
，１
１９
，０
００

５９
４
，２
１８
，０
００

５９
４
，２
１８
，０
００

５６
６
，０
６３
，４
１５

△
２８
，１
５４
，５
８５

第
１
項

企
業

債
９４
２
，５
００
，０
００

△
６８
８
，８
００
，０
００

２５
３
，７
００
，０
００

２５
３
，７
００
，０
００

２２
８
，０
００
，０
００

△
２５
，７
００
，０
００

第
２
項

補
助

金
８
，７
２０
，０
００

８
，７
２０
，０
００

８
，７
２０
，０
００

６
，１
８３
，０
３０

△
２
，５
３６
，９
７０

第
３
項

負
担
金
交
付
金

３３
３
，１
１７
，０
００

△
１
，３
１９
，０
００

３３
１
，７
９８
，０
００

３３
１
，７
９８
，０
００

３３
１
，０
１６
，３
８５

△
７８
１
，６
１５

第
４
項

貸
付
金
返
還
金

０
０

０
８６
４
，０
００

８６
４
，０
００

第
２
款

大
山
台
診
療
所
資
本
的
収
入

１６
，３
２５
，０
００

９２
，８
６２
，０
００

１０
９
，１
８７
，０
００

１０
９
，１
８７
，０
００

１０
９
，１
８６
，４
９８

△
５０
２

第
１
項

負
担
金
交
付
金

１６
，３
２５
，０
００

９２
，８
６２
，０
００

１０
９
，１
８７
，０
００

１０
９
，１
８７
，０
００

１０
９
，１
８６
，４
９８

△
５０
２

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
流
用

増
減

額
小

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
の
規

定
に
よ
る

繰
越
額

継
続
費

逓
次
繰

越
額

合
計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
の
規

定
に
よ
る

繰
越
額

継
続
費

逓
次
繰

越
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

市
民
病
院
資
本
的
支
出
１，
９２
５，
０２
６，
００
０
△６
９１
，４３
９，
００
０

１，
２３
３，
５８
７，
００
０

１，
２３
３，
５８
７，
００
０
９８
９，
２７
９，
４３
６

２５
，７０
０，０
００
２５
，７０
０，０
００
２１
８，
６０
７，
５６
４（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
２３
，２０
８，
６０
９円
）

第
１
項

建
設
改
良
費
１，
５１
４，
４７
７，
００
０
△６
９１
，４３
９，
００
０

８２
３，
０３
８，
００
０

８２
３，
０３
８，
００
０
５７
８，
７３
０，
７５
８

２５
，７０
０，０
００
２５
，７０
０，０
００
２１
８，
６０
７，
２４
２（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
２３
，２０
８，
６０
９円
）

第
２
項

企
業
債
償
還
金

４１
０，
５４
９，
００
０

４１
０，
５４
９，
００
０

４１
０，
５４
９，
００
０
４１
０，
５４
８，
６７
８

３２
２

第
２
款

大
山
台
診
療
所
資
本
的
支
出

１６
，３２
５，
００
０

９２
，８６
２，
００
０

１０
９，
１８
７，
００
０

１０
９，
１８
７，
００
０
１０
９，
１８
６，
４９
８

５０
２

第
１
項

企
業
債
償
還
金

１６
，３２
５，
００
０

９２
，８６
２，
００
０

１０
９，
１８
７，
００
０

１０
９，
１８
７，
００
０
１０
９，
１８
６，
４９
８

５０
２

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
４２
３
，２
１６
，０
２１
円
は
当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
６１
２
，３
９３
円
及
び
過
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
４２
２
，６
０３
，６
２８
円
で
補
て
ん
し

た
。
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Ⅰ
平
成
１６
年
度
新
潟
市
水
道
事
業
決
算
報
告
書

１
．
収
益
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２４
条
第
３

項
の
規
定
に
よ

る
支
出
額
に
係

る
財
源
充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

事
業

収
益
１１
，９
０４
，６
４８
，０
００

１５
２
，４
４４
，０
００
１２
，０
５７
，０
９２
，０
００

０
０
１２
，０
５７
，０
９２
，０
００
１１
，８
７１
，１
３３
，０
２０

△
１８
５
，９
５８
，９
８０

第
１
項

営
業

収
益
１１
，４
７９
，３
１７
，０
００

１７
０
，８
２０
，０
００
１１
，６
５０
，１
３７
，０
００

０
０
１１
，６
５０
，１
３７
，０
００
１１
，４
７１
，４
１７
，８
１０

△
１７
８
，７
１９
，１
９０
（う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
５２
６，
６３
８，
４７
９円
）

第
２
項

営
業
外
収
益

４２
５
，３
２９
，０
００

△
１８
，３
７６
，０
００

４０
６
，９
５３
，０
００

０
０

４０
６
，９
５３
，０
００

３９
８
，６
０３
，８
４７

△
８
，３
４９
，１
５３
（う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
１２
，６２
６，
７６
７円
）

第
３
項

特
別

利
益

２
，０
００

０
２
，０
００

０
０

２
，０
００

１
，１
１１
，３
６３

１
，１
０９
，３
６３
（う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

５２
，０１
４円
）

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備

費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営

企
業
法
第

２４
条
第
３

項
の
規
定

に
よ
る
支

出
額

小
計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

事
業

費
９，
８０
３，
０６
７，
００
０

６８
７，
１４
５，
００
０

０
０

０
１０
，４９
０，
２１
２，
００
０

０
９５
，３６
２，
５７
５
１０
，５８
５，
５７
４，
５７
５
９，
６５
４，
５７
４，
００
４１
３，
５５
４，
６７
６

０
１３
，５５
４，
６７
６
９１
７，
４４
５，
８９
５

第
１
項

営
業

費
用

８，
６３
５，
１１
７，
００
０

５２
５，
７４
２，
００
０

０
０

０
９，
１６
０，
８５
９，
００
０

０
９５
，３６
２，
５７
５
９，
２５
６，
２２
１，
５７
５
８，
３５
３，
７０
７，
０９
３１
３，
５５
４，
６７
６

０
１３
，５５
４，
６７
６
８８
８，
９５
９，
８０
６（
うち
，仮払

消費
税及
び

地
方
消
費
税１７
６，６
５９
，２０
０円
）

第
２
項

営
業
外
費
用

１，
１５
４，
８２
９，
００
０

１５
７，
１２
８，
００
０

０
０

０
１，
３１
１，
９５
７，
００
０

０
０
１，
３１
１，
９５
７，
００
０
１，
２９
５，
７０
０，
２３
２

０
０

０
１６
，２５
６，
７６
８（
うち
，仮払

消費
税及
び

地
方
消
費
税

４５３
，８７
９円
）

第
３
項

特
別

損
失

８，
１２
１，
００
０

４，
２７
５，
００
０

０
０

０
１２
，３９
６，
００
０

０
０

１２
，３９
６，
００
０

５，
１６
６，
６７
９

０
０

０
７，
２２
９，
３２
１（
うち
，仮払

消費
税及
び

地
方
消
費
税

２４０
，２３
３円
）

第
４
項

予
備

費
５，
００
０，
００
０

０
０

０
０

５，
００
０，
００
０

０
０

５，
００
０，
００
０

０
０

０
０

５，
００
０，
００
０
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２
．
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
小

計

地
方
公
営
企
業

法
第
２６
条
の
規

定
に
よ
る
繰
越

額
に
係
る
財
源

充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本

的
収

入
７
，５
９４
，９
９２
，０
００
△
３４
９
，７
８８
，０
００

７
，２
４５
，２
０４
，０
００

０
０
７
，２
４５
，２
０４
，０
００

６
，９
６３
，０
３３
，７
８９
△
２８
２
，１
７０
，２
１１

第
１
項

企
業

債
６
，８
０８
，０
００
，０
００
△
３９
８
，９
００
，０
００

６
，４
０９
，１
００
，０
００

０
０
６
，４
０９
，１
００
，０
００

６
，３
９５
，１
００
，０
００
△
１４
，０
００
，０
００

第
２
項

国
庫
補
助
金

２８
５
，２
９６
，０
００

２３
，１
１２
，０
００

３０
８
，４
０８
，０
００

０
０

３０
８
，４
０８
，０
００

３０
８
，４
０８
，１
７５

１７
５

第
３
項

出
資

金
１８
０
，０
００
，０
００

２６
，０
００
，０
００

２０
６
，０
００
，０
００

０
０

２０
６
，０
００
，０
００

２０
６
，０
００
，０
００

０
第
４
項

固
定
資
産
売
却
代
金

１
，０
００

０
１
，０
００

０
０

１
，０
００

１
，１
５９
，３
６４

１
，１
５８
，３
６４
（
うち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

３６
，１４
７円
）

第
５
項

消
火
栓
設
置
負
担
金

４８
，５
００
，０
００

０
４８
，５
００
，０
００

０
０

４８
，５
００
，０
００

２７
，３
３６
，７
５０
△
２１
，１
６３
，２
５０

第
６
項

補
償

金
２７
２
，４
６８
，０
００

０
２７
２
，４
６８
，０
００

０
０

２７
２
，４
６８
，０
００

２５
，０
２９
，５
００
△
２４
７
，４
３８
，５
００

第
７
項

共
同
施
設
改
良
負
担
金

７２
７
，０
００

０
７２
７
，０
００

０
０

７２
７
，０
００

０
△

７２
７
，０
００

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備

費
支

出
額

流
用

増
減

額

地
方
公
営
企

業
法
第
２６
条

の
規
定
に
よ

る
繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額

合
計

地
方
公
営
企

業
法
第２
６条

の
規
定
に
よ

る
繰
越
額

継
続
費
逓
次

繰
越

額
合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本

的
支

出
１２
，６２
４，
５４
３，
００
０
△
４９
４，
７６
５，
００
０

０
０

７６
，０８
６，
７５
０

１７
，１９
９，
００
７
１２
，２２
３，
０６
３，
７５
７
１１
，２６
６，
５２
７，
１９
６
４３
，８４
７，
１０
４
６７
，７９
２，
７１
０
１１
３，
６３
９，
８１
４
８４
２，
８９
６，
７４
７

第
１
項

建
設
改
良
費

１１
，３９
３，
１８
８，
００
０
△
７４
７，
０２
４，
００
０

０
０

７６
，０８
６，
７５
０

１７
，１９
９，
００
７
１０
，７３
９，
４４
９，
７５
７
９，
７８
２，
９１
３，
２９
２
４３
，８４
７，
１０
４
６９
，７９
２，
７１
０
１１
３，
６３
９，
８１
４
８４
２，
８９
６，
６５
１
（う

ち，
仮払

消費
税及

び
地方

消費
税
４４９
，７１８
，６８７
円）

第
２
項

企
業
債
償
還
金

１，
２３
１，
３５
５，
００
０

２５
２，
２５
９，
００
０

０
０

０
０
１，
４８
３，
６１
４，
００
０
１，
４８
３，
６１
３，
９０
４

０
０

０
９６

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
４
，３
０３
，４
９３
，４
０７
円
は
，
当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
４４
９
，６
８２
，５
４０
円
，
当
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
２
，１
５０
，０
６６
，８
１１
円
，
減

債
積
立
金
１５
１
，４
２５
，０
００
円
，
建
設
改
良
積
立
金
１
，５
５２
，３
１９
，０
５６
円
で
補
て
ん
し
た
。
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平成１６年度新潟市公営企業会計決算審査意見

第１ 審査の対象

平成１６年度新潟市病院事業会計決算

平成１６年度新潟市水道事業会計決算

平成１６年度新潟市各事業会計決算に関する証書類，

事業報告書及び政令で定めるその他の書類

第２ 審査の期間

平成１７年６月１日から平成１７年７月２９日

第３ 審査の方法

１ 審査は，各事業会計の決算書類が関係法令に準拠し

て作成されているか否か，並びにその企業の経営成績

及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証す

るとともに，主として年度比較によって事業の推移を

把握し，その経営の内容を分析した。

２ 審査にあたっては，決算書類と会計諸帳簿，証書類

との照合，実地審査及び事業関係者に対する質問等の

方法により行った。

第４ 審査の結果

審査に付された各事業会計の決算書類は，関係法令に

準拠して作成されており，かつ，計数は各企業の経営成

績及び財政状態を適正に表示しているものと認めた。

第５ 所 見

１ 病院事業会計

� 新潟市民病院について

当年度の業務状況については，入院部門は一般病

床７０６床，感染症病床１８床の計７２４床で，外来部門は月

曜日から金曜日までの週５日制で，それぞれ業務を

行った。

建設工事の主なものとしては，平成１９年に完成を

予定している新病院の移転新築工事に着手した。ま

た，機器等の整備については，各種画像データのデ

ジタル保存装置（CR）や高度医療機器である放射線

治療装置の更新などを行っている。

ア 利用概況

当年度の延利用患者数は５３万１，１７２人（前年度比

較△１４，３８２人，２．６％減）で，このうち入院患者は

２２万８，０１９人（同△４，６７７人，２．０％減），外来患者は

３０万３，１５３人（同△９，７０５人，３．１％減）であった。

また，入院患者の１日平均は６２４．７人（前年度比

較１１．１人減），病床利用率は８８．５％（同１．６ポイント

減）で，外来患者の１日平均は，１，２４７．５人（同２４．

３人減）となった。

なお，感染症の入院患者はいなかった。

イ 経営状況

当年度の経営収支をみると，事業収益は１４７億４

，７２１万円，事業費用は１４６億６，６２５万円で，差し引

き８，０９５万円の純利益を計上した。この純利益を全

額前年度からの繰越欠損金の処理に充てたことに

より，翌年度への繰越欠損金は６２億８，０１５万円に減

少している。一方，医業収支は，医業収益が１３１億

４，２３０万円，医業費用が１３９億７，０７８万円で，医業損

失は前年度より３億３３９万円多い８億２，８４８万円と

なっている。

各種分析比率については，まず，経営活動の成果

を表す比率をみると，総収益と総費用の対比によ

り収益性を示す総収支比率は１００．６％（前年度比較

２．５ポイント減），経常的な収益と費用の対比によ

り単年度黒字の目安を示す経常収支比率は１０１．６

％（同２．３ポイント減），病院固有の事業に係る医

業収支比率は９４．１％（同２．２ポイント減）であり，

利用患者数の減少などによる収益減を反映してそ

れぞれ下降している。

次に，資金繰りを表す比率についてみると，２００

％以上が理想値とされる流動比率は４５２．３％（同

１５．７ポイント減），１００％以上が理想値とされる当

座比率は４４９．４％（同１６．０ポイント減），２０％以上が

理想値とされる現金預金比率は１９３．０％（同５．３ポ

イント減）といずれも下降しているものの高水準

を維持している。

ウ む す び

当年度は，引き続き経営の健全化に向けて，他

の医療機関との連携を進めながら，救急医療，高

度医療や感染症への対応を行うとともに，各種画

像データのデジタル保存装置（CR）などの医療機

器の整備，県内初となる女性医師が相談に応じる

女性総合外来の開設及び主治医以外の医師の意見

を聴くことのできるセカンドオピニオン制度の導

入など市民の医療に対する要望に，より一層的確

に応えるべく努力をしていることが認められたほ

か，第三者機関である�日本医療機能評価機構に
よる病院機能評価審査で改善すべきと指摘された

事項について，検討あるいは改善されたことが認

められ，医療の質を高める姿勢もうかがうことが

できた。

また，臨床研修指定病院として，医師の卒後臨

床研修を行うなど，研修医の教育をはじめ，医療

スタッフの人材育成にも努めているほか，中越地

震の際には医療チームにより被災者への対応にあ

たり，地域を越えて医療機関としての使命を果た

していることが認められた。

経営状況については，患者数，事業収益，事業

費用それぞれともに減少し，純利益は前年度と比
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べて３億８，４８５万円減少したものの，前年度に引き

続き黒字経営となり，繰越欠損金も引き続き減少

してきている。

財政状態については，内部留保資金は増加して

おり，流動比率など資金の短期流動性を示す各比

率も，前年度に比べて若干下がっているものの，

高水準を維持している。

合併により市域が広がった中，新病院の移転新

築工事にも着手したところであり，市民に対して

より効率的で適切な医療の提供ができる医療体制

の実現を目指していくことがますます必要となっ

ている。

今後も，地域医療支援病院として他の病院から

の紹介患者の受入や救急医療に更に力を注ぎつ

つ，医療安全の面ではヒヤリ・ハット事例報告（イ

ンシデントレポート）の提出を積極的に勧め，そ

の結果を十分に検討して事故を未然に防ぐ医療体

制の確立に努めるよう工夫するとともに，放射線

治療室整備については，医療の質を確保する観点

から評価はできるが，移転を間近に控えた時期の

整備は，効率的な経営の観点から市民の理解を得

にくい部分があるため，移転後も，機器等の有効

な活用を図っていただきたい。

延利用患者数は依然として減少傾向にあり，病

院経営は厳しいものがある中，健全経営に向けて

努めていることが認められるが，経費節減や計画

的な業務運営により，一層の経営努力を望むもの

であり，経営の見直しとともに，地域の中核病院

としての役割を担いつつ，これまで以上に良質で

安心な医療サービスを提供する病院として広く市

民に信頼されるよう引き続き努力されたい。

� 附属大山台診療所について

当年度の業務状況については，入院部門は一般病

床１９床で，外来部門は市民病院同様，週５日制でそ

れぞれ業務を行った。

延利用患者数は，当年度末で廃止が決定していた

ことから他の医療機関へ紹介するなどの対応を図っ

た結果，入院患者１，７８３人，外来患者７，８４２人で，利用

患者数の対前年度比較では，入院患者は３，５９６人の

減，外来患者は１，５９１人の減となった。

また，１日平均利用状況は，入院患者４．９人，外来

患者３２．３人で，病床利用率は２５．７％（前年度比較５１．

７ポイント減）であった。

経営状況については，医業収益が入院収益の減な

どにより６，０１３万円（前年度比較４，０３０万円減）である

のに対し，医業費用は１億６，０２５万円（同２，３３８万円

減）であり，１億１２万円（同１，６９１万円増）の医業損

失を生じたが，一般会計繰入金を含めた事業収支全

体では，差引きゼロであった。

以上のように，入院及び外来の延利用患者数は減

少し，また，入院収益，外来収益とも前年度より減

少し，運営に係る収支不足額として１億９３２万円を一

般会計から受け入れており，経営状況は引き続き厳

しい状況であった。

２ 水道事業会計

当年度の業務状況については，給水人口が７６万８，２５３

人で，前年度に比べ２５万２，７６４人（４９．０％）の増，給水

戸数は２８万１，８５７戸で前年度に比べ８万６，３２２戸（４４．１

％）の増と，合併によりそれぞれ増加しており，普及

率は９９．３％であった。

建設改良事業については，平成１２年度から継続して

いる（仮称）信濃川浄水場建設事業を進めるとともに，

配水管幹線等の整備も引き続き行った。また，老朽管

の取り替えも積極的に行い，黒埼地区では石綿セメン

ト管の布設替が完了した。

� 利用概況

年間総配水量は，７，５４９万１，１４８�で前年度に比べ
１１３万３，９８３�（１．５％）増加し，有収率は９４．０８％で
１．１１ポイント低下している。また，施設利用率は

３８．０％で前年度に比べ１８．４ポイント，最大稼働率は

５３．０％で１３．１ポイントそれぞれ低下した。なお，合

併の影響分を除くと有収率は９５．３２％で前年度に比

べ０．１３ポイント，施設利用率は５６．７％で０．３ポイン

ト，最大稼働率は６８．１％で２．０ポイントそれぞれ上昇

した。

� 経営状況

当年度の経営収支をみると，事業収益は１１２億７，３

１９万円，事業費は９５億１，０２１万円で１７億６，２９７万円の

純利益を計上し，前年度からの繰越分などと合わせ

て当年度未処分利益剰余金は４６億６８８万円となっ

た。なお，このうち減債積立金に８，８１４万円の処分を

予定し，４５億１，８７３万円はよく年度繰越利益剰余金と

している。

各種分析比率については，まず，経営活動の成果

を表す比率についてみると，総収益と総費用の対比

により収益性を示す総収支比率は１１８．５％（前年度比

較１４．１ポイント減），経常的な収益と費用の対比によ

り単年度黒字の目安を示す経常収支比率は１１８．６％

（同１４．０ポイント減），水道固有の事業に係る営業収

支比率は１３３．８％（同７．８ポイント減）であり，他会計

からの負担金などの収益が減ったことによりいずれ

も前年度に比べ下降している。

次に，資金繰りを表す比率についてみると，２００％

以上が理想値とされる流動比率は２０６．７％（同５．７ポ

イント増）となり，１００％以上が理想値とされる当座

比率は２０４．７％（同６．５ポイント増），２０％以上が理想
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値とされる現金預金比率は１８５．５％（同１３．８ポイント

増）といずれも前年度に比べ上昇している。

また，料金収入に対していくらの企業債元利償還

金があるかを示す企業債元利償還金対料金収入比率

は２７．４％（同４．３ポイント増）となっている。

� む す び

当年度は，（仮称）信濃川浄水場建設事業が機械設

備や構内整備の一部を除いて完了したほか，配水管

整備事業や老朽管改良事業などの推進に引き続き努

め，水道法の水質基準に基づく検査に加えて，原水

から水道水までの工程ごとの独自検査や農薬などの

重点項目検査を実施し，安定した品質の安全な水（新

潟ブランドの水道水）の供給に努めるなど，より安

定した給水体制を築くため着実に事業を実施してい

ることが認められた。

前年度に開始したコンビニエンスストアでの水道

料金収納については，これを通年で実施し，収納件

数が現金納付件数の４８．７％を占めるなど，利用者の

利便の向上を図ったほか，料金収入以外の収入源と

して，翌年度から実施する検針票の裏面広告の広告

主を募集するなど，収入確保に努めていることが認

められた。

また，青山，阿賀野川両浄水場の運転監視業務の

民間委託により業務執行体制の効率化を図ったほ

か，入札監視委員会を設置するなど，契約の透明性・

公正性の確保に努め，より安定した経営を行なうた

めの体制の整備を進めるとともに，中越地震の際に

は，他の関係機関と連携を取りながら被災者への対

応にあたり，地域を越えて水道事業者としての使命

を果たしたことが認められた。

経営状況については，営業収支についてみると給

水収益などは増えたものの，配水管移設工事等の減

少による他会計負担金の減などから営業収益は前年

度と比べて３億５，９９７万円の減となった一方で，水害

による水質の悪化などによる薬品費の増や合併に伴

う電算システムの修正などで営業費用は１億９，５３５

万円の増となり，営業利益は５億５，５３３万円減少して

いる。

事業全体では，当年度はガス事業清算事業会計か

らの繰入金がなくなったことなどから前年度と比べ

て事業収益は１０億５，４２０万円の減となった一方で，事

業費は前年度と比べて２億１，１３０万円の増となり，純

利益は前年度と比べて１２億６，５５０万円の減となって

いる。

財政状態については，資本についてみると（仮称）

信濃川浄水場建設事業に係る企業債の借入や，合併

による引継分などにより借入資本金が前年度と比べ

て２４８億９，１２９万円と大幅に増加しているが，前年度

からの繰越分などにより利益剰余金も２７億７，１７３万

円増加している。また，流動負債は前年度と比べ未

払金が２７億４，８５６万円増加しているが，流動資産も現

金預金が６１億８，４７６万円増加したことにより，流動比

率は上昇し，良好な水準にあるといえる。

配水量は１０年ぶりに前年度を上回ったものの，今

後も給水収益の見通しは不透明な状況であり，依然

として厳しい経営環境にある。合併により給水区域

が広がった中，これを契機に水道施設の再編を進

め，より効率的な水運用を検討するなど今後も更に

経営の健全化に努めるとともに，合併で引き継いだ

老朽管等の布設替を事業計画どおり着実に実施し，

引き続き災害に備えた対応や安定給水，水質の安全

及び給水サービスの向上を確保されるよう望むもの

である。
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２，
６８
７

０
０

０
４６
，５１
２，
３１
３

第
３
項

特
別

損
失

４，
２２
０，
００
０

０
０

０
０

４，
２２
０，
００
０

０
０

４，
２２
０，
００
０

３，
９１
３，
４２
２

０
０

０
３０
６，
５７
８

第
４
項

予
備

費
５０
，００
０，
００
０

０
０
△
１１
，３７
４，
００
０

０
３８
，６２
６，
００
０

０
０

３８
，６２
６，
００
０

０
０

０
０

３８
，６２
６，
００
０
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２
．
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２６
条
の
規

定
に
よ
る
繰
越

額
に
係
る
財
源

充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
収
入

４６
４
，９
０１
，０
００

０
４６
４
，９
０１
，０
００

９
，５
６８
，０
００

０
４７
４
，４
６９
，０
００

３２
３
，２
８５
，４
３２

△
１５
１
，１
８３
，５
６８

第
１
項

企
業

債
３４
２
，０
００
，０
００

０
３４
２
，０
００
，０
００

０
０

３４
２
，０
００
，０
００

１６
３
，１
００
，０
００

△
１７
８
，９
００
，０
００

第
２
項

工
事
負
担
金

１２
２
，９
００
，０
００

０
１２
２
，９
００
，０
００

９
，５
６８
，０
００

０
１３
２
，４
６８
，０
００

１６
０
，１
６３
，９
００

２７
，６
９５
，９
００

第
３
項

固
定
資
産
売
却
代
金

１
，０
００

０
１
，０
００

０
０

１
，０
００

２１
，５
３２

２０
，５
３２

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備
費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営
企

業
法
第
２６
条

の
規
定
に
よ

る
繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
の
規

定
に
よ
る

繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
支
出

１，
３２
９，
４２
２，
００
０

２６
，４４
３，
００
０

０
０

６２
，５３
８，
００
０

２０
４，
１４
１，
６０
０
１，
６２
２，
５４
４，
６０
０
１，
１５
６，
７２
７，
１９
６

０
１０
９，
８４
８，
１５
０
１０
９，
８４
８，
１５
０
３５
５，
９６
９，
２５
４

第
１
項

建
設
改
良
費

９６
８，
５５
２，
００
０

２６
，４４
３，
００
０

０
０

６２
，５３
８，
００
０

２０
４，
１４
１，
６０
０
１，
２６
１，
６７
４，
６０
０

８９
７，
６４
３，
５４
０

０
１０
９，
８４
８，
１５
０
１０
９，
８４
８，
１５
０
２５
４，
１８
２，
９１
０（
うち
，仮
払
消
費
税
及び

地
方
消
費
税
４１
，３６
２，
３９
１円
）

第
２
項

企
業
債
償
還
金

３６
０，
８７
０，
００
０

０
０

０
０

０
３６
０，
８７
０，
００
０

２５
９，
０８
３，
６５
６

０
０

０
１０
１，
７８
６，
３４
４

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
８３
３
，４
４１
，７
６４
円
は
，
過
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
１１
，８
０７
，７
００
円
，
当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額

３４
，０
２８
，０
７７
円
，
過
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
２４
７
，８
２８
，３
３６
円
，
当
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
８９
，７
７７
，６
５１
円
，
減
債
積
立
金
２０
０
，０
００
，０
００
円
，
建
設
改
良
積
立
金
２５
０
，０
００
，０
００
円
で
補
て
ん
し
た
。
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平成１６年度新津市水道事業会計決算審査意見

第１ 審査の対象

平成１６年度新津市水道事業会計決算

平成１６年度新津市水道事業会計決算に関する証書

類，事業報告書及び政令で定めるその他の書類

なお，この決算において平成１６年度とは，平成１６年

４月１日から平成１７年３月２０日までの期間をいう。

第２ 審査の期間

平成１７年６月１日から平成１７年７月２９日

第３ 審査の方法

審査は，水道事業会計の決算書類が関係法令に準拠し

て作成されているか否か，並びにその企業の経営成績及

び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するた

め，決算書類と会計諸帳簿，証書類との照合及び事業関

係者に対する質問等の方法により行った。

第４ 審査の結果

審査に付された水道事業会計の決算書類は，関係法令

に準拠して作成されており，かつ，計数は経営成績及び

財政状態をおおむね適正に表示しているものと認めた。

第５ 所 見

１ 事業概況

当年度の業務状況については，給水人口が６万８，２６７

人で，給水戸数は２万４，５５２戸であり，配水量は前年度

と比べて２．９％減少している。

また，建設改良事業については，継続となっていた
あきはこうこうく

秋葉高々区配水施設整備工事が当年度で完了し，満願

寺浄水場施設改良工事は機械・電気設備工事を実施し

たほか，出水不良の解消及び漏水防止対策を推進する

ための経年管更新などで４５件，合計７，４７７mの配水管

布設工事を実施した。

経営収支については，営業収益が１３億９，５０７万円，営

業費用が９億７，０６７万円で，４億２，４３９万円の営業利益

を計上している。これに加入金，企業債利息などを加

減した全体の収支では，水道事業収益は１４億３，２１７万

円，水道事業費用は１１億６，５４１万円で，２億６，６７６万円の

純利益を計上した。

２ むすび

この決算は，新潟市との合併に伴う平成１７年３月２０

日までの変則的なものである。

当年度は前年度を７，１９６万円上回る２億６，６７６万円の

純利益を計上したが，これは前年度と比べて事業収益

は０．８％と微増ではあったものの，事業費用では５．０％

縮減されており，全般にわたる節減に努めた結果によ

るものと考えられる。
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Ⅰ
平
成
１６
年
度
白
根
市
水
道
事
業
決
算
報
告
書

１
．
収
益
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２４
条
第
３

項
の
規
定
に
よ

る
支
出
額
に
係

る
財
源
充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

水
道
事
業
収
益

９８
６
，２
２０
，０
００

４
，２
７４
，０
００

９９
０
，４
９４
，０
００

０
０

９９
０
，４
９４
，０
００

９７
７
，７
８７
，１
２８

△
１２
，７
０６
，８
７２

第
１
項

営
業

収
益

８７
６
，３
６４
，０
００

４
，０
００
，０
００

８８
０
，３
６４
，０
００

０
０

８８
０
，３
６４
，０
００

８７
５
，９
８７
，７
７２

△
４
，３
７６
，２
２８
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
４０
，８
３９
，５
１９
円
）

第
２
項

営
業
外
収
益

１０
９
，８
５５
，０
００

２７
４
，０
００

１１
０
，１
２９
，０
００

０
０

１１
０
，１
２９
，０
００

１０
１
，７
６３
，８
７５

△
８
，３
６５
，１
２５
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

８１
５
，６
６０
円
）

第
３
項

特
別

利
益

１
，０
００

０
１
，０
００

０
０

１
，０
００

３５
，４
８１

３４
，４
８１

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備

費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営

企
業
法
第

２４
条
第
３

項
の
規
定

に
よ
る
支

出
額

小
計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

水
道
事
業
費
用

９５
０，
７１
３，
００
０

１３
，０６
１，
００
０

０
０

０
９６
３，
７７
４，
００
０

０
０

９６
３，
７７
４，
００
０

８５
２，
８０
６，
９２
３

０
０

０
１１
０，
９６
７，
０７
７

第
１
項

営
業

費
用

７６
９，
３８
２，
００
０

１４
，３２
３，
００
０

０
０

０
７８
３，
７０
５，
００
０

０
０

７８
３，
７０
５，
００
０

７１
１，
９０
０，
０９
９

０
０

０
７１
，８０
４，
９０
１（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
１０
，５７
２，
２２
４円

）
第
２
項

営
業
外
費
用

１７
５，
８３
１，
００
０
△

１，
２６
２，
００
０

０
△

１７
４，
００
０

０
１７
４，
３９
５，
００
０

０
０

１７
４，
３９
５，
００
０

１４
０，
２３
３，
１４
５

０
０

０
３４
，１６
１，
８５
５

第
３
項

特
別

損
失

５０
０，
００
０

０
０

１７
４，
００
０

０
６７
４，
００
０

０
０

６７
４，
００
０

６７
３，
６７
９

０
０

０
３２
１（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１７
，４２
５円

）
第
４
項

予
備

費
５，
００
０，
００
０

０
０

０
０

５，
００
０，
００
０

０
０

５，
００
０，
００
０

０
０

０
０

５，
００
０，
００
０
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２
．
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２６
条
の
規

定
に
よ
る
繰
越

額
に
係
る
財
源

充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
収
入

４２
６
，２
１９
，０
００

△
９１
，１
００
，０
００

３３
５
，１
１９
，０
００

０
０

３３
５
，１
１９
，０
００

２９
１
，２
５７
，０
５６

△
４３
，８
６１
，９
４４

第
１
項

企
業

債
２０
７
，５
００
，０
００

△
２８
，５
００
，０
００

１７
９
，０
００
，０
００

０
０

１７
９
，０
００
，０
００

１４
４
，０
００
，０
００

△
３５
，０
００
，０
００

第
２
項

出
資

金
３３
，６
００
，０
００

△
７
，６
００
，０
００

２６
，０
００
，０
００

０
０

２６
，０
００
，０
００

０
△
２６
，０
００
，０
００

第
３
項

負
担

金
１１
８
，０
０９
，０
００

０
１１
８
，０
０９
，０
００

０
０

１１
８
，０
０９
，０
００

１３
５
，１
４７
，０
５６

１７
，１
３８
，０
５６

第
４
項

他
会
計
繰
入
金

６７
，１
１０
，０
００

△
５５
，０
００
，０
００

１２
，１
１０
，０
００

０
０

１２
，１
１０
，０
００

１２
，１
１０
，０
００

０

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備
費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営
企

業
法
第
２６
条

の
規
定
に
よ

る
繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
の
規

定
に
よ
る

繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
支
出

８８
２，
９５
１，
００
０
△
３１
，３６
３，
００
０

０
０

０
０

８５
１，
５８
８，
００
０

７５
７，
９６
３，
４８
５

０
０

０
９３
，６２
４，
５１
５

第
１
項

建
設
改
良
費

６２
９，
５８
２，
００
０
△
３５
，８４
２，
００
０

０
０

０
０

５９
３，
７４
０，
００
０

５５
９，
３０
３，
８７
４

０
０

０
３４
，４３
６，
１２
６（
うち
，仮
払
消
費
税
及び

地
方
消
費
税
２６
，５７
７，
１０
０円
）

第
２
項

事
務

費
５６
，３２
５，
００
０

４，
４７
９，
００
０

０
０

０
０

６０
，８０
４，
００
０

４１
，５２
６，
３０
３

０
０

０
１９
，２７
７，
６９
７（
うち
，仮
払
消
費
税
及び

地
方
消
費
税

５２
１，
７６
７円
）

第
３
項

企
業
債
償
還
金

１９
２，
０４
４，
００
０

０
０

０
０

０
１９
２，
０４
４，
００
０

１５
７，
１３
３，
３０
８

０
０

０
３４
，９１
０，
６９
２

第
４
項

予
備

費
５，
００
０，
００
０

０
０

０
０

０
５，
００
０，
００
０

０
０

０
０

５，
００
０，
００
０

資
本
的
収
入
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
４６
６
，７
０６
，４
２９
円
は
，当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
２１
，２
３５
，２
９９
円
，過
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
９２
，２
０２
，７
１１
円
，当
年
度
損
益

勘
定
留
保
資
金
３１
２
，６
５３
，１
８４
円
，
減
債
積
立
金
２０
，０
００
，０
００
円
，
建
設
改
良
積
立
金
２０
，６
１５
，２
３５
円
で
補
て
ん
し
た
。
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平成１６年度白根市水道事業会計決算審査意見

第１ 審査の対象

平成１６年度白根市水道事業会計決算

平成１６年度白根市水道事業会計決算に関する証書

類，事業報告書及び政令で定めるその他の書類

なお，この決算において平成１６年度とは，平成１６年

４月１日から平成１７年３月２０日までの期間をいう。

第２ 審査の期間

平成１７年６月１日から平成１７年７月２９日

第３ 審査の方法

審査は，水道事業会計の決算書類が関係法令に準拠し

て作成されているか否か，並びにその企業の経営成績及

び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するた

め，決算書類と会計諸帳簿，証書類との照合及び事業関

係者に対する質問等の方法により行った。

第４ 審査の結果

審査に付された水道事業会計の決算書類は，関係法令

に準拠して作成されており，かつ，計数は経営成績及び

財政状態をおおむね適正に表示しているものと認めた。

第５ 所 見

１ 事業概況

当年度の業務状況については，給水人口が４万５，０３３

人で，給水戸数は１万２，８０７戸であり，配水量は前年度

と比べて４．０％減少している。

また，建設改良事業については，戸頭浄水場の老朽

化に対応するため，PC配水池構造劣化対策工事及び

沈澱池，ろ過池設備改善工事（第２期）を施工した。

また，老朽管の布設替工事，給水改善を目的とした配

水管新設・布設替工事及び下水道事業に伴う配水管移

設工事を施工した。

経営収支については，営業収益が８億３，５１４万円，営

業費用が７億１３２万円で，１億３，３８２万円の営業利益を

計上している。これに加入金及び支払利息などを加減

した全体の収支では，水道事業収益は９億３，６１３万円，

水道事業費用は８億３，２６３万円で，１億３４９万円の純利

益を計上した。

２ むすび

この決算は，新潟市との合併に伴う平成１７年３月２０

日までの変則的なものである。

当年度は１億３４９万円の純利益を計上している。これ

は，収益面で市町村合併に伴い３月検針を行わなかっ

たことにより給水収益が減少したものの，費用面で企

業債利息が合併に伴い新市で執行されたこと，及び全

般的に経費削減に努めたことにより，不用額を生じた

ものと考えられる。
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Ⅰ
平
成
１６
年
度
豊
栄
市
水
道
事
業
決
算
報
告
書

１
．
収
益
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２４
条
第
３

項
の
規
定
に
よ

る
支
出
額
に
係

る
財
源
充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

水
道
事
業
収
益

１
，０
８４
，０
００
，０
００

０
１
，０
８４
，０
００
，０
００

０
０
１
，０
８４
，０
００
，０
００

１
，０
０７
，１
３７
，１
５２

△
７６
，８
６２
，８
４８

第
１
項

営
業

収
益

１
，０
８２
，９
４３
，０
００

０
１
，０
８２
，９
４３
，０
００

０
０
１
，０
８２
，９
４３
，０
００

９９
８
，４
３５
，２
９０

△
８４
，５
０７
，７
１０
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
４７
，１
０７
，０
０９
円
）

第
２
項

営
業
外
収
益

１
，０
３７
，０
００

０
１
，０
３７
，０
００

０
０

１
，０
３７
，０
００

８
，６
２５
，４
３０

７
，５
８８
，４
３０
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

４０
１
，０
９１
円
）

第
３
項

特
別

利
益

２０
，０
００

０
２０
，０
００

０
２０
，０
００

７６
，４
３２

５６
，４
３２
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

３
，６
３９
円
）

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備

費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営

企
業
法
第

２４
条
第
３

項
の
規
定

に
よ
る
支

出
額

小
計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

水
道
事
業
費
用

１，
０６
８，
００
０，
００
０

１２
，３４
０，
００
０

０
０

０
１，
０８
０，
３４
０，
００
０

０
０
１，
０８
０，
３４
０，
００
０

９１
７，
３９
９，
３４
７

０
０

０
１６
２，
９４
０，
６５
３

第
１
項

営
業

費
用

９１
８，
０５
８，
００
０

１２
，３４
０，
００
０

０
６１
，００
０

０
９３
０，
４５
９，
００
０

０
０

９３
０，
４５
９，
００
０

８１
５，
７２
９，
１１
２

０
０

０
１１
４，
７２
９，
８８
８（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
１９
，９７
９，
１１
０円

）
第
２
項

営
業
外
費
用

１３
６，
０３
２，
００
０

０
０

０
０

１３
６，
０３
２，
００
０

０
０

１３
６，
０３
２，
００
０

９８
，６８
８，
５２
６

０
０

０
３７
，３４
３，
４７
４

第
３
項

特
別

損
失

３，
４１
０，
００
０

０
０

０
０

３，
４１
０，
００
０

０
０

３，
４１
０，
００
０

２，
９８
１，
７０
９

０
０

０
４２
８，
２９
１（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１４
１，
７４
０円

）
第
４
項

予
備

費
１０
，５０
０，
００
０

０
０
△

６１
，００
０

０
１０
，４３
９，
００
０

０
０

１０
，４３
９，
００
０

０
０

０
０

１０
，４３
９，
００
０
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２
．
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２６
条
の
規

定
に
よ
る
繰
越

額
に
係
る
財
源

充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
収
入

２５
１
，７
１０
，０
００

０
２５
１
，７
１０
，０
００

０
０

２５
１
，７
１０
，０
００

１１
２
，３
４３
，５
９３

△
１３
９
，３
６６
，４
０７

第
１
項

工
事
負
担
金

２２
，０
００
，０
００

０
２２
，０
００
，０
００

０
０

２２
，０
００
，０
００

８
，３
４３
，５
９３

△
１３
，６
５６
，４
０７

第
２
項

営
業
設
備
負
担
金

２４
，５
００
，０
００

０
２４
，５
００
，０
００

０
０

２４
，５
００
，０
００

０
△
２４
，５
００
，０
００

第
３
項

固
定
資
産
売
却
代
金

１０
，０
００

０
１０
，０
００

０
０

１０
，０
００

０
△

１０
，０
００

第
４
項

企
業

債
１７
９
，２
００
，０
００

０
１７
９
，２
００
，０
００

０
０

１７
９
，２
００
，０
００

１０
４
，０
００
，０
００

△
７５
，２
００
，０
００

第
５
項

国
庫
補
助
金

２６
，０
００
，０
００

０
２６
，０
００
，０
００

０
０

２６
，０
００
，０
００

０
△
２６
，０
００
，０
００

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備
費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営
企

業
法
第
２６
条

の
規
定
に
よ

る
繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
の
規

定
に
よ
る

繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
支
出

５７
４，
５９
０，
００
０

０
０

０
０

０
５７
４，
５９
０，
００
０

４７
９，
６４
５，
１９
７

０
０

０
９４
，９４
４，
８０
３

第
１
項

建
設
改
良
費

３５
８，
３３
３，
００
０

０
０

０
０

０
３５
８，
３３
３，
００
０

３２
６，
２５
２，
５３
０

０
０

０
３２
，０８
０，
４７
０（
うち
，仮
払
消
費
税
及び

地
方
消
費
税
１５
，５０
６，
８０
０円
）

第
２
項

企
業
債
償
還
金

２１
６，
２５
７，
００
０

０
０

０
０

０
２１
６，
２５
７，
００
０

１５
３，
３９
２，
６６
７

０
０

０
６２
，８６
４，
３３
３

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
３６
７
，３
０１
，６
０４
円
は
，当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
１５
，５
０６
，８
００
円
，当
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
２１
８
，５
１１
，２
２６
円
，減
債
積
立

金
１３
３
，２
８３
，５
７８
円
で
補
て
ん
し
た
。

平成１７年１１月１５日 第７５３号 49新 潟 市 公 報



平成１６年度豊栄市水道事業会計決算審査意見

第１ 審査の対象

平成１６年度豊栄市水道事業会計決算

平成１６年度豊栄市水道事業会計決算に関する証書

類，事業報告書及び政令で定めるその他の書類

なお，この決算において平成１６年度とは，平成１６年

４月１日から平成１７年３月２０日までの期間をいう。

第２ 審査の期間

平成１７年６月１日から平成１７年７月２９日

第３ 審査の方法

審査は，水道事業会計の決算書類が関係法令に準拠し

て作成されているか否か，並びにその企業の経営成績及

び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するた

め，決算書類と会計諸帳簿，証書類との照合及び事業関

係者に対する質問等の方法により行った。

第４ 審査の結果

審査に付された水道事業会計の決算書類は，関係法令

に準拠して作成されており，かつ，計数は経営成績及び

財政状態をおおむね適正に表示しているものと認めた。

第５ 所 見

１ 事業概況

当年度の業務状況については，給水人口が４万６，４１４

人で，給水戸数は１万４，２５８戸であり，配水量は前年度

と比べて２．１％減少している。

また，建設改良事業については，老朽管改良事業及

び石綿セメント管更新事業を行ったほか，長戸呂浄水

場の配水ポンプ設備及び内島見配水場の計装盤更新工

事等を実施した。

経営収支については，営業収益が９億５，１３２万円，営

業費用が７億９，５７５万円で，１億５，５５７万円の営業利益

を計上している。これに雑収益及び企業債利息などを

加減した全体の収支では，水道事業収益は９億５，９６２万

円，水道事業費用は８億８，５７６万円で，７，３８５万円の純利

益を計上した。

２ むすび

この決算は，新潟市との合併に伴う平成１７年３月２０

日までの変則的なものである。

前述のとおり，当年度の純利益は７，３８５万円であり，

昨年度よりも１，３９５万円少なかった。その主な理由とし

て，費用面では受水費や企業債利息の一部が合併後の

新潟市で支出されたため，これらが費用化されなかっ

た反面，収益面では３月検針を行わなかったことによ

り給水収益が減少したことが考えられる。
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源
充
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計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

水
道
事
業
収
益

３２
１
，０
６２
，０
００

８
，０
９０
，０
００

３２
９
，１
５２
，０
００

０
０

３２
９
，１
５２
，０
００

３３
４
，９
０３
，２
２６

５
，７
５１
，２
２６

第
１
項

営
業

収
益

２８
９
，１
４４
，０
００

３
，２
４３
，０
００

２９
２
，３
８７
，０
００

０
０
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２
，３
８７
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００

２９
５
，６
９７
，４
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３
，３
１０
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２８
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ち
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び

地
方
消
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税
１４
，０
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２
項

営
業
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収
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３１
，８
８８
，０
００

４
，８
４７
，０
００
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，７
３５
，０
００

０
０
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，７
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，０
００

３９
，２
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，７
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２
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７０
，７
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う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

２０
６
，０
３５
円
）

第
３
項

特
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利
益

３０
，０
００

０
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，０
００

０
０

３０
，０
００

０
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３０
，０
００
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定
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額

継
続
費
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次

繰
越
額
合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

水
道
事
業
費
用

３０
３，
６１
９，
００
０

５，
７６
９，
００
０

０
０

０
３０
９，
３８
８，
００
０

０
０

３０
９，
３８
８，
００
０

２９
７，
４２
２，
８１
１

０
０

０
１１
，９６
５，
１８
９

第
１
項

営
業

費
用

２３
７，
１３
５，
００
０

５，
５０
２，
００
０

０
１２
，１２
３，
４６
９

０
２５
４，
７６
０，
４６
９

０
０

２５
４，
７６
０，
４６
９

２４
３，
５１
０，
５２
０

０
０

０
１１
，２４
９，
９４
９（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
３，
１６
５，
２８
０円

）
第
２
項

営
業
外
費
用

６５
，４５
４，
００
０

０
０
△
１１
，６７
５，
００
０

０
５３
，７７
９，
００
０

０
０

５３
，７７
９，
００
０

５３
，６５
３，
５１
６

０
０

０
１２
５，
４８
４

第
３
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特
別

損
失

３０
，００
０

２６
７，
００
０

０
０

０
２９
７，
００
０

０
０

２９
７，
００
０

２５
８，
７７
５

０
０

０
３８
，２２
５（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１２
，３２
２円

）
第
４
項

予
備

費
１，
００
０，
００
０

０
０
△

４４
８，
４６
９

０
５５
１，
５３
１

０
０

５５
１，
５３
１

０
０

０
０

５５
１，
５３
１
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額
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第
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入

１０
，０
００
，０
００

２０
３
，０
００

１０
，２
０３
，０
００

０
０

１０
，２
０３
，０
００
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，５
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，１
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１１
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３０

第
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項
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事
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３
，０
００
，０
００

３
，０
０３
，０
００

６
，０
０３
，０
００

０
０

６
，０
０３
，０
００

１７
，３
２４
，１
３０

１１
，３
２１
，１
３０
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

８０
３
，８
８０
円
）

第
２
項

出
資

金
７
，０
００
，０
００

△
２
，８
００
，０
００

４
，２
００
，０
００

０
０

４
，２
００
，０
００

４
，２
００
，０
００

０
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出
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分

予
算

額

決
算
額
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度
繰
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額
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用
額

備
考

当
初
予
算
額
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正
予
算
額
予
備
費
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額
流
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増
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額

地
方
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営
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業
法
第
２６
条
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額

継
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費
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次
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額
合

計

地
方
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業
法
第

２６
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額

継
続
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額
合

計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
支
出

１９
２，
８５
０，
００
０

３，
００
３，
００
０

０
０

０
０

１９
５，
８５
３，
００

１０
９，
９２
２，
６５
３

０
０

０
８５
，９３
０，
３４
７

第
１
項

建
設
改
良
費

１２
８，
３０
０，
００
０

３，
００
３，
００
０

０
０

０
０

１３
１，
３０
３，
００
０

６０
，３０
７，
２９
０

０
０

０
７０
，９９
５，
７１
０（
うち
，仮
払
消
費
税
及び

地
方
消
費
税
２，
８６
６，
４４
５円
）

第
２
項

企
業
債
償
還
金

６４
，５５
０，
００
０

０
０

０
０

０
６４
，５５
０，
００
０

４９
，６１
５，
３６
３

０
０

０
１４
，９３
４，
６３
７

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
８８
，３
９８
，５
２３
円
は
，当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
２
，０
６２
，５
６５
円
，過
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
５５
，６
３８
，１
７６
円
，当
年
度
損
益

勘
定
留
保
資
金
３０
，６
９７
，７
８２
円
で
補
て
ん
し
た
。
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平成１６年度小須戸町水道事業会計決算審査意見

第１ 審査の対象

平成１６年度小須戸町水道事業会計決算

平成１６年度小須戸町水道事業会計決算に関する証書

類，事業報告書及び政令で定めるその他の書類

なお，この決算において平成１６年度とは，平成１６年

４月１日から平成１７年３月２０日までの期間をいう。

第２ 審査の期間

平成１７年６月１日から平成１７年７月２９日

第３ 審査の方法

審査は，水道事業会計の決算書類が関係法令に準拠し

て作成されているか否か，並びにその企業の経営成績及

び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するた

め，決算書類と会計諸帳簿，証書類との照合及び事業関

係者に対する質問等の方法により行った。

第４ 審査の結果

審査に付された水道事業会計の決算書類は，関係法令

に準拠して作成されており，かつ，計数は経営成績及び

財政状態をおおむね適正に表示しているものと認めた。

第５ 所 見

１ 事業概況

当年度の業務状況については，給水人口が１万５２１人

で，給水戸数は３，４９７戸であり，配水量は前年度と比べ

て０．０４％減少している。

また，建設改良事業については，配水管布設工事及

び石綿管布設替工事を行ったほか，公共工事に伴う配

水管移設工事を実施した。

経営収支については，営業収益が２億８，１６４万円，営

業費用が２億４，０３４万円で，４，１２９万円の営業利益を計

上している。これに他会計負担金及び企業債利息など

を加減した全体の収支では，水道事業収益は３億２，０６

４万円，水道事業費用は２億９，４７２万円で，２，５９１万円の

純利益を計上した。

２ むすび

この決算は，新潟市との合併に伴う平成１７年３月２０

日までの変則的なものである。

前述のとおり，当年度の純利益は２，５９１万円であり，

昨年度よりも９３４万円多かった。その主な理由として，

費用面では職員の増に伴う人件費の増及び固定資産除

却費の増があったものの，収益面ではガス事業清算に

伴う他会計負担金収入のあったことが考えられる。
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，０
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０

１７
４
，３
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，０
００
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３３
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６９
，６
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２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

水
道
事
業
費
用

１７
６，
３０
０，
００
０

０
０

０
０

１７
６，
３０
０，
００
０

０
０

１７
６，
３０
０，
００
０

１３
４，
４３
３，
５８
６

０
０

０
４１
，８６
６，
４１
４

第
１
項

営
業

費
用

１３
８，
４７
１，
００
０

２４
，００
０

０
０

０
１３
８，
４９
５，
００
０

０
０

１３
８，
４９
５，
００
０

１１
５，
４４
０，
９６
１

０
０

０
２３
，０５
４，
０３
９（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
２，
３９
４，
９９
１円

）
第
２
項

営
業
外
費
用

１７
，１１
８，
００
０

０
０

０
０

１７
，１１
８，
００
０

０
０

１７
，１１
８，
００
０

１８
，１０
０，
００
１

０
０

０
△

９８
２，
００
１

第
３
項

特
別

損
失

２０
，００
０

０
０

０
０

２０
，００
０

０
０

２０
，００
０

８９
２，
６２
４

０
０

０
△

８７
２，
６２
４（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

５０
０円

）
第
４
項

予
備

費
２０
，６９
１，
００
０
△

２４
，００
０

０
０

０
２０
，６６
７，
００
０

０
０

２０
，６６
７，
００
０

０
０

０
０

２０
，６６
７，
００
０
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２
．
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２６
条
の
規

定
に
よ
る
繰
越

額
に
係
る
財
源

充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
収
入

２
，２
５０
，０
００

０
２
，２
５０
，０
００

０
０

２
，２
５０
，０
００

２
，０
４７
，５
００

△
２０
２
，５
００
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

９７
，５
００
円
）

第
１
項

工
事
負
担
金

２
，２
５０
，０
００

０
２
，２
５０
，０
００

０
０

２
，２
５０
，０
００

２
，０
４７
，５
００

△
２０
２
，５
００

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備
費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営
企

業
法
第
２６
条

の
規
定
に
よ

る
繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
の
規

定
に
よ
る

繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
支
出

６１
，５０
０，
００
０

０
０

０
０

０
６１
，５０
０，
００
０

５３
，７２
７，
０１
４

０
０

０
７，
７７
２，
９８
６

第
１
項

建
設
改
良
費

３０
，２０
８，
００
０

０
０

０
０

０
３０
，２０
８，
００
０

２８
，６５
７，
８２
１

０
０

０
１，
５５
０，
１７
９（
うち
，仮
払
消
費
税
及び

地
方
消
費
税
１，
３５
４，
９６
９円
）

第
２
項

企
業
債
償
還
金

３１
，２９
２，
００
０

０
０

０
０

０
３１
，２９
２，
００
０

２５
，０６
９，
１９
３

０
０

０
６，
２２
２，
８０
７

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
５１
，６
７９
，５
１４
円
は
，当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
１
，２
５７
，４
６９
円
，当
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
２２
，２
０９
，０
３２
円
，建
設
改
良
積

立
金
２８
，２
１３
，０
１３
円
で
補
て
ん
し
た
。
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平成１６年度横越町水道事業会計決算審査意見

第１ 審査の対象

平成１６年度横越町水道事業会計決算

平成１６年度横越町水道事業会計決算に関する証書

類，事業報告書及び政令で定めるその他の書類

なお，この決算において平成１６年度とは，平成１６年

４月１日から平成１７年３月２０日までの期間をいう。

第２ 審査の期間

平成１７年６月１日から平成１７年７月２９日

第３ 審査の方法

審査は，水道事業会計の決算書類が関係法令に準拠し

て作成されているか否か，並びにその企業の経営成績及

び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するた

め，決算書類と会計諸帳簿，証書類との照合及び事業関

係者に対する質問等の方法により行った。

第４ 審査の結果

審査に付された水道事業会計の決算書類は，関係法令

に準拠して作成されており，かつ，計数は経営成績及び

財政状態をおおむね適正に表示しているものと認めた。

第５ 所 見

１ 事業概況

当年度の業務状況については，給水人口が１万４５５人

で，給水戸数は３，６３４戸であり，配水量は前年度との比

較では３．１％減少している。

また，建設改良工事については，町内の３地域にお

いて計９８１mの配水管布設工事を行ったほか，消火栓

３基を設置した。

経営収支については，営業収益が１億６，９５７万円，営

業費用が１億１，３０４万円で，５，６５２万円の営業利益を計

上している。これに企業債利息及び過年度損益修正益

などを加減した全体の収支では，水道事業収益は１億

７，８３６万円，水道事業費用は１億２，７２２万円で，５，１１３万

円の純利益を計上した。

２ むすび

この決算は，新潟市との合併に伴う平成１７年３月２０

日までの変則的なものである。

そのため，配水量は通年より少ない日数分であった

のに対し，有収水量は検針サイクルにより例年どおり

１２か月分を経常できたことなどにより，有収率が前年

度より上昇している。

当年度は，前年度を１，４４２万円上回る５，１１３万円の純

利益を計上している。これは収益では給水収益が僅か

に減少したものの，費用では原水及び浄水費の受水費

が減少したほか，予定していた企業債利息の一部を合

併後の新潟市水道事業で支出したため不用額となった

ことなどによるものであると考えられる。
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Ⅰ
平
成
１６
年
度
亀
田
町
水
道
事
業
決
算
報
告
書

１
．
収
益
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２４
条
第
３

項
の
規
定
に
よ

る
支
出
額
に
係

る
財
源
充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

事
業

収
益

５３
０
，２
９９
，０
００

△
８
，９
０１
，０
００

５２
１
，３
９８
，０
００

０
０

５２
１
，３
９８
，０
００

５３
８
，４
８２
，６
８４

１７
，０
８４
，６
８４

第
１
項

営
業

収
益

５３
０
，１
４０
，０
００

△
９
，５
６８
，０
００

５２
０
，５
７２
，０
００

０
０

５２
０
，５
７２
，０
００

５３
４
，４
７３
，８
６５

１３
，９
０１
，８
６５
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
２５
，３
９０
，０
２９
円
）

第
２
項

営
業
外
収
益

１５
６
，０
００

６６
７
，０
００

８２
３
，０
００

０
０

８２
３
，０
００

４
，０
０８
，８
１９

３
，１
８５
，８
１９
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１５
４
，８
２６
円
）

第
３
項

特
別

利
益

３
，０
００

０
３
，０
００

０
０

３
，０
００

０
△

３
，０
００

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備

費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営

企
業
法
第

２４
条
第
３

項
の
規
定

に
よ
る
支

出
額

小
計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

事
業

費
４９
５，
３２
７，
００
０

３８
，６０
４，
００
０

０
０

０
５３
３，
９３
１，
００
０

０
０

５３
３，
９３
１，
００
０

５１
３，
０４
８，
９５
７

０
０

０
２０
，８８
２，
０４
３

第
１
項

営
業

費
用

４１
９，
６９
０，
００
０

３８
，６０
４，
００
０

０
０

０
４５
８，
２９
４，
００
０

０
０

４５
８，
２９
４，
００
０

４４
８，
１７
２，
３４
７

０
０

０
１０
，１２
１，
６５
３（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
８，
３０
９，
３７
７円

）
第
２
項

営
業
外
費
用

７５
，４３
３，
００
０

０
０

０
０

７５
，４３
３，
００
０

０
０

７５
，４３
３，
００
０

６４
，７３
０，
６０
１

０
０

０
１０
，７０
２，
３９
９

第
３
項

特
別

損
失

２０
３，
００
０

０
０

０
０

２０
３，
００
０

０
０

２０
３，
００
０

１４
６，
００
９

０
０

０
５６
，９９
１（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

６，
９３
８円

）
第
４
項

予
備

費
１，
００
０

０
０

０
０

１，
００
０

０
０

１，
００
０

０
０

０
０

１，
００
０
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２
．
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２６
条
の
規

定
に
よ
る
繰
越

額
に
係
る
財
源

充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
収
入

４８
，３
００
，０
００

△
１１
，３
００
，０
００

３７
，０
００
，０
００

０
０

３７
，０
００
，０
００

３７
，６
４１
，９
５１

６４
１
，９
５１

第
１
項

工
事
負
担
金

４８
，３
００
，０
００

△
１１
，３
００
，０
００

３７
，０
００
，０
００

０
０

３７
，０
００
，０
００

３７
，６
４１
，９
５１

６４
１
，９
５１
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
１
，７
９２
，４
７０
円
）

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備
費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営
企

業
法
第
２６
条

の
規
定
に
よ

る
繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
の
規

定
に
よ
る

繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
支
出

２１
４，
７３
３，
００
０

１，
５０
０，
００
０

０
０

０
０

２１
６，
２３
３，
００
０

２０
０，
８４
６，
１９
１

０
０

０
１５
，３８
６，
８０
９

第
１
項

建
設
改
良
費

１２
７，
０４
０，
００
０

１，
５０
０，
００
０

０
０

０
０

１２
８，
５４
０，
００
０

１２
７，
８４
９，
７８
０

０
０

０
６９
０，
２２
０（
うち
，仮
払
消
費
税
及び

地
方
消
費
税
６，
０３
６，
７５
０円
）

第
２
項

企
業
債
償
還
金

８７
，６９
３，
００
０

０
０

０
０

０
８７
，６９
３，
００
０

７２
，９９
６，
４１
１

０
０

０
１４
，６９
６，
５８
９

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
１６
３
，２
０４
，２
４０
円
は
，当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
４
，２
４４
，２
８０
円
，過
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
６６
，３
８５
，８
１０
円
，当
年
度
損
益

勘
定
留
保
資
金
９２
，５
７４
，１
５０
円
で
補
て
ん
し
た
。
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平成１６年度亀田町水道事業会計決算審査意見

第１ 審査の対象

平成１６年度亀田町水道事業会計決算

平成１６年度亀田町水道事業会計決算に関する証書

類，事業報告書及び政令で定めるその他の書類

なお，この決算において平成１６年度とは，平成１６年

４月１日から平成１７年３月２０日までの期間をいう。

第２ 審査の期間

平成１７年６月１日から平成１７年７月２９日

第３ 審査の方法

審査は，水道事業会計の決算書類が関係法令に準拠し

て作成されているか否か，並びにその企業の経営成績及

び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するた

め，決算書類と会計諸帳簿，証書類との照合及び事業関

係者に対する質問等の方法により行った。

第４ 審査の結果

審査に付された水道事業会計の決算書類は，関係法令

に準拠して作成されており，かつ，計数は経営成績及び

財政状態をおおむね適正に表示しているものと認めた。

第５ 所 見

１ 事業概況

当年度の業務状況については，給水人口が３万２，７７

９人で，給水戸数は１万１，０２３戸であり，配水量は前年

度との比較では２．１％減少している。

また，建設改良事業については，出水不良地域等の

配水管布設工事，経年管更新工事及び下水道関連工事

として配水管切り廻し工事を行い，合計で３，６１６mの

配水管布設工事を実施した。

経営収支については，営業収益が５億９０８万円，営業

費用が４億３，９８６万円で，６，９２２万円の営業利益を計上

している。これに雑収益及び企業債利息などを加減し

た全体の収支では，事業収益は５億１，２９３万円，事業費

は４億９，２２６万円で，２，０６７万円の純利益を計上した。

２ むすび

この決算は，新潟市との合併に伴う平成１７年３月２０

日までの変則的なものである。

そのため，配水量は通年より１１日少ない日数分で

あったのに対し，有収水量は３月検針が未実施のため

４月から２月までの１１か月分となったことにより，有

収率が前年度より低下している。

当年度は，前年度より３，３２６万円少ない２，０６７万円の

純利益を計上している。これは，収益においてこの３

月検針未実施により給水収益が減少し，費用では予定

していた企業債利息の一部が合併後の新潟市水道事業

で支出したため不用額となったものの，合併関連の委

託料等が増となったことなどによるものであると考え

られる。
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Ⅰ
平
成
１６
年
度
岩
室
村
水
道
事
業
決
算
報
告
書

１
．
収
益
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２４
条
第
３

項
の
規
定
に
よ

る
支
出
額
に
係

る
財
源
充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

事
業

収
益

３４
９
，８
３４
，０
００

９５
３
，０
００

３５
０
，７
８７
，０
００

０
０

３５
０
，７
８７
，０
００

３４
９
，８
３３
，８
２７

△
９５
３
，１
７３

第
１
項

営
業

収
益

３４
９
，８
３０
，０
００

８７
２
，０
００

３５
０
，７
０２
，０
００

０
０

３５
０
，７
０２
，０
００

３４
９
，４
７１
，５
９５

△
１
，２
３０
，４
０５
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
１６
，５
９８
，８
５５
円
）

第
２
項

営
業
外
収
益

２
，０
００

８１
，０
００

８３
，０
００

０
０

８３
，０
００

３６
２
，２
３２

２７
９
，２
３２
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１
，９
９２
円
）

第
３
項

特
別

利
益

２
，０
００

０
２
，０
００

０
０

２
，０
００

０
△

２
，０
００

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備

費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営

企
業
法
第

２４
条
第
３

項
の
規
定

に
よ
る
支

出
額

小
計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

事
業

費
２９
４，
８３
４，
００
０

４，
９０
１，
００
０

０
０

０
２９
９，
７３
５，
００
０

０
０

２９
９，
７３
５，
００
０

２７
５，
９６
０，
４４
０

０
０

０
２３
，７７
４，
５６
０

第
１
項

営
業

費
用

２２
３，
５９
４，
００
０

４，
９０
１，
００
０

０
０

０
２２
８，
４９
５，
００
０

０
０

２２
８，
４９
５，
００
０

２２
１，
２５
３，
９８
０

０
０

０
７，
２４
１，
０２
０（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
３，
１４
３，
７５
３円

）
第
２
項

営
業
外
費
用

６５
，０２
０，
００
０

０
０

０
０

６５
，０２
０，
００
０

０
０

６５
，０２
０，
００
０

５４
，２９
５，
４６
０

０
０

０
１０
，７２
４，
５４
０

第
３
項

特
別

損
失

２，
００
０

０
０

０
０

２，
００
０

０
０

２，
００
０

４１
１，
００
０

０
０

０
△

４０
９，
００
０（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１９
，５０
０円

）
第
４
項

予
備

費
６，
２１
８，
００
０

０
０

０
０

６，
２１
８，
００
０

０
０

６，
２１
８，
００
０

０
０

０
０

６，
２１
８，
００
０
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２
．
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２６
条
の
規

定
に
よ
る
繰
越

額
に
係
る
財
源

充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
収
入

２８
，８
２２
，０
００

４
，８
６４
，０
００

３３
，６
８６
，０
００

０
０

３３
，６
８６
，０
００

２３
，４
１９
，１
５０

△
１０
，２
６６
，８
５０

第
１
項

寄
付

金
１
，０
００

０
１
，０
００

０
０

１
，０
００

０
△

１
，０
００

第
２
項

負
担

金
２８
，８
２０
，０
００

４
，８
６４
，０
００

３３
，６
８４
，０
００

０
０

３３
，６
８４
，０
００

２３
，４
１９
，１
５０

△
１０
，２
６４
，８
５０
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

３８
７
，１
５０
円
）

第
３
項

保
険

金
１
，０
００

０
１
，０
００

０
０

１
，０
００

０
△

１
，０
００

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備
費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営
企

業
法
第
２６
条

の
規
定
に
よ

る
支
出
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
の
規

定
に
よ
る

繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
支
出

３０
０，
１１
０，
００
０

３１
，０７
０，
００
０

０
０

０
０

３３
１，
１８
０，
００
０

２８
２，
９１
０，
９２
８

０
０

０
４８
，２６
９，
０７
２

第
１
項

建
設
改
良
費

２４
０，
２３
５，
００
０

３１
，０７
０，
００
０

０
０

０
０

２７
１，
３０
５，
００
０

２３
６，
０５
７，
６４
７

０
０

０
３５
，２４
７，
３５
３（
うち
，仮
払
消
費
税
及び

地
方
消
費
税
１１
，１４
９，
２２
７円
）

第
２
項

企
業
債
償
還
金

５９
，８７
５，
００
０

０
０

０
０

０
５９
，８７
５，
００
０

４６
，８５
３，
２８
１

０
０

０
１３
，０２
１，
７１
９

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
２５
９
，４
９１
，７
７８
円
は
，当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
１０
，０
３２
，２
８７
円
，過
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
４１
，６
９３
，７
１９
円
，当
年
度
損

益
勘
定
留
保
資
金
８７
，７
５６
，４
７１
円
，
建
設
改
良
積
立
金
１２
０
，０
０９
，３
０１
円
で
補
て
ん
し
た
。
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平成１６年度岩室村水道事業会計決算審査意見

第１ 審査の対象

平成１６年度岩室村水道事業会計決算

平成１６年度岩室村水道事業会計決算に関する証書

類，事業報告書及び政令で定めるその他の書類

なお，この決算において平成１６年度とは，平成１６年

４月１日から平成１７年３月２０日までの期間をいう。

第２ 審査の期間

平成１７年６月１日から平成１７年７月２９日

第３ 審査の方法

審査は，水道事業会計の決算書類が関係法令に準拠し

て作成されているか否か，並びにその企業の経営成績及

び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するた

め，決算書類と会計諸帳簿，証書類との照合及び事業関

係者に対する質問等の方法により行った。

第４ 審査の結果

審査に付された水道事業会計の決算書類は，関係法令

に準拠して作成されており，かつ，計数は経営成績及び

財政状態をおおむね適正に表示しているものと認めた。

第５ 所 見

１ 事業概況

当年度の業務状況については，給水人口が９，８７９人

で，給水戸数は２，８７１戸であり，配水量は中越地震によ

る観光客の減少等により，前年に比べ１０．０％の減と

なっている。

また建設改良事業については，老朽石綿管の布設替

えを行ったほか，送水・配水ポンプの取替・整備等を

実施した。

経営収支については，営業収益が３億３，２８７万円，営

業費用が２億１，８１１万円で１億１，４７６万円の営業利益を

計上している。これに企業債利息等を加減した全体の

収支では，事業収益が３億３，３２３万円，事業費が２億６，

９５３万円で６，３６９万円の純利益を計上した。

２ むすび

この決算は，新潟市との合併に伴う平成１７年３月２０

日までの変則的なものである。

当年度は純利益６，３６９万円を計上している。これは，

収益面で中越地震による観光客の減少等により給水収

益が減少したものの，費用面で全般的に経費削減に努

めたことにより前年並の純利益を計上したものと考え

られる。
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Ⅰ
平
成
１６
年
度
西
川
町
水
道
事
業
決
算
報
告
書

１
．
収
益
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２４
条
第
３

項
の
規
定
に
よ

る
支
出
額
に
係

る
財
源
充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

水
道
事
業
収
益

２９
２
，４
９０
，０
００

０
２９
２
，４
９０
，０
００

０
０

２９
２
，４
９０
，０
００

２８
７
，７
９９
，１
０３

△
４
，６
９０
，８
９７

第
１
項

営
業

収
益

２８
９
，６
５２
，０
００

０
２８
９
，６
５２
，０
００

０
０

２８
９
，６
５２
，０
００

２８
４
，７
９６
，５
２２

△
４
，８
５５
，４
７８
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
１３
，４
９８
，５
６１
円
）

第
２
項

営
業
外
収
益

２
，８
３８
，０
００

０
２
，８
３８
，０
００

０
０

２
，８
３８
，０
００

３
，０
０２
，５
８１

１６
４
，５
８１
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

８５
，３
５１
円
）

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備

費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営

企
業
法
第

２４
条
第
３

項
の
規
定

に
よ
る
支

出
額

小
計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

水
道
事
業
費
用

２７
１，
０９
９，
００
０

７，
９７
５，
００
０

０
０

０
２７
９，
０７
４，
００
０

０
０

２７
９，
０７
４，
００
０

２８
１，
０６
４，
４４
６

０
０

０
△
１，
９９
０，
４４
６

第
１
項

営
業

費
用

２１
４，
０６
９，
００
０

７，
９７
５，
００
０

０
△

２，
３８
２，
２０
０

０
２１
９，
６６
１，
８０
０

０
０

２１
９，
６６
１，
８０
０

２２
９，
４０
０，
２０
８

０
０

０
△
９，
７３
８，
４０
８（
うち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
３，
３０
６，
６５
０円

）
第
２
項

営
業
外
費
用

５６
，４３
０，
００
０

０
０

２，
３８
２，
２０
０

０
５８
，８１
２，
２０
０

０
０

５８
，８１
２，
２０
０

５１
，６６
４，
２３
８

０
０

０
７，
１４
７，
９６
２

第
３
項

予
備

費
６０
０，
００
０

０
０

０
０

６０
０，
００
０

０
０

６０
０，
００
０

０
０

０
０

６０
０，
００
０
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２
．
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２６
条
の
規

定
に
よ
る
繰
越

額
に
係
る
財
源

充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
収
入

１０
４
，６
１０
，０
００

０
１０
４
，６
１０
，０
００

０
０

１０
４
，６
１０
，０
００

１０
１
，９
４４
，８
８６

△
２
，６
６５
，１
１４

第
１
項

企
業

債
４２
，０
００
，０
００

０
４２
，０
００
，０
００

０
０

４２
，０
００
，０
００

３８
，１
００
，０
００

△
３
，９
００
，０
００

第
２
項

負
担

金
５２
，４
８８
，０
００

０
５２
，４
８８
，０
００

０
０

５２
，４
８８
，０
００

５３
，７
２２
，８
８６

１
，２
３４
，８
８６
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１３
６
，５
００
円
）

第
３
項

国
庫
補
助
金

１０
，１
２２
，０
００

０
１０
，１
２２
，０
００

０
０

１０
，１
２２
，０
００

１０
，１
２２
，０
００

０

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備
費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営
企

業
法
第
２６
条

の
規
定
に
よ

る
繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
の
規

定
に
よ
る

繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本
的
支
出

２５
６，
２４
３，
００
０

０
０

０
０

０
２５
６，
２４
３，
００
０

１９
５，
９２
４，
３６
２

０
０

０
６０
，３１
８，
６３
８

第
１
項

建
設
改
良
費

１７
８，
９０
２，
００
０

０
０

０
０

０
１７
８，
９０
２，
００
０

１３
１，
５８
３，
６２
０

０
０

０
４７
，３１
８，
３８
０（
うち
，仮
払
消
費
税
及び

地
方
消
費
税
６，
０５
２，
４３
８円
）

第
２
項

企
業
債
償
還
金

７７
，３４
１，
００
０

０
０

０
０

０
７７
，３４
１，
００
０

６４
，３４
０，
７４
２

０
０

０
１３
，００
０，
２５
８

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
９３
，９
７９
，４
７６
円
は
，当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
３
，１
１２
，７
６９
円
，過
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
４７
，８
０９
，６
６５
円
，当
年
度
損
益

勘
定
留
保
資
金
３６
，０
５７
，０
４２
円
，
建
設
改
良
積
立
金
７
，０
００
，０
００
円
で
補
て
ん
し
た
。
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平成１６年度西川町水道事業会計決算審査意見

第１ 審査の対象

平成１６年度西川町水道事業会計決算

平成１６年度西川町水道事業会計決算に関する証書

類，事業報告書及び政令で定めるその他の書類

なお，この決算において平成１６年度とは，平成１６年

４月１日から平成１７年３月２０日までの期間をいう。

第２ 審査の期間

平成１７年６月１日から平成１７年７月２９日

第３ 審査の方法

審査は，水道事業会計の決算書類が関係法令に準拠し

て作成されているか否か，並びにその企業の経営成績及

び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するた

め，決算書類と会計諸帳簿，証書類との照合及び事業関

係者に対する質問等の方法により行った。

第４ 審査の結果

審査に付された水道事業会計の決算書類は，関係法令

に準拠して作成されており，かつ，計数は経営成績及び

財政状態をおおむね適正に表示しているものと認めた。

第５ 所 見

１ 事業概況

当年度の業務状況については，給水人口が１万２，６０

７人で，給水戸数は４，１０３戸であり，配水量は前年度と

比べて２．７％増加している。

また建設改良事業については，地域住民の供給不安

の解消と安定供給のため前年度に引き続き水道老朽管

敷設替事業を行ったほか，老朽化している原水濁度計

及び残留塩素計の更新工事を実施した。

経常収支については，営業収益が２億７，１２９万円，営

業費用が２億２，８７９万円で，４，２５０万円の営業利益を計

上している。これに雑収益及び企業債利息などを加減

した全体の収支では，水道事業収益は２億７，４２１万円，

水道事業費用は２億７，３４３万円で，７８万円の純利益を計

上した。

２ むすび

この決算は，新潟市との合併に伴う３月２０日までの

変則的なものである。

当年度は，７８万円の純利益を計上したが，これは費

用面では，セーフティータワー（給水塔）３基の除却

により営業費用が予算額を上回る執行となったもの

の，収益面で，用地の貸付料等の新たな営業外収益が

あったことによるものである。
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支
出

（
単
位
：
円
）

区
分

予
算

額

決
算
額

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備
費

支
出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営

企
業
法
第

２４
条
第
３

項
の
規
定

に
よ
る
支

出
額

小
計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

合
計

第
１
款

水
道
事
業
費
用

２５
３，
６５
６，
００
０

０
０

０
０

２５
３，
６５
６，
００
０

０
２５
３，
６５
６，
００
０

２３
９，
７６
６，
４０
７

０
１３
，８８
９，
５９
３

決
算
額
の
内
，
仮
払
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
２
，３
７４
，８
００

第
１
項

営
業

費
用

１８
７，
０８
７，
００
０

０
０

０
０

１８
７，
０８
７，
００
０

０
１８
７，
０８
７，
００
０

１８
１，
６９
９，
３８
３

０
５，
３８
７，
６１
７

決
算
額
の
内
，
仮
払
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
２
，３
６１
，３
０６

第
２
項

営
業
外
費
用

６６
，３０
９，
００
０

０
０

０
０

６６
，３０
９，
００
０

０
６６
，３０
９，
００
０

５８
，０６
７，
０２
４

０
８，
２４
１，
９７
６

決
算
額
の
内
，
仮
払
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税

１３
，４
９４

第
３
項

特
別

損
失

１６
０，
００
０

０
０

０
０

１６
０，
００
０

０
１６
０，
００
０

０
０

１６
０，
００
０

第
４
項

予
備

費
１０
０，
００
０

０
０

０
０

１０
０，
００
０

０
１０
０，
００
０

０
０

１０
０，
００
０

Ⅰ
平
成
１６
年
度
中
之
口
村
潟
東
村
上
水
道
企
業
団
水
道
事
業
会
計
決
算
報
告
書

１
収
益
的
収
入
及
び
支
出

収
入

（
単
位
：
円
）

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

地
方
公
営
企
業
法

第
２４
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
る
支
出

額
に
係
る
財
源
充

当
額

合
計

第
１
款

水
道
事
業
収
益

２９
２
，１
５８
，０
００

０
０

２９
２
，１
５８
，０
００

３０
０
，７
４１
，８
７７

８
，５
８３
，８
７７

決
算
額
の
内
，
仮
受
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
１４
，１
０７
，６
５０

第
１
項

営
業

収
益

２９
０
，８
００
，０
００

０
０

２９
０
，８
００
，０
００

２９
９
，３
０４
，７
６７

８
，５
０４
，７
６７

決
算
額
の
内
，
仮
受
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
１４
，１
０３
，４
８０

第
２
項

営
業
外
収
益

１
，３
３８
，０
００

０
０

１
，３
３８
，０
００

１
，４
３７
，１
１０

９９
，１
１０

決
算
額
の
内
，
仮
受
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税

４
，１
７０

第
３
項

特
別

利
益

２０
，０
００

０
０

２０
，０
００

０
△

２０
，０
００
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支
出

（
単
位
：
円
）

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
流

用
増
減
額
小

計

地
方
公
営
企

業
法
第
２６
条

の
規
定
に
よ

る
繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
の
規

定
に
よ
る

繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額
合

計

第
１
款

資
本
的
支
出

１１
５，
９５
３，
００
０

１２
，１０
０，
００
０

０
１２
８，
０５
３，
００
０

０
０

１２
８，
０５
３，
００
０

１２
０，
３１
８，
０９
５

０
０

０
７，
７３
４，
９０
５

決
算
額
の
内
，仮
払
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
３，
８４
６，
２４
２

第
１
項

建
設
改
良
費

７４
，３０
３，
００
０

１２
，１０
０，
００
０

０
８６
，４０
３，
００
０

０
０

８６
，４０
３，
００
０

８５
，６９
８，
０２
２

０
０

０
７０
４，
９７
８

決
算
額
の
内
，仮
払
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
３，
８４
６，
２４
２

第
２
項

企
業
債
償
還
金

４１
，６５
０，
００
０

０
０

４１
，６５
０，
００
０

０
０

４１
，６５
０，
００
０

３４
，６２
０，
０７
３

０
０

０
７，
０２
９，
９２
７

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
９７
，７
８２
，４
９５
円
は
，当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
２
，７
７３
，１
１８
円
，当
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
６８
，３
２８
，３
８７
円
，減
債
積

立
金
３
，０
００
，０
００
円
，
建
設
改
良
積
立
金
２３
，６
８０
，９
９０
円
で
補
て
ん
し
た
。

２
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
入

（
単
位
：
円
）

区
分

予
算

額

決
算
額

予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２６
条
の
規

定
に
よ
る
繰
越

額
に
係
る
財
源

充
当
額

継
続
費
逓
次

繰
越
額
に
係
る

財
源
充
当
額

合
計

第
１
款

資
本
的
収
入

１１
，０
１０
，０
００

１１
，５
００
，０
００

２２
，５
１０
，０
００

０
０

２２
，５
１０
，０
００

２２
，５
３５
，６
００

２５
，６
００

決
算
額
の
内
，
仮
受
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税

０
第
１
項

固
定
資
産
売
却
代
金

１０
，０
００

０
１０
，０
００

０
０

１０
，０
００

０
△

１０
，０
００

決
算
額
の
内
，
仮
受
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税

０
第
２
項

工
事
負
担
金

１１
，０
００
，０
００

１１
，５
００
，０
００

２２
，５
００
，０
００

０
０

２２
，５
００
，０
００

２２
，５
３５
，６
００

３５
，６
００
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一般廃棄物処理手数料収納事務委託 収納事務

委託区域住 所 氏 名

牡丹山１丁目２７番２０号 小松原孝雄 牡 丹 山
第 八 区

平成１６年度中之口村潟東村上水道企業団

水道事業会計決算審査意見

第１ 審査の対象

平成１６年度中之口村潟東村上水道企業団水道事業会

計決算

平成１６年度中之口村潟東村上水道企業団水道事業会

計決算に関する証書類，事業報告書及び政令で定める

その他の書類

なお，この決算において平成１６年度とは，平成１６年

４月１日から平成１７年３月２０日までの期間をいう。

第２ 審査の期間

平成１７年６月１日から平成１７年７月２９日

第３ 審査の方法

審査は，水道事業会計の決算書類が関係法令に準拠し

て作成されているか否か，並びにその企業の経営成績及

び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するた

め，決算書類と会計諸帳簿，証書類との照合及び事業関

係者に対する質問等の方法により行った。

第４ 審査の結果

審査に付された水道事業会計の決算書類は，関係法令

に準拠して作成されており，かつ，計数は経営成績及び

財政状態をおおむね適正に表示しているものと認めた。

第５ 所 見

１ 事業概況

当年度の業務状況については，給水人口が１万２，９１０

人で，給水戸数が３，４０４戸であり，配水量は１８４万６，５９７

�で前年に比べ０．９％の減となっている。
また建設改良事業については，老朽配水管の布設替

等を実施した。

経営収支については，営業収益が２億８，５２０万円，営

業費用が１億７，９３３万円で１億５８６万円の営業利益を計

上している。これに企業債利息等を加減した全体の収

支では，水道事業収益が２億８，６６３万円，水道事業費用

が２億２，８６１万円で５，８０２万円の純利益を計上した。

２ むすび

この決算は，新潟市との合併に伴う平成１７年３月２０

日までの変則的なものである。

当年度は純利益５，８０２万円を計上している。これは，

合併に伴い支払利息等が減少したことによるものと考

えられる。

新潟市告示第４２２号

消防事務の受託の廃止について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項

の規定により，巻町から受託した新潟市と巻町との消防

事務の委託を廃止するものとする。

平成１７年１０月３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

廃止の時期 平成１７年１０月１０日

新潟市告示第４２３号

一般廃棄物処理手数料収納事務委託契約の解除

について

一般廃棄物処理手数料収納事務委託者が平成１７年９月

１日付けで、次のとおり解除になったので地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項に基づき告示

します。

平成１７年１０月３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４２４号

教育に関する事務の受託の廃止について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項

の規定により，巻町から受託した新潟市と巻町との教育

に関する事務の委託を廃止するものとする。

廃止の時期 平成１７年１０月１０日

平成１７年１０月３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４２５号

新潟地域広域市町村圏協議会の廃止について

平成１７年１０月９日限りで新潟地域広域市町村圏協議会

を廃止することとしたので，地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２５２条の６の規定により告示する。

平成１７年１０月３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４２６号

新潟市・巻町合併協議会の廃止について

平成１７年１０月９日限りで新潟市・巻町合併協議会を廃

止することとしたので，地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の６の規定により告示する。

平成１７年１０月３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４２７号

住民票の職権消除について
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住 所 氏 名

１ 内野町６８０２番地２０ 大島 敬弘

２ 紫竹５丁目６番２０号 宮田 利雄

３ 東中野山２丁目４番２５号 一谷収作行

４ 紫竹４丁目７番２０号 殖栗十四一

５ 和合町３丁目７番１６号 下沢 孝夫

６ 有明町５番１４号 國分 守

路 線 名 区 間 供用開始
年 月 日

横 越 １ －
２６３号 線

新潟市横越上町５丁目４５５番１地先から
新潟市横越上町５丁目５５１番５地先まで

平成１７年
１０月５日

住民基本台帳法第８条および同法施行令第１２条第４項の

規定に基づき告示します。

平成１７年１０月５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 職権消除日

平成１７年９月２２日

２ 職権消除対象者の住所・氏名

別紙名簿のとおり

職権消除対象者名簿一覧表

新潟市告示第４２８号

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

及び新潟市ひまわりクラブ条例第１２条の規定に基づき，

公の施設に係る指定管理者の指定を行ったので，下記の

とおり告示する。

平成１７年１０月５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

１ 指定管理者の名称

社会福祉法人 巻町社会福祉協議会

２ 管理を行わせる施設の名称及び位置

巻北ひまわりクラブ 新潟市巻乙１６０６番地１

漆山ひまわりクラブ 新潟市漆山２６４８番地

松野尾ひまわりクラブ 新潟市松野尾３０３２番地５

巻南ひまわりクラブ 新潟市堀山新田１３０１番地

３ 管理を行わせる期間

平成１７年１０月１０日から平成２０年３月３１日まで

新潟市告示第４２９号

市道路線の供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４３０号

事務の委託の廃止について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項

の規定により，巻町から受託した巻町と新潟市との戸籍

事務の電子計算機処理による管理に関する事務の委託を

廃止するので同条第３項の規定により告示する。

平成１７年１０月７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

廃止の時期 平成１７年１０月１０日

新潟市告示第４３１号

放置自転車等の撤去・保管について

新潟市自転車等放置防止条例第９条第２項の規定によ

り，放置自転車等を下記のとおり撤去し，保管したので

同条例第１１条第１項の規定により告示する。

平成１７年１０月７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 放 置 場 所 新潟駅万代口周辺

２ 撤 去 台 数 自転車 １３８台

３ 撤 去 年 月 日 平成１７年９月１日から

平成１７年９月３０日まで

４ 保管返還場所 自転車等保管所

（新潟市花園２丁目５４番地先）

５ 保 管 期 間 平成１７年１０月８日から

平成１８年４月７日まで

６ 返還日及び時間 月曜日から金曜日（但し，国民の

祝日に関する法律 に規定する休

日及び１２月２９日から翌年の１月３

日までの日は除く。）

午前９時から午後５時まで。

７ 返還に必要なもの

� 運転免許証・健康保険証，その他身分を証明でき

るもの。

� 自転車等の鍵又は保証書，その他返還を受けよう

とする自転車利用者等であることを証明できるも

の。

� 印 鑑

� 撤去保管に要する費用

自転車 １，０００円

なお，この告示にかかる自転車等で，上記保管期間経

過後においても利用者等の引取がないものは，新潟市自

転車等放置防止条例第１１条第２項の規定に基づき本市に

おいて処分する。
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巻１区第１住宅 全ての住宅 ０．８２

巻１区第２住宅 全ての住宅 ０．９０

巻１２区住宅 全ての住宅 ０．８７

巻１３区第１住宅 全ての住宅 ０．９０

巻１３区第２住宅 全ての住宅 ０．９１

巻１３区第３住宅 全ての住宅 ０．９５

赤鏥住宅 全ての住宅 ０．７５

前田住宅 全ての住宅 ０．８５

天神住宅 全ての住宅 ０．７１

名 称 所 在 地 種 別 指定地域

菖蒲塚古墳
竹野町２６６６－１
他

史 跡
史跡指定
地域内

区域の区分 規 制 地 域

Ａ 区 域 別図１，２，３及び４のとおり

Ｂ 区 域 別図２，３及び４のとおり

第 １ 種 区 域 別図５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，
１６，１７，２０，２１，２２，２４及び２５のとおり

第 ２ 種 区 域 別図５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，
１６，１７，１８，１９，２０，２１，２２，２４及び２５の
とおり

第 ３ 種 区 域 別図５，６，７，８，９，１０，１２，１３，１５，１７，２３，
２４及び２５のとおり

第一種区域 都市計画法第８条第１項第１号の規定による第一種低
層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び同項第
７号の規定による風致地区並びに寺地の一部の区域

第二種区域 都市計画法第８条第１項第１号の規定による第一種中
高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一
種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び立仏の
一部、鳥原の一部、金巻の一部、鰺潟の一部、鰺潟一
丁目の一部、和泉の一部、上新田の一部、神屋の一部、
北田中の一部、小坂の一部、十五間の一部、上下諏訪
木の一部、七軒の一部、白根の一部、白根ノ内七軒の
一部、高井興野の一部、高井東一丁目、高井東二丁目
の一部、高井東三丁目、戸頭の一部、新飯田の一部、
根岸の一部、能登の一部、白根古川の一部、保坂の一
部、浦ノ入の一部、木崎の一部、樋ノ入の一部、小須
戸の一部、横越上町一丁目の一部、横越の一部、亀田
早通一丁目、亀田早通二丁目、川崎の一部、�の一部、
善光寺の一部、曽根の一部、旗屋の一部、槇島の一部、
西松崎の一部、味方の一部、居宿の一部、大倉の一部、
大倉新田の一部、山王の一部、山王新田の一部、西白
根の一部、七穂の一部、吉江の一部、吉田新田の一部、
潟浦新の一部、上小吉の一部、高野宮の一部、河間の
一部、小吉の一部、中之口の一部、東小吉の一部、東
船越の一部、三ツ門の一部、門田の一部、赤鏥の一部、
巻の一部並びに割前の一部の区域

第三種区域 都市計画法第８条第１項第１号の規定による近隣商業
地域、商業地域、準工業地域及び寺地の一部、山田の
一部、鳥原の一部、大野町の一部、鰺潟の一部、上塩
俵の一部、上新田の一部、神屋の一部、小坂の一部、
小蔵子の一部、七軒の一部、下塩俵の一部、十五間の
一部、南田中の一部、戸頭の一部、中塩俵の一部、新
飯田の一部、根岸の一部、白根古川の一部、保坂の一
部、木崎の一部、豊栄笹山の一部、小須戸の一部、横
越上町一丁目の一部、曽根の一部、旗屋の一部、居宿
の一部、西白根の一部、高野宮の一部、小吉の一部、
中之口長場の一部、針ヶ曽根の一部、東小吉の一部、
門田の一部並びに六分の区域

新潟市告示第４３２号

新潟市営住宅の利便性係数について（平成９年９月３０

日告示第２１２号）の一部を次のように改める。

なお，この改正規定は，平成１７年１０月１０日から施行す

る。

平成１７年１０月７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

表に次のように加える。

新潟市告示第４３３号

新潟市屋外広告物条例に基づく禁止地域の指定

について

新潟市屋外広告物条例（平成７年新潟市条例第５９号）

第７条の規定により禁止地域を次のとおり指定する。

平成１７年１０月１０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 新潟市屋外広告物条例第７条の規定に基づき，屋外

広告物等を表示し，又は設置してはならない地域又は

場所を次のように指定する。

� 同条第１項第２号の規定によるもの

新潟市告示第４３４号

悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号）第３条及び第４条

の規定に基づく悪臭規制地域の指定及び規制基準の設定

について（平成１７年新潟市告示第９３号）の一部を次のと

おり改正する。

平成１７年１０月１０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 規制する地域の欄を次のように改める

新潟市告示第４３５号

騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）第３条第１項の規

定により，騒音規制法による騒音規制地域の指定（平成

１２年新潟市告示第５９号）の一部を次のとおり改正する。

平成１７年１０月１０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 規制する地域の欄を次のように改める。

１ 規制する地域
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第四種区域 都市計画法第８条第１項第１号の規定による工業地域
及び内島見の一部、木崎の一部、豊栄笹山の一部、樋
ノ入の一部、赤鏥の一部、安尻の一部並びに下和納の
一部の区域

ａ 区域 都市計画法第８条第１項第１号の規定による第一種低
層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中
高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び同
項第７号の規定による風致地区，寺地の一部、亀田早
通一丁目、亀田早通二丁目、�の一部、赤鏥の一部、
巻の一部並びに割前の一部の区域

ｂ 区域 都市計画法第８条第１項第１号の規定による第一種住
居地域、第二種住居地域、準住居地域及び立仏の一部、
鳥原の一部、金巻の一部、鰺潟の一部、鰺潟一丁目の
一部、和泉の一部、上新田の一部、神屋の一部、北田
中の一部、小坂の一部、十五間の一部、上下諏訪木の
一部、七軒の一部、白根の一部、白根ノ内七軒の一部、
高井興野の一部、高井東一丁目、高井東二丁目の一部、
高井東三丁目、戸頭の一部、新飯田の一部、根岸の一
部、能登の一部、白根古川の一部、保坂の一部、浦ノ
入の一部、木崎の一部、樋ノ入の一部、小須戸の一部、
横越上町一丁目の一部、横越の一部、川崎の一部、�
の一部、善光寺の一部、曽根の一部、旗屋の一部、槇
島の一部、西松崎の一部、味方の一部、居宿の一部、
大倉の一部、大倉新田の一部、山王の一部、山王新田
の一部、西白根の一部、七穂の一部、吉江の一部、吉
田新田の一部、潟浦新の一部、上小吉の一部、高野宮
の一部、河間の一部、小吉の一部、中之口の一部、東
小吉の一部、東船越の一部、三ツ門の一部並びに門田
の一部の区域

ｃ 区域 都市計画法第８条第１項第１号の規定による近隣商業
地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び寺地の一
部、山田の一部、鳥原の一部、大野町の一部、鰺潟の
一部、上塩俵の一部、上新田の一部、神屋の一部、小
坂の一部、小蔵子の一部、七軒の一部、下塩俵の一部、
十五間の一部、南田中の一部、戸頭の一部、中塩俵の
一部、新飯田の一部、根岸の一部、白根古川の一部、
保坂の一部、内島見の一部、木崎の一部、豊栄笹山の
一部、樋ノ入の一部、小須戸の一部、横越上町一丁目
の一部、曽根の一部、旗屋の一部、居宿の一部、西白
根の一部、高野宮の一部、小吉の一部、中之口長場の
一部、針ヶ曽根の一部、東小吉の一部、門田の一部、
六分、赤鏥の一部、安尻の一部並びに下和納の一部の
区域

第一種区域 都市計画法第８条第１項第１号の規定による第一種低
層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中
高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一
種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び同項第
７号の規定による風致地区、寺地の一部、立仏の一部、
鳥原の一部、金巻の一部、鰺潟の一部、鰺潟一丁目の
一部、和泉の一部、上新田の一部、神屋の一部、北田
中の一部、小坂の一部、十五間の一部、上下諏訪木の
一部、七軒の一部、白根の一部、白根ノ内七軒の一部、
高井興野の一部、高井東一丁目、高井東二丁目の一部、
高井東三丁目、戸頭の一部、新飯田の一部、根岸の一
部、能登の一部、白根古川の一部、保坂の一部、浦ノ
入の一部、木崎の一部、樋ノ入の一部、小須戸の一部、
横越上町一丁目の一部、横越の一部、亀田早通一丁目、
亀田早通二丁目、川崎の一部、�の一部、善光寺の一
部、曽根の一部、旗屋の一部、槇島の一部、西松崎の
一部、味方の一部、居宿の一部、大倉の一部、大倉新
田の一部、山王の一部、山王新田の一部、西白根の一
部、七穂の一部、吉江の一部、吉田新田の一部、潟浦
新の一部、上小吉の一部、高野宮の一部、河間の一部、
小吉の一部、中之口の一部、東小吉の一部、東船越の
一部、三ツ門の一部、門田の一部、赤鏥の一部、巻の
一部並びに割前の一部の区域

第二種区域 都市計画法第８条第１項第１号の規定による近隣商業
地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び寺地の一
部、山田の一部、鳥原の一部、大野町の一部、鰺潟の
一部、上塩俵の一部、上新田の一部、神屋の一部、小
坂の一部、小蔵子の一部、七軒の一部、下塩俵の一部、
十五間の一部、南田中の一部、戸頭の一部、中塩俵の
一部、新飯田の一部、根岸の一部、白根古川の一部、
保坂の一部、内島見の一部、木崎の一部、豊栄笹山の
一部、樋ノ入の一部、小須戸の一部、横越上町一丁目
の一部、曽根の一部、旗屋の一部、居宿の一部、西白
根の一部、高野宮の一部、小吉の一部、中之口長場の
一部、針ヶ曽根の一部、東小吉の一部、門田の一部、
六分、赤鏥の一部、安尻の一部並びに下和納の一部の
区域

新潟市告示第４３６号

騒音規制法第１７条第１項の規定に基づく指定地域内に

おける自動車騒音の限度を定める総理府令（平成１２年総

理府令第１５号）備考１により市長が定める自動車騒音に

係る区域の指定（平成１２年新潟市告示第６０号）の一部を

次のとおり改正する。

平成１７年１０月１０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 区域の欄を次のように改める。

１ 区域

新潟市告示第４３７号

振動規制法（昭和５１年法律第６４号）第３条第１項の規

定により，振動規制法による振動規制地域の指定（平成

１２年新潟市告示第６２号）の一部を次のとおり改正する。

平成１７年１０月１０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 規制する地域の欄を次のように改める。

１ 規制する地域

新潟市告示第４３８号

市道区域の変更について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づき，市道区域を次のように変更する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月１０日
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

岩室１－
４０３号線

新潟市高畑字仲２３７２番
１地先から 前 ３．５ ７０２．６

新潟市高畑字北２３９２番
地先まで 後 ７．０ ７０２．６

路 線 名 区 間 供用開始
年 月 日

岩 室 １ －
４０３号 線

新潟市高畑字仲２３７２番１地先から
新潟市高畑字北２３９２番地先まで

平成１７年
１０月１０日

新 路 線 名 旧 路 線 名
起 点 地 番

終 点 地 番

漆山槙岡線 町道１９号線
新潟市漆山２５５６－２

新潟市並岡１０５５

東町今井線 町道３５号線
新潟市巻東町１３６－２

新潟市巻東町８０３

漆山打越線 町道３６号線
新潟市漆山７１７５

新潟市漆山５４１０－２

槙岡並岡線 町道１２２号線
新潟市並岡５８９

新潟市並岡５０１

馬堀潟頭線 町道１５０号線
新潟市馬堀３０８２

新潟市潟頭１７６

並岡桜林線 町道１５３号線
新潟市並岡７５－１

新潟市下和納３４３８

大 通 り 線 町道１６８号線
新潟市馬堀４６９３

新潟市馬堀２８５４

河井赤鏥線 町道１７３号線
新潟市河井２７０２

新潟市赤鏥９２８

グリーンハイ
ツ中郷屋線

町道３０４号線
新潟市巻甲４４６４

新潟市中郷屋２９－１４

高 校 通 線 町道３１２号線
新潟市巻甲２９５９－１２

新潟市竹野町１０２３

中 江 通 線 町道３４０号線
新潟市中郷屋２０５－４

新潟市巻甲２４６８－８

赤 鏥 島
工業団地線

町道４１７号線
新潟市赤鏥８６５－１

新潟市赤鏥４００６－９

グリーンハイ
ツ巻警察署線

町道４２１号線
新潟市巻甲１０６７３－１０

新潟市赤鏥１０４０

安尻潟頭線 町道４５４号線
新潟市安尻３５２

新潟市潟頭６７２

堀山外廻線 町道４６７号線
新潟市赤鏥９２８

新潟市巻甲４８－１

堀山鷲ノ木線 町道５２８号線

新潟市堀山新田２１７－
２

新潟市鷲ノ木１６４７－１１

大曲愛宕線 町道５８１号線
新潟市巻甲４７３

新潟市堀山新田３１１－
２

羽田桔梗ケ丘
団 地 線

町道８０１号線
新潟市羽田２２

新潟市巻甲１４６６－６

稲島福井線 町道９０１号線
新潟市稲島２２３８

新潟市福井１８１６－１

松 郷 屋
間 手 橋 線

町道９３９号線
新潟市松郷屋３９８

新潟市鷲ノ木２６３０

布目稲島線 町道１０４１号線
新潟市布目２０５

新潟市稲島２１１８

仁箇稲島線 町道１０４５号線
新潟市仁箇１２７４－１

新潟市稲島９６５－１

追分越前浜線 町道１１０１号線
新潟市越前浜５１２３

新潟市角田浜５３２３

越 前 浜
松 野 尾 線

町道１２６９号線
新潟市越前浜１２１６－１

新潟市角田浜５５３４－１

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４３９号

市道路線の供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月１０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４４０号

市道路線の名称変更について

巻町合併による旧巻町町道を新潟市道に引き継ぐた

め、市道路線名称を次のように変更する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月１０日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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漆山東町線 町道２号線
新潟市漆山２８２９－４

新潟市巻東町６４６－１

大 坪 線 町道３０５号線
新潟市巻甲４７７３－１

新潟市巻甲４５１０－８

鷲ノ木峰岡線 町道５５９号線
新潟市鷲ノ木３７６－１

新潟市峰岡１２０－４

仁箇前田線 町道６０７号線
新潟市仁箇１６００

新潟市仁箇３３５

東汰上１３区線 町道６１８号線
新潟市東汰上４１２

新潟市巻甲１５５４－７

葉萱場割前線 町道６２３号線
新潟市割前５

新潟市葉萱場１１０

真田東汰上線 町道６３４号線
新潟市東汰上１５２１

新潟市東汰上４０８

仁 箇 東 線 町道８２８号線
新潟市仁箇１０７４

新潟市仁箇５６６

竹野町城山
運動公園線

町道９４６号線
新潟市鷲ノ木２５０８

新潟市竹野町１９０１

大原松山線 町道１４３８号線
新潟市巻大原９４３

新潟市松野尾３４２０－１

巻 １ －
１ 号 線

町道１号線
新潟市巻東町１２１

新潟市巻東町７２９

巻 １ －
２ 号 線

町道３号線
新潟市漆山２８２７

新潟市漆山２５２２

巻 １ －
３ 号 線

町道４号線
新潟市漆山２８１１－１

新潟市漆山２５３８

巻 １ －
４ 号 線

町道５号線
新潟市漆山２３８３

新潟市漆山１５１４

巻 １ －
５ 号 線

町道６号線
新潟市漆山２７９３

新潟市漆山２５５０

巻 １ －
６ 号 線

町道７号線
新潟市漆山８９１５－２

新潟市漆山８５６－２

巻 １ －
７ 号 線

町道８号線
新潟市漆山８４３３

新潟市漆山２７７６－１

巻 １ －
８ 号 線

町道９号線
新潟市漆山８４８６

新潟市漆山２２７４

巻 １ －
９ 号 線

町道１０号線
新潟市漆山８７２０

新潟市漆山７３８６

巻 １ －
１ ０ 号 線

町道１１号線
新潟市漆山８５４１

新潟市漆山２６３５

巻 １ －
１ １ 号 線

町道１２号線
新潟市漆山８３６２

新潟市漆山２７００

巻 １ －
１ ２ 号 線

町道１３号線
新潟市漆山７６９３

新潟市漆山３６１８－５

巻 １ －
１ ３ 号 線

町道１４号線
新潟市漆山１９３６－２

新潟市漆山３６１３

巻 １ －
１ ４ 号 線

町道１５号線
新潟市漆山１８２４－１

新潟市漆山８３１

巻 １ －
１ ５ 号 線

町道１６号線
新潟市漆山２６３２

新潟市漆山２６３５

巻 １ －
１ ６ 号 線

町道１７号線
新潟市並岡１６

新潟市並岡１０

巻 １ －
１ ７ 号 線

町道１８号線
新潟市並岡１５６

新潟市並岡１１１

巻 １ －
１ ８ 号 線

町道２０号線
新潟市並岡２１７

新潟市並岡３３０４

巻 １ －
１ ９ 号 線

町道２１号線
新潟市並岡２３３

新潟市並岡３２９８

巻 １ －
２ ０ 号 線

町道２２号線
新潟市並岡３３２４

新潟市並岡３２６１

巻 １ －
２ １ 号 線

町道２３号線
新潟市並岡３３５４

新潟市並岡３２４７

巻 １ －
２ ２ 号 線

町道２４号線
新潟市並岡３３９２

新潟市並岡１２９０

巻 １ －
２ ３ 号 線

町道２５号線
新潟市並岡３４２５

新潟市並岡３１８５

巻 １ －
２ ４ 号 線

町道２６号線
新潟市並岡３４６３

新潟市並岡３１４４

巻 １ －
２ ５ 号 線

町道２７号線
新潟市並岡３４９２

新潟市並岡３０９２

巻 １ －
２ ６ 号 線

町道２８号線
新潟市並岡３５２３

新潟市並岡３００３
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巻 １ －
２ ７ 号 線

町道２９号線
新潟市並岡３６２８

新潟市並岡３５７７

巻 １ －
２ ８ 号 線

町道３０号線
新潟市並岡１０８－２

新潟市並岡１３９－４

巻 １ －
２ ９ 号 線

町道３１号線
新潟市並岡３６４７

新潟市並岡３２６７

巻 １ －
３ ０ 号 線

町道３２号線
新潟市漆山７８８９

新潟市漆山７７８９

巻 １ －
３ １ 号 線

町道３３号線
新潟市漆山８８０２

新潟市漆山８５５４

巻 １ －
３ ２ 号 線

町道３４号線
新潟市巻東町３７２

新潟市巻東町５９

巻 １ －
３ ３ 号 線

町道３７号線
新潟市漆山７０８６

新潟市漆山７９０９－１

巻 １ －
３ ４ 号 線

町道３８号線
新潟市漆山７５４４

新潟市漆山２５４３

巻 １ －
３ ５ 号 線

町道３９号線
新潟市巻東町１８６

新潟市巻東町２５３

巻 １ －
３ ６ 号 線

町道４０号線
新潟市巻東町１７１

新潟市巻東町１７４

巻 １ －
３ ７ 号 線

町道４１号線
新潟市巻東町５５９－１

新潟市巻東町１５６

巻 １ －
３ ８ 号 線

町道４２号線
新潟市巻東町１１３

新潟市巻東町１８８

巻 １ －
３ ９ 号 線

町道４３号線
新潟市巻東町１

新潟市巻東町２４１

巻 １ －
４ ０ 号 線

町道４４号線
新潟市巻東町１２５

新潟市巻東町６０１

巻 １ －
４ １ 号 線

町道４５号線
新潟市巻東町３３６

新潟市巻東町１２２

巻 １ －
４ ２ 号 線

町道４６号線
新潟市巻東町４１３

新潟市巻東町４００

巻 １ －
４ ３ 号 線

町道４７号線
新潟市巻東町７２

新潟市巻東町６６

巻 １ －
４ ４ 号 線

町道４８号線
新潟市巻東町５７

新潟市巻東町６７

巻 １ －
４ ５ 号 線

町道４９号線
新潟市巻東町３６

新潟市巻東町１４

巻 １ －
４ ６ 号 線

町道５０号線
新潟市巻東町１１３３

新潟市漆山６７４

巻 １ －
４ ７ 号 線

町道５１号線
新潟市巻甲１３１６９

新潟市巻東町１２６

巻 １ －
４ ８ 号 線

町道５２号線
新潟市漆山２８２１－２

新潟市漆山７５８８

巻 １ －
４ ９ 号 線

町道５３号線
新潟市漆山７６３５

新潟市漆山７６７６

巻 １ －
５ ０ 号 線

町道５４号線
新潟市漆山７６９４

新潟市漆山７７０２

巻 １ －
５ １ 号 線

町道５５号線
新潟市漆山１９２０－１

新潟市漆山１８２９－１

巻 １ －
５ ２ 号 線

町道５６号線
新潟市漆山２０９５－１

新潟市漆山７０８６

巻 １ －
５ ３ 号 線

町道５７号線
新潟市漆山７９６７

新潟市漆山８３６９－２

巻 １ －
５ ４ 号 線

町道５８号線
新潟市漆山２８０８－嵐

新潟市漆山２４６１－１

巻 １ －
５ ５ 号 線

町道５９号線
新潟市漆山２１０９

新潟市漆山３１０７

巻 １ －
５ ６ 号 線

町道６０号線
新潟市漆山２８２４

新潟市漆山７５４６

巻 １ －
５ ７ 号 線

町道６１号線
新潟市漆山２７６９

新潟市漆山３３６７

巻 １ －
５ ８ 号 線

町道６２号線
新潟市漆山７９０９

新潟市漆山７９２１

巻 １ －
５ ９ 号 線

町道６３号線
新潟市漆山２６４７

新潟市漆山２６２３

巻 １ －
６ ０ 号 線

町道６４号線
新潟市漆山８７９８

新潟市山島４２３

巻 １ －
６ １ 号 線

町道６５号線
新潟市漆山８９６２

新潟市山島４４３

巻 １ －
６ ２ 号 線

町道６６号線
新潟市漆山８５９２

新潟市漆山８４７４
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巻 １ －
６ ３ 号 線

町道６７号線
新潟市漆山８６６０

新潟市山島４２３

巻 １ －
６ ４ 号 線

町道６８号線
新潟市漆山８０１８－１

新潟市漆山８０８６

巻 １ －
６ ５ 号 線

町道６９号線
新潟市漆山２８８４－２

新潟市漆山２８５７

巻 １ －
６ ６ 号 線

町道７０号線
新潟市漆山８４１６

新潟市漆山８４２３

巻 １ －
６ ７ 号 線

町道７１号線
新潟市漆山２１１１

新潟市漆山２１０９－１

巻 １ －
６ ８ 号 線

町道７２号線
新潟市漆山８５９２

新潟市漆山２６８７

巻 １ －
６ ９ 号 線

町道７３号線
新潟市漆山７３３０－２

新潟市馬堀５５６４－７

巻 １ －
７ ０ 号 線

町道７４号線
新潟市下和納３９５２－１

新潟市下和納３９４０

巻 １ －
７ １ 号 線

町道７５号線
新潟市下和納３７８６－１

新潟市下和納３７５７－２

巻 １ －
７ ２ 号 線

町道７６号線
新潟市下和納３６０６－１

新潟市下和納３５８２

巻 １ －
７ ３ 号 線

町道７７号線
新潟市下和納３４２９

新潟市下和納３９１２

巻 １ －
７ ４ 号 線

町道７８号線
新潟市漆山７８９０

新潟市漆山７８７７－２

巻 １ －
７ ５ 号 線

町道７９号線
新潟市漆山８３６２

新潟市漆山８３１４

巻 １ －
７ ６ 号 線

町道８０号線
新潟市漆山８７４３－２

新潟市漆山８７３４－１

巻 １ －
７ ７ 号 線

町道８１号線
新潟市漆山７５８５－２

新潟市漆山７６０１－１

巻 １ －
７ ８ 号 線

町道８２号線
新潟市巻東町２

新潟市巻東町１１

巻 １ －
７ ９ 号 線

町道８３号線
新潟市巻東町２６

新潟市巻東町４０１

巻 １ －
８ ０ 号 線

町道８４号線
新潟市巻東町３１０－２

新潟市巻東町１５０

巻 １ －
８ １ 号 線

町道８５号線
新潟市漆山７９２５

新潟市漆山７９２８

巻 １ －
８ ２ 号 線

町道８６号線
新潟市漆山７９０２

新潟市漆山７９３５

巻 １ －
８ ３ 号 線

町道８７号線
新潟市漆山８３０８

新潟市漆山７９５３

巻 １ －
８ ４ 号 線

町道８８号線
新潟市漆山８２５２－７

新潟市漆山８２４７－１２

巻 １ －
８ ５ 号 線

町道１００号線
新潟市漆山２６８５－１

新潟市漆山２６６３－１

巻 １ －
８ ６ 号 線

町道１０１号線
新潟市並岡１１１３

新潟市並岡１４４６

巻 １ －
８ ７ 号 線

町道１０２号線
新潟市並岡５２８－２

新潟市並岡１７１４

巻 １ －
８ ８ 号 線

町道１０３号線
新潟市並岡１０７５

新潟市並岡７３５

巻 １ －
８ ９ 号 線

町道１０４号線
新潟市並岡１０１８

新潟市並岡７３４

巻 １ －
９ ０ 号 線

町道１０５号線
新潟市馬堀４５６９－１

新潟市馬堀４５１４

巻 １ －
９ １ 号 線

町道１０６号線
新潟市並岡４３０２－２

新潟市馬堀２５４－２

巻 １ －
９ ２ 号 線

町道１０７号線
新潟市馬堀５７０７

新潟市並岡２５７

巻 １ －
９ ３ 号 線

町道１０８号線
新潟市馬堀４９４６

新潟市馬堀６３１８

巻 １ －
９ ４ 号 線

町道１０９号線
新潟市並岡１７１０

新潟市並岡７３０

巻 １ －
９ ５ 号 線

町道１１０号線
新潟市並岡１６５５

新潟市並岡２４８

巻 １ －
９ ６ 号 線

町道１１１号線
新潟市並岡２７９

新潟市並岡３３

巻 １ －
９ ７ 号 線

町道１１２号線
新潟市並岡１５９２

新潟市並岡３０３

巻 １ －
９ ８ 号 線

町道１１４号線
新潟市並岡１５２５

新潟市並岡５３
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巻 １ －
９ ９ 号 線

町道１１５号線
新潟市並岡１４５２

新潟市並岡２１０

巻 １ －
１００ 号 線

町道１１７号線
新潟市並岡１３７８

新潟市並岡３９３

巻 １ －
１０１ 号 線

町道１１９号線
新潟市並岡１２９０

新潟市並岡４１６

巻 １ －
１０２ 号 線

町道１２１号線
新潟市並岡５８５

新潟市並岡５２９

巻 １ －
１０３ 号 線

町道１２３号線
新潟市並岡４９０

新潟市並岡４７６

巻 １ －
１０４ 号 線

町道１２４号線
新潟市並岡１２１７

新潟市並岡４４６

巻 １ －
１０５ 号 線

町道１２５号線
新潟市並岡４２３

新潟市並岡４３４

巻 １ －
１０６ 号 線

町道１２６号線
新潟市巻栄町１３８

新潟市巻栄町１７９

巻 １ －
１０７ 号 線

町道１２７号線
新潟市馬堀４２０８

新潟市馬堀２３３９

巻 １ －
１０８ 号 線

町道１２８号線
新潟市馬堀１３５

新潟市並岡４１６

巻 １ －
１０９ 号 線

町道１２９号線
新潟市巻栄町２２０８

新潟市巻栄町２６１

巻 １ －
１１０ 号 線

町道１３０号線
新潟市馬堀４８６７

新潟市馬堀４８４０

巻 １ －
１１１ 号 線

町道１３１号線
新潟市馬堀５０２６

新潟市馬堀４５６９

巻 １ －
１１２ 号 線

町道１３２号線
新潟市馬堀５０５１

新潟市馬堀４５１２

巻 １ －
１１３ 号 線

町道１３３号線
新潟市馬堀５００７

新潟市馬堀５５６５

巻 １ －
１１４ 号 線

町道１３４号線
新潟市馬堀５６６６

新潟市馬堀４７５８

巻 １ －
１１５ 号 線

町道１３５号線
新潟市馬堀５６５２

新潟市馬堀５７１２

巻 １ －
１１６ 号 線

町道１３６号線
新潟市河井５１１

新潟市河井６９７

巻 １ －
１１７ 号 線

町道１３７号線
新潟市河井５０５

新潟市河井６７１

巻 １ －
１１８ 号 線

町道１３９号線
新潟市河井４７５

新潟市河井６４１

巻 １ －
１１９ 号 線

町道１４１号線
新潟市河井４３９

新潟市河井２９２６

巻 １ －
１２０ 号 線

町道１４２号線
新潟市桜林３２０７

新潟市桜林３２１５

巻 １ －
１２１ 号 線

町道１４３号線
新潟市馬堀６５５４

新潟市河井４０９

巻 １ －
１２２ 号 線

町道１４４号線
新潟市河井３６９

新潟市赤鏥３３４９

巻 １ －
１２３ 号 線

町道１４５号線
新潟市河井５０６

新潟市河井３５９

巻 １ －
１２４ 号 線

町道１４６号線
新潟市河井５０８

新潟市河井５９５

巻 １ －
１２５ 号 線

町道１４７号線
新潟市馬堀９６６５

新潟市巻栄町２８５５

巻 １ －
１２６ 号 線

町道１４８号線
新潟市馬堀４４０８

新潟市並岡１７７

巻 １ －
１２７ 号 線

町道１４９号線
新潟市馬堀５５９９

新潟市馬堀２９３７

巻 １ －
１２８ 号 線

町道１５１号線
新潟市馬堀３６４０

新潟市馬堀５００

巻 １ －
１２９ 号 線

町道１５２号線
新潟市馬堀４２５９

新潟市馬堀２８４８

巻 １ －
１３０ 号 線

町道１５４号線
新潟市馬堀１６０３

新潟市馬堀１６６３

巻 １ －
１３１ 号 線

町道１５５号線
新潟市桜林３０６

新潟市桜林４０７

巻 １ －
１３２ 号 線

町道１５６号線
新潟市並岡１９８－１

新潟市並岡１９９－２

巻 １ －
１３３ 号 線

町道１５７号線
新潟市巻栄町２２１２

新潟市馬堀７７０

巻 １ －
１３４ 号 線

町道１５８号線
新潟市桜林４９７

新潟市桜林４３６
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巻 １ －
１３５ 号 線

町道１５９号線
新潟市桜林２８４６

新潟市潟頭１８１８

巻 １ －
１３６ 号 線

町道１６０号線
新潟市桜林５１

新潟市馬堀１６７９

巻 １ －
１３７ 号 線

町道１６１号線
新潟市馬堀４９５８

新潟市馬堀４９６３

巻 １ －
１３８ 号 線

町道１６２号線
新潟市馬堀２６３５

新潟市馬堀２４２３

巻 １ －
１３９ 号 線

町道１６３号線
新潟市潟頭１８６

新潟市潟頭８０４

巻 １ －
１４０ 号 線

町道１６４号線
新潟市桜林１６８８

新潟市桜林１６７８

巻 １ －
１４１ 号 線

町道１６５号線
新潟市馬堀４６６９

新潟市馬堀４６９３

巻 １ －
１４２ 号 線

町道１６６号線
新潟市馬堀３４５４

新潟市馬堀６２９９

巻 １ －
１４３ 号 線

町道１６７号線
新潟市潟頭４９０

新潟市馬堀３２２３

巻 １ －
１４４ 号 線

町道１６９号線
新潟市馬堀４３１５

新潟市馬堀４８５１

巻 １ －
１４５ 号 線

町道１７０号線
新潟市馬堀５６６６

新潟市馬堀５５５９

巻 １ －
１４６ 号 線

町道１７１号線
新潟市並岡１１００

新潟市馬堀４７４８

巻 １ －
１４７ 号 線

町道１７２号線
新潟市巻栄町２３５

新潟市巻栄町７０

巻 １ －
１４８ 号 線

町道１７４号線
新潟市潟頭１４９２

新潟市馬堀５５９４

巻 １ －
１４９ 号 線

町道１７５号線
新潟市赤鏥３４５６

新潟市潟頭１５０６

巻 １ －
１５０ 号 線

町道１７６号線
新潟市赤鏥３３４１

新潟市潟頭１９４

巻 １ －
１５１ 号 線

町道１７７号線
新潟市赤鏥２８４

新潟市潟頭４９４

巻 １ －
１５２ 号 線

町道１７８号線
新潟市馬堀４６９９

新潟市馬堀４７００

巻 １ －
１５３ 号 線

町道１７９号線
新潟市馬堀６４９１

新潟市馬堀２７５８

巻 １ －
１５４ 号 線

町道１８０号線
新潟市馬堀２２

新潟市潟頭２５１９－１

巻 １ －
１５５ 号 線

町道１８１号線
新潟市柿島１７９

新潟市柿島１８９

巻 １ －
１５６ 号 線

町道１８２号線
新潟市山島２４

新潟市山島２４

巻 １ －
１５７ 号 線

町道１８３号線
新潟市巻甲１３０１９

新潟市巻甲１２１９３

巻 １ －
１５８ 号 線

町道１８４号線
新潟市河井４７

新潟市潟頭２７９４

巻 １ －
１５９ 号 線

町道１８５号線
新潟市潟頭２７９５

新潟市潟頭２７１７

巻 １ －
１６０ 号 線

町道１８６号線
新潟市河井２５３４

新潟市河井２３２

巻 １ －
１６１ 号 線

町道１８７号線
新潟市河井２９９４－１４

新潟市河井２５０７

巻 １ －
１６２ 号 線

町道１８８号線
新潟市河井２６３２

新潟市河井２６９５

巻 １ －
１６３ 号 線

町道１８９号線
新潟市桜林２１７

新潟市桜林２２５

巻 １ －
１６４ 号 線

町道１９０号線
新潟市桜林５３３

新潟市桜林１８０５

巻 １ －
１６５ 号 線

町道１９１号線
新潟市桜林１８２３

新潟市桜林１６８６

巻 １ －
１６６ 号 線

町道１９２号線
新潟市桜林５５３

新潟市桜林１８３８

巻 １ －
１６７ 号 線

町道１９３号線
新潟市桜林５７２

新潟市桜林１８２０

巻 １ －
１６８ 号 線

町道１９４号線
新潟市桜林１７６０

新潟市桜林５６７

巻 １ －
１６９ 号 線

町道１９５号線
新潟市河井２１６

新潟市潟頭２６６－１

巻 １ －
１７０ 号 線

町道１９６号線
新潟市桜林５３３

新潟市桜林１８１９－１
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巻 １ －
１７１ 号 線

町道１９７号線
新潟市漆山３６９０－４５

新潟市漆山３６９０－６４

巻 １ －
１７２ 号 線

町道１９８号線
新潟市漆山３６９０－６０

新潟市漆山３６９０－６５

巻 １ －
１７３ 号 線

町道１９９号線
新潟市馬堀６００１－５

新潟市馬堀６００１－３７

巻 １ －
１７４ 号 線

町道２００号線
新潟市馬堀６１４５－５

新潟市漆山３６９０－４１

巻 １ －
１７５ 号 線

町道２０１号線
新潟市馬堀６４９１

新潟市漆山５５８２

巻 １ －
１７６ 号 線

町道２０２号線
新潟市山島１４４

新潟市山島６６８

巻 １ －
１７７ 号 線

町道２０３号線
新潟市馬堀３５２０

新潟市馬堀６５６４－１

巻 １ －
１７８ 号 線

町道２０４号線
新潟市山島６４５

新潟市山島１１０

巻 １ －
１７９ 号 線

町道２０５号線
新潟市河井２４９６

新潟市河井２５２３－１

巻 １ －
１８０ 号 線

町道２０６号線
新潟市山島６０６

新潟市山島１

巻 １ －
１８１ 号 線

町道２０７号線
新潟市山島５６７

新潟市山島２９０

巻 １ －
１８２ 号 線

町道２０８号線
新潟市山島５０５

新潟市山島２６５

巻 １ －
１８３ 号 線

町道２０９号線
新潟市柿島４６７

新潟市柿島２１４

巻 １ －
１８４ 号 線

町道２１０号線
新潟市柿島１６８３

新潟市河井１３９３

巻 １ －
１８５ 号 線

町道２１１号線
新潟市柿島１７６

新潟市柿島１６１

巻 １ －
１８６ 号 線

町道２１２号線
新潟市柿島１７１６

新潟市柿島１４２１

巻 １ －
１８７ 号 線

町道２１３号線
新潟市柿島１５３－２

新潟市柿島１３１

巻 １ －
１８８ 号 線

町道２１４号線
新潟市河井１７５０

新潟市河井１４５５

巻 １ －
１８９ 号 線

町道２１５号線
新潟市河井１３４６－２

新潟市柿島８８－１

巻 １ －
１９０ 号 線

町道２１６号線
新潟市河井１７９２

新潟市河井１４８６

巻 １ －
１９１ 号 線

町道２１７号線
新潟市河井２０６９

新潟市河井１３２５

巻 １ －
１９２ 号 線

町道２１８号線
新潟市河井１１９９８

新潟市河井１０５８

巻 １ －
１９３ 号 線

町道２１９号線
新潟市河井１０４４

新潟市河井２８２３

巻 １ －
１９４ 号 線

町道２２０号線
新潟市河井２０３９

新潟市河井２４９１

巻 １ －
１９５ 号 線

町道２２１号線
新潟市河井２８２３－１

新潟市潟頭２４１９－１

巻 １ －
１９６ 号 線

町道２２２号線
新潟市河井１９５４

新潟市河井９７４

巻 １ －
１９７ 号 線

町道２２３号線
新潟市河井２６３４－１

新潟市河井２６３２－１

巻 １ －
１９８ 号 線

町道２２４号線
新潟市河井９００

新潟市河井１９８８

巻 １ －
１９９ 号 線

町道２２５号線
新潟市馬堀６１４７

新潟市河井２０２－２

巻 １ －
２００ 号 線

町道２２６号線
新潟市柿島１８０

新潟市柿島１３３２

巻 １ －
２０１ 号 線

町道２２７号線
新潟市柿島２２２

新潟市河井３９６

巻 １ －
２０２ 号 線

町道２２８号線
新潟市河井２８１６

新潟市河井１１５２

巻 １ －
２０３ 号 線

町道２２９号線
新潟市柿島８４１

新潟市河井２９８

巻 １ －
２０４ 号 線

町道２３０号線
新潟市柿島６７４

新潟市柿島１９８１

巻 １ －
２０５ 号 線

町道２３１号線
新潟市河井７１０

新潟市河井１８３２

巻 １ －
２０６ 号 線

町道２３２号線
新潟市柿島５９－１

新潟市柿島５７－１
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巻 １ －
２０７ 号 線

町道２３３号線
新潟市柿島４９

新潟市柿島４７－２

巻 １ －
２０８ 号 線

町道２３４号線
新潟市柿島４２－１

新潟市柿島４０

巻 １ －
２０９ 号 線

町道２３５号線
新潟市潟頭２６１１

新潟市潟頭２５６８－９

巻 １ －
２１０ 号 線

町道２３６号線
新潟市潟頭２５６４－３

新潟市潟頭２７４３－１

巻 １ －
２１１ 号 線

町道２４０号線
新潟市河井３６

新潟市柿島６７

巻 １ －
２１２ 号 線

町道２４１号線
新潟市並岡１９４９－７

新潟市山島５６

巻 １ －
２１３ 号 線

町道２４２号線
新潟市柿島５８

新潟市山島２６１

巻 １ －
２１４ 号 線

町道２４３号線
新潟市柿島３９

新潟市河井２８７３－５

巻 １ －
２１５ 号 線

町道２４４号線
新潟市巻１２７４８

新潟市巻１２６１２

巻 １ －
２１６ 号 線

町道２４５号線
新潟市河井７４－１

新潟市潟頭２５５９－１

巻 １ －
２１７ 号 線

町道２４６号線
新潟市潟頭２５２８－６

新潟市潟頭２５２６－１

巻 １ －
２１８ 号 線

町道２４７号線
新潟市潟頭２５２８－６

新潟市潟頭２５３９－７

巻 １ －
２１９ 号 線

町道２４８号線
新潟市潟頭２５５０－２

新潟市潟頭２５３９－７

巻 １ －
２２０ 号 線

町道３０１号線
新潟市巻４９３３－１

新潟市巻５８６３

巻 １ －
２２１ 号 線

町道３０２号線
新潟市巻６２５０

新潟市巻５５９９

巻 １ －
２２２ 号 線

町道３０６号線
新潟市赤鏥４０４３－３

新潟市巻４２２５－１

巻 １ －
２２３ 号 線

町道３０７号線
新潟市巻甲５４４

新潟市巻甲５４９９

巻 １ －
２２４ 号 線

町道３０８号線
新潟市巻４２６４－２

新潟市巻５５１７

巻 １ －
２２５ 号 線

町道３０９号線
新潟市巻５５４７

新潟市巻４２３３

巻 １ －
２２６ 号 線

町道３１０号線
新潟市巻５８６３－１

新潟市巻４１９０

巻 １ －
２２７ 号 線

町道３１１号線
新潟市巻５６４１

新潟市巻４１４７－１

巻 １ －
２２８ 号 線

町道３１３号線
新潟市巻５７７２

新潟市巻４０７１

巻 １ －
２２９ 号 線

町道３１４号線
新潟市巻５８４５

新潟市巻２７８１

巻 １ －
２３０ 号 線

町道３１５号線
新潟市巻５９５０

新潟市巻４０００

巻 １ －
２３１ 号 線

町道３１６号線
新潟市巻３１３０－１

新潟市巻３１２１－１

巻 １ －
２３２ 号 線

町道３１７号線
新潟市巻３０６５－１

新潟市葉萱場３１２－１

巻 １ －
２３３ 号 線

町道３１８号線
新潟市葉萱場６０６５

新潟市巻２８６

巻 １ －
２３４ 号 線

町道３１９号線
新潟市巻６１１３

新潟市葉萱場３４６－１

巻 １ －
２３５ 号 線

町道３２０号線
新潟市巻６１６５

新潟市巻２６

巻 １ －
２３６ 号 線

町道３２１号線
新潟市巻６２１１

新潟市巻４９０２

巻 １ －
２３７ 号 線

町道３２２号線
新潟市巻４９６０

新潟市巻６２７１

巻 １ －
２３８ 号 線

町道３２３号線
新潟市中郷屋１７６

新潟市中郷屋８１３

巻 １ －
２３９ 号 線

町道３２４号線
新潟市中郷屋１５２

新潟市中郷屋７８３

巻 １ －
２４０ 号 線

町道３２５号線
新潟市中郷屋１２５

新潟市中郷屋７６４

巻 １ －
２４１ 号 線

町道３２６号線
新潟市東汰上６４９

新潟市中郷屋８４

巻 １ －
２４２ 号 線

町道３２７号線
新潟市中郷屋６９

新潟市中郷屋２２６７
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巻 １ －
２４３ 号 線

町道３２８号線
新潟市巻４９０１

新潟市巻３２４９－２

巻 １ －
２４４ 号 線

町道３２９号線
新潟市巻甲５４６３－９

新潟市巻甲５４６５－３

巻 １ －
２４５ 号 線

町道３３０号線
新潟市中郷屋４９６

新潟市巻甲１０６７３

巻 １ －
２４６ 号 線

町道３３１号線
新潟市巻甲４６７２－５

新潟市巻甲４６７１－２

巻 １ －
２４７ 号 線

町道３３３号線
新潟市巻２５４８－１

新潟市中郷屋３７９

巻 １ －
２４８ 号 線

町道３３４号線
新潟市巻甲２６０９－１

新潟市巻甲２４０７－１

巻 １ －
２４９ 号 線

町道３３５号線
新潟市巻３１４０

新潟市巻３８１８－１

巻 １ －
２５０ 号 線

町道３３６号線
新潟市赤鏥３０５－１４

新潟市赤鏥３５１－７

巻 １ －
２５１ 号 線

町道３３７号線
新潟市葉萱場１２６－２

新潟市葉萱場２１８

巻 １ －
２５２ 号 線

町道３３８号線
新潟市葉萱場１１９－１

新潟市葉萱場１２２

巻 １ －
２５３ 号 線

町道３３９号線
新潟市巻３０３２－４

新潟市巻４９２

巻 １ －
２５４ 号 線

町道３４１号線
新潟市巻１８１

新潟市中郷屋５９７

巻 １ －
２５５ 号 線

町道３４２号線
新潟市巻２４７１－２

新潟市巻２９０９

巻 １ －
２５６ 号 線

町道３４３号線
新潟市巻２５１７－２

新潟市巻２５３４－１

巻 １ －
２５７ 号 線

町道３４４号線
新潟市巻２５４８－１

新潟市巻２５６４

巻 １ －
２５８ 号 線

町道３４５号線
新潟市巻２５５１－１

新潟市巻２９２８－１

巻 １ －
２５９ 号 線

町道３４６号線
新潟市巻２５８４－１

新潟市巻７１５－１

巻 １ －
２６０ 号 線

町道３４７号線
新潟市巻２６３３－１

新潟市巻７１７－４

巻 １ －
２６１ 号 線

町道３４８号線
新潟市巻１６０８－３

新潟市巻１６０９－４

巻 １ －
２６２ 号 線

町道３４９号線
新潟市巻１６１１－２

新潟市巻１６１３－３

巻 １ －
２６３ 号 線

町道３５０号線
新潟市巻甲２７０３－５

新潟市巻甲５６０５

巻 １ －
２６４ 号 線

町道３５１号線
新潟市巻２７３４－１

新潟市巻８４９

巻 １ －
２６５ 号 線

町道３５２号線
新潟市巻２９９８－１

新潟市巻３４７８－１

巻 １ －
２６６ 号 線

町道３５３号線
新潟市巻３３３８

新潟市巻１２１

巻 １ －
２６７ 号 線

町道３５４号線
新潟市巻２７２９

新潟市巻２８１１

巻 １ －
２６８ 号 線

町道３５５号線
新潟市巻３２５８－２

新潟市巻２１２０－３

巻 １ －
２６９ 号 線

町道３５６号線
新潟市巻３０９５

新潟市巻３０３２

巻 １ －
２７０ 号 線

町道３５７号線
新潟市巻３０５５

新潟市巻３０５９－２

巻 １ －
２７１ 号 線

町道３５８号線
新潟市巻３１６０

新潟市巻３０８８

巻 １ －
２７２ 号 線

町道３５９号線
新潟市巻１６０１－１

新潟市巻１６０２－１

巻 １ －
２７３ 号 線

町道３６０号線
新潟市葉萱場２６３

新潟市割前１８１１

巻 １ －
２７４ 号 線

町道３６１号線
新潟市葉萱場２８４－２

新潟市葉萱場２９２－４

巻 １ －
２７５ 号 線

町道３６２号線
新潟市葉萱場１８

新潟市葉萱場２０５

巻 １ －
２７６ 号 線

町道３６３号線
新潟市葉萱場２７１－９

新潟市葉萱場２７３－３

巻 １ －
２７７ 号 線

町道３６４号線
新潟市葉萱場１８５

新潟市葉萱場１９７

巻 １ －
２７８ 号 線

町道３６５号線
新潟市葉萱場１１９

新潟市葉萱場３２０７
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巻 １ －
２７９ 号 線

町道３６６号線
新潟市葉萱場１３８

新潟市葉萱場１６２

巻 １ －
２８０ 号 線

町道３６７号線
新潟市割前３２１６

新潟市中郷屋４００

巻 １ －
２８１ 号 線

町道３６８号線
新潟市巻３０７８－３

新潟市巻３０８０－１０

巻 １ －
２８２ 号 線

町道３６９号線
新潟市中郷屋３２２２

新潟市中郷屋２７０

巻 １ －
２８３ 号 線

町道３７１号線
新潟市中郷屋４８

新潟市中郷屋２９１

巻 １ －
２８４ 号 線

町道３７３号線
新潟市中郷屋５１

新潟市中郷屋４９

巻 １ －
２８５ 号 線

町道３７４号線
新潟市巻７６７－１０

新潟市巻７６７－２０

巻 １ －
２８６ 号 線

町道３７５号線
新潟市巻１７４７－２２

新潟市巻１７６７－２３

巻 １ －
２８７ 号 線

町道３７６号線
新潟市巻１７４７－１２

新潟市巻１７４７－５

巻 １ －
２８８ 号 線

町道３７７号線
新潟市巻１１９８０－２０９

新潟市巻５８６３

巻 １ －
２８９ 号 線

町道３７８号線
新潟市巻１７４７－５

新潟市巻１７６７－２５

巻 １ －
２９０ 号 線

町道３７９号線
新潟市巻１７５５－１

新潟市巻１７５９－６

巻 １ －
２９１ 号 線

町道３８０号線
新潟市巻１５９５－２

新潟市巻１６１９－１

巻 １ －
２９２ 号 線

町道３８１号線
新潟市巻４０２

新潟市巻４２１

巻 １ －
２９３ 号 線

町道３８２号線
新潟市巻３８３－２

新潟市巻３９９

巻 １ －
２９４ 号 線

町道３８３号線
新潟市巻３４６

新潟市巻３９８

巻 １ －
２９５ 号 線

町道３８４号線
新潟市巻４１７

新潟市巻４１３

巻 １ －
２９６ 号 線

町道３８５号線
新潟市巻甲６５１

新潟市巻甲４０１

巻 １ －
２９７ 号 線

町道３８６号線
新潟市巻３７５

新潟市巻３８３

巻 １ －
２９８ 号 線

町道３８７号線
新潟市巻３７０－８

新潟市巻３４８－２

巻 １ －
２９９ 号 線

町道３８９号線
新潟市中郷屋２９－１７

新潟市中郷屋３１－１

巻 １ －
３００ 号 線

町道３９０号線
新潟市巻３０７０－１

新潟市葉萱場３０４－５

巻 １ －
３０１ 号 線

町道３９１号線
新潟市巻甲３２５０－１

新潟市巻甲３２４９－２

巻 １ －
３０２ 号 線

町道３９２号線
新潟市葉萱場２６－８

新潟市葉萱場２６－７

巻 １ －
３０３ 号 線

町道３９３号線
新潟市巻甲１６３７－２

新潟市巻甲１６３５－８

巻 １ －
３０４ 号 線

町道４００号線
新潟市中郷屋７１３－１

新潟市赤鏥９７７－１

巻 １ －
３０５ 号 線

町道４０１号線
新潟市赤鏥１３２３

新潟市赤鏥８８６

巻 １ －
３０６ 号 線

町道４０２号線
新潟市赤鏥３０６－１２

新潟市赤鏥２９０－２３

巻 １ －
３０７ 号 線

町道４０３号線
新潟市赤鏥５９４－３

新潟市赤鏥１２２９

巻 １ －
３０８ 号 線

町道４０４号線
新潟市赤鏥４０８

新潟市赤鏥１１３６

巻 １ －
３０９ 号 線

町道４０５号線
新潟市赤鏥４１７

新潟市赤鏥７８４

巻 １ －
３１０ 号 線

町道４０６号線
新潟市赤鏥６０５

新潟市赤鏥４８１

巻 １ －
３１１ 号 線

町道４０７号線
新潟市赤鏥４３８

新潟市赤鏥５４６

巻 １ －
３１２ 号 線

町道４０８号線
新潟市赤鏥３８２

新潟市赤鏥１１８５－甲

巻 １ －
３１３ 号 線

町道４０９号線
新潟市赤鏥３４６－３

新潟市赤鏥３２３－１３

巻 １ －
３１４ 号 線

町道４１０号線
新潟市赤鏥３４６－１２

新潟市赤鏥３２１－２３
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巻 １ －
３１５ 号 線

町道４１１号線
新潟市赤鏥１９８

新潟市赤鏥５６９－１

巻 １ －
３１６ 号 線

町道４１２号線
新潟市赤鏥４５８－甲

新潟市赤鏥５３５

巻 １ －
３１７ 号 線

町道４１３号線
新潟市潟頭１０１

新潟市潟頭４８２

巻 １ －
３１８ 号 線

町道４１４号線
新潟市潟頭６０１

新潟市潟頭７２２

巻 １ －
３１９ 号 線

町道４１５号線
新潟市赤鏥５６６

新潟市赤鏥５３２

巻 １ －
３２０ 号 線

町道４１６号線
新潟市潟頭１０６

新潟市潟頭１１０

巻 １ －
３２１ 号 線

町道４１８号線
新潟市赤鏥４１７

新潟市赤鏥８７９

巻 １ －
３２２ 号 線

町道４１９号線
新潟市赤鏥２９０－２

新潟市赤鏥３４９５－２

巻 １ －
３２３ 号 線

町道４２０号線
新潟市潟頭７０２－１

新潟市赤鏥７０７

巻 １ －
３２４ 号 線

町道４２２号線
新潟市赤鏥５６２

新潟市赤鏥６４５

巻 １ －
３２５ 号 線

町道４２３号線
新潟市赤鏥４４３８－２

新潟市赤鏥４３９９－３

巻 １ －
３２６ 号 線

町道４２４号線
新潟市巻４３８７

新潟市巻２４２２－６

巻 １ －
３２７ 号 線

町道４２５号線
新潟市巻２２４８

新潟市巻２４３３－７

巻 １ －
３２８ 号 線

町道４２６号線
新潟市巻５７８－３

新潟市巻５８０

巻 １ －
３２９ 号 線

町道４２７号線
新潟市潟頭１０７

新潟市潟頭１０６

巻 １ －
３３０ 号 線

町道４２８号線
新潟市潟頭３６

新潟市潟頭５４

巻 １ －
３３１ 号 線

町道４２９号線
新潟市巻５８５－３

新潟市巻５９６－１

巻 １ －
３３２ 号 線

町道４３０号線
新潟市巻２２６４－１

新潟市巻５４４

巻 １ －
３３３ 号 線

町道４３１号線
新潟市巻２６１２－１

新潟市巻２４４１

巻 １ －
３３４ 号 線

町道４３２号線
新潟市巻４２８３－５

新潟市巻２３８３－１

巻 １ －
３３５ 号 線

町道４３３号線
新潟市潟頭２４－１

新潟市潟頭３１

巻 １ －
３３６ 号 線

町道４３４号線
新潟市潟頭２４－１

新潟市潟頭２７－１

巻 １ －
３３７ 号 線

町道４３５号線
新潟市潟頭１７

新潟市潟頭２６

巻 １ －
３３８ 号 線

町道４３６号線
新潟市潟頭２－１

新潟市潟頭２３

巻 １ －
３３９ 号 線

町道４３７号線
新潟市安尻９０５

新潟市安尻１４７

巻 １ －
３４０ 号 線

町道４３８号線
新潟市安尻４５

新潟市安尻８８７

巻 １ －
３４１ 号 線

町道４３９号線
新潟市安尻３７

新潟市安尻３７４

巻 １ －
３４２ 号 線

町道４４０号線
新潟市安尻４９

新潟市安尻３５

巻 １ －
３４３ 号 線

町道４４１号線
新潟市安尻４７５

新潟市安尻３７２

巻 １ －
３４４ 号 線

町道４４２号線
新潟市安尻９６２

新潟市安尻３１

巻 １ －
３４５ 号 線

町道４４３号線
新潟市下和納３１３７

新潟市下和納３９５４

巻 １ －
３４６ 号 線

町道４４４号線
新潟市下和納２７２

新潟市下和納８７

巻 １ －
３４７ 号 線

町道４４５号線
新潟市下和納３００９

新潟市下和納２７１

巻 １ －
３４８ 号 線

町道４４６号線
新潟市下和納３００１

新潟市下和納５３８

巻 １ －
３４９ 号 線

町道４４７号線
新潟市下和納３６８

新潟市下和納１６６

巻 １ －
３５０ 号 線

町道４４８号線
新潟市下和納３０１

新潟市下和納３４８
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巻 １ －
３５１ 号 線

町道４４９号線
新潟市下和納１７８

新潟市下和納２８９

巻 １ －
３５２ 号 線

町道４５０号線
新潟市下和納３３８

新潟市下和納３２４

巻 １ －
３５３ 号 線

町道４５１号線
新潟市潟頭４４５

新潟市赤鏥４５０５

巻 １ －
３５４ 号 線

町道４５２号線
新潟市潟頭７２２－１

新潟市潟頭６９０

巻 １ －
３５５ 号 線

町道４５３号線
新潟市赤鏥９３０－２

新潟市赤鏥８９３－３

巻 １ －
３５６ 号 線

町道４５５号線
新潟市赤鏥２９０－３４

新潟市赤鏥２９０－２１

巻 １ －
３５７ 号 線

町道４５６号線
新潟市赤鏥２９０－１０

新潟市赤鏥２９０－２０

巻 １ －
３５８ 号 線

町道４５７号線
新潟市赤鏥３１３－３

新潟市赤鏥３１３－３９

巻 １ －
３５９ 号 線

町道４５８号線
新潟市赤鏥３５１－１８

新潟市赤鏥３５１－３７

巻 １ －
３６０ 号 線

町道４５９号線
新潟市赤鏥３０６－３６

新潟市赤鏥３０６－１３

巻 １ －
３６１ 号 線

町道４６０号線
新潟市赤鏥３７０－４

新潟市赤鏥３０６－３７

巻 １ －
３６２ 号 線

町道４６１号線
新潟市赤鏥８１６

新潟市安尻１５５９

巻 １ －
３６３ 号 線

町道４６２号線
新潟市赤鏥４４６９

新潟市赤鏥３９６０－１

巻 １ －
３６４ 号 線

町道４６３号線
新潟市赤鏥３９１８－２

新潟市赤鏥３９５２－４

巻 １ －
３６５ 号 線

町道４６４号線
新潟市赤鏥１９４９－４

新潟市赤鏥３９１２－６

巻 １ －
３６６ 号 線

町道４６５号線
新潟市赤鏥１９３８－１

新潟市安尻３９１６－１６

巻 １ －
３６７ 号 線

町道４６６号線
新潟市安尻１９０

新潟市赤鏥３９１５－２

巻 １ －
３６８ 号 線

町道４６８号線
新潟市安尻１４

新潟市安尻２３８

巻 １ －
３６９ 号 線

町道４６９号線
新潟市下和納３４３９

新潟市下和納３２３５

巻 １ －
３７０ 号 線

町道４７０号線
新潟市下和納３２０８

新潟市下和納３３９

巻 １ －
３７１ 号 線

町道４７１号線
新潟市下和納３１６３

新潟市下和納３１７３

巻 １ －
３７２ 号 線

町道４７２号線
新潟市安尻４３８

新潟市下和納５１４

巻 １ －
３７３ 号 線

町道４７３号線
新潟市赤鏥３９１２－１１

新潟市赤鏥３９１８－４

巻 １ －
３７４ 号 線

町道４７４号線
新潟市赤鏥３９７４－３

新潟市赤鏥３９１８－７

巻 １ －
３７５ 号 線

町道４７５号線
新潟市安尻２２１

新潟市安尻３４８

巻 １ －
３７６ 号 線

町道４７６号線
新潟市安尻７

新潟市安尻３４２

巻 １ －
３７７ 号 線

町道４７７号線
新潟市安尻８９６

新潟市安尻３３７

巻 １ －
３７８ 号 線

町道４７８号線
新潟市安尻３２

新潟市安尻３５９

巻 １ －
３７９ 号 線

町道４７９号線
新潟市赤鏥７９０－４

新潟市安尻４７９

巻 １ －
３８０ 号 線

町道４８０号線
新潟市赤鏥７１０

新潟市赤鏥８６４６

巻 １ －
３８１ 号 線

町道４８１号線
新潟市赤鏥１２９０－３

新潟市赤鏥１３２２

巻 １ －
３８２ 号 線

町道４８２号線
新潟市赤鏥１２９２－１８

新潟市赤鏥４６－４

巻 １ －
３８３ 号 線

町道４８３号線
新潟市赤鏥２７７－３

新潟市巻甲４５１５－２

巻 １ －
３８４ 号 線

町道４８４号線
新潟市巻甲４４０３－５

新潟市巻甲４４０４－２

巻 １ －
３８５ 号 線

町道４８５号線
新潟市巻甲５０６－１

新潟市赤鏥７３－１

巻 １ －
３８６ 号 線

町道４８６号線
新潟市巻甲２４５６－７

新潟市巻甲２４３８－５
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巻 １ －
３８７ 号 線

町道４８７号線
新潟市巻甲４２７７

新潟市巻甲４０４０－１

巻 １ －
３８８ 号 線

町道４８８号線
新潟市巻４４１１－４

新潟市巻４４１２－５

巻 １ －
３８９ 号 線

町道４８９号線
新潟市巻甲２６８４－１

新潟市巻甲２６５２－１

巻 １ －
３９０ 号 線

町道４９０号線
新潟市巻甲３５０１

新潟市巻甲３６３０－１

巻 １ －
３９１ 号 線

町道４９１号線
新潟市巻甲９４３－１

新潟市巻甲９６０

巻 １ －
３９２ 号 線

町道４９２号線
新潟市巻甲８１１１－１

新潟市巻甲１１４１－１

巻 １ －
３９３ 号 線

町道４９３号線
新潟市潟頭３

新潟市潟頭７

巻 １ －
３９４ 号 線

町道４９４号線
新潟市巻甲２４２５－１２

新潟市巻甲２４２６－４

巻 １ －
３９５ 号 線

町道４９５号線
新潟市安尻２０６２－３

新潟市赤鏥８３６－１

巻 １ －
３９６ 号 線

町道４９６号線
新潟市赤鏥８１５－１０

新潟市赤鏥８１９－９

巻 １ －
３９７ 号 線

町道４９７号線
新潟市赤鏥９３５－５

新潟市赤鏥９３６－１

巻 １ －
３９８ 号 線

町道４９８号線
新潟市潟頭７４８

新潟市潟頭８０６－２

巻 １ －
３９９ 号 線

町道４９９号線
新潟市潟頭７３７

新潟市潟頭８７６

巻 １ －
４００ 号 線

町道５００号線
新潟市潟頭７８０

新潟市下和納３９４２

巻 １ －
４０１ 号 線

町道５１７号線
新潟市赤鏥６６８－１

新潟市赤鏥４７８

巻 １ －
４０２ 号 線

町道６０１号線
新潟市巻２９０６

新潟市巻２２２６

巻 １ －
４０３ 号 線

町道６０２号線
新潟市巻２２１３－８

新潟市堀山新田４２１

巻 １ －
４０４ 号 線

町道６０３号線
新潟市巻２２０７－４

新潟市巻２２０７－１５

巻 １ －
４０５ 号 線

町道６０４号線
新潟市巻４４３

新潟市巻４４２

巻 １ －
４０６ 号 線

町道６０５号線
新潟市巻６１７

新潟市巻４３０

巻 １ －
４０７ 号 線

町道６０６号線
新潟市巻６１８－１

新潟市巻６２９

巻 １ －
４０８ 号 線

町道６０８号線
新潟市巻甲１７４６

新潟市巻甲１４５２－１

巻 １ －
４０９ 号 線

町道６０９号線
新潟市巻１１１９

新潟市巻１１２１－１

巻 １ －
４１０ 号 線

町道６１１号線
新潟市東汰上３２５

新潟市東汰上３２７－２

巻 １ －
４１１ 号 線

町道６１２号線
新潟市東汰上２３５－甲

新潟市東汰上１０８

巻 １ －
４１２ 号 線

町道６１３号線
新潟市巻１６８２

新潟市中郷屋１５２１

巻 １ －
４１３ 号 線

町道６１４号線
新潟市巻１７７７

新潟市巻８１１

巻 １ －
４１４ 号 線

町道６１５号線
新潟市巻９１０

新潟市巻７１３

巻 １ －
４１５ 号 線

町道６１６号線
新潟市巻８８７

新潟市巻８４９

巻 １ －
４１６ 号 線

町道６１９号線
新潟市巻甲１５０７

新潟市巻甲８８４

巻 １ －
４１７ 号 線

町道６２０号線
新潟市割前３０６

新潟市割前２２２

巻 １ －
４１８ 号 線

町道６２１号線
新潟市巻甲１４８３

新潟市割前３４６

巻 １ －
４１９ 号 線

町道６２２号線
新潟市割前１０

新潟市割前３３６

巻 １ －
４２０ 号 線

町道６２５号線
新潟市割前３０

新潟市中郷屋１０２１

巻 １ －
４２１ 号 線

町道６２６号線
新潟市割前４

新潟市中郷屋４４１

巻 １ －
４２２ 号 線

町道６２７号線
新潟市中郷屋５６１

新潟市割前２６
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巻 １ －
４２３ 号 線

町道６２８号線
新潟市中郷屋６５９

新潟市割前５８

巻 １ －
４２４ 号 線

町道６２９号線
新潟市東汰上７０７

新潟市東汰上１０７

巻 １ －
４２５ 号 線

町道６３０号線
新潟市東汰上１４５３

新潟市東汰上１５３

巻 １ －
４２６ 号 線

町道６３１号線
新潟市東汰上１４５５

新潟市東汰上２６６

巻 １ －
４２７ 号 線

町道６３２号線
新潟市東汰上４１

新潟市東汰上３２９

巻 １ －
４２８ 号 線

町道６３３号線
新潟市東汰上１４９１

新潟市東汰上３０３

巻 １ －
４２９ 号 線

町道６３５号線
新潟市東汰上４６５７

新潟市東汰上５５８

巻 １ －
４３０ 号 線

町道６４０号線
新潟市東汰上７２９

新潟市割前２０

巻 １ －
４３１ 号 線

町道６４２号線
新潟市東汰上３７７

新潟市東汰上４６７

巻 １ －
４３２ 号 線

町道６４４号線
新潟市東汰上２３２

新潟市東汰上２４５－１

巻 １ －
４３３ 号 線

町道６４５号線
新潟市割前８７

新潟市東汰上３０４

巻 １ －
４３４ 号 線

町道６４６号線
新潟市割前５４４

新潟市東汰上３８７

巻 １ －
４３５ 号 線

町道６４７号線
新潟市割前２９５

新潟市割前３１３

巻 １ －
４３６ 号 線

町道６４８号線
新潟市巻６１２

新潟市巻６１２－３

巻 １ －
４３７ 号 線

町道６４９号線
新潟市巻１２１

新潟市巻１４３

巻 １ －
４３８ 号 線

町道６５０号線
新潟市巻１６４８

新潟市巻１６５３

巻 １ －
４３９ 号 線

町道６５１号線
新潟市割前３０９

新潟市割前３１５

巻 １ －
４４０ 号 線

町道６５５号線
新潟市巻１０３５

新潟市巻１１２２

巻 １ －
４４１ 号 線

町道６５６号線
新潟市巻１７９７－３

新潟市巻１４３４

巻 １ －
４４２ 号 線

町道６５７号線
新潟市巻甲１４４－７

新潟市巻甲９８－１４

巻 １ －
４４３ 号 線

町道６５８号線
新潟市巻甲１４８－６

新潟市巻甲９７－５

巻 １ －
４４４ 号 線

町道６５９号線
新潟市巻甲９８－９

新潟市巻甲９７－５

巻 １ －
４４５ 号 線

町道６６２号線
新潟市割前３１４－２

新潟市割前３１３－２１

巻 １ －
４４６ 号 線

町道６６３号線
新潟市割前４８

新潟市割前９６－２

巻 １ －
４４７ 号 線

町道６６４号線
新潟市巻甲３－１４９

新潟市割前２３０８－４

巻 １ －
４４８ 号 線

町道６６５号線
新潟市割前２０２４－２

新潟市巻甲７８－８

巻 １ －
４４９ 号 線

町道６６６号線
新潟市割前２０２１－８

新潟市巻甲５０－８

巻 １ －
４５０ 号 線

町道６６７号線
新潟市巻甲８－３

新潟市巻甲４３－１

巻 １ －
４５１ 号 線

町道６６８号線
新潟市割前２０２４－２

新潟市割前２０２１－２

巻 １ －
４５２ 号 線

町道６６９号線
新潟市割前２０２４－６

新潟市巻甲１８－１３

巻 １ －
４５３ 号 線

町道６７０号線
新潟市割前２０３２－１４

新潟市巻甲１８－９

巻 １ －
４５４ 号 線

町道６７１号線
新潟市割前２０３５－１１

新潟市巻甲１８－２

巻 １ －
４５５ 号 線

町道８０２号線
新潟市東汰上２４６

新潟市羽田７０１３

巻 １ －
４５６ 号 線

町道１４７９号線
新潟市漆山８６６３

新潟市漆山８６９５－２

巻 ２ －
１ 号 線

町道３８８号線
新潟市鷲ノ木２５４３

新潟市竹野町４６７２－１

巻 ２ －
２ 号 線

町道５０２号線
新潟市堀山新田２８１

新潟市堀山新田２２６３
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巻 ２ －
３ 号 線

町道５０３号線
新潟市堀山新田１９９１

新潟市堀山新田２０１８

巻 ２ －
４ 号 線

町道５０４号線
新潟市巻１６９０

新潟市堀山新田２２７２

巻 ２ －
５ 号 線

町道５０５号線
新潟市堀山新田１６１１

新潟市巻乙１６８３－３

巻 ２ －
６ 号 線

町道５０６号線
新潟市堀山新田３７９

新潟市堀山新田２１８３

巻 ２ －
７ 号 線

町道５０８号線
新潟市巻乙３６－４

新潟市巻乙３７－１

巻 ２ －
８ 号 線

町道５１０号線
新潟市巻１１７５９－１

新潟市巻４２１－４

巻 ２ －
９ 号 線

町道５１１号線
新潟市巻乙１８６５－８

新潟市巻１８６６－２

巻 ２ －
１ ０ 号 線

町道５１２号線
新潟市巻乙１８６５－４

新潟市巻１８７０－１

巻 ２ －
１ １ 号 線

町道５１３号線
新潟市巻１９６３

新潟市巻３３８

巻 ２ －
１ ２ 号 線

町道５１４号線
新潟市巻乙１８５８－２

新潟市巻１８６２－１２

巻 ２ －
１ ３ 号 線

町道５１５号線
新潟市巻１８１４

新潟市巻４４８

巻 ２ －
１ ４ 号 線

町道５１６号線

新潟市堀山新田４２５－
５

新潟市堀山新田２１２９

巻 ２ －
１ ５ 号 線

町道５１８号線
新潟市巻１７５３

新潟市巻４１４

巻 ２ －
１ ６ 号 線

町道５２０号線

新潟市堀山新田３７７－
２

新潟市堀山新田３３０

巻 ２ －
１ ７ 号 線

町道５２１号線
新潟市巻乙１６３９－２

新潟市巻乙１６８９

巻 ２ －
１ ８ 号 線

町道５２５号線
新潟市堀山新田１５９６

新潟市堀山新田１２０

巻 ２ －
１ ９ 号 線

町道５２６号線
新潟市堀山新田１４７

新潟市堀山新田１３２

巻 ２ －
２ ０ 号 線

町道５２７号線
新潟市堀山新田１８２

新潟市堀山新田１６２

巻 ２ －
２ １ 号 線

町道５２９号線
新潟市堀山新田１７７１

新潟市堀山新田２３８

巻 ２ －
２ ２ 号 線

町道５３０号線
新潟市堀山新田１０００

新潟市堀山新田１３７８

巻 ２ －
２ ３ 号 線

町道５３１号線
新潟市堀山新田１０１４

新潟市堀山新田１２６６

巻 ２ －
２ ４ 号 線

町道５３２号線
新潟市堀山新田１３１６

新潟市堀山新田１２６０

巻 ２ －
２ ５ 号 線

町道５３３号線
新潟市堀山新田１０３１

新潟市堀山新田１３４０

巻 ２ －
２ ６ 号 線

町道５３４号線
新潟市堀山新田１０２５

新潟市堀山新田１０１１

巻 ２ －
２ ７ 号 線

町道５３５号線
新潟市鷲ノ木１２９４

新潟市堀山新田１１９７

巻 ２ －
２ ８ 号 線

町道５３６号線
新潟市堀山新田１３７７

新潟市堀山新田１２９９

巻 ２ －
２ ９ 号 線

町道５３７号線
新潟市堀山新田１４１９

新潟市堀山新田１３５４

巻 ２ －
３ ０ 号 線

町道５３８号線
新潟市堀山新田１４３０

新潟市堀山新田１３４８

巻 ２ －
３ １ 号 線

町道５３９号線
新潟市堀山新田１４３８

新潟市堀山新田１２００

巻 ２ －
３ ２ 号 線

町道５４０号線
新潟市巻１００７－６

新潟市巻１００４－３

巻 ２ －
３ ３ 号 線

町道５４２号線
新潟市堀山新田１３３６

新潟市堀山新田１３３２

巻 ２ －
３ ４ 号 線

町道５４３号線
新潟市鷲ノ木１６７２

新潟市鷲ノ木１３２３

巻 ２ －
３ ５ 号 線

町道５４４号線
新潟市鷲ノ木２１５０

新潟市鷲ノ木１８５７

巻 ２ －
３ ６ 号 線

町道５４５号線
新潟市鷲ノ木１８９１－２

新潟市鷲ノ木１５７２

巻 ２ －
３ ７ 号 線

町道５４６号線
新潟市鷲ノ木２０３１－１

新潟市鷲ノ木１５０８

巻 ２ －
３ ８ 号 線

町道５４７号線
新潟市鷲ノ木２０２１

新潟市鷲ノ木１４１５
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巻 ２ －
３ ９ 号 線

町道５４９号線
新潟市鷲ノ木１９３３

新潟市鷲ノ木１３５７

巻 ２ －
４ ０ 号 線

町道５５０号線
新潟市鷲ノ木１８５２

新潟市鷲ノ木１７９９

巻 ２ －
４ １ 号 線

町道５５１号線
新潟市鷲ノ木３１６

新潟市鷲ノ木２９６

巻 ２ －
４ ２ 号 線

町道５５２号線
新潟市堀山新田７０６

新潟市堀山新田３３９

巻 ２ －
４ ３ 号 線

町道５５４号線
新潟市鷲ノ木１７２５

新潟市鷲ノ木１３８８

巻 ２ －
４ ４ 号 線

町道５５７号線
新潟市鷲ノ木１３５０

新潟市鷲ノ木６２９

巻 ２ －
４ ５ 号 線

町道５６０号線
新潟市鷲ノ木４８８

新潟市鷲ノ木５５４

巻 ２ －
４ ６ 号 線

町道５６１号線
新潟市鷲ノ木４８５

新潟市鷲ノ木４２７

巻 ２ －
４ ７ 号 線

町道５６２号線
新潟市鷲ノ木３５４

新潟市鷲ノ木２０８

巻 ２ －
４ ８ 号 線

町道５６４号線
新潟市鷲ノ木７４

新潟市鷲ノ木６４８

巻 ２ －
４ ９ 号 線

町道５６６号線
新潟市鷲ノ木１０４

新潟市鷲ノ木２０５

巻 ２ －
５ ０ 号 線

町道５６７号線
新潟市鷲ノ木６０１

新潟市鷲ノ木１７９

巻 ２ －
５ １ 号 線

町道５６８号線
新潟市竹野町１４８９－１

新潟市竹野町１４９３

巻 ２ －
５ ２ 号 線

町道５７１号線
新潟市巻９９９－２

新潟市巻９９９－２６

巻 ２ －
５ ３ 号 線

町道５７２号線
新潟市巻９９９－３０

新潟市巻９９９－３３

巻 ２ －
５ ４ 号 線

町道５７３号線
新潟市巻９９９－２６

新潟市巻９９９－３０

巻 ２ －
５ ５ 号 線

町道５７５号線
新潟市巻乙１６９１

新潟市巻１９８６

巻 ２ －
５ ６ 号 線

町道５７６号線
新潟市巻１７５０

新潟市巻１９５９

巻 ２ －
５ ７ 号 線

町道５７７号線
新潟市巻１７１８

新潟市巻１７６８

巻 ２ －
５ ８ 号 線

町道５７８号線
新潟市巻１７４９

新潟市巻１７３７

巻 ２ －
５ ９ 号 線

町道５７９号線
新潟市巻１７５２

新潟市巻４１８

巻 ２ －
６ ０ 号 線

町道５８０号線
新潟市巻１７７７

新潟市巻４３１

巻 ２ －
６ １ 号 線

町道５８２号線
新潟市巻１７９８

新潟市巻４３６

巻 ２ －
６ ２ 号 線

町道５８３号線
新潟市巻１８１２

新潟市巻４４４

巻 ２ －
６ ３ 号 線

町道５８４号線
新潟市巻１９２７

新潟市巻１９３４

巻 ２ －
６ ４ 号 線

町道５８５号線
新潟市巻１９５９

新潟市巻１９５５

巻 ２ －
６ ５ 号 線

町道５８６号線
新潟市巻１８０７

新潟市巻１８０６

巻 ２ －
６ ６ 号 線

町道５８７号線
新潟市巻１９３２

新潟市巻１９３３

巻 ２ －
６ ７ 号 線

町道５８８号線
新潟市巻１９５７

新潟市巻１９５６

巻 ２ －
６ ８ 号 線

町道５８９号線
新潟市堀山新田１３６６

新潟市堀山新田１３１７

巻 ２ －
６ ９ 号 線

町道５９０号線

新潟市堀山新田１２２－
４
新潟市堀山新田１２３－
２４

巻 ２ －
７ ０ 号 線

町道５９１号線

新潟市堀山新田１２３－
１０
新潟市堀山新田１２９－
１０

巻 ２ －
７ １ 号 線

町道６５２号線
新潟市鷲ノ木１６３３－９

新潟市鷲ノ木１６４７－１２

巻 ２ －
７ ２ 号 線

町道６５３号線
新潟市鷲ノ木１６３３－９

新潟市鷲ノ木１６３６－１

巻 ２ －
７ ３ 号 線

町道６５４号線
新潟市鷲ノ木１６４７－５

新潟市鷲ノ木１６４７－２５

巻 ２ －
７ ４ 号 線

町道６６０号線
新潟市巻乙２４６－５

新潟市巻乙２４６－６
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巻 ２ －
７ ５ 号 線

町道６６１号線
新潟市巻２４６－３

新潟市巻２３６

巻 ２ －
７ ６ 号 線

町道６７２号線
新潟市巻乙２１７－２

新潟市巻乙２３５－８

巻 ２ －
７ ７ 号 線

町道７０１号線
新潟市巻１６１５－２

新潟市堀山新田４９

巻 ２ －
７ ８ 号 線

町道７０２号線
新潟市堀山新田乙６

新潟市堀山新田乙２４０

巻 ２ －
７ ９ 号 線

町道７０３号線
新潟市巻乙３９２

新潟市巻３６４

巻 ２ －
８ ０ 号 線

町道７０６号線
新潟市堀山新田２５

新潟市堀山新田４７１

巻 ２ －
８ １ 号 線

町道７０７号線
新潟市巻乙１３

新潟市巻１５

巻 ２ －
８ ２ 号 線

町道７０８号線
新潟市巻１６６

新潟市巻７０２－１０

巻 ２ －
８ ３ 号 線

町道７０９号線
新潟市竹野町１０６７

新潟市鷲ノ木２５４９－４

巻 ２ －
８ ４ 号 線

町道７１０号線
新潟市巻３７５

新潟市巻３６５

巻 ２ －
８ ５ 号 線

町道７１１号線
新潟市巻乙３１５－１

新潟市巻乙３５８

巻 ２ －
８ ６ 号 線

町道７１２号線
新潟市巻乙２３２

新潟市竹野町２２７

巻 ２ －
８ ７ 号 線

町道７１４号線
新潟市竹野町３３１

新潟市竹野町３８３

巻 ２ －
８ ８ 号 線

町道７１５号線
新潟市竹野町３０５

新潟市鷲ノ木２５４９－４

巻 ２ －
８ ９ 号 線

町道７１６号線
新潟市竹野町２６６

新潟市竹野町４９３

巻 ２ －
９ ０ 号 線

町道７１７号線
新潟市竹野町５８３

新潟市竹野町１８８

巻 ２ －
９ １ 号 線

町道７１８号線
新潟市前田４７７

新潟市伏部４５９－１

巻 ２ －
９ ２ 号 線

町道７１９号線
新潟市竹野町６７２

新潟市竹野町１３４

巻 ２ －
９ ３ 号 線

町道７２０号線
新潟市竹野町６８４

新潟市竹野町１０８

巻 ２ －
９ ４ 号 線

町道７２１号線
新潟市巻３７４

新潟市巻３９９

巻 ２ －
９ ５ 号 線

町道７２２号線
新潟市竹野町１２－２

新潟市前田１５８

巻 ２ －
９ ６ 号 線

町道７２３号線
新潟市竹野町４８

新潟市竹野町４０

巻 ２ －
９ ７ 号 線

町道７２４号線
新潟市前田７１６

新潟市前田１７６

巻 ２ －
９ ８ 号 線

町道７２５号線
新潟市前田２４９８－１

新潟市竹野町２３

巻 ２ －
９ ９ 号 線

町道７２６号線
新潟市前田１６３

新潟市竹野町３５

巻 ２ －
１００ 号 線

町道７２８号線
新潟市竹野町１４２－２

新潟市前田４６４

巻 ２ －
１０１ 号 線

町道７２９号線
新潟市竹野町４

新潟市竹野町１３０

巻 ２ －
１０２ 号 線

町道７３０号線
新潟市竹野町１０６

新潟市仁箇３３５

巻 ２ －
１０３ 号 線

町道７３１号線
新潟市竹野町３４２

新潟市仁箇３４３

巻 ２ －
１０４ 号 線

町道７３２号線
新潟市竹野町３００

新潟市竹野町３５８

巻 ２ －
１０５ 号 線

町道７３３号線
新潟市竹野町６８８－９

新潟市竹野町６８１－７

巻 ２ －
１０６ 号 線

町道７３４号線
新潟市竹野町７３５

新潟市竹野町３８４

巻 ２ －
１０７ 号 線

町道７３６号線
新潟市竹野町１５３０－８

新潟市竹野町２５６０－１

巻 ２ －
１０８ 号 線

町道７３７号線
新潟市竹野町１０２３

新潟市竹野町２２９３

巻 ２ －
１０９ 号 線

町道７３８号線
新潟市竹野町１５３７－２

新潟市竹野町１５３３－２

巻 ２ －
１１０ 号 線

町道７４１号線
新潟市竹野町６９２－１

新潟市竹野町６８１－５
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巻 ２ －
１１１ 号 線

町道７４２号線
新潟市竹野町６９４－１

新潟市前田３５８－１

巻 ２ －
１１２ 号 線

町道７４３号線
新潟市前田３３２－１

新潟市前田３５５－１

巻 ２ －
１１３ 号 線

町道７４４号線
新潟市竹野町１５２０

新潟市竹野町１４８４

巻 ２ －
１１４ 号 線

町道７４５号線
新潟市竹野町１０７７

新潟市竹野町２３２５

巻 ２ －
１１５ 号 線

町道７４７号線
新潟市竹野町４８３

新潟市竹野町１０３０

巻 ２ －
１１６ 号 線

町道７４９号線
新潟市鷲ノ木２４５

新潟市竹野町２５０７

巻 ２ －
１１７ 号 線

町道７５０号線
新潟市竹野町１８４

新潟市竹野町１９４

巻 ２ －
１１８ 号 線

町道８０３号線
新潟市仁箇２１３８－３

新潟市仁箇２１９５－１

巻 ２ －
１１９ 号 線

町道８０４号線
新潟市羽田２５８

新潟市羽田９４

巻 ２ －
１２０ 号 線

町道８０７号線
新潟市羽田１４０

新潟市羽田１５５

巻 ２ －
１２１ 号 線

町道８０８号線
新潟市羽田６２７

新潟市仁箇２１３

巻 ２ －
１２２ 号 線

町道８１１号線
新潟市仁箇３２

新潟市仁箇２３

巻 ２ －
１２３ 号 線

町道８１２号線
新潟市仁箇８６２

新潟市仁箇２６４

巻 ２ －
１２４ 号 線

町道８１３号線
新潟市仁箇８７１

新潟市仁箇３０６

巻 ２ －
１２５ 号 線

町道８１４号線
新潟市仁箇８９２

新潟市仁箇１６４４

巻 ２ －
１２６ 号 線

町道８１５号線
新潟市仁箇９３４

新潟市仁箇２５６

巻 ２ －
１２７ 号 線

町道８１６号線
新潟市仁箇８０４

新潟市仁箇１１２０

巻 ２ －
１２８ 号 線

町道８２０号線
新潟市松郷屋１７０

新潟市仁箇１８８８

巻 ２ －
１２９ 号 線

町道８２１号線
新潟市仁箇１０３３－２

新潟市仁箇１０３３－１０

巻 ２ －
１３０ 号 線

町道８２２号線
新潟市仁箇１４９－３

新潟市仁箇６７２

巻 ２ －
１３１ 号 線

町道８２３号線
新潟市仁箇１０３８－１

新潟市仁箇１０３２

巻 ２ －
１３２ 号 線

町道８２４号線
新潟市仁箇１８１４－１

新潟市仁箇６１８

巻 ２ －
１３３ 号 線

町道８２５号線
新潟市仁箇１２７

新潟市仁箇４８１

巻 ２ －
１３４ 号 線

町道８２９号線
新潟市仁箇５４９

新潟市仁箇７６６－１

巻 ２ －
１３５ 号 線

町道８３２号線
新潟市仁箇９３

新潟市仁箇５４０

巻 ２ －
１３６ 号 線

町道８３３号線
新潟市仁箇９２－１

新潟市仁箇２４９

巻 ２ －
１３７ 号 線

町道８３４号線
新潟市仁箇２３９

新潟市仁箇２１０

巻 ２ －
１３８ 号 線

町道８３５号線
新潟市仁箇４２－１

新潟市仁箇１７５

巻 ２ －
１３９ 号 線

町道８３６号線
新潟市仁箇６

新潟市前田１６７４

巻 ２ －
１４０ 号 線

町道８３７号線
新潟市仁箇２１５

新潟市仁箇２２２

巻 ２ －
１４１ 号 線

町道８３８号線
新潟市仁箇６２５

新潟市仁箇６０１

巻 ２ －
１４２ 号 線

町道８３９号線
新潟市仁箇６２６

新潟市仁箇６２３－２

巻 ２ －
１４３ 号 線

町道８４０号線
新潟市仁箇７４２

新潟市仁箇６３２

巻 ２ －
１４４ 号 線

町道８４１号線
新潟市仁箇８０４

新潟市仁箇７６９

巻 ２ －
１４５ 号 線

町道８４２号線
新潟市仁箇１９０２－１

新潟市仁箇１１３３

巻 ２ －
１４６ 号 線

町道８４３号線
新潟市福井７２４

新潟市福井９９４
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巻 ２ －
１４７ 号 線

町道８４４号線
新潟市福井１２８２

新潟市福井８１３

巻 ２ －
１４８ 号 線

町道８４５号線
新潟市福井１１２１

新潟市福井７４４

巻 ２ －
１４９ 号 線

町道８４６号線
新潟市福井５５７

新潟市福井５３１

巻 ２ －
１５０ 号 線

町道８４７号線
新潟市福井７６７

新潟市福井６０５

巻 ２ －
１５１ 号 線

町道８４８号線
新潟市福井１８９８

新潟市福井１９０８

巻 ２ －
１５２ 号 線

町道８４９号線
新潟市福井１８７５

新潟市福井１９１０

巻 ２ －
１５３ 号 線

町道８５０号線
新潟市福井６８７

新潟市福井１２６８

巻 ２ －
１５４ 号 線

町道８５１号線
新潟市福井１２３０

新潟市福井７６３

巻 ２ －
１５５ 号 線

町道８５２号線
新潟市松郷屋３２９

新潟市松郷屋３５６

巻 ２ －
１５６ 号 線

町道８５３号線
新潟市平沢８４

新潟市平沢４４

巻 ２ －
１５７ 号 線

町道８５４号線
新潟市竹野町１０２５

新潟市竹野町１０２９

巻 ２ －
１５８ 号 線

町道８５５号線
新潟市仁箇２１５

新潟市仁箇３６６８

巻 ２ －
１５９ 号 線

町道８５６号線
新潟市竹野町２５７０

新潟市竹野町２５５８－１

巻 ２ －
１６０ 号 線

町道８５７号線
新潟市竹野町２５７０

新潟市竹野町２９４５

巻 ２ －
１６１ 号 線

町道８５９号線
新潟市竹野町１４５４－１

新潟市竹野町５９０

巻 ２ －
１６２ 号 線

町道８６１号線
新潟市竹野町２３８９－１

新潟市竹野町２３８９－４

巻 ２ －
１６３ 号 線

町道８６２号線
新潟市仁箇５４０

新潟市仁箇２５１－２

巻 ２ －
１６４ 号 線

町道８６３号線
新潟市仁箇５８２－１

新潟市仁箇６０３

巻 ２ －
１６５ 号 線

町道８６４号線
新潟市仁箇２１３４

新潟市仁箇１４７３

巻 ２ －
１６６ 号 線

町道８６５号線
新潟市仁箇９５５

新潟市仁箇９７２

巻 ２ －
１６７ 号 線

町道８６６号線
新潟市下木島１３０

新潟市下木島１２９

巻 ２ －
１６８ 号 線

町道８６７号線
新潟市竹野町１６５５－１

新潟市竹野町１６５５－１

巻 ２ －
１６９ 号 線

町道８６８号線
新潟市竹野町１６５５－１

新潟市竹野町１６５５－１

巻 ２ －
１７０ 号 線

町道８６９号線
新潟市竹野町１６５５－１

新潟市竹野町１６５５－１

巻 ２ －
１７１ 号 線

町道８７０号線
新潟市竹野町１６５５－１

新潟市竹野町１６５５－１

巻 ２ －
１７２ 号 線

町道９００号線
新潟市巻舟戸２３１

新潟市巻舟戸２２２－１

巻 ２ －
１７３ 号 線

町道９０２号線
新潟市福井６４６

新潟市福井３

巻 ２ －
１７４ 号 線

町道９０３号線
新潟市福井５４９

新潟市福井１８４７

巻 ２ －
１７５ 号 線

町道９０４号線
新潟市峰岡４５－１

新潟市峰岡９９

巻 ２ －
１７６ 号 線

町道９０５号線
新潟市峰岡２９０

新潟市峰岡９８－２

巻 ２ －
１７７ 号 線

町道９０６号線
新潟市峰岡４０１－１

新潟市峰岡１１３－２

巻 ２ －
１７８ 号 線

町道９０７号線
新潟市福井１０２３－２

新潟市平沢２００

巻 ２ －
１７９ 号 線

町道９０８号線
新潟市峰岡３７７－２

新潟市峰岡１２５

巻 ２ －
１８０ 号 線

町道９０９号線
新潟市下木島１２２－１

新潟市上木島１６２

巻 ２ －
１８１ 号 線

町道９１０号線
新潟市巻舟戸４３９

新潟市巻舟戸３４９

巻 ２ －
１８２ 号 線

町道９１１号線
新潟市鷲ノ木７９

新潟市鷲ノ木８９
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巻 ２ －
１８３ 号 線

町道９１２号線
新潟市鷲ノ木９５

新潟市鷲ノ木８９

巻 ２ －
１８４ 号 線

町道９１３号線
新潟市巻舟戸１３４

新潟市下木島２１３

巻 ２ －
１８５ 号 線

町道９１４号線
新潟市鷲ノ木３３２

新潟市鷲ノ木８０－３

巻 ２ －
１８６ 号 線

町道９１５号線
新潟市上木島１５６

新潟市上木島１４４

巻 ２ －
１８７ 号 線

町道９１６号線
新潟市鷲ノ木４４４

新潟市鷲ノ木３７２

巻 ２ －
１８８ 号 線

町道９１７号線
新潟市上木島１１９

新潟市上木島２１

巻 ２ －
１８９ 号 線

町道９１８号線
新潟市下木島５１

新潟市下木島２２

巻 ２ －
１９０ 号 線

町道９１９号線
新潟市伏部１４９２

新潟市伏部２５７

巻 ２ －
１９１ 号 線

町道９２０号線
新潟市鷲ノ木３３０－９

新潟市鷲ノ木３３０－１２

巻 ２ －
１９２ 号 線

町道９２１号線
新潟市下木島９６

新潟市下木島１１２

巻 ２ －
１９３ 号 線

町道９２２号線
新潟市下木島１１８

新潟市下木島３７

巻 ２ －
１９４ 号 線

町道９２３号線
新潟市下木島１２６

新潟市上木島１１０

巻 ２ －
１９５ 号 線

町道９２４号線
新潟市下木島１７５

新潟市下木島１３１

巻 ２ －
１９６ 号 線

町道９２５号線
新潟市下木島１２６

新潟市下木島１２１

巻 ２ －
１９７ 号 線

町道９２６号線
新潟市下木島１３３

新潟市下木島１２９

巻 ２ －
１９８ 号 線

町道９２７号線
新潟市巻舟戸３０３

新潟市峰岡２２

巻 ２ －
１９９ 号 線

町道９２８号線
新潟市下木島１７３

新潟市下木島１７５

巻 ２ －
２００ 号 線

町道９２９号線
新潟市下木島１４５

新潟市下木島１７５

巻 ２ －
２０１ 号 線

町道９３０号線
新潟市下木島１６６

新潟市下木島１７１

巻 ２ －
２０２ 号 線

町道９３１号線
新潟市下木島１４９

新潟市下木島１７４

巻 ２ －
２０３ 号 線

町道９３２号線
新潟市下木島１５０

新潟市下木島１６３

巻 ２ －
２０４ 号 線

町道９３３号線
新潟市竹野町２２６６

新潟市竹野町１６２

巻 ２ －
２０５ 号 線

町道９３４号線
新潟市下木島１１８

新潟市下木島１２８

巻 ２ －
２０６ 号 線

町道９３５号線
新潟市竹野町１６５５－１

新潟市竹野町２２８

巻 ２ －
２０７ 号 線

町道９３６号線
新潟市福井５２１８－１

新潟市五ケ浜５８１－１

巻 ２ －
２０８ 号 線

町道９３７号線
新潟市福井５１７１－４

新潟市福井４２０２

巻 ２ －
２０９ 号 線

町道９３８号線
新潟市下木島１８３５

新潟市下木島２７１

巻 ２ －
２１０ 号 線

町道９４０号線
新潟市下木島２２９

新潟市下木島１１３

巻 ２ －
２１１ 号 線

町道９４１号線
新潟市下木島２１４１

新潟市下木島２０６７

巻 ２ －
２１２ 号 線

町道９４５号線
新潟市松郷屋８６

新潟市竹野町１９５０

巻 ２ －
２１３ 号 線

町道９４７号線
新潟市鷲ノ木２５１０

新潟市鷲ノ木２３６３

巻 ２ －
２１４ 号 線

町道９５０号線
新潟市竹野町１６１１

新潟市峰岡６０６

巻 ２ －
２１５ 号 線

町道９５２号線
新潟市竹野町２５７３

新潟市竹野町１６

巻 ２ －
２１６ 号 線

町道９５４号線
新潟市竹野町２１０２

新潟市竹野町１７７２

巻 ２ －
２１７ 号 線

町道９５６号線
新潟市竹野町２１２４

新潟市竹野町１８４３

巻 ２ －
２１８ 号 線

町道９５８号線
新潟市竹野町６

新潟市竹野町２０３３
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巻 ２ －
２１９ 号 線

町道９５９号線
新潟市竹野町１３

新潟市竹野町２０３８

巻 ２ －
２２０ 号 線

町道９６０号線
新潟市伏部５９７－１

新潟市伏部８６２

巻 ２ －
２２１ 号 線

町道９６１号線
新潟市伏部５８１

新潟市伏部５５４

巻 ２ －
２２２ 号 線

町道９６４号線
新潟市巻舟戸１８２

新潟市巻舟戸２１６

巻 ２ －
２２３ 号 線

町道９６５号線
新潟市竹野町２４６６

新潟市竹野町２５７０

巻 ２ －
２２４ 号 線

町道９６６号線
新潟市竹野町３０５３

新潟市竹野町３４８０

巻 ２ －
２２５ 号 線

町道９６７号線
新潟市竹野町２４０１

新潟市竹野町２６９３

巻 ２ －
２２６ 号 線

町道９６８号線
新潟市竹野町２４０７

新潟市竹野町２６５５

巻 ２ －
２２７ 号 線

町道９６９号線
新潟市竹野町２３８９－１４

新潟市竹野町２３８９－１６

巻 ２ －
２２８ 号 線

町道９７０号線
新潟市竹野町２４６１－１

新潟市竹野町３５１５－２

巻 ２ －
２２９ 号 線

町道９７１号線
新潟市竹野町２４７２

新潟市竹野町２６４４

巻 ２ －
２３０ 号 線

町道９７２号線
新潟市竹野町２５０６－２

新潟市仁箇１６１８－５

巻 ２ －
２３１ 号 線

町道９７３号線
新潟市仁箇１６１４－６

新潟市仁箇１６１８－５

巻 ２ －
２３２ 号 線

町道９７４号線
新潟市下木島１２１－５

新潟市下木島９１７－１

巻 ２ －
２３３ 号 線

町道９７５号線
新潟市竹野町２４８７－３１

新潟市竹野町２４８７－２２

巻 ２ －
２３４ 号 線

町道９７６号線
新潟市竹野町２４９８－５

新潟市竹野町２４８７－２０

巻 ２ －
２３５ 号 線

町道９７７号線
新潟市竹野町２４９８－２３

新潟市竹野町２５１２－１

巻 ２ －
２３６ 号 線

町道９７８号線
新潟市竹野町２４８６－１

新潟市竹野町２４９４－１

巻 ２ －
２３７ 号 線

町道９７９号線
新潟市峰岡３６７

新潟市巻舟戸１７８

巻 ２ －
２３８ 号 線

町道９８０号線
新潟市福井２７－１

新潟市角海浜１４３－２

巻 ２ －
２３９ 号 線

町道９８１号線
新潟市峰岡１８８

新潟市峰岡１５６

巻 ２ －
２４０ 号 線

町道９８２号線
新潟市五ケ浜６６７－３

新潟市角海浜１４１

巻 ２ －
２４１ 号 線

町道９８３号線
新潟市角海浜１４０

新潟市角海浜１７６

巻 ２ －
２４２ 号 線

町道９８４号線
新潟市角海浜１０７

新潟市角海浜２２５

巻 ２ －
２４３ 号 線

町道９８５号線
新潟市五ケ浜１５１８

新潟市五ケ浜１８７８

巻 ２ －
２４４ 号 線

町道９８６号線
新潟市五ケ浜２２５４

新潟市五ケ浜２２８７

巻 ２ －
２４５ 号 線

町道９８７号線
新潟市五ケ浜２２９０

新潟市五ケ浜２２７９

巻 ２ －
２４６ 号 線

町道９８８号線
新潟市五ケ浜２６１６

新潟市五ケ浜６６３０１

巻 ２ －
２４７ 号 線

町道９８９号線
新潟市峰岡１８９

新潟市福井６３５

巻 ２ －
２４８ 号 線

町道９９０号線
新潟市五ケ浜２３７７

新潟市五ケ浜２２９１

巻 ２ －
２４９ 号 線

町道９９１号線
新潟市五ケ浜２４８７

新潟市五ケ浜２４５１

巻 ２ －
２５０ 号 線

町道９９２号線
新潟市五ケ浜２５９８

新潟市五ケ浜２５０５

巻 ２ －
２５１ 号 線

町道９９３号線
新潟市五ケ浜２５９９

新潟市五ケ浜２５７８

巻 ２ －
２５２ 号 線

町道９９４号線
新潟市竹野町１９４２

新潟市竹野町１９２１

巻 ２ －
２５３ 号 線

町道９９５号線
新潟市竹野町１４１８

新潟市竹野町１４９１

巻 ２ －
２５４ 号 線

町道９９６号線
新潟市峰岡５３８

新潟市巻舟戸４９３－２
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巻 ２ －
２５５ 号 線

町道９９７号線
新潟市五ケ浜２９１２－２

新潟市五ケ浜２６２３

巻 ２ －
２５６ 号 線

町道９９８号線
新潟市五ケ浜２３７９

新潟市五ケ浜２３０２

巻 ２ －
２５７ 号 線

町道９９９号線
新潟市伏部１９３２

新潟市伏部１５１８－１

巻 ２ －
２５８ 号 線

町道１０００号線
新潟市伏部１９０９－９

新潟市伏部１５１８－１５

巻 ２ －
２５９ 号 線

町道１００１号線
新潟市仁箇１６１４

新潟市仁箇１４４３

巻 ２ －
２６０ 号 線

町道１００２号線
新潟市仁箇１６６８

新潟市仁箇１６０２

巻 ２ －
２６１ 号 線

町道１００３号線
新潟市仁箇１５９３

新潟市仁箇１５８８

巻 ２ －
２６２ 号 線

町道１００４号線
新潟市稲島１６０９

新潟市稲島２１９３

巻 ２ －
２６３ 号 線

町道１００５号線
新潟市仁箇１５７５

新潟市仁箇１５５８

巻 ２ －
２６４ 号 線

町道１００６号線
新潟市仁箇１５３３

新潟市仁箇１５１８

巻 ２ －
２６５ 号 線

町道１００７号線
新潟市仁箇１５１０

新潟市仁箇１５０６

巻 ２ －
２６６ 号 線

町道１００８号線
新潟市仁箇１５００

新潟市仁箇１４８６

巻 ２ －
２６７ 号 線

町道１００９号線
新潟市稲島２３７８

新潟市稲島２１４５

巻 ２ －
２６８ 号 線

町道１０１０号線
新潟市仁箇３０６

新潟市仁箇１４２８

巻 ２ －
２６９ 号 線

町道１０１１号線
新潟市仁箇１２７２

新潟市仁箇１３０８

巻 ２ －
２７０ 号 線

町道１０１２号線
新潟市仁箇１３００－１

新潟市仁箇１２８７－１

巻 ２ －
２７１ 号 線

町道１０１３号線
新潟市仁箇１０８２

新潟市仁箇１０９２－３

巻 ２ －
２７２ 号 線

町道１０１４号線
新潟市仁箇１１０１

新潟市仁箇１４１０

巻 ２ －
２７３ 号 線

町道１０１５号線
新潟市仁箇７９

新潟市仁箇１２５

巻 ２ －
２７４ 号 線

町道１０１６号線
新潟市布目７２－２

新潟市布目１

巻 ２ －
２７５ 号 線

町道１０１７号線
新潟市仁箇１２４７

新潟市仁箇１２５３

巻 ２ －
２７６ 号 線

町道１０１８号線
新潟市仁箇５５

新潟市仁箇１２６６－２

巻 ２ －
２７７ 号 線

町道１０１９号線
新潟市仁箇３５

新潟市仁箇１６

巻 ２ －
２７８ 号 線

町道１０２１号線
新潟市仁箇４０６

新潟市仁箇１３５１

巻 ２ －
２７９ 号 線

町道１０２２号線
新潟市仁箇４３５

新潟市布目１３８５

巻 ２ －
２８０ 号 線

町道１０２３号線
新潟市仁箇１４０２

新潟市布目１４２１

巻 ２ －
２８１ 号 線

町道１０２４号線
新潟市仁箇４

新潟市布目７７９

巻 ２ －
２８２ 号 線

町道１０２５号線
新潟市伏部５９７－１

新潟市稲島５５３

巻 ２ －
２８３ 号 線

町道１０２６号線
新潟市布目３７５

新潟市仁箇２２２

巻 ２ －
２８４ 号 線

町道１０２７号線
新潟市布目１９０

新潟市布目１０３

巻 ２ －
２８５ 号 線

町道１０２８号線
新潟市仁箇１４２５

新潟市稲島９１６－１

巻 ２ －
２８６ 号 線

町道１０２９号線
新潟市布目４９３

新潟市稲島１０１７

巻 ２ －
２８７ 号 線

町道１０３０号線
新潟市稲島７９１

新潟市稲島７７５

巻 ２ －
２８８ 号 線

町道１０３１号線
新潟市稲島１４６２

新潟市稲島１４６６－２

巻 ２ －
２８９ 号 線

町道１０３２号線
新潟市稲島７８４

新潟市稲島７１２

巻 ２ －
２９０ 号 線

町道１０３３号線
新潟市稲島９３１

新潟市稲島５４４
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巻 ２ －
２９１ 号 線

町道１０３４号線
新潟市稲島１９９９

新潟市稲島１９５４

巻 ２ －
２９２ 号 線

町道１０３５号線
新潟市仁箇１５６９－６

新潟市仁箇１５６９－５

巻 ２ －
２９３ 号 線

町道１０３６号線
新潟市仁箇１５６９－５

新潟市仁箇１５６９－１５

巻 ２ －
２９４ 号 線

町道１０３７号線
新潟市仁箇１５４４－１６

新潟市仁箇１５４８－２

巻 ２ －
２９５ 号 線

町道１０３８号線
新潟市稲島９９４－２

新潟市稲島１７３２－１

巻 ２ －
２９６ 号 線

町道１０４０号線
新潟市稲島８０９

新潟市稲島１０５２

巻 ２ －
２９７ 号 線

町道１０４２号線
新潟市稲島１８７３

新潟市稲島２１８３

巻 ２ －
２９８ 号 線

町道１０４３号線
新潟市稲島１０９９

新潟市稲島２１５５

巻 ２ －
２９９ 号 線

町道１０４４号線
新潟市仁箇７７

新潟市仁箇７９

巻 ２ －
３００ 号 線

町道１０４６号線
新潟市稲島２１９７

新潟市稲島１５６４

巻 ２ －
３０１ 号 線

町道１０４７号線
新潟市稲島２２０５

新潟市稲島１４７５－１２

巻 ２ －
３０２ 号 線

町道１０４８号線
新潟市稲島７５５

新潟市稲島６２２

巻 ２ －
３０３ 号 線

町道１０４９号線
新潟市稲島１０６２

新潟市稲島８４６

巻 ２ －
３０４ 号 線

町道１０５０号線
新潟市稲島５７７

新潟市稲島１１０３

巻 ２ －
３０５ 号 線

町道１０５１号線
新潟市稲島２１８４

新潟市稲島１６３５－１

巻 ２ －
３０６ 号 線

町道１０５６号線
新潟市稲島３５１４

新潟市角田浜３８１

巻 ２ －
３０７ 号 線

町道１０５７号線
新潟市稲島３５０４

新潟市角田浜３５１

巻 ２ －
３０８ 号 線

町道１０５８号線
新潟市稲島３３７

新潟市稲島３１８

巻 ２ －
３０９ 号 線

町道１０６１号線
新潟市越前浜１６１９

新潟市稲島２６８

巻 ２ －
３１０ 号 線

町道１０６２号線
新潟市角田浜２４７０

新潟市角田浜２４５

巻 ２ －
３１１ 号 線

町道１０６４号線
新潟市角田浜２９４９

新潟市角田浜３３０６

巻 ２ －
３１２ 号 線

町道１０６６号線
新潟市角田浜３２４７

新潟市越前浜７２９８

巻 ２ －
３１３ 号 線

町道１０６７号線
新潟市仁箇１２８２－１

新潟市仁箇２７８８－２

巻 ２ －
３１４ 号 線

町道１０６８号線
新潟市仁箇１２９２－２

新潟市仁箇２７３９－２０

巻 ２ －
３１５ 号 線

町道１０６９号線
新潟市仁箇１２６８－３

新潟市仁箇４２８４－５

巻 ２ －
３１６ 号 線

町道１０７０号線
新潟市仁箇２７４５－２２

新潟市仁箇２７８５－８

巻 ２ －
３１７ 号 線

町道１０７１号線
新潟市仁箇２７４５－２２

新潟市仁箇２７４５－３６

巻 ２ －
３１８ 号 線

町道１０７２号線
新潟市稲島１１

新潟市角田浜３２７８

巻 ２ －
３１９ 号 線

町道１０７３号線
新潟市仁箇２７４５－１０７

新潟市仁箇２７４５－１０１

巻 ２ －
３２０ 号 線

町道１０７４号線
新潟市仁箇２７４５－１０５

新潟市仁箇２７４５－９４

巻 ２ －
３２１ 号 線

町道１０７５号線
新潟市仁箇２７４５－１

新潟市仁箇２７３９－１１

巻 ２ －
３２２ 号 線

町道１０７６号線
新潟市角田浜２４５２

新潟市角田浜２７７２

巻 ２ －
３２３ 号 線

町道１０７７号線
新潟市仁箇４２９４

新潟市仁箇２７３１－２

巻 ２ －
３２４ 号 線

町道１０７８号線
新潟市角田浜３５２０

新潟市角田浜３４８７－２

巻 ２ －
３２５ 号 線

町道１０８０号線
新潟市角田浜２４２５

新潟市角田浜３１３６

巻 ２ －
３２６ 号 線

町道１０８８号線
新潟市松山新田７７８

新潟市松山新田３６１
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巻 ２ －
３２７ 号 線

町道１０９１号線
新潟市角田浜２８６９

新潟市角田浜２８３８

巻 ２ －
３２８ 号 線

町道１０９２号線
新潟市角田浜２７１６－１

新潟市角田浜２７１７

巻 ２ －
３２９ 号 線

町道１０９３号線
新潟市角田浜２８７０－１

新潟市越前浜７２３２－１

巻 ２ －
３３０ 号 線

町道１０９４号線
新潟市角田浜１５７８－１

新潟市角田浜１００５－７

巻 ２ －
３３１ 号 線

町道１０９９号線
新潟市松野尾３３４０

新潟市角田浜２７９０－２

巻 ２ －
３３２ 号 線

町道１１０２号線
新潟市松野尾４１８９

新潟市角田浜５１２８－１

巻 ２ －
３３３ 号 線

町道１１０３号線
新潟市松野尾３７５７

新潟市松野尾５２６６

巻 ２ －
３３４ 号 線

町道１１０６号線

新潟市四ッ郷屋１９４８－
１
新潟市四ッ郷屋２６２４－
１

巻 ２ －
３３５ 号 線

町道１１０７号線
新潟市四ッ郷屋２１６７

新潟市四ッ郷屋１０６８

巻 ２ －
３３６ 号 線

町道１１０８号線
新潟市四ッ郷屋９７８

新潟市四ッ郷屋８８０－
５

巻 ２ －
３３７ 号 線

町道１１０９号線

新潟市四ッ郷屋１８４１－
５

新潟市四ッ郷屋２１３７

巻 ２ －
３３８ 号 線

町道１１１０号線
新潟市四ッ郷屋８７１

新潟市四ッ郷屋１４２８－
８４

巻 ２ －
３３９ 号 線

町道１１１３号線
新潟市越前浜６６５０

新潟市越前浜６７３７

巻 ２ －
３４０ 号 線

町道１１１５号線
新潟市越前浜６７１６

新潟市越前浜６４８４

巻 ２ －
３４１ 号 線

町道１１１６号線
新潟市越前浜６７３７－２

新潟市越前浜６７５７

巻 ２ －
３４２ 号 線

町道１１１７号線
新潟市四ッ郷屋１７９８

新潟市四ッ郷屋１８３９－
１

巻 ２ －
３４３ 号 線

町道１１１９号線
新潟市四ッ郷屋１６７９

新潟市四ッ郷屋１８３４

巻 ２ －
３４４ 号 線

町道１１２０号線
新潟市越前浜５３１９

新潟市越前浜６８１１－２３

巻 ２ －
３４５ 号 線

町道１１２１号線
新潟市四ッ郷屋１８２４

新潟市四ッ郷屋１８２８

巻 ２ －
３４６ 号 線

町道１１２２号線

新潟市四ッ郷屋１８０９－
２

新潟市四ッ郷屋１８０３

巻 ２ －
３４７ 号 線

町道１１２３号線
新潟市四ッ郷屋２１６８

新潟市四ッ郷屋８６６－
１

巻 ２ －
３４８ 号 線

町道１１２４号線
新潟市四ッ郷屋１６８８

新潟市四ッ郷屋１６９０

巻 ２ －
３４９ 号 線

町道１１２５号線
新潟市四ッ郷屋１８１８

新潟市四ッ郷屋８４２

巻 ２ －
３５０ 号 線

町道１１２６号線
新潟市四ッ郷屋１８６５

新潟市四ッ郷屋１６６６－
１

巻 ２ －
３５１ 号 線

町道１１２７号線
新潟市四ッ郷屋２１４６

新潟市四ッ郷屋１７８３

巻 ２ －
３５２ 号 線

町道１１２８号線
新潟市四ッ郷屋１７１７

新潟市四ッ郷屋１７８１

巻 ２ －
３５３ 号 線

町道１１２９号線
新潟市四ッ郷屋１７３０

新潟市四ッ郷屋１７７２

巻 ２ －
３５４ 号 線

町道１１３０号線
新潟市四ッ郷屋１７３６

新潟市四ッ郷屋２１２７

巻 ２ －
３５５ 号 線

町道１１３１号線
新潟市四ッ郷屋１７８９

新潟市四ッ郷屋１７５１

巻 ２ －
３５６ 号 線

町道１１３２号線
新潟市四ッ郷屋１７６５

新潟市四ッ郷屋１７５５

巻 ２ －
３５７ 号 線

町道１１３３号線
新潟市四ッ郷屋１７４６

新潟市四ッ郷屋１７５４

巻 ２ －
３５８ 号 線

町道１１３４号線

新潟市四ッ郷屋３０２３－
２１４

新潟市四ッ郷屋２７６５

巻 ２ －
３５９ 号 線

町道１１３５号線
新潟市越前浜４９５５

新潟市越前浜４８９６

巻 ２ －
３６０ 号 線

町道１１３６号線
新潟市越前浜４９０５－６

新潟市越前浜６９０６－８

巻 ２ －
３６１ 号 線

町道１１３７号線
新潟市越前浜６９６４

新潟市角田浜５３７９

巻 ２ －
３６２ 号 線

町道１１３８号線
新潟市四ッ郷屋８５０

新潟市四ッ郷屋１８１６
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巻 ２ －
３６３ 号 線

町道１１３９号線
新潟市四ッ郷屋２１３９

新潟市四ッ郷屋２１３５－
３

巻 ２ －
３６４ 号 線

町道１１４０号線

新潟市四ッ郷屋２１１９－
１

新潟市四ッ郷屋２０７４

巻 ２ －
３６５ 号 線

町道１１５６号線
新潟市角田浜１５１３－１

新潟市四ッ郷屋２１７０－
１

巻 ２ －
３６６ 号 線

町道１１５８号線
新潟市越前浜６２３２－２

新潟市越前浜６１１４－４

巻 ２ －
３６７ 号 線

町道１１５９号線
新潟市越前浜４６８１

新潟市越前浜４７０８

巻 ２ －
３６８ 号 線

町道１１７３号線
新潟市越前浜６７３１

新潟市越前浜６７６８

巻 ２ －
３６９ 号 線

町道１１７４号線
新潟市越前浜６６８９

新潟市越前浜６７３８

巻 ２ －
３７０ 号 線

町道１１７５号線
新潟市越前浜６６７５

新潟市越前浜６６６５－１

巻 ２ －
３７１ 号 線

町道１１７６号線
新潟市越前浜６６８５

新潟市越前浜６６８７－１

巻 ２ －
３７２ 号 線

町道１１７７号線
新潟市越前浜６５６３－１

新潟市越前浜５５５７－２

巻 ２ －
３７３ 号 線

町道１１７８号線
新潟市越前浜５４７７

新潟市越前浜６８１１－７

巻 ２ －
３７４ 号 線

町道１１７９号線
新潟市越前浜５５０２－１

新潟市越前浜５３８６

巻 ２ －
３７５ 号 線

町道１１８０号線
新潟市越前浜６８１１－１５

新潟市越前浜５４８１

巻 ２ －
３７６ 号 線

町道１１８１号線
新潟市越前浜６８１８－２

新潟市越前浜６８３０

巻 ２ －
３７７ 号 線

町道１２０４号線
新潟市越前浜６２３０－１

新潟市越前浜５９３１

巻 ２ －
３７８ 号 線

町道１２０５号線
新潟市越前浜５５１７

新潟市越前浜５５１４

巻 ２ －
３７９ 号 線

町道１２０６号線
新潟市越前浜５５２６

新潟市越前浜５５３６

巻 ２ －
３８０ 号 線

町道１２０７号線
新潟市越前浜５９３１

新潟市越前浜５５３７

巻 ２ －
３８１ 号 線

町道１２０８号線
新潟市越前浜５４１３－１

新潟市越前浜５７９２

巻 ２ －
３８２ 号 線

町道１２１０号線
新潟市越前浜５４８４

新潟市越前浜５４４０

巻 ２ －
３８３ 号 線

町道１２１１号線
新潟市越前浜５５５１

新潟市越前浜５４４９

巻 ２ －
３８４ 号 線

町道１２１２号線
新潟市越前浜５４４７

新潟市越前浜５４３９

巻 ２ －
３８５ 号 線

町道１２１３号線
新潟市越前浜５４０３

新潟市越前浜５４０８

巻 ２ －
３８６ 号 線

町道１２１４号線
新潟市越前浜５４８５－１

新潟市越前浜５４１８－１

巻 ２ －
３８７ 号 線

町道１２１７号線
新潟市越前浜６８３７－４

新潟市越前浜５３１７

巻 ２ －
３８８ 号 線

町道１２１８号線
新潟市越前浜５３３１

新潟市越前浜５３２９

巻 ２ －
３８９ 号 線

町道１２１９号線
新潟市越前浜５３６４

新潟市越前浜５３５０

巻 ２ －
３９０ 号 線

町道１２２０号線
新潟市越前浜６８３８－２

新潟市越前浜５０３３

巻 ２ －
３９１ 号 線

町道１２２１号線
新潟市越前浜５０３３

新潟市越前浜５０２３

巻 ２ －
３９２ 号 線

町道１２２２号線
新潟市越前浜５３６９－１

新潟市越前浜５３５４

巻 ２ －
３９３ 号 線

町道１２２３号線
新潟市越前浜５３６１

新潟市越前浜５３５６－１

巻 ２ －
３９４ 号 線

町道１２２４号線
新潟市越前浜６８４６

新潟市越前浜６８５４

巻 ２ －
３９５ 号 線

町道１２２５号線
新潟市越前浜６８５４

新潟市越前浜６８７４－１

巻 ２ －
３９６ 号 線

町道１２２６号線
新潟市越前浜５０４０

新潟市越前浜５０１５

巻 ２ －
３９７ 号 線

町道１２２７号線
新潟市越前浜６８６２

新潟市越前浜６８６３

巻 ２ －
３９８ 号 線

町道１２２８号線
新潟市越前浜６８６４

新潟市越前浜６８９１－２
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巻 ２ －
３９９ 号 線

町道１２２９号線
新潟市越前浜６８６５

新潟市越前浜４９９６

巻 ２ －
４００ 号 線

町道１２３０号線
新潟市越前浜６８７８

新潟市越前浜９９５

巻 ２ －
４０１ 号 線

町道１２３１号線
新潟市越前浜４７４１

新潟市越前浜４９２５－２

巻 ２ －
４０２ 号 線

町道１２３２号線
新潟市越前浜５２８６

新潟市越前浜１４９４

巻 ２ －
４０３ 号 線

町道１２３３号線
新潟市越前浜４８７５

新潟市越前浜６９２８

巻 ２ －
４０４ 号 線

町道１２３４号線
新潟市越前浜４７３１

新潟市越前浜４７８４

巻 ２ －
４０５ 号 線

町道１２３５号線
新潟市越前浜５０８５

新潟市越前浜４９３０

巻 ２ －
４０６ 号 線

町道１２３６号線
新潟市越前浜６８７６－４

新潟市越前浜６９２１

巻 ２ －
４０７ 号 線

町道１２３７号線

新潟市越前浜６８９４－１４
３

新潟市角田浜１１０７－１

巻 ２ －
４０８ 号 線

町道１２３８号線
新潟市越前浜４８０３－８

新潟市越前浜４８０３－１６

巻 ２ －
４０９ 号 線

町道１２４４号線
新潟市越前浜３８４０

新潟市越前浜７９５

巻 ２ －
４１０ 号 線

町道１２５０号線
新潟市越前浜５３５０

新潟市越前浜４９２２

巻 ２ －
４１１ 号 線

町道１２５１号線
新潟市越前浜５３８９

新潟市越前浜５４６１

巻 ２ －
４１２ 号 線

町道１２５２号線
新潟市越前浜５３９１

新潟市越前浜５３８１

巻 ２ －
４１３ 号 線

町道１２５３号線
新潟市越前浜５３９５

新潟市越前浜５３８６

巻 ２ －
４１４ 号 線

町道１２５４号線
新潟市越前浜５４００

新潟市越前浜５４０３－１

巻 ２ －
４１５ 号 線

町道１２５５号線
新潟市越前浜５４４８

新潟市越前浜５４６１

巻 ２ －
４１６ 号 線

町道１２５６号線
新潟市越前浜６４３３－３

新潟市越前浜５３１９－１

巻 ２ －
４１７ 号 線

町道１２７０号線
新潟市越前浜４１００

新潟市角田浜１３２６

巻 ２ －
４１８ 号 線

町道１２７９号線
新潟市角田浜１３６８－１

新潟市角田浜１３８５

巻 ２ －
４１９ 号 線

町道１２８０号線
新潟市角田浜１５４４－１

新潟市角田浜１２５６

巻 ２ －
４２０ 号 線

町道１２８１号線
新潟市角田浜１５４２

新潟市角田浜１２７３

巻 ２ －
４２１ 号 線

町道１２８２号線
新潟市角田浜１５１９

新潟市角田浜１３１６

巻 ２ －
４２２ 号 線

町道１２８３号線
新潟市角田浜１５２０

新潟市角田浜１４５８

巻 ２ －
４２３ 号 線

町道１２８４号線
新潟市角田浜１４２９－５

新潟市角田浜１１０７－２

巻 ２ －
４２４ 号 線

町道１２８５号線
新潟市角田浜１４６０－７

新潟市角田浜１３８８

巻 ２ －
４２５ 号 線

町道１２８８号線
新潟市角田浜１３５６

新潟市角田浜１３６２

巻 ２ －
４２６ 号 線

町道１２８９号線
新潟市越前浜１３５５－１

新潟市角田浜１１０７－１

巻 ２ －
４２７ 号 線

町道１２９０号線
新潟市角田浜１３１４－１

新潟市角田浜１１０７－１

巻 ２ －
４２８ 号 線

町道１２９１号線
新潟市角田浜１４９５－２

新潟市角田浜１４０９

巻 ２ －
４２９ 号 線

町道１２９２号線
新潟市角田浜１２９３

新潟市角田浜１３１２

巻 ２ －
４３０ 号 線

町道１２９３号線
新潟市角田浜１２９４

新潟市角田浜１３３２

巻 ２ －
４３１ 号 線

町道１２９４号線
新潟市角田浜１３４１

新潟市角田浜１３４６

巻 ２ －
４３２ 号 線

町道１２９５号線
新潟市角田浜１２８０

新潟市角田浜１２６８

巻 ２ －
４３３ 号 線

町道１２９６号線
新潟市角田浜１２３６

新潟市角田浜１１４２

巻 ２ －
４３４ 号 線

町道１２９７号線
新潟市角田浜１２３５－１

新潟市角田浜１２５０
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巻 ２ －
４３５ 号 線

町道１２９８号線
新潟市角田浜１１４０

新潟市角田浜１１２５

巻 ２ －
４３６ 号 線

町道１２９９号線
新潟市角田浜１２８０

新潟市角田浜１１１０

巻 ２ －
４３７ 号 線

町道１３００号線
新潟市角田浜１２０６

新潟市角田浜１４０７－１

巻 ２ －
４３８ 号 線

町道１３０１号線
新潟市角田浜１１６３

新潟市角田浜１０９１

巻 ２ －
４３９ 号 線

町道１３０３号線
新潟市角田浜１１９１

新潟市角田浜１２１７

巻 ２ －
４４０ 号 線

町道１３０４号線
新潟市角田浜１２１１

新潟市角田浜１２０９

巻 ２ －
４４１ 号 線

町道１３０５号線
新潟市角田浜１２０８

新潟市角田浜１２０４－１

巻 ２ －
４４２ 号 線

町道１３０６号線
新潟市角田浜１１７８－５

新潟市角田浜１１８６

巻 ２ －
４４３ 号 線

町道１３０７号線
新潟市角田浜１１０２－１

新潟市角田浜１０７８

巻 ２ －
４４４ 号 線

町道１３０８号線
新潟市松野尾４１４８－９

新潟市松野尾４２０９－１

巻 ２ －
４４５ 号 線

町道１３０９号線
新潟市角田浜１２０５

新潟市角田浜１０７３－２

巻 ２ －
４４６ 号 線

町道１３１０号線
新潟市角田浜１４６１－３

新潟市角田浜１４６３

巻 ２ －
４４７ 号 線

町道１３１１号線
新潟市角田浜１１８４

新潟市角田浜１０７４

巻 ２ －
４４８ 号 線

町道１３１２号線
新潟市松野尾５３１８－１

新潟市松野尾５０２１

巻 ２ －
４４９ 号 線

町道１３１３号線
新潟市松野尾４１８５－１

新潟市松野尾４７９９

巻 ２ －
４５０ 号 線

町道１３１４号線
新潟市角田浜１５８０

新潟市角田浜１５８１－１

巻 ２ －
４５１ 号 線

町道１３１５号線
新潟市角田浜１５８０

新潟市角田浜１００５－４

巻 ２ －
４５２ 号 線

町道１３１６号線
新潟市角田浜１５８１－４

新潟市角田浜１５８１－９

巻 ２ －
４５３ 号 線

町道１４０３号線
新潟市松野尾２５５６－１

新潟市松野尾２２０１

巻 ２ －
４５４ 号 線

町道１４０４号線
新潟市松野尾１５９９

新潟市松野尾１２９６

巻 ２ －
４５５ 号 線

町道１４０５号線
新潟市松野尾１７７２

新潟市松野尾７１７

巻 ２ －
４５６ 号 線

町道１４０６号線
新潟市松野尾１６６

新潟市松野尾７７１

巻 ２ －
４５７ 号 線

町道１４０７号線
新潟市松野尾６０４－１

新潟市松野尾１２３

巻 ２ －
４５８ 号 線

町道１４０８号線
新潟市松野尾４９２

新潟市松野尾４７３

巻 ２ －
４５９ 号 線

町道１４０９号線
新潟市松野尾３６９

新潟市松野尾１０３３

巻 ２ －
４６０ 号 線

町道１４１０号線
新潟市松野尾２９３６

新潟市松野尾１０４１

巻 ２ －
４６１ 号 線

町道１４１１号線
新潟市松野尾２８９６

新潟市松野尾１００４

巻 ２ －
４６２ 号 線

町道１４１２号線
新潟市松野尾６５１

新潟市松野尾１０６１

巻 ２ －
４６３ 号 線

町道１４１３号線
新潟市松野尾１７１－１

新潟市松野尾１２１７

巻 ２ －
４６４ 号 線

町道１４１４号線
新潟市松野尾１３６２

新潟市新保新田２５４２－
２

巻 ２ －
４６５ 号 線

町道１４１５号線
新潟市松野尾１３９１

新潟市松野尾１５８

巻 ２ －
４６６ 号 線

町道１４１６号線
新潟市松野尾１４６

新潟市松野尾２２５１

巻 ２ －
４６７ 号 線

町道１４１７号線
新潟市松野尾１５４１－４

新潟市松野尾１８８４

巻 ２ －
４６８ 号 線

町道１４１８号線
新潟市松野尾１７２７

新潟市松野尾１８４２－３

巻 ２ －
４６９ 号 線

町道１４１９号線
新潟市松野尾１７６６

新潟市松野尾１７７９

巻 ２ －
４７０ 号 線

町道１４２０号線
新潟市松野尾２５７９－３

新潟市松野尾２５７２－２
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巻 ２ －
４７１ 号 線

町道１４２１号線
新潟市巻大原９３０－１

新潟市巻大原８４１－１

巻 ２ －
４７２ 号 線

町道１４２２号線
新潟市松野尾２４６１－１

新潟市巻大原８２７

巻 ２ －
４７３ 号 線

町道１４２４号線
新潟市松野尾２５５８－１

新潟市巻大原２４６５－１

巻 ２ －
４７４ 号 線

町道１４２５号線
新潟市松野尾５１４８

新潟市松野尾２５７７－１

巻 ２ －
４７５ 号 線

町道１４２６号線
新潟市松野尾２６５７

新潟市松野尾２８５６－１

巻 ２ －
４７６ 号 線

町道１４２７号線
新潟市松野尾４８７７

新潟市松野尾２９４６

巻 ２ －
４７７ 号 線

町道１４２８号線
新潟市松野尾３０５２－１

新潟市松野尾３０３３－１

巻 ２ －
４７８ 号 線

町道１４２９号線
新潟市松野尾３１７２

新潟市松野尾３３３０

巻 ２ －
４７９ 号 線

町道１４３０号線
新潟市松野尾２４－３

新潟市松野尾３１２７

巻 ２ －
４８０ 号 線

町道１４３１号線

新潟市松山新田２８４８－
２

新潟市松野尾２１５

巻 ２ －
４８１ 号 線

町道１４３２号線
新潟市巻大原３３３

新潟市仁箇８９９

巻 ２ －
４８２ 号 線

町道１４３３号線
新潟市巻大原９０４－２

新潟市巻大原８６１－１

巻 ２ －
４８３ 号 線

町道１４３４号線
新潟市松野尾１２２５

新潟市松野尾４７

巻 ２ －
４８４ 号 線

町道１４３５号線
新潟市松野尾１２５０

新潟市巻大原９５６

巻 ２ －
４８５ 号 線

町道１４３６号線
新潟市松山新田８４

新潟市松野尾３３３５－３

巻 ２ －
４８６ 号 線

町道１４３９号線

新潟市四ッ郷屋１４２８－
２３
新潟市四ッ郷屋１４２８－
１９

巻 ２ －
４８７ 号 線

町道１４４０号線
新潟市四ッ郷屋１５１２

新潟市四ッ郷屋３１７５－
１２５

巻 ２ －
４８８ 号 線

町道１４４１号線
新潟市巻大原８７５

新潟市巻大原８８１

巻 ２ －
４８９ 号 線

町道１４４２号線
新潟市松野尾２１６４－５

新潟市松野尾２６７０

巻 ２ －
４９０ 号 線

町道１４４３号線
新潟市松野尾３０２３－１

新潟市松野尾３１７２

巻 ２ －
４９１ 号 線

町道１４４４号線
新潟市松野尾９０１

新潟市松野尾２４７８－１

巻 ２ －
４９２ 号 線

町道１４４５号線
新潟市巻大原２４３６

新潟市巻大原２２４５

巻 ２ －
４９３ 号 線

町道１４４６号線
新潟市松野尾２２３３

新潟市松野尾２２２５

巻 ２ －
４９４ 号 線

町道１４４７号線
新潟市松野尾２３９３－２

新潟市松野尾４８９９

巻 ２ －
４９５ 号 線

町道１４４８号線
新潟市松野尾４９１１－１

新潟市松野尾４９７４

巻 ２ －
４９６ 号 線

町道１４４９号線
新潟市松野尾４９３５

新潟市松野尾２７５６－９

巻 ２ －
４９７ 号 線

町道１４５０号線
新潟市松野尾２８７１

新潟市松野尾２８５３

巻 ２ －
４９８ 号 線

町道１４５１号線
新潟市松野尾２８７５－２

新潟市松野尾５７９

巻 ２ －
４９９ 号 線

町道１４５２号線
新潟市松野尾２８４５

新潟市松野尾５８２

巻 ２ －
５００ 号 線

町道１４５４号線
新潟市松野尾２９０４

新潟市松野尾２８５２－１

巻 ２ －
５０１ 号 線

町道１４５６号線
新潟市松野尾４８５５

新潟市松野尾３００３－１

巻 ２ －
５０２ 号 線

町道１４５７号線
新潟市松野尾４８４８

新潟市松野尾２９１０

巻 ２ －
５０３ 号 線

町道１４５８号線
新潟市松野尾３３０８

新潟市松野尾２９２３

巻 ２ －
５０４ 号 線

町道１４６０号線
新潟市松野尾３２７９－２

新潟市松野尾３２７６－甲

巻 ２ －
５０５ 号 線

町道１４６１号線
新潟市松野尾３３７０－１

新潟市松野尾３２８４－１

巻 ２ －
５０６ 号 線

町道１４６２号線
新潟市松野尾３３８４－１

新潟市松野尾１１６９
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巻 ２ －
５０７ 号 線

町道１４６３号線
新潟市松野尾４１０７

新潟市松山新田４８

巻 ２ －
５０８ 号 線

町道１４６４号線
新潟市松山新田１１３５

新潟市松山新田２９８

巻 ２ －
５０９ 号 線

町道１４６５号線
新潟市松山新田１３０５

新潟市松山新田１２４５

巻 ２ －
５１０ 号 線

町道１４６６号線
新潟市松山新田１３４５

新潟市松山新田１２２

巻 ２ －
５１１ 号 線

町道１４６７号線
新潟市松山新田１３５４

新潟市松山新田１６７３

巻 ２ －
５１２ 号 線

町道１４６８号線
新潟市五ケ浜８０９

新潟市五ケ浜２８４４

巻 ２ －
５１３ 号 線

町道１４６９号線

新潟市松山新田１０３－
２

新潟市松野尾３３３６

巻 ２ －
５１４ 号 線

町道１４７０号線
新潟市角田浜１００６

新潟市角田浜１０６２

巻 ２ －
５１５ 号 線

町道１４７１号線

新潟市四ッ郷屋１４２８－
１０５
新潟市四ッ郷屋１０７６－
１

巻 ２ －
５１６ 号 線

町道１４７２号線
新潟市竹野町１８－２

新潟市竹野町２１－２

巻 ２ －
５１７ 号 線

町道１４７３号線
新潟市竹野町２５－２

新潟市竹野町２６－３

巻 ２ －
５１８ 号 線

町道１４７４号線
新潟市竹野町３５－２

新潟市竹野町３２－３

巻 ２ －
５１９ 号 線

町道１４７５号線
新潟市竹野町７２－２

新潟市竹野町６６－３

巻 ２ －
５２０ 号 線

町道１４７６号線
新潟市竹野町３１－２

新潟市竹野町７７－４

巻 ２ －
５２１ 号 線

町道１４７７号線
新潟市竹野町４４８５－１４

新潟市竹野町４１６３－１０

巻 ２ －
５２２ 号 線

町道１４７８号線
新潟市竹野町４４８５－３３

新潟市竹野町４１６３－４４

「
中之口ふれあい公園 南福島３２５番地

」

「
ほたるの里公園 福井４０６７番地

矢垂川砂防公園 福井地先

矢垂川公園 福井地先

松野尾公園 松野尾２８５２番地２
」

名 称 位 置 備考 区 域 開始す
る期日

堀 山 団 地
児童遊園地 巻乙１７５９番地１ 巻 区域図は，

公園水辺課
において告
示の日から
１０日間一般
の縦覧に供
する。

平成１７年
１０月１０日あすなろ児

童 遊 園 地 巻甲２４３１番地１ 巻

福井児童遊
園 地 福井２０８２番地 巻

すばる台ニュー
タウン内緑地 仁箇２７４５番地１ 巻

庚 午 団 地
公 園 馬堀６００３番地８ 巻

竹野町公園 竹野町地先 巻

グリーンハイ
ツ児童遊園地 赤鏥３５１番地３３ 巻

東６区児童
遊 園 地 巻甲４１５５番地１ 巻

希 望 児 童
遊 園 地 巻甲１７６７番地３１ 巻

旧浄水場脇
団地内緑地 巻甲９６番地２ 巻

巻乙団地内
緑 地 巻乙２４６番地１ 巻

巻南小バス停
脇団地内緑地 巻乙１００７番地３ 巻

グリーンハ
イツ内緑地 赤鏥３４７番地３ 巻

庚午団地内
南 緑 地 馬堀６００１番地４４ 巻

庚午団地内
北 緑 地 漆山３６９０番地２９ 巻

平成団地内
緑 地 竹野町２４９８番地４ 巻

新潟市告示第４４１号

「新潟市ラブホテル建築等規制条例施行規則第

１０条第１項第３号に規定する施設について」（平

成１７年新潟市告示第２１７号）の一部改正について

このことについて，次のとおり改正したので告示す

る。

平成１７年１０月１０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

の次に

を加える。

新潟市告示第４４２号

都市公園の供用開始について

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２及び新

潟市都市公園条例（昭和３２年条例第４４号）第２条の規定

に基づき，次のとおり告示する。

平成１７年１０月１０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

供用開始する都市公園
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前田団地内
緑 地 竹野町２１番地３ 巻

仁箇団地内
緑 地 北 仁箇１５４４番地４ 巻

仁箇団地内
緑 地 南 仁箇１６１８番地４ 巻

こがね台ホー
ムタウン緑地 巻乙９９９番地５ 巻

漆 山 公 園 漆山２６５５番地６ 巻

堀 山 新 田
団 地 緑 地

堀山新田１２４番地
３ 巻

竹 野 町
幼 児 公 園 前田３５６番地３ 巻

天 神 町
遊 園 地 竹野町１６５５番地１ 巻

並岡遊園地 並岡７５番地９ 巻

蛍 雪 公 園 巻甲１２１番地１ 巻

か た が し ら
ふれあいパーク 潟頭８０３番地１ 巻

新 町 名 実 施 前 の 町 名

あおば通１丁目 車場の一部

あおば通２丁目 車場の一部

新潟市告示第４４３号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第４４４号

身元不明人の死亡について

下記の者は，平成１７年９月２５日午前１０時４６分，佐渡市の

姫崎灯台沖合，北緯３７度５９．８分，東経１３８度４１．４分付近海

上で死亡，漂流していたところを発見されました。

身元が不明のため，平成１７年９月２８日に火葬に付しま

した。

心当たりの方は，当市厚生福祉課に申し出てくださ

い。

平成１７年１０月１３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

１ 氏名及び住所 不詳

２ 体格及び身長 身長１５１㎝位・体格小太り

３ 年齢及び性別 年齢４０～６０歳代位の女性

４ 死 因 溺死の疑い

５ 遺 留 物 品 紫・白色半袖ニットシャツ，紫色

ブラジャー，黒色ジーンズ，紺色

パンティ，現金１万５千円

６ 死亡年月日 平成１７年９月１９日頃（推定）

７ 死 亡 場 所 佐渡市の姫崎灯台沖合，北緯３７度

５９．８分，東経１３８度４１．４分付近海上

で死体発見

８ 埋（火）葬地 新潟市

新潟市告示第４４５号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第４４６号

新潟市農用地利用集積計画について

農業経営基盤促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第

１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので，同

法第１９条の規定により告示する。

なお，同計画は次の場所に備えて置いて縦覧に供す

る。

平成１７年１０月１７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 新潟市農用地利用集積計画を備え置く場所

新津支所 農・産業振興課

（新潟市程島２００９番地）

新潟市告示第４４７号

住居表示を実施する区域及び期日等について

住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）に基づ

き，住居表示を実施する区域及び期日等を次のとおり定

めたので，同法第３条第３項の規定により告示する。

平成１７年１０月１７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 住居表示を実施する区域

２ 住居表示を実施する期日 平成１７年１２月１７日

３ 住居表示の方法 街区方式

４ 街区符号及び住居番号 別添

新潟市告示第４４８号

住居表示の実施による町若しくは字の区域の新

設若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しく

はその名称の変更について

住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第５条

の２第１項の規定に基づき，別図１に示す町の区域及び

名称を別図２に示すとおり変更するので，その案を告示

する。

平成１７年１０月１７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

付 記

公示された案にかかる町又は字の区域内に住所を有

し，新潟市の議会の議員及び長の選挙権を有するもの

で，この案に異議があるときは，政令の定めるところに

より市長に対し公示の日から３０日を経過する日までに，

その５０人以上の連署をもって理由を付してこの案に対す

る変更の請求をすることができる。
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新潟市告示第４４９号

新潟市農用地利用集積計画について

農業経営基盤促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第

１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので，同

法第１９条の規定により告示する。

なお，同計画は次の場所に備えて置いて縦覧に供す

る。

平成１７年１０月１７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 新潟市農用地利用集積計画を備え置く場所

新潟市役所

産業経済局農林水産部食と花の推進課

（新潟市学校町通一番町６０２番地１）

黒埼支所 産業課

（新潟市大野町２８４３番地１）

新津支所 農・産業振興課

（新潟市程島２００９番地）

白根支所 農政課

（新潟市白根１２３５番地）

豊栄支所 産業経済課

（新潟市葛塚３１９７番地）

小須戸支所 産業課

（新潟市小須戸１２０番地）

横越支所 農政商工課

（新潟市横越中央１丁目１番１号）

亀田支所 農政商工課

（新潟市泉町３丁目４番５号）

岩室支所 産業観光課

（新潟市西中８６０番地）

西川支所 農政課

（新潟市旗屋５８５番地１）

味方支所 産業課

（新潟市味方１５４４番地）

潟東支所 産業課

（新潟市三方１番地）

月潟支所 産業課

（新潟市月潟５３５番地）

中之口支所 産業課

（新潟市中之口６２６番地）

巻支所 農政課

（新潟市巻甲２６９０番地１）

新潟市告示第４４９号の２

新潟市農用地利用集積計画について

農業経営基盤促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第

１項の規定により，農用地利用集積計画を定めたので，

同法第１９条の規定により告示する。

なお，同計画は次の場所に備えて置いて縦覧に供す

る。

平成１７年１０月１７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 新潟市農用地利用集積計画を備え置く場所

新潟市役所

産業経済局 農林水産部 食と花の推進課

（新潟市学校町通一番町６０２番地１）

新潟市告示第４５０号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第４５１号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第４５２号

新潟県西部広域消防事務組合からの脱退について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規

定により，平成１７年１２月３１日限りで新潟県西部広域消防

事務組合を脱退するものとする。

平成１７年１０月１８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４５３号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第４５４号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第４５５号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第４５６号

住民票の職権消除について

住民基本台帳法第８条および同法施行令第１２条第４項

の規定に基づき告示します。

平成１７年１０月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 職権消除日

平成１７年１０月１４日

２ 職権消除対象者の住所・氏名

別紙名簿のとおり

職権消除対象者名簿一覧表
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住 所 氏 名

１ 新潟市有楽３丁目２番地１６ 田中 広和

２ 新潟市上木戸４丁目１３番２８号 鈴木 誠

自動車臨時運行
許可番号標番号 貸与年月日 貸与者の住所・氏名 失効年月日

新潟１１３５新潟 平成１７年
７月２８日

新発田市佐々木２５９１番
地４８ 港陽

平成１７年
７月３１日

新潟１１２７新潟 平成１７年
７月２８日

新発田市佐々木２５９１番
地４８ 港陽

平成１７年
７月３１日

新潟１１３０新潟 平成１７年
７月２８日

新発田市佐々木２５９１番
地４８ 港陽

平成１７年
７月３１日

新潟１１２５新潟 平成１７年
８月２日

新潟市白山浦２丁目１８
６番地１
プリミエール２０１号
KHANAL CHANDRA PRAKS

平成１７年
８月３日

新潟市告示第４５７号

次の自動車臨時運行許可番号は失効したので告示す

る。

平成１７年１０月２１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

新潟市告示第４５８号

放置自転車等の撤去，保管について

新潟市自転車等駐車場条例第１２条第１項の規定によ

り，放置自転車等を下記のとおり撤去し，保管したので，

同条第１２条第２項の規定により告示する。

平成１７年１０月２６日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 放 置 場 所 白山駅前，関屋駅前，小針駅前第

２，新潟大学前駅前第１，新潟大学前

駅前第２，新潟大学前駅前第３自転

車駐車場

２ 撤 去 台 数 自転車 ５２１台

３ 撤 去 年 月 日 平成１７年１０月１２日

４ 保管返還場所 西土木事務所

５ 保 管 期 間 平成１７年１０月２７日から

平成１８年４月２６日まで

６ 返還日及び時間 平成１７年１２月１６日から

平成１７年１２月１７日の２日間

午前９時００分から午後５時００分

７ 返還に必要なもの

� 運転免許書，健康保険証その他身分を証明できる

もの

� 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようと

する自転車等の利用者であることを証明できるも

の。

� 印鑑

� 撤去保管に要する費用

自転車 １，０００円

なお，この告示にかかる自転車等で，上記保管期間経

過後においても利用者等の引取りがないものは，新潟市

自転車等駐車場条例第１２条第３項の規定に基づき，本市

において処分する。

新潟市告示第４５９号

放置自転車等の撤去，保管について

新潟市自転車等放置防止条例第１０条第２項の規定によ

り，放置自転車等を下記のとおり撤去し，保管したので，

同条第１１条第１項の規定により告示する。

平成１７年１０月２６日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 放 置 場 所 古町周辺，小針，西海岸公園，白

山公園，寺尾中央公園

２ 撤 去 台 数 自転車 ２０台

３ 撤 去 年 月 日 平成１７年８月１６日から

平成１７年１０月１２日

４ 保管返還場所 西土木事務所

５ 保 管 期 間 平成１７年１０月２７日から

平成１８年４月２６日まで

６ 返還日及び時間 平成１７年１２月１６日から

平成１７年１２月１７日の２日間

午前９時００分から午後５時００分

７ 返還に必要なもの

� 運転免許書，健康保険証その他身分を証明できる

もの

� 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようと

する自転車等の利用者であることを証明できるも

の。

� 印鑑

� 撤去保管に要する費用

自転車 １，０００円

なお，この告示にかかる自転車等で，上記保管期間経

過後においても利用者等の引取りがないものは，新潟市

自転車等放置防止条例第１１条第２項の規定に基づき，本

市において処分する。

新潟市告示第４６０号

下水道事業受益者負担金を賦課しようとする区

域の変更について

新潟都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭

和５４年新潟市条例第５５号）第５条第１項の規定に基づく

平成１７年４月１日新潟市告示第１５４号について，負担金を

賦課しようとする区域を次のように変更したので告示す

る。

平成１７年１０月２７日
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名 称 開 設 者 所 在 地 指定年月日

こばりファミリー
クリニック

蒲 澤 知 子 新潟市小新大通
２丁目２９４５―１６

平成１７年
８月２５日

ひとみ薬局 有限会社曙調剤薬局 新潟市豊２丁目
６－４１

平成１７年
８月２５日

谷澤整形外科
クリニック

医療法人谷澤
整形外科クリニック

新潟市本町通６
番町１１３４

平成１７年
１０月１日

ささがわ小児科
クリニック

医療法人社団ささが
わ小児科クリニック

新潟市亀田四ツ
興野２丁目５－１４

平成１７年
１０月１日

牡丹山薬局 有限会社ケンユウ 新潟市牡丹山１
丁目５－１２－９

平成１７年
９月１５日

渡辺
クリニック

渡 辺 博 新潟市北多門町２３１２
－１HGビル１F

平成１７年
１０月１日

築井医院 医療法人社団
築井医院

新潟市浦山１丁
目３－３０

平成１７年
１０月１日

うさみ内科
クリニック

医療法人社団うさみ
内科クリニック

新潟市美幸町２
丁目３－２０

平成１７年
１０月１日

きくち
内科医院

菊 池 正 俊 新潟市女池４丁
目１９－２

平成１７年
１０月１１日

おおじま
調剤薬局

有限会社共栄堂 新潟市大島１７２
－６５

平成１７年
１０月１１日

名 称 開 設 者 所 在 地 辞退年月日

谷澤整形外科
クリニック

谷 澤 龍 彦 新潟市本町通６
番町１１３４

平成１７年
９月３０日

ささがわ小児科
クリニック

笹 川 富士雄 新潟市亀田四ツ
興野２－５－１４

平成１７年
９月３０日

渡辺病院 渡 辺 博 新潟市上大川前
通８－１２９１

平成１７年
９月３０日

勝見医院 勝 見 剛 新潟市白山浦１
－４０５

平成１７年
９月１０日

鳥屋野
診療所

勝 見 剛 新潟市鳥屋野１
－２７－１５

平成１７年
９月１０日

築井医院 医療法人社団
築井医院

新潟市浦山２－
２－７

平成１７年
９月３０日

全快堂薬局
大野店

有限会社全快堂薬局 新潟市金巻９６４
－２

平成１７年
９月３０日

おおじま
調剤薬局

有限会社カルメ 新潟市大島１７２
－６５

平成１７年
９月３０日

方 法 請求書によるもの 口頭によるもの 計

件 数 ２１９件 ９４５件 １，１６４件

新 潟 市 長 篠 田 昭

負担金を賦課しようとする区域

内野上新町の一部，新中浜１丁目，同２丁目，同３丁

目，同４丁目，同５丁目，同６丁目の全部，大学南１丁

目，同２丁目，内野町，大野，坂井の各一部，坂井１丁

目，坂井東３丁目，同４丁目の各一部，上新栄町１丁目

の全部，上新栄町２丁目，同３丁目の各一部，松海が丘

１丁目，同２丁目の各一部，松海が丘４丁目の全部，真

砂２丁目，同４丁目の各一部，有明町，松美台，青山７

丁目の各一部，青山４丁目，同５丁目，同８丁目，浦山

１丁目，同２丁目，同４丁目の各一部，新光町，上所２

丁目の各一部，紫竹山１丁目，同４丁目，同５丁目の各

一部，下木戸１丁目の一部，姥ヶ山１丁目，長潟の各一

部，西名目所の一部，姥ヶ山６丁目の全部，山二ツ１丁

目，同３丁目の各一部，小金台，物見山２丁目の各一部，

松和町の一部，幸栄１丁目の全部，物見山４丁目の一部，

天野２丁目の全部，津島屋１丁目，同２丁目，同３丁目

の各一部，津島屋４丁目の全部，寺地，鳥原，鳥原新田，

金巻，立仏，山田の各一部，大通南１丁目，同２丁目，

同３丁目の全部，大通南４丁目の一部，大通南５丁目の

全部，�の一部，葛塚，嘉山，嘉山１丁目，同２丁目，
同６丁目の各一部，豊栄東栄町１丁目，同２丁目の各一

部，豊栄早通の一部，古田，朝日，中沢町，中村，古津，

西古津，大鹿の各一部，程島，割町の各一部

新潟市告示第４６１号

結核予防法による医療機関の指定について

結核予防法第３６条第１項の規定に基づき，下記のとお

り指定したので結核予防法施行令第２条の６により告示

する。

平成１７年１０月２７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

新潟市告示第４６２号

結核予防法による医療機関の辞退について

結核予防法第３６条第４項の規定に基づき，下記の医療

機関は，その指定を辞退したので結核予防法施行令第２

条の６により告示する。

平成１７年１０月２７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

新潟市告示第４６３号

新潟市情報公開条例第１４条による情報の公開の

実施状況について

新潟市情報公開条例（昭和６１年新潟市条例第４３号）第

１４条の規定により，平成１６年度の情報公開の実施状況を

次のとおり公表します。

平成１７年１０月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 請求件数 １，１６４件

２ 請求方法内訳

３ 決定内容内訳

� 全実施機関
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決定内容 公開 一部非公開 非公開 検討中 請求取り下げ 計

件数 １，０５１件 ９３件 １６件 ４件 ０件 １，１６４件

決定内容

実施機関名
公開

一部
非公開

非公開 検討中
請求

取り下げ

市 長 １，０３０件 ８３件 １５件 ３件 ０件

教 育 委 員 会 １０件 ６件 ０件 １件 ０件

選挙管理委員会 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

公 平 委 員 会 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

監 査 委 員 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

農 業 委 員 会 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

固定資産評価委員会 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

水 道 局 長 ９件 ２件 ０件 ０件 ０件

議 会 ２件 ２件 １件 ０件 ０件

合 計 １，０５１件 ９３件 １６件 ４件 ０件

決定内容

実施機関名
不服申立て
件数

審査会への
諮問件数

申立て
取下げ件数

審査会の
答申件数

申立てに対す
る決定件数

市 長 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

教 育 委 員 会 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

選挙管理委員会 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

公 平 委 員 会 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

監 査 委 員 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

農 業 委 員 会 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

固定資産評価委員会 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

水 道 局 長 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

議 会 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

合 計 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

亀田１－
１３号 線

新潟市東船場三丁目２３０
９番１地先から 前 ３．０

～３．２ ７８．７

新潟市東船場三丁目２３０
８番１地先まで 後 ６．０

～１１．８ ７８．７

住 所 氏 名

１ 内島見２１０３番地２ 幸栄荘 藤原 政和

２ 嘉山２２３７番地１９ 佐藤 理絵

３ 豊栄石動１丁目９番地８ 関口 義孝

４ 豊栄早通北５丁目２番３８－２６号 渡邉 平

５ 豊栄早通北５丁目３番４５－５６号 大竹 高明

６ 豊栄美里１丁目９番地５メゾン・エクセルⅡ１０４ 玉木 秋三

７ 白新町１丁目９番２４号 渡邉 愼吾

８ 北陽１丁目２４５１番地４５ 中澤方 野崎 泰明

事業所の名称 所 在 地
指定した居宅
サービスの種類

指 定
年月日

居 宅 介 護 支 援
事業所 花はな

新潟市北上１丁目
１５番２８号

居宅介護支援 平成１７年
１０月１日

居宅介護支援事業所
リバーサイド輝

新潟市江口２３１２番
地１

居宅介護支援 平成１６年
２月１日

な が の
ケ ア セ ン タ ー

新潟市北大畑町５４
８番地

居宅介護支援 平成１６年
１０月１日

デ イ サ ー ビ ス
センター ほたる

新潟市横七番町通
５丁目４６９４

通所介護 平成１７年
１０月１日

セ コ ム 安 心 館
訪問看護ステーション

新潟市幸西２丁目
４番１６号

訪問看護 平成１７年
１０月１日

新潟市特別養護老人
ホーム 大山台ホーム

新潟市大山２丁目
１３番１号

短期入所生活
介護

平成１７年
１月１日

� 実施機関別件数

４ 不服申立ての状況

新潟市告示第４６４号

市道区域の変更について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づき，市道区域を次のように変更する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４６５号

住民票の職権消除について

住民基本台帳法第８条および同法施行令第１２条第４項

の規定に基づき告示します。

平成１７年１０月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 職権消除日

平成１７年１０月３１日

２ 職権消除対象者の住所・氏名

別紙名簿のとおり

職権消除対象者名簿一覧表

新潟市告示第４６６号

生活保護法による介護機関の指定申請について

（告示）

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

の規定により，指定介護機関を指定し，次のとおり告示

する。

平成１７年１０月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４６７号

生活保護法による介護機関の廃止届について
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事業所の名称 所 在 地
居宅サービス
の種類

廃 止
年月日

居 宅 介 護 支 援
事業所 花はな

新潟市北上１丁目
１５番２８号

居宅介護支援 平成１７年
９月３０日

特別養護老人ホーム
大 山 台 ホ ー ム

新潟市大山２丁目
１３番１号

短期入所生活
介護

平成１５年
１０月１日

名 称 所 在 地 指定年月日

う さ み 内 科
ク リ ニ ッ ク

新潟市美幸町２丁目
３番２０号

平成１７年
１０月１日

の も と 皮 フ 科
ク リ ニ ッ ク

新潟市美幸町１丁目
５番１２号

平成１７年
１０月１日

さ さ が わ 小 児 科
ク リ ニ ッ ク

新潟市亀田四ツ興野
２丁目５番１４号

平成１７年
１０月１日

谷 澤 整 形 外 科
ク リ ニ ッ ク

新潟市本町通６番町
１１３４番地

平成１７年
１０月１日

き く ち 内 科 医 院 新潟市女池４丁目１９
－２

平成１７年
１０月１１日

（医）築 井 医 院 新潟市浦山１丁目３
番３０号

平成１７年
１０月１日

渡 辺 ク リ ニ ッ ク 新潟市北多門町２３１２
番地１ HGビル１F

平成１７年
１０月１日

勝 見 医 院 新潟市白山浦１丁目
４０５

平成１７年
９月１１日

オ リ ー ブ
デ ン タ ル ハ ウ ス

新潟市神道寺１丁目
１番２４号

平成１７年
９月１日

堀 歯 科 医 院 新潟市弁天橋通１丁
目５番１号

平成１７年
９月１日

マ ロ ン 薬 局 新潟市小新大通２丁
目１番２７号

平成１７年
９月１日

フ ァ ー マ シ ー
み や な が

新潟市笹口３－１７ 平成１７年
１０月１日

おおじま調剤薬局 新潟市大島１７２－６５ 平成１７年
１０月１日

名 称 所 在 地 廃止年月日

フ ァ ー マ シ ー
み や な が

新潟市笹口３－１７ 平成１７年
９月３０日

堀 歯 科 医 院 新潟市弁天橋通１丁
目５番１号

平成１７年
８月３１日

鳥 屋 野 診 療 所 新潟市鳥屋野１丁目
２７－１５

平成１７年
９月１０日

全快堂薬局大野店 新潟市金巻９６４－２ 平成１７年
１０月１日

な か よ し 薬 局 新潟市浦山１丁目３
－３０

平成１７年
８月１日

（医）築 井 医 院 新潟市浦山２丁目２
－７

平成１７年
９月３０日

勝 見 病 院 新潟市白山浦１丁目
４０５

平成１７年
９月１０日

（告示）

生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１４

条第１項の規定により，指定介護機関等から廃止した旨

の届出があったことを次のとおり告示する。

平成１７年１０月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４６８号

生活保護法による介護機関の変更について（告

示）

生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１４

条第１項の規定により，介護機関等から変更した旨の届

出があったので，次のとおり告示する。

平成１７年１０月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 指定介護機関の名称及び所在地

日本調剤空港西薬局

新潟市空港西２丁目２２０－８

２ 変更事項

旧 新潟市空港西２丁目２２０－８

新 新潟市空港西２丁目２０番２４号

３ 変更年月日

平成１７年１０月１日

１ 指定介護機関の名称及び所在地

さくらメディカル株式会社 新潟居宅介護支援事業所

新潟市愛宕１丁目４－１５ ジャスビル１F

２ 変更事項

旧 新潟市愛宕１丁目４－１５ ジャスビル１F

新 新潟市上沼７１０番地

３ 変更年月日

平成１７年１０月１１日

新潟市告示第４６９号

生活保護法による医療機関の指定申請について

（告示）

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条（第５５条に

おいて準用する同法第４９条）の規定により，指定医療機

関等を指定し次のとおり告示する。

平成１７年１０月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第４７０号

生活保護法による医療機関の廃止届について

（告示）

生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１４

条第１項の規定により，指定医療機関等から廃止した旨

の届出があったことを次のとおり告示する。

平成１７年１０月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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さ さ が わ 小 児 科
ク リ ニ ッ ク

新潟市亀田四ツ興野
２丁目５番１４号

平成１７年
９月３０日

渡 辺 医 院 新潟市上大川前通８
番町１２９１番地

平成１７年
９月３０日

マックス亀田店薬局 新潟市五月町３－５６
４

平成１７年
５月２７日

谷 澤 整 形 外 科
ク リ ニ ッ ク

新潟市本町通６番町
１１３４番地

平成１７年
９月３０日

おおじま調剤薬局 新潟市大島１７２－６５ 平成１７年
９月３０日

う さ み 内 科
ク リ ニ ッ ク

新潟市美幸町２丁目
３番２０号

平成１７年
１０月１日

の も と 皮 フ 科
ク リ ニ ッ ク

新潟市美幸町１丁目
５番１２号

平成１７年
９月３０日

新潟市告示第４７１号

生活保護法による医療機関の変更について（告

示）

生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１４

条第１項の規定により，医療機関等から変更した旨の届

出があったので，次のとおり告示する。

平成１７年１０月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 指定医療機関の名称及び所在地

さいかわ歯科医院

新潟市松崎４９５

２ 変更事項

旧 新潟市松崎４９５

新 新潟市新松崎２－５－７

３ 変更年月日

平成１７年２月５日

１ 指定医療機関の名称及び所在地

日本調剤空港西薬局

新潟市空港西２丁目２２０－８

２ 変更事項

旧 新潟市空港西２丁目２２０－８

新 新潟市空港西２丁目２０番２４号

３ 変更年月日

平成１７年１０月１日

教育長訓令

新潟市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程

を次のように定める。

平成１７年１０月３日

新潟市教育委員会

教 育 長 佐 藤 満 夫

新潟市教育長訓令第３号

新潟市教育委員会事務決裁規程の一部を改正す

る規程

新潟市教育委員会事務決裁規程（昭和５８年新潟市教育

長訓令第２号）の一部を次のように改正する。

第２条第５号中「及び中之口支所」を「，中之口支所

及び巻支所」に，「及び中之口教育事務所」を「，中之口

教育事務所及び巻教育事務所」に改める。

別表中之口教育事務所生涯学習課の表の次に次のよう

に加える。
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巻体育館 〃 巻甲６３７番地のイ 体育館 １，３４２．００

入徳館野外研修場 〃 峰岡４４４番地乙 体育館 ４１９．００

巻保育園 〃 巻甲２６４４番地 遊戯室 １８５．７５

つくし保育園 〃 堀山新田２５６番地 〃 ２４３．２３

すわ保育園 〃 巻甲７６３番地１ 〃 １７３．３７

漆山東保育園 〃 漆山３３２０番地 〃 １４５．８０

漆山西保育園 〃 並岡１０番地２ 〃 １３０．１０

かきの実保育園 〃 仁箇１４４３番地１ 〃 １２３．０６

松野尾保育園 〃 松野尾２８９６番地 〃 １６０．３８

七浦保育園 〃 越前浜６９０５番地６ 〃 １８３．２０

附 則

この規定は，平成１７年１０月１０日から施行する。

選挙管理委員会訓令

公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。

平成１７年１０月１２日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

新潟市選挙管理委員会訓令第６号

公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程

公職選挙法等執行規程（昭和５３年新潟市選挙管理委員

会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

別表第１沼垂〃の項中「日の出１丁目１０番９号」を「沼

垂東４丁目８番３６号」に，「１５１．００」を「１０６．８２」に改め，

同表芳原〃の項を削り，同表北部総合コミュニティセン

ターの項中「フロア」を「柔道場」に，「１，２００．００」を

「１２０．００」に改め，同表に次のように加える。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１８日から施行する。

巻教育事務所

学校教育課

項 目 所長 課長

� 巻教育事務所各課の調整に関する事務を処理すること。 ○

� 巻支所所管区域の市立学校の適正配置に関すること。 ○

� 巻支所所管区域の通学区域に関すること。 ○

� 巻支所所管区域の学齢児童又は学齢生徒の就学に関する申請書の受理に関するこ
と。

○

社会教育課

項 目 所長 課長

� 巻教育事務所各課の調整に関する事務を処理すること。 ○

� 巻支所所管区域の生涯学習推進事業の企画及び実施に関すること。 重要なもの 軽易なもの

� 巻支所所管区域の社会教育に必要な設備，器材及び資料を提供すること。 ○

� 市長からその管理及び運営について委任を受けた入徳館野外研修場の利用に関す
る事務を処理すること。

○

生涯スポーツ課

項 目 所長 課長

� 巻教育事務所各課の調整に関する事務を処理すること。 ○

� 巻支所所管区域のスポーツの指導及び事業の計画を決定し，実施すること。 重要なもの 軽易なもの

� 巻支所所管区域のスポーツ団体との連絡に関する事務を処理すること。 重要なもの 軽易なもの

� 巻地区の体育施設並びに市長からその管理及び運営について委任を受けた城山運
動公園の野球場，サブ野球場，多目的広場，テニス場及び管理棟の利用に関する事
務を処理すること。

○
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選挙管理委員会告示

新潟市選挙管理委員会告示第７０号

選挙人名簿の引継ぎについて

西蒲原郡巻町の全区域が，平成１７年１０月１０日に本市の

区域に編入されたことに伴い，引継ぎを受けた選挙人名

簿は下記のとおりである。

平成１７年１０月１３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 選挙人名簿 別途保管

２ 選挙人名簿登録者数

西蒲原郡巻町

男 １１，４３２人 女 １２，６１９人 計 ２４，０５１人

３ 根拠法令 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）

第１９条第２項

新潟市選挙管理委員会告示第７１号

在外選挙人名簿の引継ぎについて

西蒲原郡巻町の全区域が，平成１７年１０月１０日に本市の

区域に編入されたことに伴い，引継ぎを受けた在外選挙

人名簿は下記のとおりである。

平成１７年１０月１３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 選挙人名簿 別途保管

２ 選挙人名簿登録者数

西蒲原郡巻町

男 ３人 女 ６人 計 ９人

３ 根拠法令 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）

第２３条の１６において準用する同令第１９条

第２項

新潟市選挙管理委員会告示第７２号

農業委員会員選挙人名簿の引継ぎについて

西蒲原郡巻町の全区域が，平成１７年１０月１０日に本市の

区域に編入されたことに伴い，引継ぎを受けた農業委員

会委員選挙人名簿は下記のとおりである。

平成１７年１０月１３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 選挙人名簿 別途保管

２ 選挙人名簿登録者数

西蒲原郡巻町

男 ３，０２９人 女 ３，１８９人 計 ６，２１８人

３ 根拠法令 農業委員会等に関する法律施行令（昭和

２６年政令第７８号）第６条において準用す

る公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第１９条第２項

新潟市選挙管理委員会告示第７３号

新潟海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の引継

ぎについて

西蒲原郡巻町の全区域が，平成１７年１０月１０日に本市の

区域に編入されたことに伴い，引継ぎを受けた新潟海区

漁業調整委員会委員選挙人名簿は下記のとおりである。

平成１７年１０月１３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 選挙人名簿 別途保管

２ 選挙人名簿登録者数

西蒲原郡巻町

男 ８４人 女 ２７人 計 １１１人

３ 根拠法令 漁業法施行令（昭和２５年政令第３０号）第

５条第５項において準用する公職選挙法

施行令（昭和２５年政令第８９号）第１９条第

２項

新潟市選挙管理委員会告示第７４号

検察審査員候補者の予定者選定のくじについて

検察審査員候補者の予定者を選定するくじを次により

行う。

平成１７年１０月７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 日 時 平成１７年１０月１２日（水）午後１時３０分

２ 場 所 新潟市選挙管理委員会室

３ くじの方法 検察審査員候補者選定規程（平成元年

新潟市選挙管理委員会訓令第３号）に

定めるところによる。

根拠法令 検察審査会法（昭和２３年法律第１４７号）第１０

条第１項

新潟市選挙管理委員会告示第７５号

選挙を行うべき事由の発生について

新潟市議会議長から，市町村の合併の特例に関する法

律（昭和４３年法律第６号）第６条第２項の規定により，

新潟市議会議員の定数を増加した旨の通知を平成１７年１０

月１１日に受理したので，新潟市議会議員増員選挙を行う

べき事由が生じた。

平成１７年１０月１３日

平成１７年１１月１５日 第７５３号 109新 潟 市 公 報



選挙区 区 分 住 所 氏 名
選挙長事務を取り扱う場所
１１月６日 １１月７日以降

巻
選挙長

省略
巻支所３階３０２
会議室

巻支所１階１０１
会議室選挙長職務代理者

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１１１条

第３項

新潟市選挙管理委員会告示第７６号

投票用紙の色及び文字の色について

平成１７年１１月１３日執行予定の新潟市議会議員増員選挙

における投票用紙の色及び文字の色を，次のとおり定め

る。

平成１７年１０月１３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 投票用紙の色 白色

２ 印刷する文字の色 黒色

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４５条

第２項

新潟市選挙管理委員会告示第７７号

選挙人名簿登録の移替え延期について

平成１７年１１月１３日執行予定の新潟市議会議員増員選挙

について，選挙人名簿登録の移替えは，次の期間の翌日

後に延期する。

平成１７年１０月１３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

登録の移替えを行わない期間 平成１７年１０月２９日から

平成１７年１１月１３日まで

根拠法令 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）

第１７条第１号

新潟市選挙管理委員会告示第７８号

選挙人名簿の登録基準日及び縦覧の場所等につ

いて

平成１７年１１月１３日執行予定の新潟市議会議員増員選挙

において，選挙人名簿の登録基準日及び縦覧の場所等に

ついて次のとおり定める。

平成１７年１０月１３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 被登録資格決定基準日 平成１７年１１月５日

（ただし，年齢については平成１７年１１月１３日とする。）

２ 登 録 日 平成１７年１１月５日

３ 縦覧期間 平成１７年１１月６日

４ 縦覧場所 新潟市選挙管理委員会事務局

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条

第１項

新潟市選挙管理委員会告示第７９号

ポスター掲示場の設置場所等について

平成１７年１１月１３日執行予定の新潟市議会議員増員選挙

において，ポスター掲示場の設置場所等を次のとおり定

める。

平成１７年１０月１３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ ポスター掲示場の設置場所

別紙のとおり （別紙省略）

２ 同上ポスター掲示場に候補者がポスターを掲示でき

る日

平成１７年１１月６日

根拠法令 新潟市議会議員選挙におけるポスター掲示

場の設置に関する条例（昭和５４年新潟市条

例第２号）第２条

新潟市選挙管理委員会告示第８０号

不在者投票事務を取り扱う場所について

平成１７年１１月１３日執行予定の新潟市議会議員増員選挙

における不在者投票事務を取り扱う場所を次のとおり定

める。

平成１７年１０月１３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

不在者投票事務を取り扱う場所

新潟市役所第１分館

新潟市巻支所

新潟市選挙管理委員会告示第８１号

選挙長等の選任及び選挙長事務を取り扱う場所

について

平成１７年１１月１３日執行の新潟市議会議員増員選挙にお

ける選挙長及びその職務代理者並びに選挙長事務を取り

扱う場所について次のとおり定める。

平成１７年１０月１３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

選挙長及びその職務代理者並びに選挙長事務を取り扱

う場所

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７５条

第３項及び同法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第８０条第１項
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新潟市選挙管理委員会告示第８２号

新潟海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧

について

平成１７年９月１日現在で調製した新潟海区漁業調整委

員会委員選挙人名簿について，次のとおり縦覧に供す

る。

平成１７年１０月１３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 縦覧期間 平成１７年１０月２０日から

平成１７年１１月３日まで

２ 縦覧場所 新潟市役所本館１階警備室

根拠法令 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条にお

いて準用する公職選挙法（昭和２５年法律第

１００号）第２３条第１項

農業委員会公示

新潟市農業委員会告示第１１号

１０月定例農地部会の招集について

新潟市農業委員会１０月定例農地部会を下記のとおり招

集する。

平成１７年１０月２４日

新潟市農業委員会

農地部会長 近 藤 武 正

記

１ 日 時 平成１７年１０月３１日（月）午後２時００分

２ 場 所 新潟市役所 第２分館４階

２－４０１会議室

３ 会議に付すべき案件

議案第７５号 新潟市農用地利用集積計画の決定につい

て

議案第７６号 農地法第３条許可申請に関する意見決定

について

議案第７７号 農地法第３条許可申請に関する処分決定

について

議案第７８号 農地法第５条許可申請に関する意見決定

について

議案第７９号 事業計画変更承認申請に関する意見決定

について

議案第８０号 買受適格証明願に関する意見決定につい

て

東農業委員会告示

新潟市東農業委員会告示第９号

１０月定例総会の招集について

新潟市東農業委員会１０月定例総会を下記のとおり招集

する。

平成１７年１０月２５日

新潟市東農業委員会

会 長 中 野 長 衛

記

１ 日 時 平成１７年１０月３１日（月）午後３時３０分

２ 場 所 新津支所 ４０１会議室

３ 会議に付すべき案件

議案第４６号 新潟市農用地利用集積計画の決定につい

て

議案第４７号 所有権移転あっせん申出に係る買入協議

の決定について

議案第４８号 農地法第３条許可申請に関する処分決定

について

議案第４９号 農地法第５条許可申請に関する処分決定

について

議案第５０号 平成１８年度新潟市農業施策に対する要請

書について

南農業委員会告示

新潟市南農業委員会告示第１１号

１０月定例農地部会の招集について

新潟市南農業委員会１０月定例農地部会を下記のとおり

招集する。

平成１７年１０月２５日

新潟市南農業委員会

農地部会長 石 田 伸 一

記

１ 日 時 平成１７年１０月３１日（月）午後２時００分

２ 場 所 白根支所 大会議室（４階）

３ 会議に付すべき案件

議案第９０号 新潟市農用地利用集積計画の決定につい

て
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議案第９１号 農地法第３条許可申請に関する処分決定

について

議案第９２号 農地法第５条許可申請に関する意見決定

について

議案第９３号 買受適格証明願に関する処分決定につい

て

北農業委員会告示

新潟市北農業委員会告示第９号

１０月定例総会の招集について

新潟市北農業委員会１０月定例総会を下記のとおり招集

する。

平成１７年１０月２１日

新潟市北農業委員会

会 長 服 部 曽兵衛

記

１ 日 時 平成１７年１０月３１日（月）午前９時３０分

２ 場 所 豊栄農業協同組合葛塚支店「会議室」

３ 会議に付すべき案件

議案第５５号 農地法第３条許可申請に関する意見決定

について

議案第５６号 農地法第３条許可申請に関する処分決定

について

議案第５７号 農地法第５条許可申請に関する意見決定

について

議案第５８号 新潟市農用地利用集積計画の決定につい

て

議案第５９号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項に

基づく買い入れ協議の要請について

西農業委員会告示

新潟市西農業委員会告示第１０号

１０月定例農地部会の招集について

新潟市西農業委員会１０月定例農地部会を下記のとおり

招集する。

平成１７年１０月２５日

新潟市西農業委員会

農地部会長 星 野 信 幸

記

１ 日 時 平成１７年１０月３１日（月）午後２時００分

２ 場 所 西川支所 ３階 農業委員会会議室

３ 会議に付すべき案件

議案第６３号 新潟市農用地利用集積計画の決定につい

て

議案第６４号 農地法第３条許可申請に関する処分決定

について

議案第６５号 農地法第５条許可申請に関する意見決定

について

議案第６６号 事業計画変更承認申請に関する意見決定

について

巻農業委員会規則

新潟市巻農業委員会会議規則をここに公布する。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会規則第１号

新潟市巻農業委員会会議規則

（議事規則）

第１条 新潟市巻農業委員会の総会（以下「総会」とい

う。）は，法令に規定するもののほか，この規則に定め

るところによる。

（総会の招集）

第２条 総会は会長が招集する。

２ 総会は会長が必要と認めるときに招集する。

３ 会長は，次の各号の一に該当するときは，遅滞なく

総会を招集しなければならない。

� 在任委員の３分の１以上の者が，書面で総会に付

議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求を

したとき。

� 市長が諮問したとき。

（総会の通知及び公示）

第３条 会長は総会の日時，場所，その他必要な事項を

定め，これを総ての委員に通知するとともに，委員会

の事務所に公示しなければならない。

２ 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除

き，総会の３日前までに，これをしなければならない。

（総会の成立）

第４条 総会は在任する委員の過半数が出席しなければ

開くことができない。ただし農業委員会等に関する法

律（以下「法」という。）第２４条第１項の規定により総

112 平成１７年１１月１５日 第７５３号 新 潟 市 公 報



名 称
規 格
（㎜）

書 体 使 用 区分 管理者
保 管
場 所

ひな形
番 号

新潟市巻農業委員会
之印

正方形
３６

てん書
会名をもってする
公文書用

事 務
局 長

巻農業
委員会
事務局

（１）

新潟市巻農業委員会
長之印

正方形
２４

〃
会長名をもってす
る公文書

〃 〃 （２）

新潟市巻農業委員会
長職務代理者之印

〃 〃
会長職務代理者名
をもってする公文
書

〃 〃 （３）

会を開くことができないときは，この限りでない。

（議長）

第５条 会長は，総会の議長となり議事を整理する。

（審議事項の制限）

第６条 総会は第３条第１項の規定により通知及び公示

した議案について審議することとする。ただし，第９

条に規定する動議についてはこの限りでない。

（議席の決定）

第７条 委員の任期満了による一般選挙後の最初の総会

の議席は，あらかじめくじで定める。

（発言）

第８条 総会において，委員は，議案について自由に質

疑し，及び意見を述べることができる。

２ 委員は発言しようとするときは，議長の許可を受け

なければならない。委員会の同意または要求により総

会に出席した公務員，その他の者が発言しようとする

ときもまた同様とする。

（動議の制限）

第９条 総会における動議は，出席委員の２分の１以上

の同意がなければ，これを議案として，審議すること

ができない。

（議決の方法）

第１０条 総会の議事は，出席委員の過半数で決する。可

否同数のときは議長の決するところによる。

２ 採決にあたり，可否を表明しない者は棄権したもの

とみなす。

（採決の方法）

第１１条 総会における採決は起立又は挙手による。ただ

し，重要な事項については投票による。

２ 投票を行う場合，投票方法は当該総会で決める。

（簡易採決）

第１２条 議長は前条の規定によるほか，その議題につい

て，異議の有無を総会にはかり，異議がないときは，

直ちに可決を宣言することができる。

（議事録）

第１３条 会長が作成する総会の議事録には，議事のほ

か，開会及び閉会の日時，場所，出席及び欠席の委員

の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項

を記載しなければならない。

２ 議事録には，議長及び総会において定めた２名以上

の出席委員が署名しなければならない。

（補則）

第１４条 この規則に定めるもののほか，会議の運営に関

し，必要な事項は会長が定める。

２ この規則に疑義のあるときは，会長が決し，総会で

承認を得るものとする。

附 則

この規則は平成１７年１０月１０日から施行する。

新潟市巻農業委員会公印規則をここに公布する。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会規則第２号

新潟市巻農業委員会公印規則

（この規則の趣旨）

第１条 この規則は，別に定めのあるものを除くほか，

本会の公印について必要な事項を定めるものとする。

（公印の定義）

第２条 この規則において「公印」とは，公文書に使用

する会印及び職印をいう。

（公印の名称及びひな形）

第３条 公印の名称，規格，書体，使用区分並びに管理

者及び保管場所は別表１のとおりとする。

２公印のひな形は，別表２のとおりとする。

（公印の管理）

第４条 公印の管理者及び取扱者は，公印を慎重に取扱

い，盗難，不正使用等の事故のないよう保管を厳重に

するとともに常に鮮明にしておかなければならない。

（公印の取扱者）

第５条 管理者は，それぞれの管理する公印について所

属職員のうちから当該公印の取扱者（以下「取扱者」

という。）を指定することができる。

２取扱者は，管理者の命をうけ公印の管理，使用及びそ

の他公印に関する事務を処理する。

（公印の使用手続）

第６条 公印を使用するときは，押印を必要とする文

書，当該起案書又はこれにかわるべき書類を添え，管

理者又は取扱者に提示して審査を受けなければならな

い。

附 則

この規則は，平成１７年１０月１０日から施行する。

別表１（第３条関係）

別表２（第３条関係）

平成１７年１１月１５日 第７５３号 113新 潟 市 公 報



（１） （２） （３）

新 潟 市 巻

農 業 委 員

会 之 印

新 潟 市 巻

農 業 委 員

会 長 之 印

新潟市巻農業

委員会長職務

代理者之印

（表）
＜ ６．０㎝ ＞

第 号

証

本籍地
現住所

氏 名

生年月日 年 月 日生

上記の者は新潟市巻農業委員会の であること
を証する。

年 月 日
新潟市巻農業委員会 印

＜

９．０㎝

＞

新潟市巻農業委員会聴聞規則をここに公布する。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会規則第３号

新潟市巻農業委員会聴聞規則

新潟市巻農業委員会が行政手続法（平成５年法律第８８

号）の規定に基づいて行う聴聞の手続きに関しては，新

潟市聴聞規則（平成６年新潟市規則第３７号）の規定の例

による。

附 則

この規則は，平成１７年１０月１０日から施行する。

巻農業委員会規程

新潟市巻農業委員会規程を次のように定める。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会規程第１号

新潟市巻農業委員会規程

（目的）

第１条 この規程は，法令，条例その他別に定めるもの

を除くほか，新潟市巻農業委員会（以下「委員会」と

いう。）の運営に必要な事項を定めることを目的とす

る。

（選挙）

第２条 委員会で行う選挙の方法，手続等は，別に定め

る。

（会議）

第３条 委員会の会議の招集及び会議の方法等は，別に

定める。

（会長）

第４条 会長が委員を辞任し，又は会長の職を辞したと

き，その他会長が欠けるに至ったときは，その欠ける

に至つた日から１０日以内に後任の会長を互選しなけれ

ばならない。

（会長の互選）

第５条 会長を選ぶに際しての互選は単記無記名の投票

により行い投票の最多数を得た者を当選人とする。た

だし，得票数の同じ者が２人以上あるときは，くじで

これを定める。

２ 前項の互選は，委員中に異議がないときは，投票に

よらないで指名推薦の方法によることができる。

（会長の職務代理者の互選）

第６条 前条の規定は，会長の職務代理者の互選につい

て準用する。この場合において前条中「会長」とある

のは，「会長の職務代理者」と読み替えるものとする。

（特別委員会の設置）

第７条 会長は，総会審議の適正を図るため必要と認め

るときは，総会に諮り特別委員会を置くことができ

る。ただし，急を要するときは，会長は特別委員会を

置き，直近の総会で了承を得るものとする。

（事務局の設置）

第８条 委員会の所掌事務を処理するため委員会に事務

局を置き，職員を配置する。

（処務規程）

第９条 事務局の事務処理に関する規程は，別に定め

る。

（公示の方法）

第１０条 委員会の公示又は規則及び規程で公表を要する

ものは，新潟市公告式条例（昭和２５年新潟市条例第３７

号）の例によるものとする。

（身分を示す証票）

第１１条 委員会の委員及び職員が，その所掌事務を行う

ため，立入調査をするときの身分を示す証票の様式は

次のとおりとする。

２ 前項の規定による証票は委員又は職員がその身分を

失つたときは，すみやかに委員会に返さなければなら

ない。
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（裏）

農業委員会等に関する法律
（報告調査等）
第２９条 農業委員会は，その所掌事務を行うため必要があ
るときは，農地等の所有者，耕作者その他の関係人に対
しその出頭を求め，若しくは必要な報告を徴し，又は委
員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさ
せることができる。
２ 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は，そ
の身分を示す証票を携帯し，関係者の要求があるとき
は，これを呈示しなければならない。
３ 第１項の規定による立入調査の権限は，犯罪捜査のた
めに認められたものと解してはならない。

＜

９㎝

＞

「何々」選挙投票
新潟市巻農業委員会

新
潟
市
巻

農
業
委

員
会
印

氏

名

＜ １３㎝ ＞

（補則）

第１２条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関

し，必要な事項は会長が定める。

２ この規程に疑義のあるときは，会長が決し，総会で

承認を得るものとする。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

新潟市巻農業委員会選挙事務取扱規程を次のように定

める。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会規程第２号

新潟市巻農業委員会選挙事務取扱規程

（目的）

第１条 この規程は，新潟市巻農業委員会（以下「委員

会」という。）が行う選挙について，別に定めるものを

除くほか，必要な事項を定めることを目的とする。

（選挙の宣告）

第２条 委員会において選挙を行うときは，会長はその

旨を宣告する。ただし，農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第２１条第１項ただし書の規定によ

り，市長が招集した総会において選挙を行うときは，

市長がその旨を宣告する。

（投票用紙の配布及び投票箱の点検）

第３条 投票を行うときは，会長（前条ただし書の場合

は「市長」と読み替える。以下同じ。）は，委員に所定

の投票用紙を配布し，配布漏れの有無を確かめなけれ

ばならない。

２ 会長は，投票の前に投票箱に疑義がないことを確認

し投票者に示さなければならない。

（投票）

第４条 委員は，順次，投票を備え付けの投票箱に投入

するものとする。

（投票箱の閉鎖）

第５条 会長は，投票が終わったと認めたときは，投票

漏れの有無を確かめ，投票箱の閉鎖を宣告しなければ

ならない。

２ 前項の宣告があった後は，投票することができな

い。

（立会人）

第６条 会長は，委員会が行う選挙について，３人以上

の立会人を指名しなければならない。

２ 前項の立会人は，会長が委員の中から会議にはかっ

て指名する。

（開票並びに投票の効力）

第７条 会長は，開票を宣告し，３人以上の立会人とと

もに投票内容を点検しなければならない。

２ 投票の効力は，立会人の意見を聞いて会長が決め

る。

（選挙結果の報告）

第８条 会長は，選挙の結果を直ちに会議において報告

しなければならない。

（投票用紙の様式）

第９条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙は，別記様

式による。

（選挙関係書類の保存）

第１０条 会長は，投票の有効，無効を区別し，当該当選

人の在任期間，関係書類とあわせてこれを保存しなけ

ればならない。

（補則）

第１１条 選挙に関する疑義は，会長が会議にはかって決

める。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

別記様式

新潟市巻農業委員会部会委員互選規程を次のように定

める。

平成１７年１０月１０日
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新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会規程第３号

新潟市巻農業委員会部会委員互選規程

（目的）

第１条 新潟市巻農業委員会の部会を構成する委員（以

下「部会委員」という。）の互選については，法令に定

めるもののほか，この規程の定めるところによる。

（互選会）

第２条 部会委員の互選は，部会ごとに選挙による委

員，農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。

以下「法」という。）第１２条第１号の委員及び同条第２

号の委員のそれぞれの会議（以下「互選会」という。）

において行う。

（互選の時期）

第３条 会長は，部会委員に欠員を生じたときにおい

て，互選会を招集することができる。

（互選会の招集）

第４条 互選会の招集は，当該互選をする資格を有する

委員（以下「互選資格者」という。）に対して，文書又

は口頭をもって通知しなければならない。

２ 前項の通知には，互選会の日時，場所及び互選され

るべき委員の数を明示しなければならない。

（互選会の成立及び議事）

第５条 互選会は，互選資格者の２分の１以上の者の出

席により成立し，その議事は，その過半数により決す

る。

（互選管理人）

第６条 会長は，各互選ごとに互選会の承認を経て，互

選に関する事務を管理させるため，互選管理人１人を

定めなければならない。

（投票）

第７条 互選は，単記無記名の投票により行う。

２ 投票は，互選資格者１人につき１票とする。

３ 投票には所定の投票用紙を用いることとし，新潟市

巻農業委員会選挙事務取扱規程第９条の投票用紙を準

用する。

第８条 互選管理人は，投票終了後直ちに投票内容を点

検し，当選人を定めなければならない。

２ 当選人を定めるに当たり，得票数が同じ場合には，

くじにより決する。

第９条 有効投票の最多数を得た者以下所定の員数まで

の得票数多数の者を当選人とする。

（指名推薦）

第１０条 第７条から前条までの規定にかかわらず，互選

会に出席した互選資格者中に異議がないときは，投票

によらないで指名推薦の方法によることができる。

２ 前項の方法により互選を行う場合においては，互選

管理人は被指名人をもって当選人と定めるべきかどう

かを会議に諮り，互選資格者の全員の同意があった者

をもって当選人とする。

３ 指名推薦の方法により２人以上を互選する場合にお

いては，被指名人を区分して，前項の規定を適用して

はならない。

（当選の通知）

第１１条 前２条の規定により，当選人が決定した場合に

は，互選管理人は，遅滞なく会長にその氏名を通知し

なければならない。

（部会委員となることの承諾）

第１２条 前条の規定により通知を受けた場合において，

会長は遅滞なく当選人に対して文書をもって部会委員

となる旨の承諾を求めなければならない。

２ 当選人は，前項の請求に対して，その請求のあった

日から３日以内に，文書をもって部会委員となるか否

かについて回答しなければならない。

３ 前項の期間内に当選を承諾する旨の回答がない場合

には，その当選人は部会委員となることを承諾したも

のとみなす。

第１３条 投票により互選を行った場合において，当選人

につき前条の承諾が得られなかったときは，互選管理

人は直ちに第９条の例により当選人を定めなければな

らない。

２ 前項の規定により当選人が定まった場合には，第１１

条及び前条の規定を準用する。

（互選された時期）

第１４条 第１２条の承諾によって，その当選人は，部会委

員に互選されたものとする。

（通知）

第１５条 会長は，互選された者に，その所属すべき部会

を通知しなければならない。

（就任）

第１６条 互選された者は，通知を受けた日から部会委員

に就任するものとする。

（記録の作成）

第１７条 互選管理人は，互選会終了後，遅滞なく互選の

経過を記載した，互選に関する記録を作成し，署名の

上，投票用紙とともに会長に提出しなければならな

い。

２ 前項の規定により提出のあった書類は，少なくとも

当該互選による部会委員の在任中は保存しなければな

らない。

（互選手続きに関する必要事項の決定）

第１８条 第２条から前条までに規定するほか，互選の手

続きに関し必要な事項は互選会で定める。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。
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新潟市巻小作料協議会設置規程を次のように定める。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会規程第４号

新潟市巻小作料協議会設置規程

（目的および設置）

第１条 新潟市巻農業委員会（以下「農業委員会」とい

う。）が，農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２３条の規定

による標準小作料を設定するに当り農業者の意向を反

映させるため，農業委員会の諮問機関として新潟市巻

小作料協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌業務）

第２条 協議会は農業委員会の諮問に応じ，区域内農地

の標準小作料設定に関する審議および答申にあたるも

のとする。

（組織）

第３条 協議会は，委員１５人以内で組織する。

２ 委員は，次の各号に掲げる者とし，農業委員会が委

嘱する。

� 農地の貸し手を代表する者 ５人

� 農地の借り手を代表する者 ５人

� 学識経験者 ５人以内

３ 委員は，当該諮問にかかる審議が終了したときは，

解任されるものとする。

（会長および副会長）

第４条 協議会に会長および副会長各１人を置き委員の

互選によつてこれを定める。

２ 会長は，会務を総理する。

３ 副会長は，会長を補佐し，会長が欠けたとき，また

は会長に事故があるときはその職務を代行する。

（会議）

第５条 協議会の会議は，会長が招集する。

２ 協議会の会議は，委員の定数の半数以上の委員が出

席しなければ開くことができない。

３ 協議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同

数のときは，会長の決するところによる。

（幹事）

第６条 協議会に幹事若干名を置くことができる。

２ 幹事は，農業委員会事務局の職員のうちから，農業

委員会長の同意を得て会長が任命する。

３ 幹事は，協議会の所掌事務について委員を補助す

る。

（庶務）

第７条 協議会の庶務は，農業委員会事務局において処

理する。

（その他）

第８条 この規程に定めるもののほか，協議会の運営に

関して必要な事項は会長が定める。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

新潟市巻農業委員会事務局規程を次のように定める。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会規程第５号

新潟市巻農業委員会事務局規程

（趣旨）

第１条 この規程は，法令，条例，規則及び他の規程に

別に定めのあるもののほか，新潟市巻農業委員会規程

（平成１７年新潟市巻農業委員会規程第１号）第９条の

規定に基づいて，新潟市巻農業委員会事務局（以下「事

務局」という。）の組織及びその分掌事務並びに職制，

権限等に関して必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 事務局に次に掲げる係を置く。

業務係

（職制）

第３条 事務局に事務局長を置く。

２ 事務局に事務局次長（以下「次長」という。）を，係

に係長を置く。

３ 農業委員会が必要と認める場合は，事務局に参事，

副参事，主幹，副主幹，主査及び副主査を置くことが

できる。

（職務）

第４条 事務局長は，新潟市巻農業委員会長（以下「会

長」という。）の命を受けて事務局の事務を統括し，事

務局の職員を指揮監督する。

２ 次長は，事務局長を補佐し，上司の命を受けて事務

局の事務を掌理し，事務局の職員を指揮監督する。

３ 係長は，上司の命を受けて係の事務をつかさどり，

係の職員を指揮監督する。

４ 副主幹，主査及び副主査は，上司の命を受けて事務

局の担任事務を処理する。

５ 前各項に規定する職員以外の職員は，上司の命を受

けて担任事務に従事する。

６ 参事，副参事及び主幹は，上司の命を受けて特命事

項をつかさどる。

（分掌事務）

第５条 第２条に規定する係の分掌事務は，次に掲げる

とおりとする。

業務係

� 農業委員会等に関する法律第６条に関する事項

� 農業者年金に関する事項
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� 標準小作料設定に関する事項

� 農地法許認可に関する事項

� 農地基本台帳に関する事項

� 農地取得，推進資金に関する事項

� 農地法に関する事項

� 農業経営基盤強化促進法に関する事項

� 国有農地事務に関する事項

� 農地嘱託登記に関する事項

	 農業委員会各任意部会に関する事項


 その他農業委員会の権限及び業務に属する事項

（分掌事務の特例）

第６条 会長は，前条の規定にかかわらず，特定の事務

について分掌を定めることができる。

（事務の決裁）

第７条 事務局の事務の処理は，すべて所管の係長，次

長，事務局長を経て会長の決裁を受けて行なうものと

する。

（専決）

第８条 前条の規定にかかわらず，事務局長及び係長

は，次の各号に掲げる事項について専決するものとす

る。

事務局長の専決事項

� 事務局長を除く職員の市外出張（外国出張を除

く。）を命ずること。

� 職員及び自らの市内出張及び時間外勤務を命ず

ること。

� 職員及び自らの休日勤務を命ずること。

� 事務局長を除く職員の休暇を承認し，又は欠勤

の届を受理すること。

� 職員及び自らの週休日を振り替え，又は半日勤

務時間の割振りを変更し，及びこれらを職員に通

知すること。

� 職員及び自らの休日の代休日の指定をするこ

と。

� 職員及び自らの旧姓使用を承認すること。

� 扶養手当の認定及び通勤手当の裁定をするこ

と。

� 職員の健康管理の要注意者及び要軽業者を定

め，並びにこれを解除すること。

� 退職手当の決定をすること。

	 職員の公務災害を認定し，及び補償の裁定をす

ること。


 職員の身分，給与等に関する証明をすること。

 雇用保険，厚生年金，健康保険に関する事項の

処理をすること。

� 公文書を閲覧に供し，又は公文書の写しを交付

すること（重要なもの）。

� 総会の会議録の縦覧を許可すること。

� 農業委員会以外の者が行なう被表彰者の推せん

をすること。

� 公示をすること。

� 公印の新調，改刻及び廃棄をすること。

� 公簿による証明及び公簿によらない証明をする

こと。

� 意見の具申及び進達をすること。

� 農地転用届出に係る受理及び通知をすること。

� 農地法第３条第１項第７号の２の届出に係る受

理及び通知をすること。

� 通知書，督促状，請求書，申請書，申込書，届

出書，照会書，依頼書，回答書，報告書及び異議

申立書等を受理すること。

� 陳情を受理し，及びこれを整理すること。

� 重要な事項の通知，督促，請求，申請，申込み，

届出，照会，依頼，回答及び報告等をすること。

� 委員会の所掌事務を行なうため，必要な場合職

員に農地等に立入り調査を命ずること。

� 農地等の所有者，耕作者その他関係人に対し，

その出頭を求めること。

� 小作地等の所有状況調査をすること。

	 標準小作料の設定に必要な調査をすること。


 農業経営改善計画実施指導をすること。

� 自作農維持資金及び農地取得資金の使途調査を

すること。

� 農業及び農村に関する振興計画及び実施に必要

な調査をすること。

 農業振興の意向は握に必要な調査をすること。

� 農業問題の所在及び要求のは握に必要な調査を

すること。

� 農業災害及び諸税対策に必要な調査をするこ

と。

� 農業就業構造改善対策に必要な調査をするこ

と。

� その他農業施策の推進に必要な調査をするこ

と。

� 委員会の資料を編集し，これを発行及び配布を

すること。

� 定例の調査，統計書類を作成し，及びこれを公

表又は報告すること。

� 農業者年金基金業務に必要な調査，確認をする

こと。

� 臨時職員を雇用すること。

� 事務局内の秩序の維持について必要な措置をと

ること。

係長の専決事項

� 公文書を閲覧に供し，又は公文書の写しを交付

すること。（軽易なもの）。
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� 軽易な事項の通知，督促，請求，申請，申込み，

届出，照会，依頼，回答及び報告等をすること。

（専決事項の特例）

第９条 前条の規定により，事務局長及び係長の専決権

限に属する事項であつても，疑義があり，又は異例若

しくは特に重要で上司が処理する必要があると認めら

れるものにいては，当該上司がこれを決裁する。

２ 前条及び前項の規定により，事務局長及び係長の専

決権限に属し，又は属さない事項であつても当該事項

の決裁について会長が別に命じた場合においては，当

該命令の定めるところによりこれを決裁するものとす

る。

（専決した事項の報告）

第１０条 事務局長及び係長は，前２条の規定するところ

により，当該事項について専決した場合において，そ

の結果について上司が予知する必要があると認められ

るものがあるときは，遅滞なくこれを当該上司に報告

しなければならない。

（職務の代行）

第１１条 事務局長に事故があり，又は欠けている場合

は，次長がその職務を代行し，事務局長及び次長とと

もに事故があり，又は欠けている場合は，係長がその

職務を代行する。

２ 次長に事故があり，又は欠けている場合は，係長が

その職務を代行する。

３ 係長に事故があり，又は欠けている場合は，最上席

の職員がその職務を代行する。

（代行の特例）

第１２条 前条の規定にかかわらず，重要，異例又は疑義

のある事項については，代行することができない。た

だし，あらかじめ処理の方針が示されているとき又は

緊急やむを得ないときは，この限りでない。

（代行の報告）

第１３条 前２条の規定により，職務の代行した者は，そ

の職務代行の理由がやんだ後，遅滞なく当該被職務代

行者にその旨を報告しなければならない。

（委任）

第１４条 事務局長は，会長の承認を受け，この規程の施

行に関し必要な事項を定めることができる。

（準用規定）

第１５条 この規程に定めるもののほか，職員の服務及び

事務の処理については，市長の事務部局の例による。

附 則

この規程は、平成１７年１０月１０日から実施する。

新潟市巻農業委員会被服貸与規程を次のように定め

る。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会規程第６号

新潟市巻農業委員会被服類貸与規程

第１条 新潟市巻農業委員会の事務局職員に対する被服

類の貸与については，新潟市職員被服類貸与規則（昭

和３２年新潟市規則第５４号）の規定の例による。

第２条 この場合において新潟市職員被服類貸与規則中

「人事課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるも

のとする。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

新潟市情報公開条例施行規程を次のように定める。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会規程第７号

新潟市情報公開条例施行規程

新潟市巻農業委員会が管理する公文書に係る新潟市情

報公開条例（昭和６１年新潟市条例第４３号）の施行に関し

ては，別に定めるもののほか，新潟市情報公開条例施行

規則（昭和６２年新潟市規則第５号）の例による。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

新潟市個人情報保護条例施行規程を次のように定め

る。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会規程第８号

新潟市個人情報保護条例施行規程

新潟市巻農業委員会が取り扱う個人情報に係る新潟市

個人情報保護条例（平成１３年新潟市条例第４号）の施行

に関しては，別に定めるもののほか，新潟市個人情報保

護条例施行規則（平成１３年新潟市規則第３２号）の例によ

る。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

新潟市巻農業委員会電子計算機処理管理運営規程を次

のように定める。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会規程第９号

新潟市巻農業委員会電子計算機処理管理運営規程
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第１条 新潟市巻農業委員会における電子計算機処理の

管理運営については，別に定めるもののほか，新潟市

電子計算機処理管理運営規程（平成元年新潟市訓令第

３号）の例による。

第２条 前条の場合において，新潟市電子計算機処理管

理運営規程中，データ保護総括管理者の権限とされて

いる事項は，すべて企画財政局企画部長に，データ保

護副総括管理者の権限とされている事項は，すべて企

画財政局企画部情報政策課長に委任する。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

巻農業委員会告示

新潟市巻農業委員会告示第１号

新潟市巻農業委員会の招集について

新潟市巻農業委員会を次のとおり招集する。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

１ 日 時 平成１７年１０月１０日（月）午後５時

２ 場 所 新潟市巻支所 応接室

３ 会議に付すべき案件

議案第１号 新潟市巻農業委員会会議規則の制定につ

いて

議案第２号 新潟市巻農業委員会公印規則の制定につ

いて

議案第３号 新潟市巻農業委員会聴聞規則の制定につ

いて

議案第４号 新潟市巻農業委員会規程の制定について

議案第５号 新潟市巻農業委員会選挙事務取扱規程の

制定について

議案第６号 新潟市巻農業委員会部会委員互選規程の

制定について

議案第７号 新潟市小作料協議会設置規程の制定につ

いて

議案第８号 新潟市巻農業委員会事務局規程の制定に

ついて

議案第９号 新潟市巻農業委員会被服類貸与規程の制

定について

議案第１０号 市長の権限に属する事務の一部を新潟市

巻農業委員会に事務委任することの協議

について

議案第１１号 市長の権限に属する事務の一部を新潟市

巻農業委員会事務局職員をして補助執行

させることの協議について

議案第１２号 新潟市情報公開条例施行規程の制定につ

いて

議案第１３号 新潟市情報公開条例第６条第２号ただし

書エ及びオの規定に基づく基準について

議案第１４号 新潟市個人情報保護条例施行規程の制定

について

議案第１５号 新潟市個人情報保護条例第７条第３項第

５号の規定に基づく類型について

議案第１６号 新潟市巻農業委員会電子計算機処理管理

運営規程の制定について

議案第１７号 新潟市巻農業委員会特別委員会運営要領

の制定について

議案第１８号 新潟市巻農業委員会小委員会設置要領の

制定について

議案第１９号 新潟市巻農業委員会積立金規約の制定に

ついて

議案第２０号 新潟市巻農業委員永年勤続表彰基準の制

定について

議案第２１号 新潟市巻農業委員会農政協力員設置要綱

の制定について

議案第２２号 新潟市巻農業委員会文書事務取扱要領の

制定について

議案第２３号 職員の任免に関する権限の一部を会長に

委任することについて

議案第２４号 新潟市巻農業委員会農地移動適正化あっ

せん基準について

議案第２５号 新潟市巻農業委員会部会設置要領の制定

について

議案第２６号 新潟市巻農業委員会正副役員会設置要領

の制定について

議案第２７号 新潟市巻農業委員会総会、部会傍聴要綱

の制定について

議案第２７号 各部会長、同職務代理者の選任について

新潟市巻農業委員会告示第２号

新潟市情報公開条例第６条第２号ただし書エ及

びオの規定に基づく基準について

新潟市情報公開条例（昭和６１年新潟市条例第４３号）第

６条第２号ただし書エ及びオの規定に基づく，新潟市巻

農業委員会があらかじめ新潟市情報公開制度運営審議会

の意見を聴いて定める基準は，別に定めるもののほか，

市長の例による。

なお，この告示は，平成１７年１０月１０日から施行する。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇
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「
中之口・潟
東事業所長
岩室支所下
水道課長

中之口・潟
東事業所
岩室支所下
水道課

１

１

」

を

「
中之口・潟
東事業所長
巻事業所長
岩室支所下
水道課長

中之口・潟
東事業所
巻事業所
岩室支所下
水道課

１

１
１

」

に改める。

巻事業所専用新
潟市水道事業管
理者印

〃 〃 巻事業所において管理
者名をもつてする公文
書専用

巻事業所
長

巻事業所 １ �の１２

�の１２

新 潟 市
水 道 事 業
管 理 者 印

巻事業所専用

「
中之口・潟東事業所 所長

」
を

新潟市巻農業委員会告示第３号

新潟市個人情報保護条例第７条第３項第５号の

規定に基づく類型について

新潟市個人情報保護条例（平成１３年新潟市条例第４

号）第７条第３項第５号の規定に基づく，新潟市巻農業

委員会があらかじめ新潟市個人情報保護審議会の意見を

聴いて定める類型は，別に定めるもののほか，市長の例

による。

なお，この告示は，平成１７年１０月１０日から施行する。

平成１７年１０月１０日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

新潟市巻農業委員会告示第４号

１０月定例総会の招集について

新潟市巻農業委員会１０月定例総会を下記のとおり招集

する。

平成１７年１０月２５日

新潟市巻農業委員会

会 長 亀 山 昇

記

１ 日 時 平成１７年１０月３１日（月）午前９時３０分

２ 場 所 巻支所 ２階 応接室

３ 会議に付すべき案件

議案第３０号 農地法第３条許可申請に関する処分決定

について

議案第３１号 農地法第４条許可申請に関する意見決定

について

議案第３２号 農地法第５条許可申請に関する意見決定

について

水道局管理規程

新潟市水道局公印規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。

平成１７年１０月９日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局管理規程第４２号

新潟市水道局公印規程の一部を改正する規程

新潟市水道局公印規程（昭和５８年新潟市水道局管理規

程第７号）の一部を次のように改正する。

別表第１�料金専用新潟市水道局企業出納員印の項中

別表第１�中之口・潟東事業所専用新潟市水道事業管
理者印の項の次に次のように加える。

別表第２�の１１の次に次のように加える。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

新潟市水道事業会計規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。

平成１７年１０月９日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局管理規程第４３号

新潟市水道事業会計規程の一部を改正する規程

新潟市水道事業会計規程（昭和５２年新潟市水道局管理

規程第４号）の一部を次のように改正する。

附則に次の２項を加える。

（巻町の編入に伴う特例）

６ 巻町の編入により巻町から承継する棚卸資産の払出

価格については，第６０条の規定にかかわらず，当分の

間，巻町水道事業会計規程（昭和４２年巻町水道事業管

理規程第４号。以下「巻町規程」という。）の例による。

７ 巻町の編入により巻町から承継する固定資産の減価

償却の方法については，第９６条の規定にかかわらず，

当分の間，巻町規程の例による。

別表広域事業所の項中
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「
中之口・潟東事業所 所長

に改める。
巻 事 業 所 所長

」
附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

新潟市給水条例施行規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。

平成１７年１０月９日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局管理規程第４４号

新潟市給水条例施行規程の一部を改正する規程

新潟市給水条例施行規程（昭和３３年新潟市水道局管理

規程第６号）の一部を次のように改正する。

附則に次の２項を加える。

（巻町の編入に伴う特例）

８ 巻町の編入の日前に巻町水道事業給水条例施行規程

（平成９年巻町告示第８５号。以下「巻町規程」という。）

の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，こ

の規程の相当規定によりなされた処分，手続その他の

行為とみなす。

９ 巻町の編入の際，現に巻町規程の規定により申込み

をしている給水装置工事に係る承認の基準について

は，この規程の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。

別記様式中「水道ガス事業管理者」を「水道事業管理

者」に改める。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

新潟市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する

規程を次のように定める。

平成１７年１０月９日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局管理規程第４５号

新潟市指定給水装置工事事業者規程の一部を改

正する規程

新潟市指定給水装置工事事業者規程（平成１０年新潟市

水道局管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

第４条及び第７条中「登記簿の謄本」を「登記事項証

明書」に改める。

附則に次の２条を加える。

（巻町の編入に伴う特例）

第９条 巻町の編入の際，現に巻町指定給水装置工事事

業者規程（平成９年巻町告示第８６号）の規定により指

定を受けている者は，この規程の規定により指定を受

けたものとみなす。

第１０条 前条の規定によりこの規程の規定による指定を

受けたものとみなされた者が，巻町の編入の日前にし

た行為に対する指定の取消し及び効力の停止に係る規

定の適用についてはこの規程の規定にかかわらず，な

お従前の例による。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

新潟市指定給水装置工事事業者審査委員会規程の一部

を改正する規程を次のように定める。

平成１７年１０月９日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局管理規程第４６号

新潟市指定給水装置工事事業者審査委員会規程

の一部を改正する規程

新潟市指定給水装置工事事業者審査委員会規程（平成

１０年新潟市水道局管理規程第２号）の一部を次のように

改正する。

別表中「中之口・潟東事業所長」の次に「，巻事業所

長」を加える。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。

新潟市水道局巻浄水場自家用電気工作物保安規程を次

のように定める。

平成１７年１０月９日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局管理規程第４９号

新潟市水道局巻浄水場自家用電気工作物保安規程

第１章 総 則

（目的）

第１条 巻浄水場（以下「当事業場」という。）における

電気工作物の工事，維持及び運用を確保するため，電

気事業法（以下「法」という。）第４２条第１項の規定に

基づいてこの規程を定める。

（保安に関する業務の委託範囲）

第２条 当事業場の電気工作物の工事，維持及び運用に

ついての保安に関する業務（以下「保安に関する業務」

という。）のうち，財団法人東北電気保安協会（以下

「保安協会」という。）に委託する業務の範囲について

は，保安協会との契約によって定めるものとする。

（法令及び規程の厳守）

第３条 当事業場の電気工作物設置者（以下「設置者」

という。）及び従業者は，電気関係法令及びこの規程を

厳守するものとする。
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（細則の制定）

第４条 この規程を実施するため必要と認める場合に

は，別に細則を制定するものとする。

（規程等の改正）

第５条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若

しくは改正にあたっては，保安協会の意見を求めるも

のとする。

第２章 保安に関する業務の運営管理体制

（保安に関する業務の管理）

第６条 当事業場の保安に関する業務は，巻事業所長が

総括管理するものとする。

（連絡責任者等）

第７条 電気工作物の工事，維持及び運用に関する保安

のための巡視を行う者を定めるとともに，保安に関す

る業務のため必要な事項を保安協会等に連絡する連絡

責任者を定め，その氏名，連絡方法等を保安協会に通

知するものとする。

２ 前項の連絡責任者に事故がある場合は，その業務を

代行させるため代務者を定め，ただちにその氏名，連

絡方法等を保安協会に通知するものとする。

３ 前各項に変更が生じた場合は，ただちに保安協会に

通知するものとする。

４ 連絡責任者又はその代務者を，保安協会の行う保安

に関する業務に立ち会わせるものとする。

（設置者の義務）

第８条 電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又

は実施にあたっては，保安協会に意見を求めるものと

する。

２ 保安協会から指導，助言され又は保安協会と協議し

た保安に関する事項については，速やかに必要な措置

をとり，また保安協会に意見を求めた保安に関する事

項については，その意見を尊重するものとする。

３ 法令に基づいて経済産業大臣又は関東東北産業保安

監督部長に提出する書類の内容が電気工作物の保安に

関係ある場合には，その作成及び手続きについては保

安協会の指導を受けるものとする。

４ 経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長が電気

関係法令に基づいて行う検査には，保安協会を立ち会

わせるものとする。

（従事者の義務）

第９条 電気工作物の工事，維持又は運用に従事する者

は，保安協会がその保安のためにする指導を受けるも

のとする。

第３章 保安教育

（保安教育）

第１０条 保安協会の意見をきいて，電気工作物の工事，

維持又は運用に従事する者に対し，電気工作物の保安

に関する必要な事項についての教育を行うものとす

る。

（保安に関する訓練）

第１１条 保安協会の意見をきいて，電気工作物の工事，

維持又は運用に従事する者に対し，災害その他電気事

故が発生した場合の措置について，必要に応じ演習訓

練を行うものとする。

第４章 工事の計画及び実施

（工事計画）

第１２条 電気工作物の設置又は変更（改造，修理，取替

え及び廃止をいう。）の工事計画を立案するにあたって

は，その保安に関し，保安協会の意見を求めるものと

する。

（工事の実施）

第１３条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては，

保安協会に工事中の点検を行わせ，完成した場合には

保安協会に検査を行わせて，保安上支障のないことを

確認するものとする。

２ 電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合に

は，常に責任の所在を明らかにしておくものとする。

３ 電気工作物の工事に関する巡視，点検及び試験は，

保安協会に委託する業務に係るものについては保安協

会との契約に定めるところにより，その他の業務に係

るものについては保安協会と協議したところにより行

うものとする。

４ 保安協会が行う前項の点検及び試験の業務に関する

計画の策定及び実施について協力するものとする。

第５章 保 守

（巡視，点検等）

第１４条 電気工作物の維持及び運用に関する保安のため

の巡視，点検及び試験は，保安協会に委託する業務に

係るものについては別表により，その他の業務に係る

ものについては，保安協会と協議したところにより行

うものとする。

２ 保安協会が行う前項の点検及び試験の業務に関する

計画の策定及び実施について協力するものとする。

第１５条 巡視，点検及び試験を実施した結果，経済産業

省令で定める技術基準（以下「技術基準」という。）に

適合しない事項が判明したときは，速やかに当該電気

工作物を修理し，改造し，移設し，又はその使用を一

時停止若しくは制限する等の措置を講じ，常に技術基

準に適合するよう維持するものとする。

（事故の応急措置等）

第１６条 連絡責任者又は代務者は，電気工作物に関する

事故その他の異常が発生し又は発生するおそれがある

場合には，保安協会その他の関係先に速やかに報告又

は連絡し，保安協会の指導を受けて適切な応急措置を

とるものとする。

２ 事故その他の異常の発生原因の究明及び再発防止の
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ためとるべき措置については，保安協会の協力及び指

導，助言を求め，必要に応じて臨時点検を受けるもの

とする。

第６章 運転又は操作

（運転又は操作）

第１７条 平常時及び事故その他の異常時における電気工

作物の運転又は操作方法については，保安協会の意見

をきいてあらかじめ定めておくものとする。

２ 前条第１項の報告又は連絡すべき事項及び経路は，

受電室その他の見やすい場所に掲示しておくものとす

る。

３ 受電用の断路器，遮断器等の操作にあたっては，必

要に応じて東北電力株式会社と連絡して行うものとす

る。

第７章 災害対策

（防災体制）

第１８条 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保する

ために，保安協会の意見をきいて適正な措置をとるこ

とができる体制を整備しておくものとする。

第１９条 連絡責任者又は代務者は，非常災害発生時にお

いて速やかに保安協会に連絡し，その指導を受けるも

のとする。

２ 連絡責任者又は代務者は，災害等の発生に伴い，危

険と認められるときは，ただちに送電を停止すること

ができるものとする。

第８章 記 録

（記録の保存）

第２０条 電気工作物の工事，維持及び運用に関する次の

記録は，３年間保存するものとする。

� 巡視，点検及び試験の記録

� 電気事故に関する記録

� 保修工事に関する記録

２ 主要電気機器の保修記録は，必要な期間保存するも

のとする。

第９章 責任の分界

（責任の分界）

第２１条 東北電力株式会社の設置する電気工作物との保

安上の責任分界点は，電力需給契約に基づく責任分界

点とする。

（構内）

第２２条 需要設備の構内は，別図のとおりとする。

第１０章 整備その他

（危険の標示）

第２３条 受電室その他の高圧電気工作物が設置されてい

る場所等であって，危険のおそれのあるところには，

保安協会の意見をきいて注意を喚起する標示を設ける

ものとする。

（備品等の整備）

第２４条 電気工作物の保安上必要とする備品，材料，消

耗品等は，保安協会の意見をきいて整備し，これを適

正に保管するものとする。

（設計図書類の整備）

第２５条 電気工作物に関する設計図，仕様書，取扱説明

書，設備台帳等については，必要な期間整備保存する

ものとする。

（手続書類等の整備）

第２６条 経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長，

東北電力株式会社等に提出した書類及び図面その他の

主要文書については，その写しを必要な期間保存する

ものとする。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。
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別表

巡視，点検及び試験の基準（需要設備）

○印は各点検の該当項目を示す。（注１２）

電気工作物
点検項目

（注１）

定 期 点 検
臨 時 点 検

月次点検 年次点検

月１回
（注２）

年１回 必要の都度

受

電

設

備

責任分界となる区分開閉
器，断路器

（注３）

外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

動作試験 （注５） ○

結合動作試験 （注６） ○

保護継電器動作特性試験 ○

引込線等
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

断路器
遮断器
開閉器

外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

動作試験 （注５） ○

結合動作試験 （注６） ○

内部点検 ○

絶縁油の点検，試験 ○

電力ヒューズ
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

計器用変成器
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

変圧器

外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４，注８） ○

内部点検 ○

絶縁油の点検，試験 ○

電力用コンデンサ
直流リアクトル

外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

避雷器
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

母線
バスダクト等

外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４，注８） ○

その他の高圧機器
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

配電盤
制御回路

外観点検 ○ ○

指示計測 ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

保護継電器動作特性試験 ○

計器校正試験 ○

シーケンス試験 （注６） ○
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建物，室，キュービクル等
の金属箱

外観点検 ○ ○

接地装置

外観点検 ○ ○

漏洩電流測定 （注１３） ○

接地抵抗測定 （注７） ○

配

電

設

備

電線路 受電設備の引込線等に準ずる 同 左 同 左 同 左

断路器，遮断器
開閉器，電力ヒューズ
計器用変成器，変圧器
電力用コンデンサ等
避雷器，母線等
その他の高圧機器
配電盤等
建物，室，キュービクル等

受電設備に準ずる 同 左 同 左 同 左

接地装置 受電設備に準ずる 同 左 同 左 同 左

電
気
使
用
場
所
の
設
備
（
注
１０
・
１１
）

電動機
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

電熱装置
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

電気溶接機
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

照明設備
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

配線及び配線器具

外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

保護継電器動作特性試験 ○

その他の機器類
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

接地装置
外観点検 ○ ○

接地抵抗測定 （注７） ○

非

常

用

予

備

発

電

装

置

原動機及び付属装置

外観点検 ○ ○

始動試験 ○ ○

機関保護継電器動作試験 ○

発電機及び励磁装置
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 ○

遮断器
開閉器
配電盤
制御装置等

外観点検 ○ ○

動作試験 （注５） ○

結合動作試験 （注６） ○

保護継電器動作特性試験 ○

シーケンス試験 （注６） ○

その他受電設備に準ずる 同 左 同 左 同 左

建物，室，キュービクル等
の金属箱

外観点検 ○ ○
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新潟市水道局巻取水場自家用電気工作物保安規程を次

のように定める。

平成１７年１０月９日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局管理規程第５０号

新潟市水道局巻取水場自家用電気工作物保安規程

第１章 総 則

（目的）

第１条 巻取水場（以下「当事業場」という。）における

電気工作物の工事，維持及び運用を確保するため，電

気事業法（以下「法」という。）第４２条第１項の規定に

基づいてこの規程を定める。

（保安に関する業務の委託範囲）

第２条 当事業場電気工作物の工事，維持及び運用につ

いての保安に関する業務（以下「保安に関する業務」

という。）のうち，財団法人東北電気保安協会（以下

「保安協会」という。）に委託する業務の範囲について

は，保安協会との契約によって定めるものとする。

（法令及び規程の厳守）

第３条 当事業場の電気工作物設置者（以下「設置者」

という。）及び従業者は，電気関係法令及びこの規程を

厳守するものとする。

（細則の制定）

第４条 この規程を実施するため必要と認める場合に

は，別に細則を制定するものとする。

（規程等の改正）

第５条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若

しくは改正にあたっては，保安協会の意見を求めるも

のとする。

第２章 保安に関する業務の運営管理体制

（保安に関する業務の管理）

第６条 当事業場の保安に関する業務は，巻事業所長が

総括管理するものとする。

接地装置
外観点検 ○ ○

接地抵抗測定 （注７） ○

蓄
電
池
設
備

蓄電池

外観点検 ○ ○

電圧測定 ○

比重，液温設定 ○

充電装置及び付属装置
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

（注１）各項目の点検方法については，保安協会が定める点検指針等による。
（注２）移動用の非常用予備発電装置を接続しない期間にあっては，６か月に１回の点検とする。
（注３）充電部分の絶縁抵抗測定は，省略することがある。
（注４）当事業場の停電が困難な場合にあっては，３年に２回以内において，保安協会と協議のうえ，部分放電検

出等による絶縁診断に替えることがある。
（注５）当事業場の停電が困難な場合にあっては，３年に２回以内において，保安協会と協議のうえ，保護継電器

制御回路の測定試験，及びテスト釦又は接点メーク等による保護継電器単体試験に替えることがある。
（注６）受電設備・非常用予備発電装置にあっては３年に１回，それ以外の設備にあっては必要の都度行う。
（注７）過去の測定結果により，省略することがある。
（注８）変圧器の二次側より主開閉器電源側を一括絶縁抵抗測定する場合であって，当該電路の接地線の取外しが

困難なときは，省略することがある。
（注９）次のいずれかの場合において，絶縁状況が良好と認められるときは，保安協会と協議のうえ一部又は全部

を省略することがある。
� 絶縁常時監視装置・漏電監視装置等による監視又は漏電遮断器を設置する場合
� ３年に２回以内において，当事業場の停電が困難で，かつ，低圧漏電メモリー等による監視を行う場合

（注１０）電気火災警報器，昇降設備等その取扱いについて法令に基づく特定の資格を要する電気工作物及び，オー
トメーション化された工作機械群等その取扱いに高度の専門知識を要する電気工作物にあっては，点検及び
試験の一部を省略することがある。

（注１１）移動して使用する電気工作物等，定期点検時に現場に置かれていないものにあっては，点検及び試験を省
略することがある。

（注１２）但し，○印の当該項目については，設備のある場合に適用する。
（注１３）絶縁常時監視装置，漏電監視装置又は低圧漏電メモリー等の監視により，絶縁状況が良好と認められると

きは，一部又は全部を省略することがある。
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（連絡責任者等）

第７条 電気工作物の工事，維持及び運用に関する保安

のための巡視を行う者を定めるとともに，保安に関す

る業務のため必要な事項を保安協会等に連絡する連絡

責任者を定め，その氏名，連絡方法等を保安協会に通

知するものとする。

２ 前項の連絡責任者に事故がある場合は，その業務を

代行させるため代務者を定め，ただちにその氏名，連

絡方法等を保安協会に通知するものとする。

３ 前各項に変更が生じた場合は，ただちに保安協会に

通知するものとする。

４ 連絡責任者又はその代務者を，保安協会の行う保安

に関する業務に立ち会わせるものとする。

（設置者の義務）

第８条 電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又

は実施にあたっては，保安協会の意見を求めるものと

する。

２ 保安協会から指導，助言され又は保安協会と協議し

た保安に関する事項については，速やかに必要な措置

をとり，また保安協会に意見を求めた保安に関する事

項については，その意見を尊重するものとする。

３ 法令に基づいて経済産業大臣又は関東東北産業保安

監督部長に提出する書類の内容が電気工作物の保安に

関係ある場合には，その作成及び手続きについては保

安協会の指導を受けるものとする。

４ 経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長が電気

関係法令に基づいて行う検査には，保安協会を立ち会

わせるものとする。

（従事者の義務）

第９条 電気工作物の工事，維持又は運用に従事する者

は，保安協会がその保安のためにする指導を受けるも

のとする。

第３章 保安教育

（保安教育）

第１０条 保安協会の意見をきいて，電気工作物の工事，

維持又は運用に従事する者に対し，電気工作物の保安

に関する必要な事項についての教育を行うものとす

る。

（保安に関する訓練）

第１１条 保安協会の意見をきいて，電気工作物の工事，

維持又は運用に従事する者に対し，災害その他電気事

故が発生した場合の措置について，必要に応じ演習訓

練を行うものとする。

第４章 工事の計画及び実施

（工事計画）

第１２条 電気工作物の設置又は変更（改造，修理，取替

え及び廃止をいう。）の工事計画を立案するにあたって

は，その保安に関し，保安協会の意見を求めるものと

する。

（工事の実施）

第１３条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては，

保安協会に工事中の点検を行わせ，完成した場合には

保安協会に検査を行わせて，保安上支障のないことを

確認するものとする。

２ 電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合に

は，常に責任の所在を明らかにしておくものとする。

３ 電気工作物の工事に関する巡視，点検及び試験は，

保安協会に委託する業務に係るものについては保安協

会との契約に定めるところにより，その他の業務に係

るものについては保安協会と協議したところにより行

うものとする。

４ 保安協会が行う前項の点検及び試験の業務に関する

計画の策定及び実施について協力するものとする。

第５章 保 守

（巡視，点検等）

第１４条 電気工作物の維持及び運用に関する保安のため

の巡視，点検及び試験は，保安協会に委託する業務に

係るものについては別表により，その他の業務に係る

ものについては，保安協会と協議したところにより行

うものとする。

２ 保安協会が行う前項の点検及び試験の業務に関する

計画の策定及び実施について協力するものとする。

第１５条 巡視，点検及び試験を実施した結果，経済産業

省令で定める技術基準（以下「技術基準」という。）に

適合しない事項が判明したときは，速やかに当該電気

工作物を修理し，改造し，移設し，又はその使用を一

時停止し，若しくは制限する等の措置を講じ，常に技

術基準に適合するよう維持するものとする。

（事故の応急措置等）

第１６条 連絡責任者又は代務者は，電気工作物に関する

事故その他の異常が発生し又は発生するおそれがある

場合には，保安協会その他の関係先に速やかに報告又

は連絡し，保安協会の指導を受けて適切な応急措置を

とるものとする。

２ 事故その他の異常の発生原因の究明及び再発防止に

つきとるべき措置については，保安協会の協力及び指

導，助言を求め，必要に応じて臨時点検を受けるもの

とする。

第６章 運転操作等

（運転又は操作）

第１７条 平常時及び事故その他の異常時における遮断

器，開閉器等の操作順序及び運転方法については，保

安協会の意見をきいてあらかじめ定めておくものとす

る。

２ 前条第１項の報告又は連絡すべき事項及び経路は，

受電室その他の見やすい場所に掲示しておくものとす
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る。

３ 受電用の断路器，遮断器等の操作にあたっては，必

要に応じて東北電力株式会社と連絡して行うものとす

る。

第７章 災害対策

（防災体制）

第１８条 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保する

ために，保安協会の意見をきいて適正な措置をとるこ

とができる体制を整備しておくものとする。

第１９条 連絡責任者又は代務者は，非常災害発生時にお

いて迅速に保安協会に連絡し，その指導を受けるもの

とする。

２ 連絡責任者又は代務者は，災害等の発生に伴い，危

険と認められるときは，ただちに送電を停止すること

ができるものとする。

第８章 記 録

（記録の保存）

第２０条 電気工作物の工事，維持及び運用に関する次の

記録は，３年間保存するものとする。

� 巡視，点検及び試験の記録

� 電気事故に関する記録

� 保修工事に関する記録

２ 主要電気機器の保修記録は，必要な期間保存するも

のとする。

第９章 責任の分界

（責任の分界）

第２１条 東北電力株式会社の設置する電気工作物との保

安上の責任分界点は，電力需給契約に基づく責任分界

点とする。

（需要設備の構内）

第２２条 需要設備の構内は，別図のとおりとする。

第１０章 整備その他

（危険の標示）

第２３条 受電室その他の高圧電気工作物が設置されてい

る場所等であって，危険のおそれのあるところには，

保安協会の意見をきいて注意を喚起する標示を設ける

ものとする。

（備品等の整備）

第２４条 電気工作物の保安上必要とする備品，材料，消

耗品等は，保安協会の意見をきいて整備し，これを適

正に保管するものとする。

（設計図書類の整備）

第２５条 電気工作物に関する設計図，仕様書，取扱い説

明書，設備台帳等については，必要な期間整備保存す

るものとする。

（手続書類等の整備）

第２６条 経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長，

東北電力株式会社等に提出した書類及び図面その他の

主要文書については，その写しを必要な期間保存する

ものとする。

附 則

この規程は，平成１７年１０月１０日から施行する。
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別表

巡視，点検及び試験の基準（需要設備）

○印は各点検の該当項目を示す。（注１２）

電気工作物
点検項目

（注１）

定 期 点 検
臨 時 点 検

月次点検 年次点検

月１回
（注２）

年１回 必要の都度

受

電

設

備

責任分界となる区分開閉
器，断路器

（注３）

外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

動作試験 （注５） ○

結合動作試験 （注６） ○

保護継電器動作特性試験 ○

引込線等
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

断路器
遮断器
開閉器

外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

動作試験 （注５） ○

結合動作試験 （注６） ○

内部点検 ○

絶縁油の点検，試験 ○

電力ヒューズ
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

計器用変成器
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

変圧器

外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４，注８） ○

内部点検 ○

絶縁油の点検，試験 ○

電力用コンデンサ
直流リアクトル

外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

避雷器
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

母線
バスダクト等

外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４，注８） ○

その他の高圧機器
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

配電盤
制御回路

外観点検 ○ ○

指示計測 ○

絶縁抵抗測定 （注４） ○

保護継電器動作特性試験 ○

計器校正試験 ○

シーケンス試験 （注６） ○
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建物，室，キュービクル等
の金属箱

外観点検 ○ ○

接地装置

外観点検 ○ ○

漏洩電流測定 （注１３） ○

接地抵抗測定 （注７） ○

配

電

設

備

電線路 受電設備の引込線等に準ずる 同 左 同 左 同 左

断路器，遮断器
開閉器，電力ヒューズ
計器用変成器，変圧器
電力用コンデンサ等
避雷器，母線等
その他の高圧機器
配電盤等
建物，室，キュービクル等

受電設備に準ずる 同 左 同 左 同 左

接地装置 受電設備に準ずる 同 左 同 左 同 左

電
気
使
用
場
所
の
設
備
（
注
１
０
・
１
１
）

電動機
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

電熱装置
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

電気溶接機
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

照明設備
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

配線及び配線器具

外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

保護継電器動作特性試験 ○

その他の機器類
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

接地装置
外観点検 ○ ○

接地抵抗測定 （注７） ○

非

常

用

予

備

発

電

装

置

原動機及び付属装置

外観点検 ○ ○

始動試験 ○ ○

機関保護継電器動作試験 ○

発電機及び励磁装置
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 ○

遮断器
開閉器
配電盤
制御装置等

外観点検 ○ ○

動作試験 （注５） ○

結合動作試験 （注６） ○

保護継電器動作特性試験 ○

シーケンス試験 （注６） ○

その他受電設備に準ずる 同 左 同 左 同 左

建物，室，キュービクル等
の金属箱

外観点検 ○ ○
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水道局告示

新潟市水道局告示第４０号

新潟市指定給水装置工事事業者の事業の廃止に

ついて

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定によ

り，下記の新潟市指定給水装置工事事業者より給水装置

工事の事業の廃止について届出がありましたので，新潟

市指定給水装置工事事業者規程第１０条により告示しま

す。

平成１７年１０月２５日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

記

１ 指定番号及び指定工事事業者名

第４２１号 合資会社 斉藤組

２ 廃止年月日 平成１７年９月２１日

新潟市水道局告示第４１号

新潟市指定給水装置工事事業者の指定について

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３第１項の規

定により，下記のとおり新潟市指定給水装置工事事業者

に指定したので同条第２項の規定により告示します。

平成１７年１０月２５日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

記

１ 指定番号及び指定工事事業者名

第５６９号 有限会社阿部商会

２ 指定年月日 平成１７年１０月１２日

接地装置
外観点検 ○ ○

接地抵抗測定 （注７） ○

蓄
電
池
設
備

蓄電池

外観点検 ○ ○

電圧測定 ○

比重，液温設定 ○

充電装置及び付属装置
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 （注９） ○

（注１）各項目の点検方法については，保安協会が定める点検指針等による。
（注２）移動用の非常用予備発電装置を接続しない期間にあっては，６か月に１回の点検とする。
（注３）充電部分の絶縁抵抗測定は，省略することがある。
（注４）当事業場の停電が困難な場合にあっては，３年に２回以内において，保安協会と協議のうえ，部分放電検

出等による絶縁診断に替えることがある。
（注５）当事業場の停電が困難な場合にあっては，３年に２回以内において，保安協会と協議のうえ，保護継電器

制御回路の測定試験，及びテスト釦又は接点メーク等による保護継電器単体試験に替えることがある。
（注６）受電設備・非常用予備発電装置にあっては３年に１回，それ以外の設備にあっては必要の都度行う。
（注７）過去の測定結果により，省略することがある。
（注８）変圧器の二次側より主開閉器電源側を一括絶縁抵抗測定する場合であって，当該電路の接地線の取外しが

困難なときは，省略することがある。
（注９）次のいずれかの場合において，絶縁状況が良好と認められるときは，保安協会と協議のうえ一部又は全部

を省略することがある。
・絶縁常時監視装置・漏電監視装置等による監視又は漏電遮断器を設置する場合
・３年に２回以内において，当事業場の停電が困難で，かつ，低圧漏電メモリー等による監視を行う場合

（注１０）電気火災警報器，昇降設備等その取扱いについて法令に基づく特定の資格を要する電気工作物及び，オー
トメーション化された工作機械群等その取扱いに高度の専門知識を要する電気工作物であっては，点検及び
試験の一部を省略することがある。

（注１１）移動して使用する電気工作物等，定期点検時に現場に置かれていないものにあっては，点検及び試験を省
略することがある。

（注１２）但し，○印の当該項目については，設備のある場合に適用する。
（注１３）絶縁常時監視装置，漏電監視装置又は低圧漏電メモリー等の監視により，絶縁状況が良好と認められると

きは，一部又は全部を省略することがある。
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新潟市水道局告示第４２号

既存の前面道路に配水管が布設されていない場

合等の給水申請に係る配水管布設要綱の取扱要

領の全部を改正する要領の制定について

既存の前面道路に配水管が布設されていない場合等の

給水申請に係る配水管布設要綱の取扱要領の全部を改正

する要領を制定したので告示する。

平成１７年１０月２７日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

既存の前面道路に配水管が布設されていない場

合等の給水申請に係る配水管布設要綱の取扱要

領の全部を改正する要領

既存の前面道路に配水管が布設されていない場合等の

給水申請に係る配水管布設要綱の取扱要領（平成１４年４

月１日制定）の全部を改正する。

（この要領の趣旨）

第１条 この要領は，既存の前面道路に配水管が布設さ

れていない場合等の給水申請に係る配水管布設要綱

（以下「要綱」という。）第７条に基づき，要綱の実施

に関し必要な事項を定めるものとする。

（その他対象工事）

第２条 要綱第３条第４号に規定する管理者が特に布設

する必要があると認めるものは，次の各号に掲げるも

のとする。

� 給水申請に伴い，給水管の輻輳及び出水不良又は

漏水の多発が懸念され維持管理上問題があるもの。

� 給水装置が他人の宅地を通過している為に生じた

紛争で，配水管を布設することによりこれを解消で

きるもの。

� 給水申請に伴い，道路に布設された個人所有管の

分岐承諾が得られないことにより，維持管理上問題

が生ずるもの。

２ 前項各号に掲げる工事の適用を申請する者は，事前

に陳情書の提出をして適用の可否について審査を受け

なければならない。

（施工時期）

第３条 要綱第３条にかかわらず，その設計工事費が予

算の範囲内であっても，布設延長が著しく長い，ある

いは特殊な工法を用いる等予算への影響が大きい工事

については，原則として予算措置をした上で次年度に

実施することとする。

（適用除外）

第４条 管理者は，要綱第３条の規定にかかわらず，国

及び地方公共団体の機関あるいはその事務所，その他

管理者が官公署と同様と認めたものについては，適用

を除外する。

（布設延長の範囲）

第５条 要綱第４条の規定のうち開発行為に係る配水管

の布設延長の範囲は，開発区域を全体でひとつの敷地

とみなし，開発区域の前面にかかる延長を２メートル

までとし，なおかつ布設延長が５メートル以上でなけ

ればならない。ただし，前面道路が開発区域に取り込

まれる場合については，開発区域の手前までとし，な

おかつ布設延長が５メートル以上でなければならな

い。

（一般給水における適用の制限）

第６条 管理者は，要綱第４条第４項の規定により適正

な水質を確保するため，一人一日使用量を２５０リットル

とし，一世帯３人を目安として，最低限一日３回入れ

替わるだけの布設延長でなければ適用を拒むことがで

きる。

（消火栓の設置費用）

第７条 要綱に基づく配水管布設工事において，水道局

と協議の上消火栓を設置することが必要となる場合

は，その設置費用は申請者負担とする。

（その他）

第８条 その他，要綱及びこの要領に定めのない事項が

生じた場合は，給水装置工事施工指針に基づきその都

度決定する。

附 則

この要領は，公布の日から施行する。

人事行政の運営状況

新潟市の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

（平成１７年新潟市条例第２０号）第６条の規定により，平

成１６年度の人事行政の運営状況の概要及び公平委員会の

業務の状況を公表します。

１ 人事行政の運営状況の概要

� 職員の任免および職員数に関する状況

① 職員の採用状況（平成１６年４月２日～平成１７年４

月１日）

ア 試験採用 （単位：人）
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区分

上級 中級 初級
技能
労務

消防

合計
事務

事務
以外

事務
以外

事務
事務
以外

上級 初級

申込者数
３８０
（１５９）

２３４
（１２９）

４１３
（３７１）

９２
（６１）

０
（０）

６８３
（６００）

８４
（２）

１００
（０）

１，９８６
（１，３２２）

採用者数
１０
（３）

２３
（１２）

３３
（２９）

２
（２）

０
（０）

９
（９）

６
（０）

８
（０）

９１
（５５）

※ （ ）内は女性の人数。また上記のほか，中級の事
務以外で平成１５年度採用試験合格者で採用した１７人
（うち女性１７人）がいます。

教育職員 教育職員以外 合計

３８ １２ ５０

※ 選考採用としては，国・県や他の地方公共団体など
の教育職員や医師などを本市の職員として採用しまし
た。また，上記以外に，今年３月の合併により職員
２，６７３人を引き継ぎました。

区分 事務 事務以外 技能労務 消防 教育 合計

定年退職
４８
（２０）

２０
（５）

４７
（２２）

２
（０）

２
（１）

１１９
（４８）

普通退職
４
（０）

２９
（２２）

１
（０）

１
（０）

２３
（６）

５８
（２８）

勧奨退職
２２
（１０）

３５
（２４）

５
（３）

５
（０）

０
（０）

６７
（３７）

死亡退職
２
（０）

４
（０）

０
（０）

０
（０）

０
（０）

６
（０）

その他
退職

０
（０）

０
（０）

０
（０）

１
（０）

１
（０）

２
（０）

計
７６
（３０）

８８
（５１）

５３
（２５）

９
（０）

２６
（７）

２５２
（１１３）

※ （ ）内は女性の人数。

部 門
職員数

増減数 主な増減理由
平成１６年 平成１７年

一
般
行
政
部
門

議 会 ２３ ２５ ２ 議会事務局調査室新設など

総 務 ５８９ ８６５ ２７６ 合併による増

税 務 １７０ ２７９ １０９ 合併による増

民 生 ６５５ １，２２３ ５６８ 合併による増

衛 生 ５２０ ７５９ ２３９ 合併による増

労 働 ８ ８ ０

農林水産 ８９ ２２０ １３１ 合併による増

商 工 ４７ ７７ ３０ 合併による増

土 木 ３６６ ５２０ １５４ 合併による増

小 計 ２，４６７ ３，９７６ １，５０９

特
別
行
政
部
門

教 育 ８２７ １，２７６ ４４９ 合併による増

消 防 ５２６ ８８６ ３６０ 合併による増

小 計 １，３５３ ２，１６２ ８０９

公
営
企
業
等
部
門

病 院 ７４８ ７５１ ３ 新病院開設準備など

水 道 ２８１ ４０１ １２０ 合併による増

下 水 道 ２０４ ２６８ ６４ 合併による増

そ の 他 １４５ ２３０ ８５ 合併による増

小 計 １，３７８ １，６５０ ２７２

合 計 ５，１９８ ７，７８８ ２，５９０

※ 職員数は一般職に属する職員数であり，地方公務員
の身分を保有する休職者や一部の派遣職員などを含
み，臨時・非常勤職員を除いています。

区分
２０歳

未満

２０歳～

２３歳

２４歳～

２７歳

２８歳～

３１歳

３２歳～

３５歳

３６歳～

３９歳

４０歳～

４３歳

４４歳～

４７歳

４８歳～

５１歳

５２歳～

５５歳

５６歳～

５９歳

６０歳

以上
計

職員数 ６ １８７ ５１５ ８４９ ９００ ７６１ ６７１ ８６０１，１５９１，１２５ ７４６ ９７，７８８

イ 選考採用 （単位：人）

② 職員の退職状況（平成１６年４月１日～平成１７年３

月３１日） （単位：人）

③ 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１

日現在） （単位：人）

④ 職員の年齢別構成状況（平成１７年４月１日現在）

⑤ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

ア これまでの定員適正化計画について

平成８年度から平成１７年度までの１０年間を計画

期間とし，一般行政部門においては，国が実施し

た平成７年度定員管理調査を指標として，人口と

産業構造が類似している同規模他都市の職員数と

の比較などから，職員数を８０人削減することを目

標としていました。また，特別行政部門（教育・

消防）や公営企業等会計部門（病院・水道など）

も同様に定員の適正化に努めました。

一般行政部門については，平成１６年４月１日現

在で１８人の減となっており，平成１３年１月１日に

行われた旧黒埼町との合併で１４７人増加したこと

を考慮すれば，目標は十分に達成されたといえま
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区 分
住民基本台帳
人口

（Ｈ１６年度末）

歳出額

Ａ

実質収支 人件費

Ｂ

人件費率

Ｂ／Ａ

（参考）
H１５年度の
人件費率

１６年度
人

７７３，９１１
千円

２９２，５０５，９６６
千円

２，９３１，６５１
千円

５５，５８４，５２８
％

１９．０
％

１８．５

※ 普通会計は水道職員や病院職員などの公営事業にか
かる経費は除きます。なお，人件費には共済費の事業
主負担が含まれています。

区 分
職員数

Ａ

給 与 費 一人当たり
給与費
Ｂ／Ａ給料 職員手当 期末・

勤勉手当 計 Ｂ

１７年度
人

６，０６３
千円

２５，９１８，３５１
千円

４，６７０，４２４
千円

１０，５０２，８００
千円

４１，０９１，８７５
千円

６，７７７

※ 職員手当は退職手当を除くそのほかの手当（扶養・
通勤・住居・時間外勤務手当など）の総額です。

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

全 職 種 ４２．０８歳 ３５３，０６５円 ４２０，０４０円

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 ４２．１０歳 ３５４，５１７円 ４２９，４０９円

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

技能労務職 ４４．１０歳 ３３５，３５１円 ３７５，０４３円

うち用務員 ４５．０５歳 ３３７，５２２円 ３７２，９４２円

うち清掃作業員 ４３．１０歳 ３４６，９１６円 ４３２，６１８円

うち給食調理員 ４３．０６歳 ３１４，４７４円 ３２４，４５７円

※１ 「一般行政職」とは，国において給料表が異なる
税務職と福祉職の職員は除きます。

２ 「平均給料月額」とは，平成１７年４月１日現在に
おける各職種の職員の基本給の平均です。

３ 「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われ
る扶養手当，調整手当，住居手当，時間外勤務手当
など諸手当（期末・勤勉手当，寒冷地手当を除く）
の額を合計したものです。

区 分
新 潟 市 国

初任給 ２年後の給料 初任給 ２年後の給料

一般行政職
大学卒 １７０，７００円 １８４，４００円 １７０，７００円 １８４，４００円

高校卒 １３８，８００円 １４８，５００円 １３８，８００円 １４８，５００円

技能労務職
高校卒 １３６，０００円 １４５，５００円 １３６，０００円 １４５，５００円

中学卒 － － － －

※ 初任給は学校卒業後直ちに採用された場合の月額で
す。

区 分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一 般
行政職

大学卒 ２７４，０５７円 ３４２，７４９円 ３９０，８２２円 ４１９，８４３円 ４３９，７７７円

高校卒 ２２５，３９１円 ２８３，９６５円 ３３１，９１１円 ３９１，１２８円 ４１４，３６０円

技 能
労務職

高校卒 ２０８，３６９円 ２５７，６１９円 ３１１，６８９円 ３４８，６８８円 ３８１，２９５円

中学卒 － － － － －

※１ 経験年数は採用前に民間企業勤務経験などがある
場合にはその期間を換算し，採用後の年数に加算し
た年数をいいます。卒業後直ちに採用され引き続き
勤務している場合は採用後の年数です。

２ 特定幹部職員（部長以上）は含まれていません。

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １年前構成比 ５年前構成比

１１級 局長 １１人 ０．３％ ０．５％ ０．４％

１０級 部長 ３０人 ０．９％ １．５％ １．３％

９級 次長 ５３人 １．７％ １．４％ １．１％

８級 参事・課長 ４２６人 １３．４％ １５．６％ ９．４％

７級 副参事・課長補佐 ７９７人 ２５．０％ ２９．５％ ２７．２％

６級 課長補佐・主幹 ４９９人 １５．７％ １１．４％ ２０．４％

５級 係長・主査 ５２１人 １６．４％ １６．７％ １１．２％

４級 副主査 ３２２人 １０．１％ ６．８％ ６．１％

３級 主事・技師 ３１１人 ９．８％ １０．０％ １６．７％

２級 主事・技師 １８６人 ５．８％ ５．７％ ５．７％

す。

特別行政部門も平成１６年４月１日現在で５４人の

減，公営企業等会計部門も同様に３人の減と定員

の適正化に努めました。

イ 新しい定員適正化計画について

平成１７年３月の１２市町村との合併により２，６７３

人を，また平成１７年１０月の巻町との合併により３６

２人を引き継いだため，従来の定員適正化計画に

代わる新しい定員適正化計画を今年度内に策定す

る予定です。

新しい定員適正化計画は，平成１７年度からの５

年間において，市全体で５００人を削減し，部門ごと

の削減目標や具体的な採用者・退職者数を盛り込

んだ内容で検討を進めています。

� 職員の給与の状況

① 人件費の状況（平成１６年度普通会計決算）

② 職員給与費の状況（平成１７年度普通会計予算）

③ 職員の平均年齢，平均給料月額および平均給与月

額の状況（平成１７年４月１日現在）

④ 職員の初任給の状況（平成１７年４月１日現在）

⑤ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

（平成１７年４月１日現在）

⑥ 一般行政職の級別職員数の状況（平成１７年４月１

日現在）
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１級 主事補・技師補 ２６人 ０．８％ ０．８％ ０．５％

※１ この表は一般行政職の職員について，俸給表の級
区分別の職員数の状況を示したものです。

２ 標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する
代表的な職務です。

区 分 合 計 一般行政職 技能労務職

１６年度

職 員 数 Ａ ２，７６０人 １，９９５人 ７６５人

普通昇給期間（１２～２４月）を
短縮して昇給した職員数Ｂ ４４９人 ３８０人 ６９人

比 率 Ｂ／Ａ １６．３％ １９．０％ ９．０％

１５年度

職 員 数 Ａ ２，７７２人 １，９８３人 ７８９人

普通昇給期間（１２～２４月）を
短縮して昇給した職員数Ｂ ３９１人 ２７２人 １１９人

比 率 Ｂ／Ａ １４．１％ １３．７％ １５．１％

１人当たり平均支給額 １，６２５千円

支給割合 期末手当
３．０月分

（１．６）月分

勤勉手当
１．４月分

（０．７）月分

加算措置の状況 職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算 ５～２０％
・管理職加算 なし

※（ ）内は，再任用職員にかかる支給割合です。

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

２１．０月分
３３．７５月分
４７．５月分
５９．２８月分

２７．３月分
４２．１２月分
５９．２８月分
５９．２８月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２％～２０％加算）

１人当たり平均支給額 ３，９６３千円 ２５，２４７千円

支給実績（普通会計決算） ２３５，９２１千円

支給職員１人当たり平均支給年額 ９０，１６１円

職員全体に占める手当支給職員の割合 ４２．７％

手当の種類（全職種） ５０種類

支給額の多い手当 支給対象職員の多い手当

夜間特殊業務手当，清掃手当，診療手
当，福祉施設業務手当，療育指導等業務
手当

夜間特殊業務手当，福祉施設業務手
当，清掃手当，税務職員手当，接触手当

支給実績（普通会計決算） １，６８７，４７１千円

職員１人当たり平均年間支給額 ２７５千円

手当名 内 容 等

扶養手当 配偶者 １３，５００円
子どもなど（年齢などの区分に応じて）５，０００円～１６，０００円

住居手当 持ち家 ３，１００円
借家・アパートなど（家賃の額に応じて） 最高 ２７，０００円

通勤手当 バス・電車などの利用者 最高 ５５，０００円
自転車・自動車などの使用者（片道の使用距離に応じて）

３，２００円～５５，０００円

区 分 給料月額等

給

料

市長
助役
収入役

１，１６９，０００円
９４４，０００円
８１５，０００円

報

酬

議長
副議長
議員

７８２，０００円
７０４，０００円
６５６，０００円

期

末

手

当

市長
助役
収入役

（１７年度支給割合）
３．３月分

議長
副議長
議員

（１７年度支給割合）
３．３月分

退
職
手
当

市長
助役
収入役

（算定方式） （支給時期）
給料月額（１，１６９，０００円）×在職月数×０．６４（任期毎）
給料月額（ ９４４，０００円）×在職月数×０．４２（任期毎）
給料月額（ ８１５，０００円）×在職月数×０．２６（任期毎）

⑦ 昇給期間短縮の状況

⑧ 職員の手当の状況（平成１６年４月１日～平成１７年

３月３１日）

ア 期末・勤勉手当

イ 退職手当（平成１７年３月３１日現在）

ウ 特殊勤務手当

エ 時間外勤務手当

オ その他の手当

⑨ 特別職の報酬などの状況（平成１７年４月１日現在）

� 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

① 職員の勤務時間の状況（標準的なもの。平成１７年

４月１日現在）

ア 勤務時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで。

１日当たり８時間勤務

イ 週 休 日 土曜日及び日曜日

ウ 休 日 「国民の祝日に関する法律」に規定

する休日及び年末年始（１２月２９日か

ら翌年の１月３日まで）

エ 休憩時間 午後０時１５分から午後１時までの４５

分間
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種 類 付 与 日 数 等

１ 公民権行使 必要と認められる期間

２ 証人・参考人などの出頭 必要と認められる期間

３ 産前・産後 出産予定日以前８週間（多胎妊娠の場
合は１４週間）から産後８週間を経過す
る日までの届け出た期間

４ 妊娠・産後の保健指導など 妊娠期間などに応じて付与

５ 妊娠中の通勤 １日を通じて１時間を超えない範囲内
で必要と認められる期間

６ 生理 連続する２日以内で必要とする期間

７ 育児時間 １日２回それぞれ３０分以内

８ 骨髄移植 必要と認められる期間

９ ボランティア １暦年において５日の範囲内の期間

１０ 職員の結婚 ５日の範囲内の期間

１１ 妻の出産 ５日の範囲内の期間

１２ 子の看護 １暦年において５日の範囲内の期間

１３ 忌引き 親族に応じて付与

１４ 父母の追悼 １日の範囲内の期間

１５ 夏季休暇 ３日の範囲内の期間

１６ 災害による現住居の損壊など ７日の範囲内の期間

１７ 災害による出退勤困難 必要と認められる期間

１８ リフレッシュ休暇（勤続２０年，３０年） ３日の範囲内の期間

※ 特別休暇とは，勤務しないことが相当であると認め
られる場合に，勤務しないことが認められるもので
す。

男性 女性 計

新たに育児休業を取得した者 １ ７３ ７４

前年度から引き続いている者 ０ ６８ ６８

処分事由／処分の種類 降任 免職 休職 降給 合計 失職

１ 勤務実績が良くない場合 ０ ０ － － ０ －

２ 心身の故障の場合 ０ ０ ３５ － ３５ －

３ 職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０ － － ０ －

４ 職制，定数の改廃，予算の減少により
廃職，過員を生じた場合

０ ０ － － ０ －

５ 刑事事件に関し起訴された場合 － － ５ － ５ －

６ 条例に定める事由による場合 － － ０ ０ ０ －

合計（１～６の計） ０ ０ ４０ ０ ４０ －

７ 地方公務員法第２８条第４項により失職
した者

－ － － － － ０

８ 地方公務員法第２８条第４項に基づく条
例により失職しなかった者

－ － － － － ０

※ 分限処分とは，職員がその職責を十分に果たすこと
ができないと認められる場合に，職員の意に反する不
利益な身分上の変動をもたらす処分をいい，降任，免
職，休職，降給の４種類があり，地方公務員法第２８条
に規定されています。

処分事由／処分の種類 戒告 減給 停職 免職 合計
訓告
など

１ 法令に違反した場合 ０ １１ ０ ０ １１ ０

２ 職務上の義務に違反しまたは職務を
怠った場合

１６ ４０ ０ ０ ５６ ５１

３ 全体の奉仕者たるにふさわしくない非
行のあった場合

０ １ ０ ２ ３ ０

合 計 １６ ５２ ０ ２ ７０ ５１

※１ 懲戒処分とは，公務員としてふさわしくない非行
がある場合に，職員の一定の義務違反に対する道義
的責任を問い，公務における規律と秩序を維持する
ことを目的とする処分をいい，戒告，減給，停職，
免職の４種類があり，地方公務員法第２９条に規定さ
れています。

２ 訓告とは，懲戒処分には至らないが，公務員とし
てふさわしくない非行がある場合に，注意を喚起
し，公務における規律と秩序を維持することを目的
として行われるものをいいます。

オ 休息時間 午後０時から同１５分まで，午後３時

から同１５分まで

② 年次有給休暇の取得状況（平成１６年１月１日～平

成１６年１２月３１日）

１年につき２０日間付与。当該年付与分のみ翌年繰

越し可。

平均取得日数は，１３．０日

③ 特別休暇の導入状況（平成１７年４月１日現在）

④ 育児休業の取得状況（平成１６年４月１日～平成１７

年３月３１日） （単位：人）

� 職員の分限及び懲戒処分の状況

① 分限処分者数（平成１６年４月１日～平成１７年３月

３１日） （単位：人）

② 懲戒処分者数（平成１６年４月１日～平成１７年３月

３１日） （単位：人）

� 職員の服務の状況

職員の服務上の義務として，法令等および上司の職

務上の命令に従う義務，信用失墜行為の禁止，秘密を

守る義務，職務に専念する義務，政治行為の制限，争

議行為などの禁止，営利企業などの従事制限がありま

す。

本市では，職員の綱紀の保持および服務規律の確保

のための指針「信頼される公務員となるために」を定

めており，平成１６年度においては次に掲げる通知など
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時 期 内 容 方 法

平成１６年６月１８日 職員の綱紀の保持について 文書通知

平成１６年８月２日 職員の綱紀の保持について 文書通知

平成１６年１２月１６日 年末年始における綱紀の保持について 文書通知

平成１７年３月３０日 綱紀の保持について 文書通知

区 分 人 数

１ 職場研修 ６，４４２

２ 自己啓発 ９２

３ 階層別研修 ６５２

４ 専門研修 ９９８

５ 政策形成研修 ４８

６ IT研修 ５３２

７ 意識啓発講座 ６９

８ 派遣研修 １５６

９ 研修企画 ８

合計（延べ人数） ８，９９７

区 分 件 数

公務災害 ４９

通勤災害 ６

合 計 ５５

区 分 不服申立ての内容 件数

異議申立て 減給処分の取り消しを求めるもの １

により，職員の服務規律の確保に努めました。

� 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

① 研修の実施状況（平成１６年４月１日～平成１７年３

月３１日）

② 勤務成績の評定の状況（平成１６年４月１日～平成

１７年３月３１日）

職員の能力や適性に応じた適材適所の配置や人材

育成などへの活用を図ることを目的として，人事評

価制度を試行的に実施しています。

� 職員の福祉および利益の保護の状況

① 職員厚生に関する事業概要（平成１６年４月１日～

平成１７年３月３１日）

ア 職員互助会

・給付事業（慶弔給付・見舞金など） ２，０６３件

・貸付事業（普通貸付・特別貸付） ９８３件

・団体扱いの保険の取り扱い

・レクリエーション，研修事業（各種スポーツ大

会，ライフプランセミナー）

・助成事業（クラブ活動助成，体育施設利用助成

など）

・厚生施設，職員保養所の運営

イ 職員共済組合

・長期給付事業（退職者，遺族への年金給付）

・短期給付事業（育児・介護休業手当金の給付）

・貸付事業

ウ 健康保険組合

・保険給付事業（法定給付，付加給付）

・保健事業（疾病予防，健康相談など）

※ イおよびウの事業は，平成１７年３月２１日以

降，新潟県市町村職員共済組合で実施していま

す。

② 公務災害などの状況（平成１６年４月１日～平成１７

年３月３１日）

２ 公平委員会の業務の状況

� 勤務条件に関する措置要求の状況（平成１６年４月１

日～平成１７年３月３１日）

なし

� 不利益処分に関する不服申立ての状況（平成１６年４

月１日～平成１７年３月３１日）
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